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序章 研究の目的

第1節 本書の構想

 本論文は，英国における教育哲学及び道徳教育論の第一人者であるピータース（Peters，

R．S．）1）の論考を手がかりにその構想を踏まえながら，その後の英語圏の道徳教育論の諸相

を展望しようとするものである。したがって，本論は二段階の構成からなる。一つは，英

語圏における分析的教育哲学の動向を踏まえ，ピータースにおける教育哲学と道徳教育論

の構想を明らかにすることである。もう一つは，ピータース以後の道徳教育論の展開と諸

相をピータースの道徳教育論を礎としながら明らかにすることである。

 このような構成に至った背景の一つには，筆者の「道徳教育に対する学的基礎付け」へ

の並々ならぬ願望がある。道徳が人の在り方生き方に直接的に関わるだけに，基本的に歴

史や風土，そして宗教や政治，芸術や科学など，文化のあらゆる領域を含み込んでいると

することに異論はなかろう。そのために，古来よりさまざまな場面で，さまざまな方法や

形式あるいは習慣や制度を通して，またさまざまな人々によって論じられてきたことも今

戸の世界の有り様が示すとおりである。いきおい，道徳を論じる際には宗教の問題を無視

しえないという言説もある種の説得力を持っていることは認めなくてはならない。

 しかし，道徳を教育の問題として論じる際には，ソフィスト的な相対主義の誘惑に惑わ

されることなく，ソクラテス的な意味で教育論として人間としての在り方生き方が希求さ

れていかなくては，教育としての意味性を喪失してしまうことになる。卑近な言い方をす

れば，道徳教育が単なる一識者としての見解の披渥や実践として留まることなく，公共の

議論を通しつつ教育論として学的な蓄積の中で営まれていかない限り，決して実りある営

みとはならない。因みに，そのような志向性は道徳教育を決して綾小化することではない

ことは言うまでもない。

 その意味で，1960年代以降教育が公共の議論として浮上していくなかで，20世紀におけ

る「哲学革命」を経て，分析哲学2）の手法を教育哲学の領野に導入したピータースの諸論

考は， 「教育」概念の分析をはじめ，彼の道徳教育論に至るまで，独特の方法でその礎を

築いたと言える。もちろんいくつかの問題点を含んでいることは否めない3）が，バースト

（Hirst， P．｝L）が「リチャード・ピータースは教育哲学に革命を起こしたのであり，……（中

略）……その分野に携わるあらゆる他者の研究の証拠となるのであるから，彼が引き起こし

てきたその変容についてあと戻りすることはできない」4）と言明しているように，彼の研

究の足跡をまず丁寧に辿ることは，「教育」概念の明晰化のみならず，英語圏における道

徳教育論の基盤を探ることになると思われる。

 また，筆者がピ一画ースを取り上げる第二の理由は，分析的教育哲学に関するわが国の

土壌に関するものである。確かにわが国においても宇佐見寛の先駆的業績（『思考・記号・

意味一教育研究における「思考」』1968年）などがまずは挙げられよう。けれども，近年の

宇佐見の道徳教育に関する発言5）を見ても，分析的教育哲学に関して果してその求められた

意味を正しく受容しているかは，検討の余地がある。

 そうした中で村井実は「日本では，こうした分析哲学への関心は，いまもなお生まれて
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すらいないように見える。……（中略）……まさに分析哲学以前の状況といってよい」6）と

述べている。筆者は，だからわが国でも分析的な識眼が必要なのだとは二二には考えない。

しかし，ピータースに限ってみても，主著である『倫理と教育』（E砺03α癖E励。認。η，

1966）（邦訳『現代教育の倫理』（1971年））は，英語圏では教育学や教師を目指す学徒の必読

書となっている7）のに対して，こうした手法が馴染みが薄いためか，わが国では現在絶版

になっている。ましてや，ピータースに関する研究8）も『教育哲学研究』（教育哲学会編）

などに散見されはするが，彼の道徳教育論や正当化などの論証手続きに関する部分的考察

の域を出ていない。その意味でも日本語の言語観とは極めて対照的な英米圏の言語のもと

に育まれたピータースの教育哲学とそこから導出される道徳教育論とは，わが国の道徳教

育についての論議を相対化して考える上にも有効であると思われる。

 特に今日の国際化の中で，道徳教育とて，その地域的特殊性を基盤としながらも，地球

市民的資質を求めて二二可能性を志向せざるを得ない状況にあることは確かである。わが

国の道徳教育の特殊性に訴えて，英語圏の道徳教育論に対して排他的であることは決して

生産的でないと思われる。

 さて，英語圏におけるピータース以後の道徳教育論は，明らかにピータースにおける道

徳教育論の到達点を踏まえながらも，またピータースが対象化したピアジェーコールバー

グ流の認知的発達理論の課題性を明らかにしつつ，それを乗り越えようとする様々な色調

を奏でている。本論文の皿章以降では，本論文のもう一つの大きなテーマとして，ピータ

ースやコールバーグが打ち立てたカントに依拠する義務論的，あるいはミルらに依拠する

功利主義的な道徳教育論と対照させて，徳論的な潮流の中にピータース以後の道徳教育論

の諸相を描き出そうと努めている。

 なぜなら，少なくとも道徳教育論としての温度差はあるものの，ピータースの合理主義

的な立論を対照化する形で，各論者が持論の展開を推し進めていることは確かだからであ

る。こうした英語圏にあっては，多文化社会を現実のものと受け入れつつ，家族や地域社

会の著しい変容のなかで，マッキンタイアー（簸aclntyre， A．）やサンデル（Sandel，M．）らによ

る1980年代以降の徳倫理学の復興を受け，道徳教育論において徳倫理学的なアプローチが

隆盛を極めつつあることは認められてよい。政治哲学的には共同体論の流れを汲むもので

あるが，リベラリズムの中であらためて共同体の在り方が問われているのである。アメリ

カ合衆国におけるキャラクター・エデュケーションの復権もその流れに入れて考慮されて

よかろう。

 けれども結論を先取りすれば，実は共同体の再生を目指した徳論的なアプローチも，反

転すればピータース自身が展開した自家薬籠中の徳論とも微妙に交差してくる。こうした

ところに，言語を媒介にしてその公共性を問おうとしたピータースの道徳教育論の懐の深

さを認めることもできる。

 実はこうした道徳教育論の潮流の内実を明らかにすることは，ピータース以来の英語圏

における道徳教育論に通気する思想的基盤を背景としつつ，道徳教育学説史としての展開

を可能にするものであり，本論文におけるテーマの一つとなっている。それが未だ十分果

たされぬ遠大な構想であるとしても，本論が道徳教育学説史としての序論的な取り掛かり

の意味を持つとすれば，筆者としての所期の目的は果たされることになると思われる。
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［註］

1）イギリスの教育の哲学者 Richard Stanley Peters．1919年イギリスに生まれる。パブ

 リック・スクールのクリプトン校を経て，オックスフォード大学で古典語を学ぶ。第二

次世界大戦ではキリスト教の一派，クェーカー教のフレンド派救急隊に参加し，罹災者

の救助活動に当たる。戦後，高校で古典語の教師をしつつロンドン大学バーペック・カ

 レッジ大学院（定時制）に学ぶ。同大学院で学位を取得した後，学問の関心を心理学と哲

学から教育の哲学へと拡大する。同カレッジ講師，準教授を経てイギリス唯一の講座で

 あるロンドン大学教育学研究所教育哲学教授に就任。分析哲学日常言語学派の手法で

 「教育」概念や教育問題の解明に取り組む。教育の哲学をイギリスにおいて哲学の一部

門として確立するのに最大の貢献をなし，英国教育哲学会で不動の位置を築く。1983年

退職。英国教育哲学会会長歴任。主著『ホッブス』（1956年），『社会原理と民主国家』

 （共著）（1959年）， 『倫理と教育』（1966年），『教育の論理』（共著）（1970年）， 『心理学

 と倫理発達』（1974年）など。

2）分析哲学とは，19世紀以来の科学主義を発端としながら論理実証主義的な思考方法と

 ともに今世紀初頭より特に英語圏において始まった「哲学の自己反省の動き，要するに，

 ことばを分析的に吟味することによって，伝統的な問題意識の曖昧さと議論の混乱とを

克服しようとする試み」で（村井，1990年，2頁）であるとされる。そのような哲学の自己

反省の動きに対して，やや遅れ教育の分野において分析的な仕事をなしたのがピーター

スであった。彼はその「教育」概念の分析をはじめ，心理学や社会哲学を踏まえて道徳

教育の分野にまで包括的な論及をなしている。もっとも， 「ことばの分析」に倭小化す

 るのではなく，そのことが「思想の分析」に通底するということを踏まえておきたい。

  村井実「監訳者はしがき」（ムーア，T． W．著〔村井実監訳，諏訪内敬司・東敏徳共

訳〕 『教育哲学入門』川島書店，1990年所収），参照。

3）ピータースについては，広範囲に渡って多くの論及がなされている。

  cf． Cooper， D． E．（ed．）：」配とあ。α”oη，殉1z4θ5α層・M｝η4 E53卿Bプわ7 R．81Pθ’θ1r5， Routledge ＆

 Kegan Pau1，1986．

4）Hirst， P． H．：Richard Peters’contribution to the philosophy of education．

 In：Cooper， D． E．（ed．）：E4〃coπoη，殉1〃θ50層！レβ層E35昭5ノわ71～．5＝Pθ’2r3， Routledge＆

 Kegan Pau1，1986， p．38．

5）例えば，宇佐見寛正『「道徳」授業に何が出来るか』明治図書，1989年。

6）村井実，前掲書，3頁。

7）諏訪内敬司・東敏徳，前掲書，197頁。

8）わが国におけるピータース研究については，後の二次文献を参照のこと。主だったも

のを挙げると以下のようになる。

  東敏徳「ピータースの道徳教育論の意義」（教育哲学三編『教育哲学研究』第54号，

 1986年所収）

  林泰成「ピーターズの教育の正当化についての一考察一ヴィトゲンシュタインの「言

語ゲーム」との関連において一」（教育哲学会編『教育哲学研究』第58号，1988年所収）

  木内陽一「教育哲学の発展一分析的教育哲学の形成と構造」（小笠原道雄編『教職科学
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講座1教育哲学』福村出版，1991年所収）

10



第2節 先行研究と本研究の位置づけ

 この分野における先行研究としてまず挙げなければならないのは，宮寺晃夫の『現代イ

ギリス教育哲学の展開』（1997年）である。この著書においてはピータースからホワイト

（White，」．）に至るまでのイギリスにおける教育哲学が「分析的教育哲学から規範的教育哲

学へ」の展開として跡づけられ，リベラリズムを基盤とする教育哲学の新方向を明示する

ことが目されている。当然，筆者の問題関心もこの枠組みを共有し継承することとなるが，

宮寺の特色は教育哲学思想の枠内でのそれであって，道徳教育論にまで踏み込んだものと

は言い難い。

 では，英語圏の道徳教育論としては，どのような先行研究があげられるであろうか。も

ちろん，アメリカを中心にコールバーグ派の道徳教育論が隆盛し，本邦においてもその原

理から指導事例に至るまで多くの研究書がすでにあることは言を待たない。けれども，筆

者の問題関心は，コールバーグ派の論考を無視できないものと承認しつつも，また含みつ

つも，ピータースにおける教育哲学と道徳教育論の構想を基点としてとりわけ70年代以降

の英国を中心として展開されてきた道徳教育論を概観していくことの中にある。それでは，

以下に関連すると思われる先行研究をいくつか列記してみよう。

・東敏徳「ピータースの道徳教育論の意義」

    （教育哲学会議『教育哲学研究』第54号，1986年所収）

・林泰成「分析哲学と道徳教育一R．S．ピーターズの道徳教育論を中心に一」

    （佐野安仁他誌『道徳教育の視点』晃洋書房，1990年所収）

・林泰成「ピーターズのコールバーグ批判一教育目的論と道徳教育論の検討を通して

一」（佐野安仁他編『コールバーグ理論の基底』世界思想社，1993年所収）

・新井浅浩「イギリスの人格教育に関する研究一Personal and Social Education（PSE）

の概要とその展開」（『文理情報短期大学研究紀要』第1号，1995年所収）

・柴沼晶子・新井二言「英国の1988年教育改革三二の宗教教育と人格教育」

    （目本比較教育学会編『比較教育学研究』第21号，1995年所収）

 こうした諸論文において，ピータースを中心に据えた分析的教育哲学の枠内での道徳教

育論の特徴はいくらか明らかにされているものと捉えられる。また補足的には，比較教育

学あるいは教育政策の立場から，宗教教育やPSEとの布置の中に，英国における道徳教

育の位置づけを行うことも可能であろう。

 さて，本研究のねらいとするところは，これらの先行研究を踏まえつつも，一つは英語

圏における分析的教育哲学の動向を踏まえ，ピータースにおける教育哲学と道徳教育論の

構想を明らかにすることである。具体的には，ピータースが構想する教育哲学について分

析的側面と規範的側面の双方に着目し，その整理を行うことである。その結果，ピーター

スは概念分析の手法を導入して英国「教育哲学」の形成に大きな足跡を残す一方で，その

ことを通して結果的に「常識」（co㎜on sense）という英国独特の伝統観に立脚した規範的

な側面を露にするものと考える。しかし，ピータースの姿勢は分析的教育哲学の岐路にあ
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って，ホワイト以後の英国教育哲学や道徳教育論にとって新たな展開を半ば予告したもの

でもあったことも明らかにされるであろう。

 もう一つは，ピータース以後の道徳教育論の展開と諸相を，70年忌以降の道徳教育論の

連続的な流れの中で把握し，かっ社会的・理論的背景を押さえて，その教育的意義を整理

・統合しようとするものである。したがって，現代英語圏における教育哲学通史を基底と

して，中心には英国道徳教育論史の展開が置かれることになる。その際，英語圏において

は分析的教育哲学の形成を道徳教育論上も等閑視しえない：事実と捉え，義務論的（分析的）

アプローチとその対抗軸としての徳論的（規範的）アプローチという二分法（ディコトミー）

を一つの重大な指標としながら，その展開過程を精査することとしたい。

 これらの結果，先行研究がまだ充分には明らかにしていない次の諸点を，本研究の仮説

として示しておきたい。

（1）現代英語圏にあっては，分析的教育哲学の成立と規範的な問題としての道徳教育論

 の展開は密接に関連しており，すでに概念分析の手法の中に規範的な観点はあらかじ

 め組み込まれている。また，それは暗に研究者たちの依って立つ価値体系を肯定的に

表明することとなっている。即ち，分析的教育哲学者たちの道徳教育論は，結果的に

英語圏の「生活形式」に立脚した伝統的道徳観念と結びついている。

（2）科学的客観性と価値中立性を標榜した分析的教育哲学の運動が収束する中で，実践

哲学の復権や社会的背景と相侯って道徳教育論における徳論的アプローチが台頭して

 くる。それは従来のカント的な義務論や功利主義，さらには初期の分析哲学が追求し

た価値論など“道徳の一元論”に対置されるものである。普遍化・客観化への反動と

 して，具体的人間像を念頭に置いて，実践的で教育的文脈に馴染みやすい，卑近な諸

徳性が取り上げられ，教養・習慣・身体と結びつく形で，徳論的アプローチとして措

定される。そのことはアリストテレスが厳密な学としての倫理学を断念し，「中庸」

 を重視して「幸福」な生活と結びついた「人間的な善」にその視点を置いたことと呼

応するものである。

（3）上記，（1），（2）を綿密に追求することによって，70年代以降の英語圏における道徳

教育論が時代の趨勢において，義務論的アプローチから徳論的アプローチへとその重

点を移動しつつあることが見て取れる。また，確かに急速な多文化社会への移行やそ

れに伴う家庭の変容は，名称を変えながらもむしろ社会の保守化と相侯って徳論的な

 アプローチへの傾斜を強めてさえいる。

  しかし，表面的には，その特徴を顕在化させたり潜在化させたりするものの，リベ

 ラリズムや合理主義への信頼と，価値多元的で社交的な徳性への回帰とは，道徳教育

 における車の両輪として相剋と共存の関係を把持していることが見て取れる。それは

英語圏の道徳教育論における独特の展開過程でもあると同時に，わが国の道徳教育論

 を対照化させて捉える際の枠組みとしても機能する。

上記の点を明らかにするために，以下のような順序で叙述が進められることになる。
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 第1章では英語圏における分析的教育哲学の動向を踏まえ，ピータースの教育哲学上の

位置づけが行われる。第∬章では，ピータースにおける「教育」概念の分析を発端として，

教育の正当化問題，教育哲学の射程を踏まえて，彼の道徳教育論の特質が描出される。な

お，ピータースのいわば「保守主義者」としての規範的側面に少なからず影響を与えたと

されるM．オークショットの教育論を6節に配置することで，ピータースの道徳教育論の

懐の深さへの認識の一助としたい。

 第皿章では，英国で発刊され続けている雑誌『道徳教育研究』（跣θ」∂〃7ηα1げ躍bアα1

肋εαガ。”）（以下JMEと略記する）の動向に着目しながら，ピータース以後の道徳教育論

の展開について実践的側面を配慮しつつ具体的にその諸相の一端が明らかにされる。そこ

では，道徳教育論の理論的展開，ピータースと連動した形でより実践的な枠組みを提供し

たウィルソンの道徳教育論，さらには「家族」における道徳的発達の問題をも取り上げる。

第IV章では，道徳教育論における徳論的アプローチの展開が徳倫理学の動向を踏まえて叙

述される。そこでは権威論や教師の道徳的役割の再考が促されることになる。

 こうした考察を踏まえて，終章では英語圏における道徳教育論の展開と諸相から示唆さ

れる点が明らかにされる。一つにはピータースの教育哲学と道徳教育論からの帰結，さら

にもう一つは徳論的アプローチを踏まえての道徳教育論の展望からの示唆となろう。言う

までもなく，こうした本論文の考察が本邦の学校教育実践学としての道徳教育論に直接的

あるいは間接的に寄与することは言うまでもない。本邦の道徳教育に対する示唆はそれま

での各章においても間接的に触れられることになるが，道徳教育実践学の新たな視座を提

供してくれるものと思われる。因みに，補節においてはこうした研究論文の視座から，本

邦における高等学校の道徳教育の在り方を例示的に論じたものとなっている。
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第1章現代における分析的教育哲学の動向とピータースの位置

第壌節 分析的教育哲学の一般的動向及びその特質

1 はじめに

 1960年代以降の英語圏の教育哲学の支配的傾向を「分析的教育哲学の興隆と凋落」1＞と

いう言い回しで表現することは，一般に周知のこととして受け入れられる観がある。それ

は，最近の宮寺晃夫の一連の論文2）においても，イギリスにおける教育哲学が， 「分析的

教育哲学」（Analytic philosophy of Education． ‘APE’と略記されることもある）か

ら「規範的教育哲学」（恥mative Philosophy of Education．宮寺の命名による）へと転換

が図られていると，同様の指摘がなされていることからもうなずける。

 しかし果して，実際にそうなのだろうか。分析的教育哲学の役割は終ったのだろうか。

そこでの教育哲学についての一般的趨勢はそれらの文献に委ねるとしても，あまりにも

「分析」という用語を一面的に捉え過ぎてはいなかっただろうか。否，むしろ何をどのよ

うに「分析」するのかということを改めて考える必要があるのではないだろうか。

 ここでの筆者の主眼は，ノルデンボー（N◎rdenbφ， S． E．）の論文に依拠して「分析的教育

哲学」の動向と内実を捉え直し，分析的教育哲学のリーダーの一人である，ピータースの

教育哲学上の位置を暫定的に定位することにある。そのことは同時に，次章以後で展開さ

れるであろう，彼の教育哲学と道徳教育面の構想を捉え直す基底的な一局面として意味を

為すものと思われる。APEの教育概念に流れ込んでいる文脈と同様に，たとえピーター

スの教育哲学も，結果的には「意外と伝統的な教育理念と相通じる内容である」3）という

宮寺の見解へ落ち着くことになろうとも，その運動過程を経て研ぎ澄まされた「分析」の

意義は確保されるものと思われる。

2 分析的教育哲学の段階区分

 ところで一般に分析哲学を定義することは容易なことではないが，19世紀後半のマッハ

（馳ch， E．）らの科学主義を発端としながら論理実証主義的な思考方法とともに，今世紀初頭

より特に英語圏において始まった「哲学の自己反省の動き」であるとされる。そのような

哲学の動向にやや遅れ，1960年代半ば以降教育学「言語」の分析を主要課題とした，ター

ンの意味における「パラダイムの移行」が図られることになる。つまり，基本的には「言

語」のレベルに視点を据え， 「教育」概念の分析，とりわけその言語学的分析に問題を焦

点化しようとしたのが，まさに分析的教育哲学の運動に他ならない。そこには， 「教育」

概念が正確に規定されれば，教育問題は解決されるというよりは，消滅するという暗黙の

実定的な（positive）考え方が存在したことを見逃すことはできない。また，それと同根の

ものとして，言葉の分析の意義は即ち思想の分析にあるのだという考え方も基底として存

在していたのである。

 実際に分析的教育哲学がどのような形で進展していくかということはともかくも， 「パ

ラダイム転換」という意味では，当初，従来の「伝統的」教育哲学を否定する形で自らを

措定しなければならなかったのも事実である。スカンジナビアンであるノルデンボー（
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Nordenbφ， S． E．）によれば，そのアンチ・テーゼは，

（a） 「分析的」教育哲学は，教義のコレクションからなるのではなく，明確な方法から

 なる。

（b）出発のポイントは理論の中で手に入れらるのではなく，存在する教育実践の中で手

 に入れられなければならない。実践が第一番目で，理論が第二番目である。

（c）教育哲学は，その仕事が実質的な教育上の処方箋を出すことではないところの，

 「第二階」（second－order）の活動である4）。

ということになるが，それこそが分析的教育哲学の極めて一般的な特徴ということになる

であろう。けれども，決して方法論的に統一されていたわけでない。

 さて，同じくノルデンボーによれば，分析的教育哲学の発展は，三つの段階に分けられ

る5）。第一には，論理実証主義によって鼓舞される段階，第二は，アメリカを中心とした

「ピースミール」（piecemeal）な概念分析の段階，第三にロンドン学派の段階である。

2．1 分析的教育哲学の第一段階

 第一の段階は，論理実証主義をその明白な出発点とし，いわば教育的状況を目的一手段

図式において構造化することを目指す段階である。英語圏においてはファイグル（Feig1，

H．）やオコナー（0’Connor， D．」．），ドイツ語圏においては，ブレツィンカ（Brezinka，毘）らの

論者をノルデンボーは挙げている6）。言うまでもなく，目的一手段図式は，事実と価値，

あるいは記述的なものと規範的なものとの区別を前提とし，自然科学の諸形式を模範とす

るわけであるから，そのような初期の分析的教育哲学が， 「明晰性，秩序そして知的防腐

法についての消極的な美徳」7）のみに達するということは容易に想像がつくであろう。

 しかし，この初期の分析的教育哲学が次の段階の呼び水になることを考えれば，そこで

の批判をまとめておくことも意味がある。つまり，論理実証主義の価値理論が，価値判断

をその価値の絶叫，命令，説得，規定などとみなす，非一認知主義的傾向を示すことから

も推測しうるように，この段階の分析的教育哲学は，教育理論そのものを技術工学に酌め

るという非難を惹起するとともに，科学の統一構想についての疑念を生じさせることにな

るのである。それは道徳的な観点からすれば，教育についての技術工学的な見解の適用に

よって，人間学的な問題が自然科学的な事柄との等価において操作される対象に限定され

てしまうことを意味する。また，認識論的な観点からすれば，一言語ゲームの発展に密接

に関わっているのではあるが一完全に統合された人間を，心理学的用語において，例えば

本能を制御する存在として，適切に記述することはできないという主張になって表される。

つまり，言語ゲームの理論においては，社会的諸現象は，それらが「意味」を持っている

ことに対して欠くことのできない規則，即ち文化やその一部であるような「生活形式」を

規定するところの規則によって構成されることを意味する。したがって，哲学的分析は，

社会科学にあてはまることとなり，「与えられた文化の中において相互作用の基本型を構

成するところの，概念的構造を精密に地図に示すこと」8）が教育哲学の仕事とならなけれ

ばならないという主張によって結論づけられることになる。

 こうして，このような地図化が概念分析に集中されるのが，第二の段階であり，さらに
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規則がその一部である「生活形式」を構成するところのそのような規則を掘り出すことま

で含めようとするのが，第三の段階であると言えるであろう。即ち，アメリカにおいては

純粋な概念分析が支配的である一方で，ピータースらを先導者としたロンドン学派は，超

越論上の哲学的アプローチを推し進めることになるのである。

2．2 分析的教育哲学の第二段階9）

 第二段階の「ピースミール」な概念分析は，言語哲学においてよく知られた，ライル（

Ryle， G．）の課題語と達成語との間の区別，さらにはオースティン（Austin， J． L．）の言語行為

論を念頭に置きながら概念の「論理的地理学」を目指して進められる。論者としては，

『教育のことば』（1960年）などで著名なシェフラー（Scheffler，1．）を挙げれば十分であろ

う。この段階における特徴を先の分析的教育哲学の出発点と比較すれば，

（a）’哲学は主として一つの方法と見なされるのであるが，分析哲学の論理一実証主義二

段階とは異なる。

（b）’分析の主たる対象は教育概念の目常言語における適用である。

（c）’最後に，第二の分析的段階は，前の非一認知主義に対する代替案を主張することに

 よってではなく，分析……「第二階」に関わる存在である……が規範的な判断をなし

 えないという事実を強調することによって，決定主義的な態度を拒否する’o）。

とノルデンボーは見ている。いわば，純粋にスコラ的な目的を持つということによって，

この段階の分析的教育哲学は特徴づけられると言えよう。

2．3 分析的教育哲学の第三段階

 さて，第三段階のロンドン学派の活動と上述のアメゾカでの「ピースミール」な概念分

析とが時間的な先後関係を表現することを意味するわけではない。ロンドン学派は，「ピ

ースミール」な概念分析が帰されるべき本質的価値を体現するのではなく，さらなる分析

の手段としてみなされることを強調するという意味で，便宜的に第三段階と位置づけられ

る。周知の如く，それはロンドン学派の「超越論」が，概念分析を越えてさらなる段階を

示すということでもある。

 また，このようなロンドン学派の学的方針は，明らかにヴィトゲンシュタイン

（Wittgenstein， L．）の概念である「生活形式」の延長線上に位置づけられるものとして示さ

れる。ヴィトゲンシュタイン流の認識論的かつ存在論的観点からすれば，人々が理解し合

うためには，人々が言表することがその中において適合されるような，概念についての一

般的な枠組みが想定されるのであって， 「生活形式」はいわばそのような概念図式を固定

することの一部を担うものなのである。言い換えれば，概念図式は与えられた「生活形

式」に依存するといっても過言ではなかろう。そのような意味で，概念についての使用法

や意味について言及することは意味があるし，概念は他の諸概念と関係づけられることに

なるわけである。もちろん，そこでの客観性の間題は，すでに受け入れられた諸概念の体

系の範囲内においてのみ認められうるものとなる。このように見て来ると，ロンドン学派

の段階は，ある意味で第一の論理実証主義的段階に対する批判への一つの回答であったと
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も言えるのである。

 ところで，ロンドン学派の教育哲学への実質的な寄与は，教育概念の分析， 「知識の諸

形式」についての理論，そして教育の正当化についての問題である1Dとされる。その中心

的な指導者がピータースやバースト（Hirst， P。 H．）であることは言うまでもない。ここでは

詳細に論じ得ないが，ピータースは何年もの問いくつかの修正を受け入れつつも，「教

育」概念の分析を縦にライルの課題一達成の座標軸をとり，横に評価的（あるいは道徳的）

一認知的（あるいは認識論的）座標軸をとって遂行していったのである。また，バーストの

「知識の諸形式」は，陳述が要するところの概念，及び論理的構造，さらにはそれが評価

されるところの真理基準を示したものに他ならないが，いわばピータースにおける教育の

認知的条件についての概念分析をさらに徹底させたものと見なすこともできよう。さらに，

ピータースは哲学的には大いに議論の余地のある「超越論的論証」（transcendental

argument）でもって教育の正当化を図ることになる。そこに見出しうるこの学派の基本的な

立場は，「教育は外的な目的のためにではなく，それ自身のために，生徒の合理性ないし

知識，さらには知性を養い育てることに，中心的に関わるべきである」12）という言表でもっ

て示される。

 最後に，この期の分析的教育哲学を以前の段階のそれと比較してみよう。基本的には，

ピータースやバーストらが分析的プログラムの「第二階」の性格に賛成しながらも，彼ら

が実際に行ったことはさらに先へ進んでしまったということである。ノルデンボーに依拠

すれば，この第三段階の分析的教育哲学は次のように特徴づけられる。

（a）”分析的教育哲学の第二の段階と同じように，彼らは第一に哲学を一つの方法とみな

 す。

（b）”しかし，この学派は言語ゲームや「生活形式」の理論を受け入れるために，教育的

表現の日常言語における使用というよりもむしろ，教育的ディスコースの論理的（超越

 論的）前提条件を分析の対象にすることになる。

（c）”このことは，最終的に次のような事実を導く。即ち，主張された分析についての

 「第二階」の性質にも関わらず，それは明らかに「第一階」の判断に終るということ

 になる13）。

 それゆえ，ロンドン学派の教育哲学は重要な「教育」概念の分析を形作るばかりではな

く，後期の分析においては社会的かつ文化的諸価値についての合理的な批判や正当化をも

構成することになる。その意味では，この学派の教育哲学は，社会的（そして教育的）実践

についての批判的分析とも言える。また，双方が互いに限定しかつ前提にするという意味

では「分析」と「総合」との営みであるとも言えるわけである。

［註］

1） Nordenbφ， S． E．：Philosophy of Education in the Western World：DeveloP撮ental

Trends During the Last 25 Years．1n：1一口zηα”oηα11～ev’θw，（～〆、Eと加。αガη． XXV，1979， P．433．

2）宮寺晃夫「教育の合理主義的理解とは何か」（『教育哲学研究』第63号，1991年所収）

4－10頁。
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第2節 分析的教育哲学は退潮的傾向にあるのか

 さて，以上のような分析的教育哲学の動向からも容易に想像できることであるが，ここ

ではそのことを踏まえ，分析的教育哲学への批判及びその現状1）を整理しておこう。

1 フィリップスの見解一イーデルの論拠をもとに一

 例えば，『国際教育百科事典』において「教育哲学」の項目2）を執筆したフィリップス

（Phillips， D． c．）は，1970年代以降有力になってきた分析哲学への批判を要約的に述べる

ことから始めている。彼によれば，第一に，全く分析に哲学の範囲を限定してしまうこと

は取るに足らない，難解で論理的ないしは言語上の問題に注意を焦点化してしまう恐れが

あるということが，大陸の哲学者から非難されたとしている。それは，いわば分析という

手法の不毛性とその実践からの疎遠，ということである。大陸の哲学者にしてみれば，

「我々は何を為すべきか，またどのように生きるべきか」ということについての教育学的

な行為指針をどのように導き出すというのかということでもある。しかし第二に，これと

表裏を為してポパー（Popper， K． R．）がそうであったように，一方で形而上学的関心が継続し

たことも問題点として挙げられる。さらに第三に英語圏の哲学者からはヴィトゲンシュタ

インの転回にともなって言語分析の中立性をどのように確保するのかということが指摘さ

れたとしている。即ち，言表される言語を明晰化することで哲学的問題を解消しようとす

るとき，目常言語学派の哲学者は，言語が言語共同体の構成員によって用いられている以

上，形而上学的仮定や規範的言質から自由ではありえないではないかということである。

言い換えれば， 「誰の概念を分析するのか」という問いに置き換えられる問題であると同

時に，現に社会的に有力な価値を擁護するという保守的なイデオロギー性が非難の対象に

なるということでもある。

 もっとも，これらの指摘は，そのまま分析的教育哲学への非難として一どの段階を主に

指しているかという強調の違いはあるにしても一受け取ることは可能である。そして，こ

のような文脈の中で的を得ているのが，有名なイーデル（Ede1，A．）の見解である。つまり，

「一般に分析的教育哲学とよばれているものは，岐路に立っているようなものである。問

題なのは，教育に対する哲学的貢献の可能性である」3＞と。この意味をフィリップスは，

分析的活動は，その正確さと明晰さとからはもはや退却することはありえないのだが，そ

の代わりに経験的，評価的，社会史的な構成要素をいかに有益な方法で合体させるかとい

う必要に迫られているということである4），と解釈しているようにみえるが，それは筆者

にもまずは妥当な見解であると思われる。

2 宮寺晃夫の見解一ホワイトやヘイドンの動きから一

 そして，この延長線上に，分析的教育哲学を「規範的教育哲学」と対置させることによ

って，その退潮的傾向を積極的に示そうとするのが，宮寺晃夫の論文5＞である。宮寺はホ

ワイト（White， J．）やヘイドン（Haydon， G．）らとの影響下にあって密接に関わりつつ，まずロ

ンドン学派の一員である彼らが「教育哲学」観の変化によって「規範的教育哲学」へと突

き動かされたことが一つの特質だと論じている6）。そしてその上で，宮寺は分析的教育哲

学の退潮の原因をその社会的要因と絡めて：二点ほど，挙げているη。即ち，その第一点は，
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70年代始めから教育と関連する哲学の分野で見られるいわゆる「倫理学的転回」（ethical

turn）が教育哲学にも影響を及ぼしたということである。また，第二二目は英国における

教育哲学を取り巻く状況を吐露したものとしてf価値多元的社会」の出現を挙げている。

 「倫理学的転回」の衝撃について彼の言葉を借りて要約すれば， 「事実や言語の問題に

還元して客観的・論理的に分析していこうとする傾向が批判され，事実や言語問題に還元

されない「価値」独自の問題領域の存在が再認識されるようになった」8）ということにな

る。言い換えれば， 「価値」領域では，一般に議論は一元的に収敏していくものではなく，

現実の文脈の中で「言語」自体が増殖していくことがその特徴であるから，人々の間の

「ディスコース」の中でこそ「価値」が捉え直されるべきであるというものである。宮寺

は，この場合「言語」という実体を頼りにして教育哲学に理論としての構造を付与しよう

としてきたのがまさに分析的教育哲学であるとしているがゆえに，その特質を一一その発

展形態を無視して一一極めて綾小化して捉えていると言えるであろう。しかしそのことは

ここで置くとしても，趨勢として教育哲学が「「フロネーシス」一……（中略）……多様な

文脈のただなかで問題を構成していく実践知一を追求する学問として」9）脱構築されなけ

ればならないというホワイトらの主張を，純粋に「規範的教育哲学」への転換として受け

止めているのではないかと思われる。

 また，宮寺が第二の要因として，社会的・教育的現実の激変としての多人種社会（

multi－racial society）の出現を挙げているが，この件に関してはさらに詳細な検討を必要

とすることであり，ここでは立ち入らない。ただし，80年代になって，ピータースの有名

なテーゼ「イニシエーションとしての教育ro）（Education as Initiaition）を前提とするよ

うな価値体系が極めて一部の人々にしか有効に機能しえなくなったとは言えるかもしれな

い。少なくとも，宮寺はこのような要因から逆に「規範的教育哲学」の新たな教育課題を

ホワイトやヘイドンに従って説明しようとしているのである。

3 ノルデンボーの見解

 最後に，分析的教育哲学の発展段階を特徴的に示し，その支配的傾向を「分析的教育哲

学の興隆と凋落」としたノルデンボーの見解を見ておこう。彼は，分析的教育哲学の批判

と課題についてその内部批判という形で二つの中心的な局面を示してくれている。それは

端的に言えば，一つには，分析的方法の能力における信頼性の失墜ということ，二つには

それとパラレルな関係にあるが，規範的な問いに答えるためのその運動の無能さが露呈さ

れたということ11）である。これはフィリップスの見解とほぼ重なっているとみてよかろう。

しかし，教育概念を明らかにする分析的技術の，注意深い，累積的・継続的使用が， 「フ

ァジーな」カテゴリーであるべくして保持されていることを無理に分析したり・明瞭化し

たりすることによって逆に混乱を招いたという彼の指摘は，分析そのもののあり方に反省

を促す点で注目に値しよう。また，規範的な問い，即ち価値の問いに答えるための分析的

教育哲学の無能さに関しての批判については，ことロンドン学派に至っては，その「学派

がそもそも，最終的には規範的であるところの，分析的教育哲学の最後の発展であるとい

う事実を，全体的には無視している」’2）としており，分析的教育哲学に関しての彼なりの

鋭い洞察が窺える。言い換えれば，分析的教育哲学の運動全てをひとくくりにして捉える

ことの誤りを如実にも突いていると筆者には思われる。
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 さて，以上のように，分析的教育哲学の運動を一般的に「退潮」していると見ることは

可能かもしれないが，それはやはりイーデルの述べる如く依然として「岐路に立ってい

る」のである。もちろん，その前提として分析的教育哲学をどう定義付けるかでその趨勢

の捉え方も変化してくるに違いない。哲学が分析的であることから逃れることはできない

のであり，要は分析的教育哲学を辿った足跡を学説史的にさらに詳細に検討してみる必要

がある。

［註］

1）分析的教育哲学の動向及び問題点について，わが国では，先にあげた宮寺晃夫の論文

 と以下の論文が，代表的なものとして挙げられよう。

  木内陽一「教育哲学の発展一分析的教育哲学の形成と構造」

 （小笠原道雄編『教職科学講座1教育哲学』福村出版，1991年所収）

2） Phillips， D． C．：Article ‘‘Philosophy of Education” ． In：Hussen， T．／Postlethwaite，

 T．鉱 （ed．）：Zらθ1初ホθ7ηα’∫oηα1 Eη（ツσ1（ψθ漉αqズE4〃。α∫’oη， Vol．7，0xford（Pergamon Press），

 1985，pp．3859－3876．

3）Edel，A．：Analytic philosophy of education at the crossroads．

 In：Doyle， J． F．（ed．）：E4〃。α”oηα1」諺49召〃霊θ〃麺∴P卯θ7r∫’η’乃θP乃％05《～ρ1ぴ《～〆Eヒ」〃oo”oη，

 Routledge＆Kegan Paul，1973， P．233．

4）Phillips， D． C．，op． cit．，p．3876．

5）宮寺晃夫「現代教育哲学の転換一イギリスにおける「分析的教育哲学」の退潮と「規

 範的教育哲学」の登場一」（『宮崎大学教育学部紀要 教育科学』第71一号，1992年所収）

 33－46頁。

6）同上，36頁。

7）同上，37－40頁。

8）同上，37頁。

9）同上，37頁。

10） 「イニシエーション」（lnitiation）という語句は，ピータースが自らの教育概念の分

析に基づき，その教育のあり方を端的に示そうとしたものである。例えば『倫理と教

 育』（邦訳）においては「手ほどき」という訳語が与えられている。しかし，ピータース

 によれば，その語は価値ある活動と行為の様式の存する公的世界の中へ「導き入れるこ

 と」を意味しており，そのことによってプラトン的意味での高次の陶冶を可能ならしめ

 るとされる。したがって，ここでは原語をそのままカタカナで表記して用いることにし

 た。

  木内陽一「道徳と教育」（小笠原道雄編著『文化伝達と教育一教育学入門一』福村出

 版，1988年所収）18頁，参照。

11） Nordenbφ， S． E．，oP． cit．，P．452．

12） ibid．，p．452．
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第3節 ピータースの教育哲学上の位置

 いわばピータースを評価し直すことに筆者の意図がある以上，彼の教育哲学上の寄与を

従来の評価に従ってここで定位することは，序論以上の意味はないと思われる1）。さらに，

ロンドン学派のリーダーの一人として彼の業績は，すでに指摘されたに等しい。しかし，

ここでピータースにおける簡単な見取図を描いておくという意味では有益であろう。

 ピータースは，第二次大戦後ロンドン大学でポパー（Popper， K R．）やオークショット（

Oakeshott， M．），さらにはリード（Leid， L． A．）のもとで研究しているわけだが，学問的関心

を哲学と心理学から教育の哲学へと移動してきたことが，まず挙げられるべきであろう。

それは彼の初期の主著である『ホッブズ』（1956年）や『社会原理と民主国家』（1959年）に

おいて明らかであると同時に，基本的なその関心はその後も彼の教育的著作において常に

開陳されているのである。当初より彼の教育哲学が規範的な部分と何らかの接点を持って

いたことをここでは指摘しておいてよいだろう。

 そして，リードの後，イギリス唯一の講座であるロンドン大学教育学部の教育哲学教授

に就任し，いわゆる分析哲学日常言語学派の手法で教育概念や教育問題の解明に取り組む

ことになる。彼の「教育」概念の分析においては，既に述べてきたように後期ヴィトゲン

シュタイン（Wittgenstein， L．）やライル（Ryle， G．）の影響を明らかに看て取ることができる。

一般には「教育の哲学」をイギリスにおいて哲学の一部門として確立するのに最大の貢献

をなしたとされる。もちろん，多くの問題点を内包していることは否定できないが，彼が，

その「教育」概念の分析をはじめ，心理学や社会哲学を踏まえて道徳教育の分野にまで包

括的な論及をなしていることは事実である。同じロンドンライナー一2）の一人であるバース

ト（Hirst， P． H．）の指摘3）を待つまでもなく，その影響力は甚大なものがあると，今もって

言えるのではないだろうか。

 さて，彼の業績においてまず特筆すべきは，上述してきたように，一連の論文や著作に

おいて，彼が「教育」そのものの有力な概念を発展させたということである4）。ピーター

ス自身，論文「イニシエーションとしての教育」萄で言明しているように，教育はそれ自

身を越える如何なる目的をも持ち得ないのであって，教育はそれ自身の内にその原理と規

準を持つ。したがって，それを教育概念の分析によって明らかにしょうとしたのが，いわ

ゆる彼の教育概念の規準であった。それはその方法論上，経験的検証からも免れ，また規

範的な部分が直接的に意図されているわけでもない。つまり，認識論上の規準として提示

されたのである6）。そして，その概念を用いながら，結局教育は人を価値ある生活スタイ

ルへと「イニシエイト」することに他ならないと彼は結論づけてしまうのである。

 もちろん，この規準に対してはさまざまな批判が繰り返され，彼も「教育ある人（あるい

は，教養ある人）」（educated man）の概念を持ち出しながら，修正を加えていくことにはな

る。しかし，彼自身後の論文7）で明らかにしているようにどうも十分には説得するには至

らなかったようである。

 そして，ピータースの業績におけるもう一つの大きな柱としては，教育の正当化につい

ての問題が挙げられるであろう。ピータースは「教育」という概念の分析を通して教育が

多くの過程が満たさなければならない一定の規準を意味することを明らかにしたのであっ

たが，その教育の中枢に内在する規準から，当然の結果として，ある種の価値論上の問題
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をピータースが抱え込んでしまうことになる。つまり，ピータースは教育と呼ばれる活動

の規準の第一として， 「価値あるものを伝達すること」を挙げたのを想起すれば十分であ

ろう。

 それでは，一体「価値あるもの」とは何なのか。ここにピータースの教育の正当化の問

題が生じてくる。具体的には『倫理と教育』において，「なぜプッシュ・ピン〔鋲を使っ

て行う子どもの遊び〕よりも詩の方が望ましいのか」という問題として論じられるが，よ

り学校教育に引きつけて考えれば，なぜ学校の教科はプッシュ・ピンやスロット・マシー

ンなどよりも望ましいのかということとして受け取ればよかろう。

 彼の正当化の経緯については，論文「教育の正当化」にその詳細を譲ることになるが，

ヒ。一山ースが正当化のための方法として用いるのが， 「超越論的論証」（transcendental

argument）である。これは，彼の言葉を借りれば， 「原理が暗黙の内に前提しているものを

明らかにするために原理の背後に立ち入って精査する」8）という形式の論証であり，カン

トの超越論的演繹から示唆されたものである。そして，こうした方法で論証されていくの

が，主著『倫理と教育』においては，「平等」，「価値ある活動， 「インタレストの斜

酌」9）， 「自由」， 「人格の尊厳」， 「同胞愛」の原理などである。

 もっとも，このような正当化に限らずとも，どんな正当化の方法も，認識論的問題とし

て成功しないことは言うまでもない。例えば，林泰成がハンス・アルバート（Albert，凡）の

「ミュンヒハウゼンのトリレンマ」’0）に依拠しながら，結局ピータースの場合は無限循環

に陥っていることを指摘している11）ことは正鵠を射ていると思われる。むしろ，このよう

なピータースの超越論的な形式の内実を明らかにすることの方が，筆者には有益なことの

ように思われる。

 これだけで言い尽くせるものではないが，以上をピータースの教育哲学の寄与に関する

要点とするならば，それらのことに対してどのような評価が与えられているのだろうか。

 例えば，ドイツ語圏において積極的に英語圏の教育哲学を受容してきたエルカース

（Oelkers， J．）によれば， 「現代の教育科学的論争が，教育学的伝統の中心的な概念を留保

してきた」’2）として，分析的哲学の思考手段で「教育」（Erziehung）概念を叙述しようとし

たピータースの業績に注目するように促している。もっとも，彼はその方法論的な問題の

分析に重点は置いていない。むしろ，このような「教育」概念の教育学への寄与の可能性

を問題にしているのである。ここでは詳細には論じ得ないが，エルカースは少なくとも，

「陶冶」（Bildung）概念と「有用性（＝役立つこと）」（Brauchbarkeit）概念とのジレンマの

問に，ピータースの提起した「教育」概念の問題を置き，その可能性を探ろうとしている。

ただそこで，英語圏における分析的教育哲学の文脈の中での陶冶思想が，とりわけピータ

ースの「イニシエーションとしての教育」が，1920年代にドイツ教育学の主流を占めた文

化教育学的な視座と一エルカースはシュプランガー（Spranger， E．）を援用してはいるが13），

一対照されている14）のは瞠目に値すると思われる。

 以上のようなピータースへの概略的な教育哲学上の位置づけを前提として，価値論上の

問題を抱えた彼の教育哲学と道徳教育論の構想を次に見ていくこととしよう。

［註］

1）ピータースの教育哲学上の位置についてその概略は，以下の論文に詳しい。
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  木内陽一「教育哲学の発展一分析的教育哲学の形成と構造」（小笠原道雄編『教職科学

 講座1教育哲学』福村出版，1991年所収＞27－43頁。筆者もその概略を概ねこの論文に負

 っている。

2） 「ロンドン学派」のことを指すが，内部では「ロンドンライン」（London－Line）とも呼

 んでいる。

3）Hirst， P． H．：Richard Peters’contribution to the philosophy of education．

 In：Cooper， D． E．（ed．）：E4〃。α”oη，レ勉1〃θ5αη4ノレ猷」帽E836｛y3ノわr R」51Pθ’θハ3， Routledge ＆

 Kegan P3uユ，1986， p．38．

4）Phillips，】）． C．：Article‘‘Philosophy of Education”．ln：Hussen， T．／Postlethwaite，

 T。N．（ed．）：7カε1力彪7ηα”oηα1 Eη（ツ（フ1qρθ6〃α（ゾ、εと1〃。αガ。〃， Vo1．7，0xford（Perga霊non Press），

 1985，p．3873．

  フランケナ，W、 K．（松野安男訳）：論文「教育」（荒川幾男他山『西洋思想史大事

 典』平凡社，1990年所収）552－568頁，参照。

5）Peters， R． S．：Education as Initiation． ln：Archambault， R． D．（ed．）：P乃’108（～ρ乃’oα1

 ∠1ηαかぶおαη4Elメzκα”oη， London， Routledge ＆ Kegan Paul，1965， P。92．

6）宮寺晃夫「教育の合理主義的理解とは何か」（『教育哲学研究』第63号，1991年所収）

 6頁，参照。

7） Peters， R． S．：Philosophy of Education 1960－80． In：Hirst， P． H．（ed．）：」Eと伽。αガ。ηα1

 跣εo型αη4鉱5・Fo〃ηぬ∫’o〃1）お。ψ〃ηθ5， Routledge ＆ Kegan Paul，1983， PP．36－39。

8） Peters， R、 S．：E〃2∫c霊α〃4、ε4〃。αガ。私George AIlen＆Uuwin，1966， PP．114．

  R．S．ピータース著（三好信浩・塚崎智共訳）『現代教育の倫理一その基礎的分析』

 黎明書房，1971年，159頁。

  なお，以後翻訳のある文献の訳出にあたっては，原典をもとに翻訳を参照しつつ，訳

 し直している箇所もいくつかあることを指摘しておきたい。

9）ピータースは主著『倫理と教育』において，「インタレスト」（interest）の概念を分

 記することから始めているが，日本語の「興味」や「関心」では十分に言い表すことは

 できない。少なくとも，現象学でいうところの「志向性」（lntentionalitat）や「関

 心」（Sorge）ではないと思われる。むしろ， 「権利」や「利益」に関わる功利主義的概念

 ではないかと思われる。したがって，ここでは原語をそのままカタカナで表記して用い

 ることにした。

  cf． Peters， R． S．：E砺。30層E励。σ∫’oη， PP．167－1マ0．（邦訳：241－245頁）

10）アルバート（Albert， H．）によれば，あらゆる基礎づけの試みは，（1）無限退行か，

 （2）論理的循環か，（3）ある一定の地点での判断中止，のいずれかに帰着する。しかるに

 （1）（2）は本来の意味で基礎づけとは言い難く，また（3）も恣意的で独断的なものであると

 して，一切の基礎づけの試みは無効である，と彼は主張する。ドイツのほらふき男爵ミ

 ュンヒハウゼンの名にちなんでこの名称がつけられた。

  なお， 「ミュンヒハウゼンのトリレンマ」については，以下の論文でアーベル（Apel，

K．）が批判している。

  アーベル，K．（宗像恵・伊藤邦武訳）「知識の根本的基礎づけ一超越論的遂行論と批

 判的合理主義一」（ガダーマー・アーベル他著〔竹市明弘編〕 『哲学の変貌一現代ドイツ
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 哲学一』岩波書店，1984年所収）

  また，小河原誠氏の次の論文もこのことについて論じている。

  小河原誠「ほらふき男爵のトリレンマと合理主義の問題」（『鹿児島大学法文学部紀要

 人文学科論集』第19号，1983年所収）

11）林泰成「ピーターズの教育の正当化についての一考察一ヴィトゲンシュタインの「言

 語ゲーム」との関連において一」（教育哲学会編『教育哲学研究』第58号，1988年所収）

 56－69頁。

12） Oelkers， J．：Der， Educated Man’ und das Proble通 der Bildung（R． S． Peters＞．

 In：Pδ晦ogな。ぬθ1～〃泌。乃απ，32，1978， S．24。

  ドイツの教育学にあっては英米の教育学に対する言及はきわめて少ないが，上記の論

 文はピータースの教育概念について論じられた貴重なものである。ここでエルカースは，

 ピータースの提唱した「イニシエーションとしての教育」すら限定的な概念であって，

 教育は「イニシエーション」に留まるものではないと批判している。

13） ibid．，S．45．

14）木内陽一「道徳と教育」（小笠原道雄編『文化伝達と教育一教育学入門一』福村出版，

 1988年所収）184－185頁，参照。
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第II章 ピータースにおける教育哲学を基盤とした道徳教育論の構想

第1節  「教育」概念の分析一イニシエーションとしての教育一

1 はじめに

 教育哲学においてピータースが研究の核心としたところの一つは，教育活動と他の人間

の営みとを区別する際，その中心的な特徴を地図化しようとしたことであると言われてい

る1）。そして，その問題に専心しているのが彼のロンドン大学教育学研究所における教授

就任演説「イニシエーションとしての教育」（1964年）と，彼の教育哲学における主著『倫

理と教育』（1966年）（邦訳『現代教育の倫理一その基礎的分析』（1971年））である。したが

ってこの節においては，まず彼の「教育」概念の分析を要約することをその目的としたい。

それは，ピ川止ースの教育哲学における基盤を意味することになろう。

2 概念分析の哲学的前提

 ピ一品ースは論文「イニシエーションとしての教育」において，はじめに1960年代の新

しい特徴を「教育が公けの議論や理論的な考察の対象となるような広がりをもったことで

ある」2）と規定し，教育についての様々な学的あるいは政治的な領域からの言説が教師た

ちに概念的な「暗い影」を落としていること指摘する。それゆえ，ゼ教育」の概念につい

てより明確にすることは緊急で不可欠なことなのであり， 「概念の明確化は，すぐれて教

育哲学者の仕事である」3）と断言している。それでは，彼がなそうとした「教育」につい

ての概念分析はどのように進められるのであろうか。

 まず， 「教育」の概念分析の哲学的前提が『倫理と教育』において後期ヴィトゲンシュ

タインの言語観に依拠しながら二点ほど簡潔に述べられている4）。要約すれば，第一には

「教育」の概念も他の概念と同じように，無数の「言語ゲーム」のネットワークの中で

「家族的類似性」をもって重複したり交錯したりしているのであって，その術語の中核的

用法と周辺的用法とを区別し，多様な用法の中に含まれる類似性と同時に相違性をも認め

ることに意義があるとする言語観である。そこでは，言葉の持つ多様な用法を包み込むと

ころの公式を発見できるというプラトン的な形而上学は否定され，「教育」についての定

義からそれがすべての実例に適合するかどうかを確かめるといういわば演繹的方法をとる

ことはまさに鈍感さを暴露するものであると断罪される。

 第二は，前期ヴィトゲンシュタインの論理実証主義的な言語観の否定に関するものであ

る。つまり， 「教育」という術語が，名辞のひな形としてある典型的な指示対象と結びつ

けられることによって意味を持つとは限らないということである。確かに「教育」は学習

に関連しているわけであるから，基本的には「教育がなされるためには何ごとかが進行し

ていなければならないし，ある人が教育を受けた人間として認められるためには通り抜け

てきた何ごとかがなければならない」5）ということになる。しかし，だからと言って特定

の型の活動が必要とされるわけではないのである。ここに見られる前提は明らかに日常言

語学派のそれを宣言していることに他ならない。
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3 教育における三つの規準

 上記の前提のもとに進められるピータースの「教育」概念の分析にあっては，当然「教

育」という概念が， 「訓練のような過程，ないしは例えば講義のような活動から何らかの

特別な型を選抜するところの概念ではない」6）ことは明白である。むしろ，それは「訓練

のような諸過程が従わなければならない規準を示唆する」7）のである。つまり，そのよう

な「教育」の中枢に内在する規準を明らかにすることが，彼の言語分析の第一の目的とな

る。 「イニシエーションとしての教育」と『倫理と教育』においては表現上の若干の差異

はあるが，善かれ悪しかれ英語圏において後々まで影響を与えることになるその規準（

criteria）は概ね以下の三点に要約される。

（第一の規準）

  「教育」は，それを受けることになった人々に対して，価値あるものを伝達するこ

 とを意味する。

（第二の規準）

  「教育」は，ある種の伝達の手続きが，学習者の側における意識性と任意性とを欠

いている場合には，その手続きを除外することがある。

（第三の規準）

  「教育」は，惰性に流されることのない，知識，理解，および，ある種の認識上の

展望を含んでいなければならない8）。

 これらの規準の明確化は， 「教育」についての経済学的・社会学的・心理学的見地の歪

みから「教育」そのものの中核的用法を紬出すという形式で，さらには伝統的な「鋳造モ

デル」の教育理論と児童中心主義的な「成長モデル」のそれとの功罪を吟味するという形

式で進められる。ここではこの規準がどのような吟味のもとに提出されているのか，論文

「イニシエーションとしての教育」を中心に見ていくことで，後の問題把握の材料としよ

う。

3．1 価値あるものの伝達

 「教育」が「価値あるものを伝達することを意味する」というのは，教育の非本質的な

目的を問い返すことで明らかにされる。具体的には，当時広がりを見せた「教育」につい

ての経済学的・社会学的・心理学的視点がその姐上に載せられたのである。ピータースの

指摘にしたがうと，例えば「社会的結合の文脈において「教育」は社会化の過程として無

邪気に記述され」9）うるが，そのような視点は教育の手段的方法を勇気づけることになる。

言い換えれば，それは教育の機能や効果を示唆する傍観者の立場であって，教育を危険な

次元に誘惑することになってしまう。 「自主性において携わっただれかの観点からなされ

た教育についての記述」’o）でないがゆえに，彼においてはそれらの視点は派生的な用法に

分類される。

 もちろん，彼が「教育が言語や思考の形式の中で明瞭に表現されるところの公的な伝統

へのイニシエーションを含む限りにおいて，あらゆる教育は「社会化」の一形式として見

なされうる」1’｝と述べていることからもわかるように， 「社会化」そのものを否定するの
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ではない。ただ，そのことによっては「教育」の中核的用法は明らかにしえないのである。

 ここからピータースによって導出される「教育」という用語の中核的用法は， 「価値あ

る精神状態に伝導するであろうと考えられる何らかの方法において我々が我々自身や他人

を慎重に配置するところの状況に制限される」’2）のである。ここでの議論は単純なもの

ではないが，いわゆる功利主義的な価値を助長するような陳腐な方法一一例えば高収入や

地位のための教育一一としての「教育」概念は周辺的な用法であって， 「教育的」（

educative）だと呼びうるためには， 「諸過程や諸活動そのものが価値：あることに寄与する

かまたは価値あることを含んでいるということを暗示」13）しなくてはならないという意味

である。それは先述した「教育」が特別な型を示すのではなく， 「規準」を示すのだとい

うことと相侯って意味をなすことを忘れてはならない。こうして「教育」の規準の一つと

して「価値あるものを伝達すること」が意味されることになる。

 また補足的にではあるが，ピータースはこのような「教育」についての本質的な目的と

非訟質的なそれとををわかりやすく描出するために‘aim’， ‘ai磁ng’という用語を用い

て説明している。つまり‘ai組’， ‘aiming’ という用語はある活動の範囲内において何

かの対象に集中することを意味しているのに対して， ‘purpose’， ‘阻otive’などの用

語は非本質的な目的を暗示するがゆえに同等に使用することはできないのだと言う。どち

らにしても教育の領分で「ねらい」（aiming at）がしばしば尋ねられるのは， 「教育」が

「人々が達成しようとしていることについて常にはっきりしているというわけではないと

ころの活動に，非常なまじめさでもって人々が従事するところの一つの領分」14＞であるこ

とを，つまり本質的なるがゆえに「規準」をもってしかその中心的用法を示しえないこと

を意味しているのである。

 そのような意味からすればピータースは，目的一手段図式で設定される功利主義的な教

育目的論を一応のところ拒否して，内在主義的な教育目的論の立場に立っていると言えよ
ゲ5）。

3．2 意識性（最低限の理解）と自発性

 第一の規準は，その紙本質的な目的ゆえに功利主義者のモデル，さらにはそれを極端な

までに押し進めたともみなされる鋳造モデルを言語分析的に克服していく形で析出された

ものであった。

 ところで第二の規準は，そのような伝統的な方法に対するアンチテーゼとして熱狂的に

採用された児童中心的，「進歩主義的」成長モデルをその減上に載せている。ここに言わ

れる成長モデルにおいては，一般に教育についての次のような四つの発達観が前提にされ

ているとピータースは見ている。

① カリキュラムは教師の要求からというよりは子どもの関心や必要から生じるべきで

 ある。

②自己表現は内容の調練よりもさらに重要である。

③子どもたちは強制されたり寵せられたりすべきではない。

④子どもたちは事物を語られるよりもむしろ「経験から学ぶ」ことを許されるべきで

 ある16）。
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 もっとも，彼はその「進歩主義的」イデオロギーの内実の理解にあたっては，歴史家の

博識を必要とするとしながらも，フレーベル，デューイ，ルソーとは一線を画するものが

あると理解している。例えばデューイについては次のような形で「進歩主義的」なイデオ

ロギーとの距離を認めているのは富山深い。

「例えば「成長」とか「経験」とかの概念がその名前に密接に関連づけて考えられると

ころのデューイは， 「進歩主義的教育運動」のいくつかの教義や実践に対する責任を放

棄し，かつ彼のより穏健な立場についての誤解を改正するために，一冊の書物を著さな

ければならなかった。」’7）

 デューイ批判も含めてその詳細は後に譲るとしても，ここではこの成長モデルに哲学的

分析の閃光が向けられた結果，どうして第二の規準が浮かび上がってくるのかを検討しよ

う。ピータースによれば，この成長モデルは従来のモデルに対して，第一にその狭量な手

段的な通告を避けるという点，第二に教育の方法に関する別の次元，つまり手続き原則を

強調するという点において見るべきものがあるという。もっとも「成長」概念は，実現す

る価値がある何らかの（種類の）「自己」とか成長の方向とかを決定する価値規準を前提と

するのに，それを捨象してしまうかまたは永久に放棄してしまうわけであり，その意味で

逆に第一の規準を満たしえない。けれども，教育に内在する中心的規準という観点から言

い換えれば，手続き三原則が無視されるような「教育」を認めることができないという，

ある種の道徳的原則を導出していることに気づかされる。

 そこでは，「「教育」はどんな特別な過程を選ぶものではないが，……（中略）……「教

育」の申に含まれるその諸過程が満足させなければならない規準」18＞をもまた意味するの

である。具体的には「教育ある」（educated）という概念を基底として，催眠，ドラッグ，

洗脳と対比させる形でピータースは第二の論点を次のように二点挙げている。

（a）価値あることを気にかけること。

（b）価値あることを気にかげながら少なくとも最小限の理解と自発性を含んだやり方に

おいて適切な知識や技能を所有することをもたらされること19）。

 ここには「成長」理論家が「教育」を被教育者の自己決定として行っていくための手続

き的原則のエッセンスが提出されているといえるであろう。つまり，個人の自己監督を強

調するような原則は伝統的な教育観においては脱落したものであり，見直されるべき点で

はあったのである。

 ただ結果的には，成長モデルもまた教育過程の必要な特徴を手続き的原則だけに改造し

てしまうのである。それは，「「教育」（education）と， ‘edu－care’よりもむしろ

‘educere’との間の関係を強調する」20）ものであり，また「「刻印すること」よりもむし

ろ「導く（＝案内する）こと」の方へ概念を鋳型に入れて造る」2’）ことを意味したのでもあ

る。
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3．3 認識上の展望

 第三番目の「教育」が満たすべき規準は，ピータースによれば「教育の内容についての

認識的な見方に関わる」22）。ここにおいても継続的に「教育ある」（educated）とは何を意

味するかということが分析の基底にある。

 例えば，ある種の高度な調練を受けてはいるが「教育ある」とは言えない場合がある。

このことは，その人が限定的な構想しか持っておらず，生き方についての一つの筋の通っ

た型の中でその獲得した技術を見ていないことを意味する。またしばしば用いられる「全

人教育」というスローガンの背景には，何らかの限定されえない認識的な展望が暗黙の了

解とされていることを我々に示している。さらには哲学者，科学者，料理人として訓練さ

れている人に対して， 「教育ある」かどうか問いを立てることが可能であるということが，

その認識的な展望を前提としているというわけである。

 この「教育」と認識的展望との間の概念的な関係を確定するために，より具体的にピー

タースは「感情の二二」を「感情の教育」に対比させている。一般に「感情を訓練する」

というよりも「感情を教育する」と自然に言うということは，例えば「嫉妬心」や「怒

り」によって意味されるところの認識的な核，つまり何らかの信念を前提にしていること

がわかる。逆に言えば，「感情の教育」者は「人の信念の上になされなければならない仕

事ゆえに「教育」について語るのである」23）。他方，戦闘パイロットに例示されるように，

感情の「「調練」は限定された状況における適切な反応の習慣についての獲得を暗示す

る」24）。それゆえ「訓練」は「教育」についての広範な認識的内容を欠いているのである。

 こうした分析において析出される規準が， 「教育」の内容についての認識的な見方とい

うことである。ところで「教育」と認識的内容との問の関係を問うことは，何らかの活動

においてなぜこれよりもあれの方が教育的に重要なのかということを説明することにもな

る。ピータースはこのことをライル（Ryle， G．）の‘knowing－that’と‘knowing－how’の問

題を引き合いに出して詳述している。つまり，自転車に乗ったり，ゴルフをしたりするこ

とは‘knowing－how’の問題でさらに発展的に知ることに多くの光を投げかけないが，「他

方，歴史や科学や文学においては知るべき莫大な量が存在し，しかもそれが正しく同化さ

れるならば，それは絶えず無数の他の事物についての人の見解に光を投げかけたり，また

はその見解を広くしたり深めたりする」25）というのである。彼に言わせれば，「教育ある」

ということの中核的用法には， ‘knowing－how’と同様に‘knowing－that’を含んでいなけ

ればならないのである。それを満たしてくれるのが，歴史や科学や文学であって，ゲーム

などは限定的な教育的価値しか持たないというわけである。ここには疑義がはさまれる余

地は多分に残されているが，ここでは触れない。

 少なくとも「教育ある」ということの分析を通して得られた認識的展望という観点から

見れば，逆に「「教育」が教授（instruction），訓練（training）ないしは教練（dri11）……

のような過程が満足させなければならない三つの基本的な規準を要約する」26）ことにもな

るし，また「自由教育」も「教育が専門家の訓練に限られるべきではないという嘆願（＝弁

解）」27》として解釈されることになるのである。

4 イニシエーションとしての教育

以上，ピータースは，鋳造モデルや成長モデルへの批判的考察の中で，また「教育あ
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る」という概念を基底として，「教育」の中枢に内在する規準を「弁証法的なやり方」で

明らかにしたのであった。そして，それをもとに「教育」についてのより包括的で積極的

な説明を提案しようとしたのが両者の論考に見られる第二の目的である。

 既に明らかにされたように「教育」は教師と学習者との間のどんな特別なタイプの業務

（＝処理）をも選抜しないのであって， 「そのような業務が従わなければならないところの

規準（criteria）を述べるので」28）あった。またより積極的には「「教育」は知的かつ自発

的な方法において価値あることを意図的に伝える過程と，学習者においてそれ（＝価値ある

こと）を達成するための願望……（中略）……を創造する過程を本質的に含む」鋤のでもあっ

た。

 その意味で彼は「教育」のこのような包括的な説明にあたって「イニシエーション」

（initiation）という用語を用いる。彼はその理由として次のように述べている。

「「イニシエーション」（initiation）という用語は，もし，それ（匹イニシエーション）

が価値ある活動と行為の様式の中に存在しなければならないということもまた規定され

るならば，これらの異なったタイプの業務を包含するのに十分に一般的（＝普遍的）なの

である。」30）

 彼はこの「イニシエーション」という用語の説明にあたって，いくつかその論点を提供

している。第一に言及されるのは精神の発達論的視点についてである。彼によれば， 「子

どもは信念，欲求，そして感情にまだ分化されないような意識をもって生まれてくる」3D

が， 「そのような特別な意識の様式すべては，公的世界の中での対象の典型（＝タイプ）に

内面的に関係しており，典型的な対象を指示することと一緒に同じ歩調であとから発達す

る」32）と解される。つまり，未発達な精神が発達するのは「我々の遠い祖先が何世紀を

も要したところの，公的言語の中に秘められた公的伝統の中へとイニシエイトされること

の所産（＝結果）なのである」33＞。したがって，精神を持つということは， 「全てのこの

ような受け継がれた伝統の中にある暗黙の内の規範に従って分化した意識を持つ」34）こと

であり，その限りにおいて「「教育」は個人が公的伝統の中へとイニシエイトされるとこ

ろ（の手段）によってその過程を区画する」35）ものでもある。

 このようにピータースが，精神の発達論的視点に言及するのは，公的伝統の中に秘めら

れた非個人的な内容や手続きを重視しているからであるが，そのことはデューイの批判的

思考を攻撃することでさらに強化されている。ピータースに言わせれば， 「批判的である

ところの具体的な何かを後世に伝えることなしに， 「批判的思考」と呼ばれる抽象的な技

術を育成することは……（中略）……不合理」36）なのである。カントをもじって「批判のな

い内容は盲目であるが，内容のない批判は空虚である」3了）と言わしめているのは，明らか

にホワイトヘッドの教育論を念頭に置いていると思われる。

 第二の論点は教育の相互主観性に関わる。ピータースは教師と学習者の双方が忠誠を誓

うべき非個人的な規準，つまり公的規準をD．H．ロレンス（Lawrence， D． H．）が「聖地」と

して注目させた相互主観性とみなし，それへの正当な取り扱いを求める意味でこの「イニ

シエーション」という用語が有効なのだとしている。少なくとも従来の鋳造モデルや成長

モデルはこの相互主観性を正しく評価し損なっており，教師としての仕事は， ゼ彼が共有
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し，価値：あると考えるところの，公的な生活の形式の内側に他者を至らせようと努めるこ

とで」38）なければならないのである。具体的にはこの相互主観性という磁場でこそ，科学

では真実が，また道徳では正義が正当に取り扱われることになる。

 以上，非個人的な規準が強調されてきたわけであるが，第三の論点はそれとは反対に人

格関係の重要性に関係する。つまり，ピータースはそのことについて次のように述べてい

る。 「教師について必要とされることは，……（中略）……同胞愛の感情に付け加えて，彼

の生徒との親密な関係ではなく，人に対する尊敬である」39）と。ここで教育と人格関係に

ついて， 「同胞愛の感情」と「生徒を人格として尊敬すること」が指摘されている。

 まず「同胞愛の感情」は非個人的な原則にしたがって導かれる営みの感情的土台として

必要とされる。象徴的には教育の最高段階において「教師（teacher）と教えられること

（taught）との間には，ほとんど差異がなく」40｝なり， 「それらは共通の世界を探求すると

いう共有された経験の中にともに参加」41）することを体現するが，このことがまさに「同

胞愛の感情」として意味される。そこでの探究は，時には対話という形式がとられ，教師

のユーモアが共通の営みを一体化させるための触媒として働くことにになる。

 他方で， 「人格に対する尊敬」は「他者が，彼（教師）の制度上の役割と交差する特殊な

感情や意図をもった明確な意識の中心として顧慮されるときに呼び起こされる感情のこ

と」42）であって，このことが常に思い出されなければならない。

 というのは，まだ未分化の精神に対しては，そのような個人的な差異が強調されること

によって，教師は後の探究にとって必要な技術の提供をより適切に行うことが可能となる

のであり，大学教育，成人教育さらには中等教育の後期の段階などにおいては，教師が公

的伝統の中へと他者を「イニシエイト」しょうとする思考の形式を示す際，思いやりをこ

こで準備することになるからである。

 こうして，教育と人格関係とについて考察した場合にも， 「同胞愛の感情」及び「人格

に対する尊敬」は互いに「イニシエーション」として表現されることによって，教育の本

質的な特徴として適切に包含されることになるのである。

 最後に， 「教育」について最も基本的な論点をピータースは提供している。それは「教

育」が必然的に目的ではなく，規準を意味するものだということは，彼の「教育」概念の

分析の根幹をなすものであったが，まさにそのことによって， 「教育」が「行為及び思考

の活動や様式の中に他者をイニシエイトすることの中に存する」43）ということを意味する

ということである。

 つまり「教育ある人」，あるいは「イニシエーションを受けてきた教師は今や，自分自

身が思考や行為についてのこれらの活動や様式の内側にいるのである」44）。したがって，

彼らは創造された対象の美しさを「おそらく鮮やかに理解する」45）。また彼らは「証明な

いしは小論説の優雅さ（＝精確さ），議論の適切さ，解説の明快さ，批評の機知，計画の整

然としたさま，そして決定の公正と賢明さとを認識できる」46）。さらに，彼らはおそらく

真実についての愛，正義への情熱そして無味乾燥なものへの憎悪を持っている」47）であ

ろう。このような生活（＝生き方）の形式の中にいる者に，その目的は何かと問うことはあ

まり意味をなさない。なぜなら，何がよいかを本当に理解することは事実上その営み自体

に委ねられることであるからである。

 こうした活動や様式の内側にいる「教育ある人」に対して，端的に言えば「子どもたち
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はその門の外側の未開人の立場で旅行をし始める」捌ようなものなのである。つまり，ピ

ータースが「教育」を「イニシエーション」として表そうとした根幹には，旅行をはじめ

た子どもたちが「文明の砦に到着するとき，彼らが自分たちが見るものを理解し，かつ愛

することができるようにその砦の内側に彼らを至らせること」49）こそ「教育」であると言

いたいのである。

 以上が「イニシエーション」として「教育」を説明しようとするところのピータースの

論点である。

 ただし，経験的な事実について思索することは哲学者の仕事ではないとしながらも，ピ

ータースは認知的構造や動機づけの処置についても言及している。それは目的一手段図式

として教育を位置づけようとしたものではなく，結果として「イニシエーションとしての

教育」の一連の流れの中に位置づけようと意図されたものと考えてよい。つまりピーター

スは，成長モデルのように子どもたちの「関心」に追従するのではなく， 「欲する価値あ

るものを，それが新しい欲求を創造し，かっ新しい関心を刺激するような方法において提

供すること」50）こそが教師の仕事であるとしているのである。そこではホワイトヘッドの

「知的成長の二段階」51）の援用やオークショットの引用が見られる。それは詰まるところ，

子どもに授けられてもないのに「創造力」を勇気づけたり，本当の問題かどうかわからぬ

まま「問題解決」を叫ぼうとしたりする成長モデルへの攻撃と看て取れるが，一方で最後

には「ピューリタンの美徳」52）や「生活の質」（aquality of life）53）の論議まで登場して

おり，やや英国の風土を基盤として育まれた伝統に対する暗黙の肯定を感じないわけでは

ない。

 ともあれ，次の二つの言説は，ピータースの「教育」観の吐露と解してよい部分であろ

う。

「教育は，そういうわけで，それ自身を越えてどんな目的も持つことはできないのであ

る。その価値は，その（＝教育）の中にある絶対的な（皿内在的な）原則と規準から由来す

る。教育あるということは，目的地へ到着したことではない。つまり，それは異なった

（＝違った）見地をもって旅行することなのである。」54）

「忍耐が高貴でこじつけた認容へと越えることができるところの，そして動物的な享楽

が生きることの質へと越えることができるところの，見方のもとで，永久不変のものの

そのような接触を準備するのが，まさに教育なのである。」55）

 もっとも，教育の中にあるとされる絶対的な原則や規準，また永久不変なものの接触と

いうことについては，概念分析の絶対化と「イニシエーションとしての教育」の形而上学

的な傾向とを看て取ることが可能であり，議論の余地がないわけではない。

5 ピータースの「教育」概念の分析に向けられた批判

 以上が「イニシエーションとしての教育」に見られる56），ピータースの「教育」概念の

規準と「イニシエーションとしての教育」の意味内容であった。これは彼の「教育」につ

いての分析と総合の営みに他ならない。

 事実，この論考に対してはさまざまな批判が向けられ，ピータース自身も「教育と教育
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ある人」（1970年）などにおいて修正と弁護を繰り返している。ここでは紙面の都合もある

ので，その概念分析の批判を中心に簡単に触れておくこととしよう。

 まずバースト（Hirst， P． H．）は先の論文57）において基本的な問題点を二点指摘している。つ

まり，それは一つには概念の規準の悶題二つには教育が関係すべき価値ある活動につい

ての決定の問題である。特にはじめの「三つの規準は，我々の社会においてさえ決して普

遍的に共有されていない分離したある特別な教育の概念として直ちに攻撃され」駆）てい

るし，また，この規準は認知的発達の熱心な弁明によって特色づけらているという批判も

ある。

 また，ドイツ教育学界にあって経験的教育学の一方の柱とされるブレツィンカ

（Brezinka，凱）もピータースの教育概念の分析をその三三に載せている59）。彼によれば，ピ

ータースの教育概念の分析は「確約されているとはいえ，その分析は依然として理解しが

たい混乱に終っている」60）と断罪する。例えば，ピータースは「教育」をはっきりとした

過程とは考えていないとしつつも，一方ではひっきりなしに三三の過程」について語っ

ている。また， 「教育」が「価値あるものを意図的に伝達すること」，つまり「公的世

界」への他人による「イニシエーション」を意味する一方で， 「すべての教育は自己教育

である」といった言説をピータースから受け取ることも可能である㈲。こうしてブレツィ

ンカは，ピータースの教育概念の分析が，イギリスの教育哲学の現状を代表しているとし

つつも，その中には「四つの異なった教育概念が見出され」62），「これらの概念はいずれも，

科学的に使用できるように十分に明確に規定されているとはいえない」53）と結論を下して

いる。ここでは，明らかに彼の概念分析の方法と析出された中味に問題があることが示さ

れているが，この教育概念の分析こそが彼の教育哲学の出発点であることを考えれば，問

題はより深刻である。

 一方， 「イニシエーションとしての教育」の提起についても，例えば現在の生涯教育と

いう観点に立てば，「教育」は本質的に「イニシエーション」に留まるものなのかという

問いは，自ずと生じてくる。ただ先に略述したように，ピータースの提起が1920年代のド

イツ教育学の主流を占めた文化教育学的視座と対照させられるのは，やはり興味深い点で

あることを付記しておいてよい。

 もっとも， 「イニシエーションとしての教育」は，鋳型モデルや成長モデルを克服しよ

うとしたピータースの「教育」概念の分析に対する総合的叙述であり，一つの到達点を示

していることは確かである。それは一種の「統合化」の作業でもある。また，分析がセカ

ンドーオーダー（second－order）のものである限り，特別な形式ではあるが，少なくとも

「実践の場」をファーストーオーダー（first－order）として立論しようとしているとも確か

である。ただ，その過程で何らかの暗黙の前提が挿入されている可能性は否定しきれるも

のではない。以上のことを考慮しつつ，彼の「教育の正当化」論などとともにその構想の

全体像の中で「イニシエーションとしての教育」を検討していく方が賢明かと思われる。
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第2節 教育の正当化の問題

1 はじめに

 前節で見てきたように，ピータースは「教育」概念の分析を通して，教育がある定まっ

た過程ではないこと，言い換えれば何らかの実体を示すものではないことを論じた。すな

わち，教育とは多くの過程が満たさなければならない一定の規準を意味するのであった。

もちろん，その規準の導出にあたっては，その基底に「教育ある人（あるいは，教養ある

人）」（educated凱an）という人格的概念を置いたことは明白である。そのような中で教育の

中枢に内在する規準から，当然の結果としてある種の価値論上の問題をピータースが抱え

込んでしまうことにここでは注目しよう。それは，ピータースが教育と呼ばれる活動の規

準の第一として，「価値あるものを伝達すること」を挙げたのを想起すれば，十分であろ

う。

 つまり，ピータースにあっては教えられるべきものは， 「価値あるもの」でなくてはな

らなかった。それでは，一体，教育されるべき「価値あるもの」とは何なのだろうか。ま

た，その「価値あるもの」はどのように根拠づけされるのであろうか。これがまさにピー

タースの教育の正当化の問題である。そして，この問題に専心しているのが，『倫理と教

育』（1966年）の第∬部「教育の倫理的基礎」1）と論文「教育の正当化」（1973年）2）である。

ここではそれらの論文に依拠しながら，ピータースにおける教育の正当化の問題を探って

ゆくこととしよう。

 もっとも，その前提として「正当化」ということについて今一度明晰にしておくことが

今後の論を進めていく上で賢明であろう。そもそも「正当化」は‘justification’の訳語

であり，本来山本語にはなかったものであるが，三目法律用語をはじめ思想，方針，こと

がらなどについてかなり広範に用いられる。その意味としてはその概念の根拠関係が問わ

れているのであって， 「根拠づけ」という類のものとして理解しておきたい。一方補足的

ながら，これとよく似た概念に「検証化」（verification）があるが，むしろこちらは真理

関係が問われていると考えた方がよかろう。

2 教育に固有な価値

 論文「教育の正当化」では，まず「教育されている」（being educated）ということに固

有な価値とは何かを吟味することから始められている3）。そこで，ピータースは多少特別

なやり方ではあるが，「教育」概念における広範な一般的用法よりもその中心的な用法を

捜し求め，19世紀に現れた，訓練と対比される「教育」についての特別な概念に着目する。

彼に言わせれば，その時以来「教育的である」（educative）と呼ばれるようになったのは，

さまざまな学習過程がまさに「教育ある」人の発達に貢献してきたからに他ならない。し

かし，彼はこのような観念は，狭義の専門化や科学技術の発達との関連における知識の手

段的見地の増大に対比させられて現れたことを指摘し，そこでは以下のように「教育あ

る」人について四つの要点が指摘されている4）。

（a）教育ある人は，単に専門化された技術を持っている人のことではない。

（b）また，教育ある人の知性が狭量に専門化されているわけではない。
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（c）こうしてしばしば専門的な知識と結びつけて考えられたところの手段性と対照的に，

教育ある人は，ある程度ものごとをそれら自身のために行ったり，知ったりすること

ができる人である。

（d）教育の過程，つまりそのことによって人々がこのような生活形式の中へと徐々に

 「イニシエイト」されるところの過程を含まなければならない。

 このような「教育ある」人の要点は，既に明らかにされたピータースの「教育」概念の

分析を逸脱するものではない。むしろ，依然として「教育」概念の輪郭の域を出ていると

は言えない。しかし，ピータースが教えられるべきものとして「価値：あるもの」を考察す

る時， 「目的」と「手段」との因果関係的な過程としてそれを示そうとしているのではな

い。そこには， 「学習者が学習状況の中で導かれる内容と，学習者が学習したときに自ら

が果たしたことで構成されるところの内容との問に，ある種の論理的なつながりがなけれ

ばならない」5）としている。またそればかりではなく，学習へと導かれる内容と学習者が

果たした内容との間には，学習者の発達的視点をも見逃すことはできない。ましてやデュ

ーイのような思想家に見られるように，生活することの価値と教育の価値とを同等視する

こともできないのである。

 ピータースはまさにこのような込み入った「教育」という諸活動の中で，そこに「内在

する価値の正当化」をはかるわけである。

3 「教育」という諸活動に内在する価値

 ピータースが教えられるべきものとして「価値あるもの」を考察した時，そこには「教

育」という諸活動が内包するある種の論理的関係を無視しえないということが，今や明白

になった。それは， 「価値あるもの」が，それ自身の内に価値を有するもの，即ち「内在

的価値」（intrinsic value）を有するものでなくてはならないことを暗示している。したが

って，論文「教育の正当化」でピータースは，そのことを手段的に取り扱われるもの，即

ち「外在的価値」（extrinsic value）との対比において示そうとする。

 ピータースにとっては，少なくとも手段的に教育を正当化することはできない。確かに

知識にしても「知性」（understanding）にしても，その有用性を個人のインタレストや社会

的価値に関連させて正当化することは可能である6）。けれども，最後には何が個人的利益

や社会的利益を構成するのかという議論になるからである。例えば，単純化してあるもの

が他のものよりもなぜ是認されるべきかという問いの一つの回答として，功利主義的に社

会的利益がさまざまな喜びや満足の諸形式を構成するからだとしても，それらをものごと

を為すことと分離できない以上，問題を解明したことにはならないとピータースは言う。

したがって，教育において「価値あるもの」は，少なくとも非一手段的な方法で正当化さ

れなくてはならない。言い換えれば，何らかの目的に対して手段的に役立つという根拠が

示されるのではなく，「ものごとをなすことの根拠が，なされるものごとに内在的な特徴

から生ずる」7）ということが示されなければならない。

 では，具体的に内在的な価値とは何だろうか。もっとも， 「価値：ある」（worth while）と

いう用語が，非本質的な価値：についての問いを立てるためにもしばしば使用されうるよう

に，その概念の分析だけによって明確になるのでもない。ピータースはここで，以下の
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「価値ある」という用語の二つの使用法において，教育に「価値あること」を探査してい

る8）。

（a）ある活動が，多分，興味の尽きないものであるとわかったり，時を過ごすのに面白

い方法であったりするということを指し示すために，その用語は使用されることがで

 きる。

（b）あるいは，その用語は，夢中になったり，楽しんだりすることではほとんど満足し

 てはならないような「価値」を指し示すことができる。

 端的に言えば，こうして論文「教育の正当化」において内在的価値として挙げられるの

が， 「退屈の欠如」と「理性の価値」である9）。

 ピータースにあっては，その価値の範型となるのは，あくまでも「知識と知性とに関係

づけられたある領域の性質を所有している人」1。），いわゆる「教育ある人」である。第一

番目の内在的価値としてあげられる「退屈の欠如」は，言うまでもなくその「教育ある

人」が時を費やすその活動と，彼がその活動の従事する際の態度に着眼したものである。

諸活動は，多かれ少なかれ問題となる活動の特徴と，行為者の性質や力量とに依存するこ

とは避けられない。例えば，食事や性行為のような明らかに欲求に根ざした活動もある。

しかし，ピータースはその活動が「教養のある」（civilized）ものになる起点は，野蛮な能

力からその中に没頭させるものを守る，手の込んだ諸規則や慣習の発達であるとする。即

ち， 「諸活動が遂行される際の態度を支配する規則や慣習の発達が，習得の中に含まれる

喜びのために，面白さや楽しさの源泉を付随的に発生させる」11＞のである。このように内

在的価値としての「退屈の欠如」とは，諸活動が遂行される際の態度を支配する規則や慣

習の発達を意味しているものと受け取れる。ただこの点において，ピータースは「教育あ

る」（educated）状態を密接に「教養のある」（civilized）状態と関連づけており，彼の「イ

ニシエーションとしての教育」の枠組みに概ね規定されている。

 したがって，このような洗練されたタイプの活動にゼイニシエイト」されるためには，

逆にまた知識と知性とを必要とするという当然の帰結を導いてしまう。ピータースは例え

ば，プラトン以後の哲学者たちによって，「知識を追求すること」が「満足と没頭との最

も永遠なる源泉を準備するものとして主張」12）されてきたことを挙げ， 「退屈の欠如」の論

拠としてその活動の無制約性を次のように例示している。

「科学や歴史においては，そのような到達できる目標はないのである。というのは，真

理は到達されうる対象ではないからである。すなわち，真理は，常に漸進的な発達でな

ければならないところの一つの神の盾（an aegis）なのである。」13＞

 少なくとも，知識と知性を何らかの形で具有していることが，退屈の可能性を最小限に

させると彼は考えている。

 ところで，ピータースが掲げる内在的価値としての「理性の価値：」は， 「退屈の欠如」

をその価値の消極的側面であるとするならば，その積極的側面であると考えられる。換言

すれば， 「教育ある人」が従事するその活動やその態度に際して感得されうるものではな
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く， 「教育ある人」が従事する諸活動の代表モデルであるところの「知識を追求するこ

と」あるいは「真理に関わること」を通して，プラトンの『ゴルギアス』におけるソクラ

テスの如く，「明らかに惑わされたり，誤ったりしない人の精神の状態」’4）という価値に

達する可能性を持つものとして，それは措定される。たとえ実質的にはその理想を除いて

何物をも手にすることができないとしても，真理に関わる何人かの人は，そのような騙

見や誤りから自らの精神を解放させるために骨折って絶えず努力することに達する」止5）こ

とを否定しきれるものではないのである。こうして「理性の価値」は， ゼ例えば，謙虚さ，

恣意性を憎むこと，一貫性，明晰性などの徳を引き起こすところの，理性の要求の中に暗

に含まれるところの価値」’6）として意図されるのである。

 ただし，ピータースはこのような「理性の価値」を説明するにあたって，その要件を三

点示し，その絶対化を否定している。長くなるが，ピータースの「理性」認識の根幹を為

すと思われるので以下に引用しておこう。

f第一に，最終的なことは，推測したり，探し求めたりしてもそこに至らないというこ

とである。誤りは常に生じうるということの価値が認められるのである。価値は，それ

が誤りの中にはないという状態に付着するのと同じように，誤りを根絶しようとする企

てに多く付着するのである。第二に，真理についての実定的な考え方は，想定されてい

ないのである。つまり，そのことは，真実の言明は経験科学，論理学，数学の領域にお

いてのみなされうるということを要求するのである。もっと正確に言えば，その用語は，

ある種の客観性が可能であって，判断に賛成したり，反対したりするところの理性が与

えられうる，例えば道徳や他の人々を理解することの分野を覆うために広く用いられて

いるのである。第三に，このように問題を決定するための如何なる企てからも分離でき

ないところの，美徳の一群が存在するのである。それらは，一一主たるものを挙げれば，

一一 ^実言明と誠実さ，思想の自由，明晰性，非一恣意性，公平さ，適切さの感覚，一

貫性，証拠やその源泉としての人々に対する敬意，などのようなものである。これらは，

理性を使用することによって問題を回答することに真剣に関わる人であるばらば，だれ

によっても，美徳として受け入れられなければならない」’7）。

 第三二目の一群の美徳は，正当化によって示される具体的な理性の諸原理の一端をも示

しており，後の課題に取っておきたい。けれども，このような彼の「理性」認識の様相に，

ポパー流の科学観の影響を看て取ることも，そんなに困難なことではなかろう。その意味

ではピータースの規定する「理性」の特質をこの部分に垣間見ることもできるのである。

 以上，十分に明確であるとは言い難いが，ピータースは「価値あること」の言語的用法

から教育という諸活動に内在する価値として二つの点を指摘したのであった。

4 ピータースの正当化の方法

 こうして， 「外在的価値」（extrinsic value）に対して， 「退屈の欠如」と「理性の価

値」という二つのF内在的価値」（intrinsic value）が提示されたのであるが，今世紀の価

値：倫理学者シェーラー（Scheler， M．）のように厳密な価値体系を示すことがピータースの意

図するところではない。彼の内在的価値の提示は，教育の正当化と関わって，あくまでも
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特別な形式に留まっているのである。けれども，その意味では，ピータースが， 「理性の

価値とは，価値の唯一のタイプなのである」18＞と述べているように，その「理性の価値」

を中心に教育の正当化を試みていることも確かである。

 では，議論を教育の正当化の方法に移そう。問題は「理性の価値」がどのように正当化

されるのかということである。実はピータースが正当化のための方法として用いるのが，

（いろいろな用語が当てはめられてはいるが）「超越論的論証」（tanscendental argument）

と呼ばれているものである。その明確な定義は，論文「教育の正当化」では示されていな

いので，ここでは主著『倫理と教育』によって，その意味するところを明らかにしてゆこ

う。

 『倫理と教育』第三章「正当化の古典的理論jにおいては，今世紀中葉までの主として

英米圏での倫理学説（例えば，自然主義，直覚主義，情緒主義）を踏まえながら，それに代

わる正当化理論として，この「超越論的論証」を提示しようと試みているのである。この

論証は， 「わけてもカント（Ka航，1．）によって用いられた論証の形式」19），いわゆる「超越

論的演繹」（transzendentale Deduktion）から援用されたものであり，彼の言葉を借りれば，

「原理が暗黙の内に前提しているものを明らかにするために原理の背後に立ち入って精査

する」20）という形式のものである。もっとも，カントの場合は，我々が対象を認識する際，

因果性・同一性などのカテゴリーや時間・空間などの直観形式を認識の枠組みとして前提

としなければならないことを示したのであった。これに対しピータースは，その改訂版と

して「理由を与えることによって人々の行動を導くという実践的機能をもつところの，デ

ィスコースについての分化された一形式」2’）を提示し，まさに正当化の古典的理論が等閑

に付してきた「理性，感情，直観等のはたらきがその中で生起するところの，状況の公共

的な性格」羽）を問題にしょうとする。具体的に言い換えれば， 「ある人が，自分は何をなす

べきかについて，他の人と，あるいは自分自身と，まじめにとりかわす議論において公共

的なディスコースの形式を用いるかぎり，彼が前提しなければならぬものを指摘する」23）

論証ということである。

 そこでは，「「私は何をなすべきか」の問いに答えようとする試みにおいて自らの理性

を用いる人は，一体何にコミットしていることになるかのを明白にさせようとする」24）の

であるから，例示すれば先に示された一群の美徳とかが，ア・プリオリに前提にされなけ

ればならず，そのことが直接教育の内容として示唆されることになる。逆に言えば，ここ

では「私は何をなすべきか」あるいは，「あれではなくこれをするのか」という問いが成

立するための前提としての条件を要請しているということとして受け取ればよい。

 このような方法に則りながら，『倫理と教育』においては，具体的に「平等」， 「価値

ある活動」， 「インタレストの掛酌」，「自由」， 「人格の尊敬」及び「同胞愛」の各原

理が正当化されることになる。これらの諸原理は，論文「教育の正当化」における「理性

の価値」から前提とされる，先の一群の美徳とはほとんど相違ないことは明白であろう。

なぜならこのような形式において少なくとも，ピータースは，理性的に「教育」活動の前

提となる根本原理を明らかにしょうと努めたからである。ただし，このような諸原理が彼

の道徳教育の根幹を形作っていることも見落としてはならないのであって，後の検討課題

としておくこととしよう。
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5 ピータースの教育の正当化におけるバーストの見解

 さて，ピータースにおける教育の正当化は，ロンドン学派を代表する彼が，ノルデンボ

ー（Nordenbφ， S． E．）の先の指摘のように，その規範的部分と切り離されていないというこ

との証左でもあるが，多くの問題点を含んでいることは否めない25）。

 同僚であったバースト（Hirst，P． H．）もピータースについて，「ヒ。一丸ースが手に入れた

哲学的信念とそれらが支持されうる教育的原理の両方が正当化される必要があることを彼

がまさに鋭く認識しているということが，彼の研究の一つの大きな特色である。」26）とし

ながらも， 「自分が最も防御的であるとみなした哲学的立場についての根本的な支持を述

べることにとどまったばかりではなく，あたかもア・プリオリな必然性とみなしうる主張

であるかのようにそれらの支持を断言した」27）と述べ， 「「エッセンシャリズム」の罪をさ

らに正当化させることに仕えただけであった」28）と述懐している。

 さらに，ピータースが正当化のためにカント流の「超越論的論証」を用いたことについ

ても，バーストはこの種の議論の限界を注意深く見守らなければならないとしている。つ

まり， 「何らかのカテゴリーもしくは原理のセットが必然的にあらゆる経験や思考の中で

普遍的にあてはまらなければならないということをピータースが示そうとする限りにおい

て，彼は確かに与えられたカテゴリー上の図式から可能な限り論証されうる何ものにもま

さっていた」29）とするものの，根本的な存在論的な特徴については何ら明らかにはしてい

ないとしている30）。一方，もう一つの問題として，ピータースが作り上げた「超越論的論

証」のどのようなものが，実際的にそれ自身妥当するのかという問題についても，バース

トは，テイラー（Taylor， C．）の所論を紹介しながら，次のような難点があることをも指摘し

ている。

「我々が道徳上の生活において，経験や思考の限界状況の中で観察されたり，考えられ

たりすることに焦点をあて，それ自体知覚したり，考えたりすることが何であるかに関

心を持たないとき，そのような限界状況を明瞭に表現することは，難しいということで

ある。このような限界状況が明らかに妥当するとみなされうるために，これら（の限界状

況）を明確化しようとする我々の企ては，深刻にもそれらをゆがめることになるし，まさ

にその企ては我々が同意するであろう特別な哲学的教義によって感染しうることになる

のである」31）。

 もちろん，このような論証形式をピータースが用いているということが，そのまま社会

的もしくはイデオロギー的に相対的な感染物によって歪められていることの事実を直接的

に示すわけではない。けれどもその危険性を常に持っているということである。

 しかし，バーストの関心からすれば，この種の企てが哲学的に受け入れられるかどうか

という問題ばかりではなく，「哲学または教育哲学が直面しなければならない最も困難な

問題のいくらかを処遇するための企て」32）として，ピータースの教育哲学のもう一つの特

徴的な姿を浮き彫りにするのだと評価もしている。つまり，ピータースが強調し過ぎたと

いう観は否定できないとしても， 「もし教育哲学者が教育的討論に対して効果的に貢献す

べきであるとしたら，彼は，仮に極端に議論の的となっているにしても，何が重要な問題

であるかについて哲学的な囲いを時折放棄するための準備をしなければならないという，
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認識」33）をピータースは顕著にさせたというのである。逆説的な見方ではあるが，英国に

おいて「教育哲学」が認知される過程の渦中に身を置くピータースやバーストにしてみれ

ば，どのような形にせよ教育の正当化の問題はロンドンライナーとして越えなければなら

ない道程であったとも言えよう。

 同じロンドンライナーの一人であり，カリキュラム論に接続する「知識の諸形式」を体

系化したバーストにしても，あらためて教育の正当化の問題を信心に載せれば，多くの議

論を呼んだことは否定し難いようで，鋭角的な批判を含めてはいるが，一方でそれを擁護

するという，かなり際どい見解を示していることが理解できる。

6．ピータースの教育の正当化における構図（及びその内実）

 しかし，このような正当化に限らずとも，どんな正当化の方法も認識論的問題としては

成功しないことは既に指摘されていることである。例えば，林泰成がアルバート（Albert，

H．）のミュンヒハウゼンのトリレンマに依拠しながら，結局ピータースの場合は無限循環に

陥っていることを指摘している34）ことはある意味で正鵠を射ている。問題は，このような

ピータースの超越論的な形式の内実を明らかにすることの方が，筆者にはむしろ有益なこ

とのように思われる。果してピータースは本当にカント的な意味でこのような方法を用い

たのであろうか。

 確かに，ピータースは『倫理と教育』において，今世紀中葉までの主として英米圏での

倫理学説（例えば，自然主義，直覚主義，情緒主義）を踏まえながら，それに代わる正当化

理論として，この「超越論的論証」を提示したわけである。従って，彼が「価値情緒説を

回避し，非経験的・超越論的な形態」35）をとっている，とした木内陽一の指摘も十分にう

なずける。

 けれども，実質的にはピータース的な超越論と彼の分析的手法との間には，案外親近性

があると考えた方が説明がつきやすいのではないかと考えられる。例えば，ピータースが

受容したエイヤー（Ayer，んJ．）を代表とする価値情緒説にしても，現実的にはその楽天的な

性格が指摘されている36）。すなわち，情緒主義者は一般に，メタ倫理学的には絶望視しな

がらも，実践的性格の強い規範倫理学に対しては，また実際の道徳的生活においては，き

わめて現状肯定的なのである。言い換えれば，現実にあるものを肯定して認めるわけだか

ら，「実定的」と言うことでもあろう。ピータースが「教育的哲学」（educational

philosophy）ではなく， 「教育の哲学」（philosophy of education）であることを求めるの

も，一種の分析的捉え方なのであって，それは「メタ性」を志向する現れであるが，その

ことは結局彼が具体的な実践から遠い距離にあることを示している。だからと言って，よ

り実践的な規範に対して否定的ではないのであって，やはりその逆であると考えた方が穏

当であると思われる。そして，彼の超越論にしても，カント的な演繹性は見られないので

あって，むしろ，論証されねばならないものを前提のうちに加えるという「論点窃取の誤

り」（ρθ’」’∫OP珈吻ガ）をづ円しているというデーゲンハルト（Degenhardt，蟹． A． B．）の指摘3？）に

もあるように，それは実定的なものであると考えられる。いわば，現状を追認する形で論

証を進めているわけである。言い換えれば，ピータース的な超越論と彼の分析的手法の双

方に二三する意識には，やはりイギリス哲学の伝統である「常識」（co㎜om sennse）への絶

対的な信頼感が存在すると考えてよい。
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 その意味では，エリオット（Elliott， R． K．）がピータースの思想を「古い型の哲学」だと

断罪している38）のも，どのような意味で古いのか検討の余地があるざまた，さらにヴィト

ゲンシュタインの「生活形式」（Lebensfom）やフッサールの「生活世界」にどれだけ依拠

しているのかということも，ピータースの記述にも関わらず，多く問題を含んでいること

になろう。ただ，理論と実践との二元論に立ちながらも，陶冶的な観点からではなく，あ

る種の実践へのコミットなしにはありえない，ピータースの立論スタイルは明るみに出さ

れたと思われる。
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第3節 ピータースのデューイ再考

1 はじめに

 本節においては，1970年代分析的教育哲学の限界が幾らか指摘されるに及んで，その枠

内で他の教育哲学との関係を有機的に問い返そうとした，ピータースが彼自身「デューイ

再考」を企てたことへの意義を明らかにしたい。その方法として，アメリカを代表する分

析的教育哲学者であるシェフラー（Scheffler，1．）のデューイ理解と対比させる形でその主

張するポイントを析出する。ただし，これをもって分析的教育哲学の共通項であるとか，

英国とアメリカにおける伝統の差異であるとかという即断は控えなければならない。

2 ピータースのみるデューイの教育哲学

2．1 国際教育哲学叢書の意図とデューイ教育哲学

 ピータースはアーチャンボルト編『哲学的分析と教育』（P捌∂卿肋α1珈⑳廊α雇

E励。α”oη，1965年）を出発点として「国際教育哲学叢書」を企画し，1986年までに17冊を

ルートレッジ・アンド・ケガンポール社より出版している1）。このことは確かに分析的教

育哲学が学問的に認知されてきた過程とみなすことは可能であるが，監修者としてのピー

タースの言葉をみるかぎり，直接的に「国際教育哲学叢書」の意図が論じられている。

 つまり，どんな哲学の応用分野についてもそうであるように， f二つの両極端のうちの

一つへと分極化すること」2）の危険性，すなわち実践的であることと哲学的であることと

の乖離の危険性は，その学問の性質上拭い難い特色の一つである。しかし，教育哲学がそ

のような罠に陥ることは許されない。そこで，この両者を有機的に統合することを目的と

して企図されたのが，他ならぬこの「国際教育哲学叢書」ということになる。彼の言葉を

借りれば，その目的は「実践的に適切でありかつ哲学的ににその任に耐えうるようなこの

領域においての基礎的な研究の骨格を打ち立てること」3）に他ならない。そうした観点か

らすれば，理論と実践との関係にある意味で心を砕いたデューイの教育哲学に関する研究

がこの叢書の中に入れられるのは自明視されてよいであろう。なぜなら，デューイが一般

に「自分の哲学を実践的な関心に著しく関係づけようとした哲学者であった」4＞ことは，

ピータースのみならず認められるところでもあるからである。

 とはいえ，デューイをその意味で無批判に礼賛するわけではない。ピータース流の分析

的視座から得られた「教育」概念を武器にデューイの教育哲学がその姐上に載せられるの

である。

2．2 デューイ教育哲学の一般的特徴

 ジョン・デューイの1世紀近くにも及ぶ教育哲学を一言で言い表すことは困難である。

彼の生涯のうちにめざましく発達していった産業社会における学校教育に対して，彼が養

育された古い田舎生活での学習環境の諸特徴をあてはめることにあったとみなすことがま

ずは考えられるが，ピータースはそれを一般化して次のように書き記している。

破の哲学は，学習と生活との密接な連結と，そして共有された経験によって行き渡っ

た社会全体に対する貢献の感覚と共に，この新しい制度の中へ，彼の少年時代の学習で
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ある問題解決法，自己学習法を導入する企てであったと言えよう。」5）

 しかし，ピータース自身は，デューイの教育哲学を理解する要点を，デューイの初期の

経験やデューイのプラグマティストとしての立場にあるとはしていない。むしろ，彼はデ

ューイが後に改心することになったとしてもヘーゲル主義者であったということの認識が，

彼の教育哲学を特徴づけるものであったという。少なくとも，デューイは「ヘーゲルと同

じように二元論を寛大に取り扱うことはできなかったのであり，外観は矛盾するように見

える教義を統一することに対して情熱を持っていた」6）のである。いわば，プラグマティ

ズムにしてもその科学方法論にしてもデューイにとってはその統一への手段に過ぎなかっ

たというのがピータースの見解である。

 以下，（a）個人的成長と共有された経験，（b）個人的関心と外面的指示，（c）教育の内容と

学校の役割，という三点にわたってピータースはデューイの教育哲学の特徴を論述してい

る。

 （a）個人的成長と共有化された経験

 デューイが二元論を克服しようとしたことからわかるように，共有化された経験と個人

的成長を調和させようとしたことは彼の教育哲学の一つの特徴である。そのことを目指し

た『民主主義と教育』は一見頭を抱え込んでしまうような書物であるが，そこでは題目に

あるような政治制度の論述が展開されているわけではない。むしろ彼は民主主義を「生活

の方法」とみて，その特徴として共有化された経験と社会集団問の自由なコミュニケーシ

ョンとを強調しているのである。そしてこの延長線上に個人的成長をみようとしているこ

とはデューイの次の表現に看て取れる。

「「内的」人格の完成という観念は社会の分裂を示す確かな証拠なのである。内的とい

われているものは，他の人々と結びつかないもの一一自由で十分な伝達ができないもの

一一 ﾉすぎないのである。精神的教養と呼ばれているものが，通常，何か不健全なもの

を伴う無益なものであったのは，人が内面的に一一したがって排他的に自分だけが一一

もっているようなものとそれが考えられてきたからにほかならない。ある人が一個の人

間としていかなるものであるかは，他の人々と相互に自由に交際しながら共同生活して

いるものとして彼がいかなるものであるかということである。」η

 しかし，ピータースはデューイがこのように自己の理論化の統一性を賦課しようとした

ところの生物学的なメタファーが不十分であることを指摘するのを忘れてはいない。デュ

ーイに従えば，成長が一つの目的となるかぎり，教育は「年齢に関わりなく，成長ないし

は生活の適切さを保証する条件を提供するという企てを意味する」8）ことになる。しかし

ピータースに言わせれば，生きるということは青年期であれ，熟年期であれ，それ自身本

質的な特質をもち，しかもその特質に教育は関わることになるのであるから， 「成長」は

このような特質の規準をどう準備しえるのかということが難点となる。ましてナポレオン

やサド侯爵が「成長」しなかったわけでもない。事実，デューイも著書『経験と教育』に

おいて盗賊やギャングの成長を引き合いに出して論難しているが，多くの人を説得するこ
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とに成功はしていない。デューイに必要だったのは成長についての望ましい形式とそうで

ない形式とが区別されるところの他の規準だったのである。

 このようにデューイは人間と自然との間の二元論を大目にみることはできなかったので

あるが，そのことは彼の「成長」のメタファーが，人間は自然界の一部であるという彼の

主張を象徴する概念装置の一部であったことを物語っている。

 けれども，ピータースはデューイが教育のための他の価値規準を持っていたことも認め

ている。それは主著『民主主義と教育』においてデューイが「教育」の「技術的定義」と

呼んだものであるが，簡潔に言えば，実践的知識についての，すなわち批判的思考力の発

達についての「成長」に関わるものであった。もっとも一般的な見解として全ての成長イ

デオロギーの中に自律性，すなわち自らを源とする活動の観念を一つの倫理的価値として

看て取ることは可能である9）が，デューイが共有化された経験とコミュニケーションとを

引続き強調したことで，純然たる成長イデオロギーとは挟を分かち，協同的な問題解決の

価値：を高く評価することに関わっているとピータースは見ている。そのことはとりもなお

さずデューイが実践の場として置いた共同社会の特徴を投影してみれば一目瞭然である。

結局彼にとっての望ましい成長とは「あらゆる方向における成長ではなく，……（中略）…

…むしろ外界のさらなる統制の可能性を開く，実践的・批判的思考における成長なのであ

る」⑥。

 このようにデューイが人間の社会的性質を強調している背景には，明らかにミード

（Mead， G． H。）の社会理論の影響を深くみて取れるとしているが，それをして「成長は，……

（中略）……民主的な環境においてのみ繁茂することができる」”〉というデューイの確信へ

至らしめたことは確かであろう。いずれにしても， 「デューイにとって生活の民主的なや

り方とは，成長の「重要令状」なのであ」12）って，民主主義と教育との出現のもとで認め

られる統一がここにあると，ピータースは見ている。

 （b）個人的関心と外面的指示

 デューイが二元論を越えようとする企ては彼の教授場面に最も顕著に表されているが，

ピータースは以下①教育の目的，②教授方法，③社会的統制と教師の役割の三点に分けて

解説している。

 ① 教育の目的

 デューイは教育の手段と目的との間の従来からの誤った二分法を『二二性と行為』にお

いて暴露しつつも，彼は教育の目的について二つの関心を示している。それは第一には，

教育的諸活動にはその本質的価値があるのであって何らかの手段ではありえないというこ

と，第二には，善なる目的は，何かし続けていることから，すなわち生徒の目的から生ず

るのであって，外部から課せられてもまたできあいのものであってもならないということ

である。もちろん，デューイはこのような目的が子どもの本性（＝自然）から自然的に生ず

るとするルソーの見解には完全には同意できなかったのであって，社会的に協同すること

の方法へ，あるいは特別な手続きの建設へ役立てられなければならなかった。

 こうして「デューイは，ミードから彼が学んだものとヘーゲル学派として彼の身体の中

にあるものとを，進歩主義的・児童中心的アプローチへ結合させようとしたのである。彼

は外的な指示や賦課には抵抗したのであるが，外的な是認や奨励についてはその重要性を
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主張したのであった。彼はこうして教授の進歩主義的な見方と伝統的な見方との聞のある

種の調和を成し遂げたのである」璽3）。

 ② 教授方法

 教授方法においてデューイは，進歩主義的・児童中心的アプローチとの差異を強調する

かのように，教師の役割は決して受身的ないしは傍観者的であってはならないと指摘しよ

うと努めている。すなわち，彼は「個人的な経験の上に教育の基礎を置くことは，今まで

の伝統的な学校において存在した以上に成熟したものと未熟なものとの問のさらに増加し

た，親密なる接触を意味するであろうし，またその結果として他者の指導よりもさらに多

くのものを意味するであろう」’4）と主張している。

 事実，デューイの実験学校においても生徒数に比べてはるかに多くの教師が配置され，

教材の入念な選択や部類分けが行われている。そして，デューイ自身，このような教材の

選択や部類分けを「相互作用」と「継続性」という二つの教育的な経験の規準によって叙

述している。ここにデューイが多くの進歩主義者の即断を回避しようとする配慮をピータ

ースは見ているのである。つまり，デューイにあっては，教師の役割を軽視することが許

せなかったし，単に子どもにとって興味があるということでは十分ではなかったのである。

将来の経験の可能性について豊かな関心が探求されなければならなかったのである。

 また，これらの「教育的経験」の規準に適合する学習方法がいわゆる問題解決の方法で

あった。しかし，デューイはその履行にあたっては個々人の特性によって適宜変更されな

ければならないことを知っていたので，キルパトリックのような問題解決の強調には慎重

な態度をとらざるを得なかったのである。

 ③ 社会的統制と教師の役割

 教師の社会的統制についても，デューイは「伝統的な学校における「秩序維持」の見方

と進歩論者によって唱道された自らに課した統制との問の二分法を越えようとし」紛てい

る。具体的には，彼は学級にいる子どもたちをゲームへの参加になぞらえ，ゲームの規則

に従っているときは，外面的な賦課は感じないという状況を想定している。その中では個

々人の活動の統制は，共有化された相互作用的な状況によって影響を受けるのである。

 その中にあって教師は「集団の利益の代表者」としてその権威を行使することになる。

ここでの秩序は教師の管理の中にあるのではなく，なされるべき共有化された仕事の中に

存することになる。したがって，「新しい学校では，教師の主な仕事は，個々人の知識が，

社会体制に役立っような選択された諸活動を可能にするであろう知識内容と堅く結合され

るようにどんどん先へと思考したり計画したりすることj紛となるのである。

 （c）教育の内容と学校の役割

 デューイはときおり，内容を犠牲にして子どもの関心に従うことを賞揚する進歩主義者

たちと一緒に分類されてきたが，このことは彼の立場を全く誤解するものであるというの

がピータースの基本的な見解である。ヘーゲル主義者としてのデューイは「経験の熟した

果実」としての社会の文化遺産を無視できなかったとしている。

 しかし，一方で「子ども」と「カリキュラム」，さらには「学校」と「社会」の間の二

分法をデューイ流の社会学的原則や心理学的原則によって具体化しながら克服しようとし

たことも事実である。ピータースの理解にしたがえば，「社会学的原則は，生徒が共同社
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会の文化の構成要素となる，風習，習慣，価値そして知識へとイニシエイトされることを

要求し」’7）， また「心理学的原則は，このようなこと（＝風習，習慣，価値，知識など）が

当然与えられるべき生徒の個人的な必要，関心そして問題に関してなされるべきであるこ

とを要求」18）するのだという。ここではデューイのそれら二分法の解決策についてピータ

ースは以下①子どもとカリキュラム，②学校と社会，という二点について取り上げ叙述し

ている。

 ①子どもとカリキュラム

 ピータースはデューイのカリキュラム論を時代遅れとしながらも，それはデューイのね

らいをうまく説明しているとしている。ピータースによれば，デューイのカリキュラムは

大きく次の三つの項目に分けられる。

 第一に，デューイは例えば裁縫，調理，編物，大工仕事そして金属細工のような実践的

諸活動の重要性を強調した。このような諸活動は，衣食住に関係しており，生活に基本的

なものであって，だからこそ文化遺産の一部にもなったのであり，社会学的原則に一致す

るというわけである。また，これらの諸活動は子どもがそれらに関心をもっていること，

さらには精神的な発達に関連のある運動神経の諸活動を体現するという点で心理学的原則

にも一致するというわけである。さらに，これらの諸活動が他のあらゆる種類の実りある

研究を開くことができるという点で，デューイのいう「継続性」にも合致するのであった。

 第二に，彼は問題解決的動物としての人間概念からいくつかの伝統的な「科目」を含め

た。具体的には，日常的な行為の空間的，自然的連関を知覚するために地理学が，また日

常的な行為の人間的な連関を認識する方法として歴史が，さらには人間の諸活動の目的の

達成と進歩の手段として科学が，教えられるべきであるとしている。

 最後に，例えば読書，作文，数学そして外国語のようなコミュニケーションの技術を含

めるべきであるとしている。これらは自分自身を表現しようとする，また他者とともに自

分の経験を共有化しようとする，子どもの「衝動」に訴えたのである。

 ② 学校と社会

 ピータースによれば，学校と社会との間の二元論を解決しようとするデューイの企てに

は，第一に家庭や地域社会と学校との関係，第二に生徒が卒業してから入るであろう広範

な社会と学校との関係，という二つの見方があった。前者の見方について，デューイは家

庭や地域共同体における学習についてのインフォーマルな形式をその典型と見ていた。本

来学校の中と外での学習は分解できないというのが，彼の基本的な見方であった。一方，

多くの共有化された関心と開放的なコミュニケーションとを提示してくれる学校は実在す

る一つの共同社会であるという主張が後者の見方へのデューイの回答となった。学校は，

彼の民主的な生き方にしたがって，一つの小型の民主社会となるべきなのである。

 こうして彼の考える学校の典型は， 「実業学校や職業教育について現行の論議の中の卓

越した部分を手に入れ」19）ているわけである。もちろん，ここでデューイが階級構造から

くる実践的なものと教養を広めるものとの問の裂け目を非難したことは言うまでもない。

また，教育が経営者の要求にコミットすべきであるという示唆にも異議を唱えている。し

かし，実践的諸活動がさらに学校に導入されるならば，教育は職業のためではなく，職業

の中にあるべきだ，とデューイは主張したのであり，その意味では職業教育と教養教育と

の問の二元論の解決策の一つに過ぎないのではないかというのが，ピータースの見方でも

51



ある。

2．3 デューイ教育哲学への概括的な論評

 以上が，ピータースの捉えたデューイ教育哲学のアウトラインと言ってよいものであろ

う。次にデューイ哲学を評価する段階になるが，このことは容易なことではないという20）。

しかし，問題解決についての「成長」の説明によってさまざまな二元論を解決しようとす

るデューイの方法に対して，ピータースの基本線は「二元論は実際には解決されていな

い」21）ということで一貫している。

 以下，デューイ哲学の鍵概念となる（a）社会学的原則，（b）心理学的原則，（c）科学技術的

人間，がその燈上に載せられ，その曲解が指摘される。その上で，（d）デューイの教育哲学

についてのいくつかの問題点が列挙されまとめられる。これは，いわばピータースの教育

哲学が逆に照射される部分となる。

 （a）社会学的原則

 デューイは確かに子どもに彼の文化遺産に気づかせることの重要性を指摘してはいるが，

それはあくまでも「現在の実践的かつ社会的問題」22｝の枠内でのことであった。それはデ

ューイにしてみれば，古典的なテキストに対する想像力のない，機械的な学習に対しての

攻撃としては意味があったが，ピータースによれば， 「それはいくつかの研究の伝統が同

時代の実践的諸問題を支えているところの，ある程度の自律性を考慮に入れ」23）ていない

ということで問題とされる。つまり， 「理解するということはこれらの伝統に貢献してき

た人々の精神の中へと想像的に入っていくことによるのであり，またどのような同時代の

実践的問題がこれらの伝統から生じていることとして存在するのかを把握することによる

のである」24）。

 したがって，教育の場となる学校もこのような同時代の諸問題から自らをいくらか遠く

に隔てて，科学の世界についての考察へと，さらには文学や歴史の人間的条件についての

洞察へと子どもたちを導き入れることが必要になる。ピータースにとっては「二元論がそ

こには存在し，（それが）絶え間のない緊張を起こすのである」25）。

 この見解にしたがえば，デューイの「集団の利益の代表者」としての教師の役割もピー

タースにあっては不満足なものに映る。デューイが教師をゲームにおけるキャプテンのよ

うな指導者と想定したことにしたがえば，ゲームの参加者はどう振舞ったらいいか知って

いるのに対して，生徒たちは無知なるがゆえに教師のところへやってくるのだというわけ

である。つまり，デューイの「その見方は，権威者としての教師の立場と「参加」のため

の合法的な要求との間の二元論に関してごまかしている」26）とピータースには写る。デュー

イにあっては，いわば民主主義の決定における「参加」の問題と教師の自由や権威との問

題の両立について，その緊張関係，すなわち二元論が隠蔽されているとピータースはみる

のである。事実，デューイの掲げる民主的な生活への方法や態度はやや神秘主義的な色彩

を帯びている。

（b）心理学的原則

心理学的原則についてのデューイの取り扱いにもピータースは不満を表明している。そ

一52一



れは，デューイが子どもの「内面的な条件と呼んだものと，社会的影響の結果であるもの，

との問の二元論を彼をして過度に単純化せしめた」27）ことである。そもそもデューイは家

庭や地域共同体において続いていたインフォーマルな学習を学校の学習と連結させようと

していたが，彼がモデルとした家庭や地域共同体はどこのものだったか明らかにしえてい

ないと，ピータースは指摘する28）。さらに教育場面に限っても以下二つの問題を指摘して

いる。

 第一には，デューイが調査したり実験したりするための「衝動」をまずもって前提にし

ていたたことがあげられる。確かに生まれてすぐの幼児には多くの衝動に満たされている。

しかし，子どもが学齢期に至るにしたがってどれくらいその「衝動」を欠くかということ

が大切な問題だと，ピータースは考える。また，子どもがその「衝動」をもって考え込む

ところの問題場面によっては「成長」の可能性があまりないものもあるのであって，「衝

動」に盲目的であることは許されないのである。

 さらに，そのことは付随的に社会的統制の問題にも触れることになる。例えば，手に負

えないような子どもたちを想定すれば，教師について多くの子どもたちが期待することの

一つは「秩序を保つ」ということになる。そうすればやはり「子どもたちがデューイが是

認したようなやり方においていつでも喜んで学習するように，彼らを再社会化するには，

まさに熟練した教師を必要とする」29）というのがピータースの見解である。

 第二には，デューイが模倣を却下したことがあげられる。確かにデューイの見地からす

れば，子どもが同一化するところの多くの社会のモデルは打算的，手段的であるがゆえに

反一教育的なものであろう。さらには模倣が外面的な賦課の気味があるゆえに彼が敵対し

たことも考えられる。しかし，ピータースによれば，教師が教える内容に習熟し，熱心さ

をもっているのであれば，模倣と同一化は便法ではなく「都合がよい」のだという。ここ

ではオークショット（Oakeshott，肱）の見解を例に引き合いに出しているが，少なくとも

「デューイのような進化論的な態度をもつ思想家が，人類が文化の発達のために発展させ

てきた主たるメカニズムの一つを無視することは，かなり無頓着である」30）としてデュー

イを断罪している。

 （c）科学技術的人間

 デューイの民主主義と教育の構想について，彼の信念の中心に据えられたのは，科学技

術的，問題解決的人間であった。というのは彼が，開拓者を特徴づけてきた古い個人主義

的価値の不適切さを指摘すると同時に，彼が構想する新しい個人主義に手がかりを与えて

くれると考えたのがいわゆる科学技術だからであった。つまり，それは「現在の問題が物

質的な自然と苦闘することの問題ではなくて，社会的諸条件を取り扱うことの閥題だから

であった」31）。

 ピータースはこのようなデューイの理想について，第一に社会的諸問題と取り組むため

に科学を用いた，実践的な思考力の使用，第二に共有化された経験とコミュニケーション

の強調について概ね今日においても適切であると評価するが，一方で生活や教育にとって

今なお有効な個人主義的理想を軽く扱ったことを非難する。ピータースによれば，自律性，

誠実，そして確実性などの「個人主義的理想は，内的な人格を完成させることの「腐敗」

の一面としてほとんど捨て去られることはできない」32）のである。
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 （d）デューイの教育哲学についてのいくつかの問題点

 以上の記述からも類推できるように，デューイが自らの理想像及び人間観を提唱すると

き，そこには「人間的条件のある種の諸特徴を完全に無視した，非常に一方的な人間観を

発達させているということが主として挙げられる」33）とピータースは指摘している。そし

て，ピータースはその欠点を四つの点にわたって開陳しているが，それはデューイ哲学の

根幹をなす問題点とも言えるであろう。それを以下に列挙すると，

①デューイは，人間についての純粋に個人的な生活や感情の教育を無視している。

② デューイには時間と科学技術が与えられさえずれば解決しうる諸問題を提供すると

 いうある種の楽観主義の様相が見られるが，生活については，反復と熟知を必要とし

 たり，審美的な感情を必要としたり，あるいは苦しみに耐えて生きていかなければな

 らないという状態もあるのであって，すべてが問題として解決されうるものではない。

③デューイは基本的な非合理性を完全に無視している。

④ デューイは実用主義的な姿勢にあって，自然をちょうど人間の諸目的のために使用

 できる何かとしてみており，ラッセル（Russell， B．）が「宇宙の不敬」と呼んだものの

 罪を犯している。すなわち，彼には畏敬や驚異の感覚が欠けているのである34）。

ということになる。四つの点は，ピータースのデューイ理解に関する限り同じ幹から出て

いると考えられるが，そのことは最後に結論としてまとめられている。長くなるが，その

引用を記してこの項を閉じることとしたい。

「学校において続いてきた多くの形式主義や不適切さに対するデューイの反抗は，今な

お適切である。さらなる「共有化された経験」とさらなる実践的思考力の発達に対する

彼のねらいがそうであった。しかし，彼の科学技術的人間の理想は，あまりにも限定的

で，文化に閉ざされていた。それ（＝彼の科学技術的人間の理想）は，人間的条件のあら

ゆる次元を無視するのである。一一特に人間の状況，人間の非合理性，そして人間の感

情（＝情緒）的な敏感さや感受性（を無視するのである）。協同的な活動についての信仰は，

救済活動ないしは個人的な利得のための孤独な探索に対する歓迎されるべき矯正手段で

ある。しかし，人間は公的な世界と同時に個人的な世界に存在する。すなわち，人間は，

変形されなければならないと同様に順応を余儀なくされる自然によって，つまり人間の

諸目的のために支配されるべき物質（＝材料）であるのと同様に，楽しみ，不可思議，そ

して畏敬の対象であるべき自然によって，周囲を囲まれているのである。均衡は個人的

な先取（＝偏見）と公的な諸政策との間で，つまり従属的な謙遜と専横な「思い上がり（＝

横暴）」との問で確定されなければ（；取り決められなければ）ならない。デューイが解決

しなかった二元論が存在するのである」35）。

3 シェフラーのみるデューイの教育哲学

3 1 デューイ教育哲学の一般的特徴

シェフラーの場合，デューイの社会理論と教育理論における鍵概念を「全体性」
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（wholeness）に見ている。それでは「全体性」とは何を意味するのであろうか。予め例示的

に教育について言えば， 「我々の活動の果てしない文脈の中で増大する認識，つまり知的

な活動性の発展を通しての意味の継続的な成長」36）とシェフラーは見ている。このよう

な「全体性」の概念は，『人間性と行為』において説明を与えられている37）が，デューイ

にあってはそれの感覚と宗教的感覚とが同一視されているとシェフラーは捉える。例えば，

別々の自己の取るに足らない行為が宇宙と対比され，そこにおける実存が全体性の感覚を

強調するといった具合いである。

 したがって，宇宙の中に生きる我々が，その生を営み，存在を保つところの共同社会は，

デューイにあっては「全体性」の象徴と映る。しかし，「全体性」は宇宙のように果てし

ないからこそそうであって，完全には把握されないというのが本来の意図である。その結

果， 「デューイにとって理想的な社会とは，個人自らの活動と自己発展を通して，個々人

の最大限の成長が許される共同生活」38）ということになる。もっとも，民主主義の理想も

この相において捉えられる。シェフラーの理解にしたがえば， 「そのような共同生活がお

互いにその成員を分ける人工的な障害から解放されているのであって，すなわちその共同

生活は観念の自由なやりとりを育て，前提としてのその共通な諸活動の基礎となる諸観念

を取り扱うのである。一一もっともそれは，経験によるテストに開かれており，そのよう

な諸活動が影響を与える全ての人によって批判されることができ，しかも彼らの共通の同

意を得ている手続きによって修正されることができるのである」39）と。

 しかし，だからといって民主主義の機構，すなわち政治形態はこのような理想へ向けら

れた目的ではなく，あくまでも手段である。そのような理想は「公的な生活における公け

のやり取りや参加の形式の中で各人の尊厳や判断力を認める，諸制度によって促進された

人聞行動の特質において捜し求められるべきことなのである」劒。いわば，普遍的な社会

的幸福と個々人としての人間の十分な発達という二つの視点から民主主義の機構が要請さ

れるのである。

 大雑把には以上が， 「全体性」の概念から導出されるデューイの社会理論とみてよいが，

デューイの場合，このことと教育の必然性とは連結されているとシェフラーはみる。すな

わち，民主主義的な理想によって必要とされる自由の中では，精神の自由が基本的なもの

であり，解放された思考力こそが，行為の自由を導き，保証するのに必要なのであるから，

「自由の諸条件のもとでの思考力の教化が，デューイにとっては……（中略）……すく“に民

主主義の基本的な責務と教育の主たる仕事になるのである」ω。

 したがって，デューイにあって「教育の初期の目的は，生活のあらゆる分野に適応する

ことについて批判的思考の習慣と精神性とを発達させることである」姻。そこでは指導す

る諸観念はもちろんドグマ的であってはならないのであって，むしろそれらは，自らを行

為というテストの結果によって証明し続けなければならない。そしてその目的の任務にあ

たるのが学校であって， 「学校は人間生活のあらゆる領域に対して批判的な方法の適用を

例証すべき」43）ことが期待される。これらを，デューイの教育理論の中心的な観念と見て，

シェフラーは以下，（a）カリキュラムの問題，（b）学校教育の問題について立ち入って叙述

している。

（a）カリキュラムの問題
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 カリキュラムの問題について，デューイが強調する点は連続性と意味であるとシェフラ

ーはみている。確かに現代の学校教育にあってはそれとは逆の選択と専門化とが余儀なく

される事態なのであるが，デューイは種々の研究上の分類は便宜上の方策に過ぎないとみ

る。例えば，科学技術の十分な意味が，その理論的な基礎とその人間的な趣旨との関係の

中に置かれないならば，それは正しく評価されえないし，人文主義的な諸研究も同様に，

もしそれらが社会的世界や社会的世界を変えつつある科学との関係から孤立させられるな

らば，不毛なものとされるのである。そこでは，我々の社会生活に対して内容を供給して

いるところの諸々の意味と，その意味の多くが過去の経験によって現在の活動に寄与して

いるところの連続性とともに常に問われなければならないということである。

 したがってカリキュラムの統合の問題は，初歩的には「あらゆる研究は一つの偉大な共

通世界における関係から生ずる」鋤ということを認識することの問題として理解される。

つまり，「諸研究は，この世界に接近するさまざまな手段として，また共通の諸問題の解

決のための価値ある資源として相互に関係づけられることになる」45）のである。もっとも，

学校においては批判的思考の習慣とその精神性を教化することが目標とされるが，それら

は学校の存在と役割を意味するとともに社会的諸条件との関連を最終的に申し立てる過程

なのであって，そのような学校の社会的役割こそが，学校における専門化した諸活動に統

合と一貫性を与えているわけである。

 （b）学校教育の問題

 前述したデューイの描く理想社会の概念からも容易に類推されるように，そのような社

会は， 「個々の成員の問で定義できないさまざまな成長概念に基礎を置く」46）のであるが，

デューイ自身は無制限に基本的な価値として「成長」概念を措定したということで批判さ

れてきた。しかし，シェフラーはその「成長」概念を定義不能であるとか，不確定である

とかとは捉えない。むしろ，「そのような祉会は，人々の生活を互いに規定する価値形成

において，観念の自由な表現，多様性についての寛容さ，そしてその成員の参加を育てる

諸制度を必要と」47＞し，さらに言えば，「そのような諸制度自身は精神の習慣，とくに批

判的かつ科学的思考と調和する習慣，を扶養することを必要とするr8）と言って，「成長」

が無定形・無方向でないことを明らかにしている。

 そして，デューイの主張する学校教育も理論的根拠においてはこの延長線上において描

かれているとシェフラーはみる。すなわち，学校は「精神の批判的習慣を教化するようデ

ザインされている」49）のである。もちろん「このねらいは，学習過程における生徒自身の

目的についてのかかわり合いと，学校での学習を周囲の社会の諸問題と関係づけることを

必要とする。しかし，……（中略）……学校教育はそれゆえ無定形のものでもない」50）ので

あって，学校教育は「諸問題を巡って組織化され，またそれ（＝学校教育）は批判的で責任

のある思考の訓練を生徒の中に内面化するように方向づけられる」5蓋）ことになる。このこ

とをシェフラーの叙述にしたがってもう少し具体化してみよう。

 例えば，シェフラーにしたがえば，デューイの図式における活動の全体的な要点は，

「活動は，できるかぎり観念の能力や結果の批判的な評価を道案内することを通して教育

的になされるべきである」52）ということになる。けれどもここでデューイは学問に反対し

ようとしていたというわけではない。ただ，「デューイの見方によれば，教育において優
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位を占めるべきものは，まさに合目的的な問題解決の活動から生ずるような」53）学問の構

想なのであり，そのことが教育的に意味あることなのである。

 さらに，このようなデューイの見方からして，彼が逆に遵法者の社会を熱心に育てよう

としたものではないことは明白であると，シェフラーは指摘する。つまり社会の諸問題と

の関連づけを彼は望みながらも，社会的なドグマを教え込むことを唱道するものではない

のである。あくまでも「学校の基本的な忠誠は，分析の批判的な方法への忠誠」‘4）なので

ある。一方で，デューイが学校の社会的な精神的風土を強調していることは確かであるが，

そこでは服従を養うことを意図しているのではなく，教師に社会の諸問題との連続性にお

ける学習に対して注意を喚起しているのである。もちろん，過去との連続性が避けられな

いことも指摘するまでもなかろう。

 まとめれば，学校の役割は， 「生活の諸問題に適用されるような思考力の習慣を発達さ

せようと努力すること」55）なのであるが，そのことは「それ自身，我々の一般的生活の諸

問題や実践の両方に耐えるための批判的な評価をもたらすことのできるところの，社会の

大きな変化の一部をなすのであ」56）って，まさにこのような精神の聡明な習慣についての

遠大な発達を学校教育においてデューイは意図しているのである。少なくともシェフラー

の理解はそうである。

3．2 デューイ教育哲学への概括的な論評

 前項において示されたデューイの教育哲学に対するシェフラーの理解は，いわば彼の同

意する部分でもあった。けれども最後にデューイの理解についてある種の異論を四点にわ

たって論述している。それをここで紹介することはピータースとの対照において有効であ

ろう。

 （a）連続性の観念の誇張

 まず第一に，連続性の観念がデューイの処遇にあっては誇張されているとシェフラーは

提案する。彼はデューイが様々な要素や問題を連続性の相のもとにみようとしたことに教

育的意義を認めながらも，次のように述べる。「不連続と相違は連続性と同じように当然

のことであって，連続と相違は，それらが存在しているところに認められることもまた必

要とするのである」5了）と。

 このような観念の誇張については，例示的に理論と実践との問題が取り上げられている。

シェフラーによると， 「理論は確かに観察や実践と関連づけられるけれども，理論はまた

独立した（＝自律した）ものなのであ」謝って，すなわち， 「それはそれ自身の経歴と生命

を持っている」59）ものなのである。したがって，実践的問題と実践的解決との間の手段と

して理論を解釈するような，いわばパースとデューイの両者の初期の討論において指し示

されたような，理論についてのこのような評価はその攻撃に耐えられないと判断する。

 それではシェフラーは理論を実践との関係においてどう捉えているのであろうか。彼に

よれば，「理論は単純に実践を導くことに仕えるのではなくて，基本的な自然の諸過程の，

聡明で首尾一貫した説明を我々に与えることに仕える」60＞ものである。ここでは，少なく

とも理論は実践的な結果によって限定されるものではないということがその基調にある。

そして，そのような理論化の過程はさらに創造的な過程でなければならないというのが第
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二の眼目である6の。そこで理論家に要請されることは「創り出すこと，単純化すること，

要請すること，カテゴリー化すること，推定すること，理想化すること，から自由」62）であ

ることであって，言い換えれば現象の変化や実践的な緊急性の詳細からの距離も理論家に

とって場合によっては必要となるのである。

 （b）思考の問題一理論における不適切さ

 ここではデューイが我々の成長を促す処方として提出した問題解決の問題そのものに焦

点が当てられている。シェフラーに言わせれば，第一に「諸問題は実践の困難さとは同一

化されない」63｝のであって，今までの広大な理論と実験との文脈の中から生じるものであ

るとされる。さらに，科学の生命は諸問題を解決することに費やされるだけではないので

あって， 「問題一発見も問題一解決と同じように大切な」餌）ものとして扱われなければな

らないのである。その意味で子どもが諸問題を捜し出すことも奨励される必要があるので

ある。

 第二に，シェフラーは「思考の問題一理論が，あらゆる領域における思考の統一した分

析を与えようと企図することにおいて，困難である」65）と指摘する。つまり，思考の問題

一理論は， 「科学的創造力ばかりでなく，芸術家，歴史家，詩人，翻訳家，発明家，小説

家，数学者の仕事をスムーズに含むことのできるところの，分析を提供していない」66）ば

かりか， 「共通の抽象的な枠組みの中へこれらのすべての多様性を無理に押し込めようと

企て」67）ようとしていると彼には映る。そこでは少なくとも，教育における，科学と歴史，

芸術と数学，詩と法律上の推論などの間の多様性についての認識が必要とされることにな

る。このことをシェフラーは伝統という概念に仮託して次のようにもまとめている。すな

わち， 「我々は，問題一解決としての思考についての抽象的・哲学的図式を通していくつ

かの伝統を単純に濾過するよりも，我々が乞いくつかの伝統を所有しているように思考に

ついてのいくつかの伝統を伝えることを必要とすべきである」68》と。

 （c）意味についての偏狭さ

 デューイは教育についての説明の中で意味の重要性を強調したのであるが，シェフラー

に言わせれば，教育的過程の中ではその意味は固定的なものではなく，様々な関連のもと

でフレキシブルに変化するものであると捉える。具体的に言えば， 「科目の意味は……（中

略）……，生徒の目的についての文脈や潜在的な行為の中にそれらが結合されるのと同じよ

うに，それらの相互の関連を通して高められる」69）ものである。そのような意味連関におい

ては，たとえ子どもたちがどのような仕方において学ぶにしても，逆に少なくとも「教師

自身が，方法や組織化と同じようにカリキュラムについての彼の教育的選択を活気づける

ところの，目的，価値，そして規準についてできる限り，構想をはっきり持つ」70）ことが要

請されるのである。

 （d）学校の自律性についての過小評価

 シェフラーは学校についてのデューイの見解が，その自律性を過小評価していると信じ

ている。デューイは「問題のある諸条件を，思考力の強化を通して，さらに調和的で満足

できる解決へと変えていくことができる代理人として，学校の媒介的役割を強調する……
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（中略）……ために，彼は学校の焦点の中心に社会的諸問題の場所を定めながら，学校と社

会との間の連続性を強調」7’）したということはこれまでの叙述で明らかにされたところで

あった。しかし，「理論を育てるとき，学校はその基本的意味において，藩学趣昧や神話

を増殖させることによってではなく，学校よりも広い，また学校がその中に置かれている

ところの社会よりもさらに広い，世界についての理論的な解明を奨励することによって，

生活と離れて位置すべきである」72）という。すなわち， 「学校は社会からの十分な距離を

必要とする」73）というわけである。シェフラーによれば， 「学校は改善された社会に対す

る手段として自らを単純にはみな」マ4）すべきではなく，社会に対してある種の自律性を保持

する必要があるのである。

 以上，デューイの見解に対するシェフラーの異論についての四つの要点である。

4 ピータースとシェフラーのデューイ理解

 ピータースとシェフラーとが理解するデューイの教育哲学をみてきたわけであるが，こ

の部分をもってデューイの教育哲学を論じるのは明らかに越権行為であり，ここでの当初

の目的からは逸脱することになる。しかし，今後のピータース研究へ向けての足がかりを

つける意味でも，許される範囲で両者のデューイ理解について若干の考察を加えておくこ

とは無意味ではない。

 そもそも，デューイなる人物は19世紀中葉より20世紀に至るまで約一世紀近く存命し，

近代教育学に対して今なお大きな影響力を与え続けている了5）。デューイをどのように克服

するかという時代から，ある種の距離をおいて考察する時代になったとは言えようが，そ

の哲学はなかなか難解である。では，その難解なデューイ哲学を二人の分析的教育哲学者

はどう捉えようとしたのであろうか。

 まず，「分析」ということに拘れば，デューイの難解さは一般的には彼の哲学体系が

「分析的」ではないと言えることであろう。ピータースが彼の哲学をヘーゲル主義的な二

元論の克服として捉え，シェフラーが「全体性」を鍵概念として捉えたこともその証左と

なっている。それに加え，デューイが「相互作用」や「連続性（継続性）」の概念をもって

諸概念相互の関連，あるいは理論と実践との相互の関連を重視しようとしたことも列挙さ

れてよいだろう。 「分析」をここで「概念の明瞭化とその論理的再構成という行為」とい

うふうに暫定的にも限定するならば，明らかに分析哲学者にとって，分析哲学とデューイ

哲学は当初より相反する両極に置かれざるをえないものとして察知されることであろう。

ピータースにしてもシェフラーにしても，自らと対極にあるものとしてデューイを分析の

二上に載せたのである。もちろん，このような背景には先述したように，1970年代に入っ

てイーデルら76）によって「分析」の成果と方向が厳しく問われてきたことがあることを忘

れてはならない。

 その結果としてここに要約した内容をみる限り，論述上の用語の差異などはあるにせよ，

ピータースとシェフラーに大きな枠組み上の差異を認める必要はないと思われる。基本的

にピータースやシェフラーの立場に進歩主義やプラグマティズムへの転向が見られるわけ

ではない。彼らは目常言語学派の手法をもってして，デューイの「成長」概念などに鋭敏

なメスを加え， 「教育」に関わる領野においてその見取図（躍論理的な地図）を描こうとし

て，デューイ哲学の区画整理をめざしているように看取しうるのである。両者とも確かに
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デューイ哲学の鍵となる概念に着目し，その特徴と問題点を指摘しているのである。かと

言って，ピータースとシェフラーとの内容上の相違がないわけではない。

 第一には教育哲学そのものの捉え方に関わるものである。シェフラーが教育哲学の目的

を概念的道具の明瞭化により教育の理解を深めることにあるとしてある意味では限定的に

捉えているのに対して，ピータースは，教育哲学そのものを哲学の応用分野としてとらえ，

さらには社会学や心理学などの分野との関連を極めて重視していることにあるだろう。そ

れは両者の学的形成の違いを意味するものでもあろう77）。その結果としてピータースは，

デューイの教育哲学への論評において「社会学的規則」や「心理学的規則」に対する不満

を露にしているのである。

 第二にデューイ哲学の批判的な再構成に関わるものである。 「分析」と「総合」が知識

体系の表裏の関係を示すことから自明なように， 「分析」は決してそれだけに終るもので

はない。即ち，批判的な再構成が一般にその後には必要となることは言うまでもなかろう。

しかし，再構成を支える視点は，純粋な「分析」から直に導出されるというわけではない。

やはり分析の背景にある言語に支えられた文化に規定せざるをえないのである。したがっ

て，ピータースがデューイ哲学を批判的に再構成する際には，あくまでもオークショット，

ラッセルそしてホワイトヘッド（Whitehead， A． N．）などが引き合いに出され，ある種英国独

特の伝統観に脚色されているのである78）。（もっとも教育そのものは本来保守性を帯びたも

のであるのだが。）オークショットの体育指導者の例や，ラッセルの「宇宙の不敬」の概念

など，明らかに議論としては超越論的で問題を含まざるをえない。他方，シェフラーの場

合どうかというと，ここでの即断は極めて危険であるが，ピータースほどには「伝統」に

は傾斜していないとは言えるだろう79）。もちろん，それはシェフラーのおかれた風土によ

るのかもしれないが，彼の学問への姿勢としてみる方が穏当かもしれない。

 以上簡単にピータースとシェフラーの共通する姿勢と相違点を挙げてきたが，ここで改

めて問われなければならないのは，このような彼らの試みにどのような意義を見出せるか

ということである。彼らの批判の一つ一つについてみれば，大局的には今までデューイに

ついて出されてきた批判の枠を大きく越えるものとは言い難い8①。とは言え， 「分析」と

いう哲学的態度は，どのような時代にあっても行われてきた基本的なものであり，決して

無意味ではありえない。むしろ，21世紀にあって，このような「分析」の手法はますます

精緻化する一方である。そのような「分析」のメスは常に教育の諸概念に加えられていか

なければならないことであろう。その意味でピータースらが，従来の伝統主義者としてで

もなく，また進歩主義者としてでもなく，デューイの思想をある意味で区画整理している

ことはそれだけで意義のあることでもあろう。しかしそれに加えて，分析的教育哲学の側

から改めて実践性を帯びたデューイの教育哲学の「分析」と「総合」を企図することは，

教育学的に理論と実践との架橋を試みている一つの方法として見ることは可能である。す

なわち，理論と実践との問に教育学の，あるいは教育哲学の固有性を見ようとするとき，

このようなピータースの試みは，教育理論と実践との関係を最も鋭敏に示唆してくれる手

法を提供してくれる可能性があるのである。

 少なくとも我々が一般に安易に超越的なものに動じることなく，方法論的な確かさをも

って一歩一歩教育的営為に対して足を進めようとするとき，このような手法を抜きにする

ことはできないのである。
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第4節 ピータースの教育哲学の射程

1 はじめに

 これまでも関連して叙述しておいたように，教育哲学を学問として規定することは容易

なことではない。ましてや，英語圏においては戦後教育哲学が学問として認知されていく

過程そのものが，ピータースの辿った足跡と重なることを思い合わせてみれば，教育哲学

を彼がどう捉えていたかを看て取ることは，彼の思考の遍歴を探ることでもあると言えよ

う。

 ここでは彼の「教育哲学」についての基本的な言説を取り出して，それを明らかにする

とともに，そのことで彼の教育哲学の基本的構想と道徳教育論の枠組みの一端を窺い知る

ことができるものと思われる。

2 「国際教育哲学叢書」企画に見られる教育哲学の性格

 さて，ピータースがアーチャンボルト編『哲学的分析と教育』（1965年）を出発点として

「国際教育哲学叢書」を企画し，1986年までに17冊を出版していることは，先に指摘した

通りである。このことは確かに分析的教育哲学が学問的に認知されてきた過程である玉）が，

監修者としてのピータースの言葉の別の箇所からは，彼の意図してきた教育哲学のタイプ

をも如実にうかがい知ることができる。

 つまり，教育哲学は認識論，倫理学，そして精神哲学のような哲学の確立された部門と

は異なって，科学哲学や政治哲学と同じように「教育問題に関連したやり方で哲学の確立

された諸部門を参考にし，かっそれらを互いに持ち出すこととして教育問題を考える」2）

というタイプのものだとする。したがって， 「権利」， 「罰」， 「権威」などについて哲

学者によってすでになされた議論を参考にしつつ教育問題に引き付けて発展させることが，

教育哲学の課題の一つということになる。ところが， 「教育」， 「教授」， 「学習」，

「教化」のような概念については，教育の哲学者が独自に新しい分野を切り拓くことにな

り，そのことで哲学に対して新しい光を投げ返すことにもなるのだという。

 しかし，教育哲学はこの範囲に留まるものではない。どんな哲学の応用分野についても

そうであるように， 「二つの両極端のうちの一つへと分極化すること」3）の危険性，すな

わち実践的であることと哲学的であることとの乖離の危険性は自明のことである。実はこ

の両者を有機的に統合することを目的として企図されたのが，この国際教育哲学叢書でも

あったのである。彼の言葉を借りれば，その目的は「実践的に適切でありかつ哲学的にそ

の任に耐えうるようなこの領域においての基礎的な研究の骨格を打ち立てること」4）にあ

る。

 少なくとも，ここでは彼の企図する「教育哲学」が哲学の応用分野として位置づけられ

るとともに，教育独自の問題に取り組むことで哲学へ新たな指針を投げ返すことになると

いう相互関係で双方が規定されているといえるであろう。さらに，教育哲学が「実践的」

な部分と切り離されないのだということが明言されている。しかし， 「実践的に適切で

あ」り，かつ「基礎的な研究の骨格を打ち立てる」とは如何なる意味内容であろうか。形

容矛盾であるけれども，ここに彼の目指す教育哲学の存立基盤が横たわっていることは，

根本的に否定し得ないのではないかと思われる。
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3 教育哲学の関わる領域

 とは言え，彼の示す教育哲学の領域は，その主著『倫理と教育』において20世紀の「哲

学革命」を踏まえ，さらに明確な形で示されることになる。

 その序文において，ピータースはまずもって20世紀の「哲学革命」について略述してい

る。それは，教育哲学についても同様のことであって，高い次元の指示を明確に系統立て

て説くことではなく，むしろそのような「職業的貴族的宣言を分析の弾頭台の下で赤裸々

にすること」5）が教育哲学の主な仕事であるとする。従って，その常套手段は「諸概念の

きびしい境界設定，知識の諸概念の執拗な解明，さまざまな言説形式の諸前提の根気強い

解明」6）となるという。もちろん，彼は19世紀までの哲学を否定するわけではない。ソク

ラテスやカントやアリストテレスでさえ，それを行っていたのでる。ただ，意識の高まり

が異なるのだという。

 さらに，彼はその著書において教育哲学と大きく関わることになる道徳哲学及び倫理学

の役割をその哲学の発展と分化の過程において規定している。すなわち，倫理学は「実践

的なこと」を「理論的なこと」に対照させた場合の，その実践的問題に対する答えの分析

と正当化に関わるのだと。そうして，倫理学は「哲学革命」の結果，人間が何を世界に要

求するのかという問題を，事物はいかにあるのかという問題から区別することを学んだの

だとする。例えば，喫煙をすることは善であるか悪であるかと考えることは，喫煙の原因

を探ることとは別の問題だというわけである。ここでは価値問題と事実問題の峻別をその

成果としているのである。

 ところが，教育上の問題はそれほど，簡単ではない。理論的問題と実践的問題，あるい

は価値問題と事実問題とが，混然一体となっている。必然的に教育は，哲学に固有の問題

を出すのではなく，上述されたように「政治学と同じく，哲学の基礎的な諸部門のいくつ

かが適用される領野」7）として彼には把握される。そこでは，とりわけ，倫理学，社会哲

学，認識論，哲学的心理学において発達してきた概念分析と正当化の理論が用いられなく

てはならないとしている。

 以上のように，ピータースは「哲学革命」の成果として，その概念分析的手法と正当化

の理論をもとに，哲学の諸分野の適用される領域として教育を考え抜こうとしているので

ある。

 それでは，教育哲学が具体的に関わるべき主たる領域は何なのであろうか。彼は以下の

ように四つにまとめている。

1） 「教育」 「教授」 「謂練」 「大学」 「学校」というような一一教育に関する諸概念

 の分析

H）倫理学と社会哲学の教育への適用の明確化

 ① 価値ある内容の問題

 ② 価値ある内容が伝達されるときにとられるべき手続きの問題

    ……自由・平等・権威・処罰などに関わる倫理的問題

皿）伝達に関する仮定。……教育心理学的問題及び哲学的心理学上の問題

IV）カリキュラムに関連するありとあらゆる種類の哲学的問題8）
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 ただ，彼がまえがきにも述べているように，この著書が「倫理学と社会哲学の分野に属

する教育哲学への入門書」9）として企図されているわけであるから，当然その中心がH）の

内容になることは断わっている。しかし，それをなすためには， 「教育」の概念に関する

予備的な論及を抜きにしては語れない。「なぜなら，教育とは何であるかについての正確

な観念と，そして教育が例示している価値判断のタイプについての正確な観念とをもたず

して，教育のうちに含まれている基本的な倫理的問題にとびつくことは無謀だと思われる

からである」’o）。したがって，この書物が，次のような三部構成になっており， 「教育」

の概念に一部を割いていることからも，1）における「教育」の諸概念の分析が，H）以下

の教育哲学的課題の前提に位置されることが，推し量られるのである。

第一部  「教育」の概念

第二部 教育の倫理的基礎

第三部 教育の社会と社会的統制

 ピータースの場合，この「教育」概念の分析を発達させたことに大きな貢献をなしてい

る1’〉のは疑い得ない事実であって，やはり問題はその概念分析をもって，どのように実践的

問題と結びつくのかということでもあろう。

4 教育哲学と哲学との関係性及び教育哲学の中心課題

 また，バーストとの共著『教育の論理』（1970年）’2）においても，同様に教育哲学の学的

な性格が叙述されている。そのことを繰り返すようになるが， 「教育するということ」は

本来活動についての混成のタイプである以上，教育問題の解決に開係のある，哲学の設立

された部門のある部分を寄せ集める必要のあることがピータースによって再び強調されて

いるのである。つまり，哲学するために教育哲学者はたった一つの哲学の部門だけに集中

することは希なこととなる。そこでのピータースの例示を便宜的に表にまとめると，以下

のようになる。

教 育 哲 学 の 課 題 寄せ集められる哲学の部門

〈哲学的心理学〉

｛教授と学習の問題〕 ← ・人間発達の理論

・学習のタイプとその教授の関係

・動機づけや概念形成の理論

〈歴史哲学〉

〔思考の特別な形式 ← 〈数理哲学〉

についての区別〕 〈科学哲学〉など
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さらに   ↓
↓

〔カリキュラムの構成〕を教授

方法や子どもの取り扱われ方な ←

どの実践的関心のもとにすると 〈倫理学〉

すれば 〈社会哲学〉が加わる。

〈倫理学〉

〔教育の評価〕 ← 〈知識論〉

…… m識，信念，理解。

〈哲学的心理学〉

・人間発達の性質

・教授，教化，認識，学習につい

〔人々を教育するということ〕 ← ての経験的な理解

〈社会哲学〉

・子どもの自由

・こどもへの罰

・子どもの権利

・教師の権威

 そして，このような図式的な方法の中で，ピータースは教育哲学の中心課題を明らかに

している。即ち，彼にとってそれはまず第一に「「教育」の概念と人間発達に関係づけら

れた概念とについてより詳細に考察すること」’3）として提案される。しかし，これとパラ

レルな関係で第二に概念分析の背後にある目的が示される。即ち，それは， 「教授，カリ

キュラム，生徒との関係，教育的共同体のための関係，さらには教育や人間発達について

のある種の見方を手に入れることについての密接な関係を真に指し示すこと」’〃）であると

される。このような課題は『倫理と教育』において示された1）の領域とH）置）IV）の領域

との対応関係を示しているのであって，この時点で大きな変更はないものと考えてよい。

結局，「教育」概念の分析とそれに基づいた総合化（あるいは統合化）の作業がピータース

にとって教育哲学の中心的課題であろうと思われる。ただし，「人間発達」という視点が

ここで加わっており，心理学や倫理学，あるいは社会哲学に踏み込んだ彼なりの「教育人

間学」への方向を示すものと受け取ってもよいかと思われる。

 ところで，ここでの問題点を一つ指摘しておけば，設立されたある哲学の部門をどのよ

うに寄せ集めるのかということが問われる。ピータース流に言い換えれば，教育哲学がそ

の各々の哲学の部門と関係づけられるにあたって，その関係性はどのように正当化される

のかということである。単に寄せ集め，利用するというのでは，何とも心もとない。事実，

彼が言及する道徳教育の分野にあっては，心理学的な経験的要素が混然と組み込まれてい

ることにだれしも気づくはずである。

 しかしピータースに言わせれば， 「「教育」の概念において具体化された実践的諸目的

一68一



は，あらゆる範囲の研究を引き寄せることに対して関係性の諸原則を与える」’5）のであっ

て，教育哲学は「統合教育」への道を拓くものだとしている。つまり， 「教育」概念の分

析がそのような関係性の諸原則を与えるのだとしており，彼にあってはそれが何としても，

その教育哲学の根幹に位置するのである。もっとも，詳細な実践的決定については，心理

学者，社会学者そして歴史家などの仕事であるところの経験的な事実に依存することにな

る’6）としており，今一つその関係性の射程についてはどうも歯切れが悪い。

 果して， 「教育」概念の分析から他の哲学部門との関係性や，実践的関係性が直接的に

に導出できるのだろうか。また，彼の言う教育哲学はどこまでの実践性を射程に入れてい

るのであろうか。彼の教育哲学観を見るとき，このような疑問は依然として残っている。

 けれども，別の言い方をすれば，このように教育哲学に「統合化」する作用があるとい

うことは，概念分析に終始できない彼の教育哲学の宿命であるとともに，何らかの形で実

践性を余儀なくされていることの証左でもあろう。そのこと自体は単に否定されることで

はない。やはり，このような「統合化」の動きが，教育哲学の内実をかなり不透明にする

ものであることに違いはないのであるとしても，言語分析によってその他の部門との関係

性や射程をどのように調停していくかを，今は見極めていく必要がある。

5 1960年一80年における教育哲学への回顧

 最近のピータースの教育哲学に関する回顧的論文「教育の哲学1960－80」（1983年）17）

において，彼は今までの分析的教育哲学の到達点を踏まえながら，今後の教育哲学につい

ての展望を語っている。特に目新しいものではないが，彼の教育哲学における学問観を総

括する意味では有意義であると思われる。直接にその基本的構想に関わる項目に限って，

彼の考えを抜粋してみよう。

5．1 教育哲学と教育理論

 ここでは，端的に教育理論そのものの性質と，教育理論と教育哲学との関係が論じられ

ている。

 まず，教育理論そのものの性質については，ピータースはいわゆるオ．コナー（0’connor，

D．J．）とバースト（Hirst，P． H．）の見解を紹介している。言うまでもなく，オコナーは観察に

よって検証できるような教育研究のために「理論」という語句を留保しようとしたのであ

り，他方，バーストは教育理論を科学理論としてではなく，実践の補完物一一さまざまな

種類の活動を導くところの指針や一般化の主要部一一として考えようとしたのであった。

しかし，ピータースはこれらの考えに対してどちらかというと，趨勢としては，バースト

の見解が教育哲学者に受け入れられたとしている。しかし，皮肉にも，教育哲学の外側で

は，社会科学を含めた種々の教育についての学問分野が，不鮮明なものから次第に厳密な

土台の上に載せられる過程で，各々の教育理論が分化すると同時に孤立化していったため

に，実践に関わる教育問題について，その問題を処理するための十分に共同したアプロー

チができなかったのだと彼は嘆いている。むしろ，教育哲学以外の教育に関わる分野はオ

コナーの見解にしたがって発展していったということであろう。このことは，教育理論そ

のものの真理性や科学性を高めようとすることが，そのような教育諸理論の総合化を困難

にしていることを意味するが，それはわけても教育哲学の困難性をも意味していたわけで
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ある。したがって，彼が「あらゆる範囲の」教育理論を引き寄せる形で教育哲学的に教育

問題に取り組もうとするとき，その理論の敷居は（バースト的に）あまり高くない方がよい

とは考えていたであろうことは推測できる。重ねて言うように， 「教育理論の制度化」が

それら各々の理論をばらばらにしてしまったのである。

 しかしながら，一方ピータースは教育哲学の構想について，特別な諸問題の解決に直接

連動される形でそれを性急に捉えようとしていたのでもない。ピータース自ら述べている

ように’8），彼が編集した『プラウデンにおける展望』（1969年）と『校長の役割』（1976

年）という二冊の学際的書物は，問題への解決策を直接提出するのではなく，現今の諸問題

について考察するための異なった見地を与えようと目されたものであったのである。つま

り，教育理論に過大な実践的問題解決能力を期待することはできないのであって，むしろ

教育理論がその問題についての透視図を与えることに貢献すべきであると主張しているの

である。そして具体的に，彼はその機能について次のように述べている。

「教育理論のほとんどは，……（中略）……一一例えば技術の教授一一と同じように実践

に密接には関係していない。教育理論のより多くは，学級の状況が違った観点において

眺められるように，また過去から存続するステレオタイプが動揺させられ，おそらくは

粉砕されるように，人の態度を変える機能を持っているのである」19）。

 ところで，ピータースによれば，このような教育理論について鑓（かすがい）の役目を果

たすのがまさに教育哲学であって，「教育哲学が続く限り，なされる全ての研究が他の学

問から孤立させられるわけではない」20）という彼の言説には，その理論と教育哲学との

関係が端的に示されているのである。そして彼自身，このような研究成果の一つとして，

ピアジェーコールバーグ理論への批判から自らの道徳的立場を構成していったことを挙げ

ている。一般にこのような学際的な研究を教育哲学が担うには，多くの困難と混乱があっ

て十分には進展しなかったとは思われるが，彼は，事実そのような研究を求めていたし，

そのことを通して教育哲学が実践への間接的なコミットを為し得るものと考えていたよう

である。

5．2 「教育」概念の分析

 これまでの説明から明らかなように，ピータースにあって「教育」概念の分析は，彼の

哲学の基軸に位置するものであったが，彼自身多くの注意を受け取ったとして，次のよう

に述べている。

「「教育」の概念について説明を与えようとする企ては，あまりにも特別すぎたか，あ

るいは十分には特別ではなかったのである。私は知識と理解とでもってそれをあまりに

も密接に連結したのである」2’）。

 事実，彼はワーノック（Wamock， M．）やハートネットとナイシュ（Hartnett and Naish）の

議論をここで紹介し，一定の理解を示している。つまり，ワーノックは，「「教育」の分

析を試みることは全く素晴らしい楽しみではあるが，あまりにも多くの方法があり過ぎて，
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有益に取り扱われることはほとんどない。」22）と主張し，ハートネットとナイシュは

「「教育」は本質的に一つの論争される概念であり，人々のイデオロギーにしたがってさ

まざまな方法において用いられるものである」23）と主張している。

 翻って，ピータースが今まさに問題とするのは以下のことである。

①  「教育」について言われうるどんな明白なことがあるのか。

② 「教育」について論争の余地が生ずるようなどんな要点が定められうるのか24＞。

そしてそのための概念分析の要点を次のように指し示している。

「まず第一に，概念分析はあまりにも自己充足的な（＝無口な）運動になりすぎる傾向が

ある。概念への規準は，それが前提とする，歴史的ないしは社会的背景や人間性につい

ての見方に十分に注意を払うことなしに用語の使用において捜し求められているのであ

る。第二に，もし何かが一つの目的として提唱されるならば，それとその強調のための

正当化が必要とされるのである。」25）

 ピータースによれば，それらは，逆に次のような概念として獲得されなければいけない

ということでもある。

「諸概念は，抽象的で孤立化された方法において取り扱われることはできない。それら

（＝諸概念）は，考慮に入れられなければならない，社会的かつ歴史的文脈を持っている

のであり，またそれら（＝諸概念）の分析はいくつかの教育的問題に関係づけられる一つ

の要点を持っていなければならない。」26）

 このようなピータースの概念分析の要求は，分析哲学の流れからの推移にせよ，また教

育的要請にせよ，一応初期のピータースの分析以上の，その分析の徹底を彼が求めている

ことになるであろう。

5．3 教育哲学への将来展望

 ピータースはこの論文の最後に， 「将来的な展望」と称して，これからの教育哲学に対

して九つの提言を行っている。項目だけ挙げれば以下のようになる。

（1）書物の不足

（2）さらなる哲学的な深さの必要性

（3）哲学を他の学問と統合する必要性

（4）分析的アプローチを緩和する必要性

（5）カリキュラムにとって全体として必要とされる「知識の諸形式」の基礎に代わるも

 の，ないしはその修正

（6）特別な科目についての哲学的研究のさらなる必要性

（7） 「教育」概念について必要とされるさらなる思考
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（8）外側から必要とされる貢献へのさらなる感受性

（9）教育哲学と実践的問題とを関連づける必要性27）

 これらの項目は相互に依存する関係でもあるが，一方で相互に離反する関係でもある。

決して体系化して言表されているものではない。しかし，今まで辿ってきた教育哲学の道

を顧みる中で，展望を述べているだけに，彼の教育哲学観をうかがい知るには有効であろ

う。必要に応じてその意味するところを略述することとしよう。

 （1）書物の不足

 あとの項目と深く関わってくると思われるが，まず， 「ロンドン学派」によってなされ

た研究結果において，論文や論文のコレクションという形態は非常に多いが，一貫した書

物という形態が少ないことが嘆かれている。これは研究の深さや広さについてのピーター

ス流の不満であろう。

 （2）さらなる哲学的な深さの必要性

 ここでは，教育哲学がさらなる人間性についての明白な理論を必要としていることが訴

えられている。それは，ピータースにあっては言語分析を通して遂行されるものであって，

未だに， 「合理的精神」， 噛律性」， 「学習」， 「関心」などの諸概念があまりにも空

虚に取り扱われてきていることを述懐している。

 とりわけ，実践的であるような道徳教育の分野においても，その哲学的誤りや不明瞭さ，

さらには方法論的な欠陥にも関わらず．ピアジェーコールバーグの認知的発達理論が隆盛

をきわめたという事実は，まるで一つの「事業」のようなものだと指摘している。つまり，

その理論においては，道徳の効果的な側面，意志や自尊心，さらに発達に影響を与える社

会的要因に対して十分な注意が払われていないのであって，彼はもっと「全体としての人

間性」について考慮に入れる必要があることを力説するのである。このことを彼は「我々

は，『エミール』におけるルソーのように，あまりにも「抽象的な人間」を取り扱い過ぎ

た」28）とも皮肉っているのである。もっとも，人間性の探求にあたっては，次の項に出て

くるように，純粋な概念分析だけで遂行され得るものではないことは言うまでもなかろう。

 （3）哲学を他の学問と統合する必要性

 ピータースは教育哲学が純粋な思弁哲学でないことを次のように言っている。即ち，

「教育哲学はまた教育理論の一部であり，また経験的なものに頼ることなしに何らかのこ

とを述べることはほとんどできない」珍9）と。例えば，学習についての教育的立場を明らか

にする際には，学習の一般的諸条件について経験的に知られていることを人は無視できる

ものではないとするのである。という背景には，内容の論理を扱うことが教育哲学の全て

ではないという彼の考え方がある。

 そしてたとえ，教育哲学者が他の学問についてのあらゆる学識を習得することができな

いとしても，自らが研究している問題に関連した他の学問分野に精通することは期待して

よいとするのである。少なくとも，彼にあっては，そのような総合への企てなしに，特殊

な分野の教育問題に適切に取り組むことは不可能であると考えている。
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 このように見てくると，彼はここでも明らかに教育哲学を二様に規定しているのがわか

る。つまり，彼の念頭には教育に関わる諸概念を明晰化するという言語分析を第一義の，

いわゆる狭義の哲学的運動と捉え，それをもとに他の学問との有機的統合化を図るという

広義の哲学的運動をもって，教育哲学を包括させるわけである。そして，先に述べてきた

ように，第一義の概念分析が，教育問題に関わる他の学問の呼び寄せる様式を規定すると

いうことで，そのこ相の哲学的運動は相互に関係づけられるのである（もちろん，ここに

20世紀の「言語論的転回」の影響を受けた哲学のメタ性を見て取ることは容易である）。ど

ちらにしてもピータースが「教育哲学は教育理論の哲学的基礎を強化すると同じように，

教育理論についてのさらに明確な一部にならなければならない」30）とするのは，そのよう

な意味であって，彼の教育哲学の枠組みの土台に変わりはないことを示している。

 ただ，ここでも学問の統合化の際に，現前にある他の学問分野を関連があるとして，あ

るいは経験的であるとして，現状肯定的に捉えてしまってよいものなのかどうかというこ

とは，依然として問題が残るのである。ましてや概念分析によって教育と他の学問との関

係性が直接に正当化されるとは限らない。むしろ，教育哲学的にはそのことが問題である

ように考えられる。どう考えても筆者には，他の学問との関係を問うこととそれを適用す

ることとは次元の違う問題であるように思えてならない。

 （4）分析的アプローチを緩禾目する必要性

 さらに以上のような，広義の教育哲学的運動のために，言い換えれば，教育哲学が教育

理論へ明確に寄与してゆき，さらには実践的であるために，ピータースは言語の使用を吟

味するという概念分析のパラダイムに執着すべきではないと言う。彼の学的な出自から考

えて，このような回顧をどう捉えるべきであろうか。彼の「教育」概念に与えられた攻撃

から，彼は概念分析への限界を感じたのであろうか。または，彼が後期ヴィトゲンシュタ

インの余波を受けているということの当然の帰結として受け取るべきであろうか。

 さまざまな理由づけは可能であろうが，それはともかくとしてここで彼は，狭義の概念

分析を「常識的アプローチ」と捉え，さらに他の関連諸科学を参照していくことを「専門

的アプローチ」と捉え，双方に敏感であるべきであると言い直している。概念分析のみに

依存するだけの教育哲学は「街学的（＝スコラ的）」なのだとも言っている。

 しばしば，哲学と経験的な研究とが互いに影響し合うべきことが声高に言われはするが，

ここでピータースは自らの研究史を振り返り， 「哲学」ではない「教育哲学」のその方法

論的な独自性をこの辺りにみているとするのが適切であろう。ここには，もちろん，経験

的研究に対する彼なりの信頼感をうかがうことはできる。

 （5）カリキュラムにとって全体として必要とされる「知識の諸形式」の基礎に代わるも

  の，ないしはその修正

 ここでは，各論としてカリキュラムに対する哲学的基礎として，バーストの「知識の諸

形式」に対する代替案の検討を求めている。哲学的基礎を持たないカリキュラム論への言

説を戒めているのである。ピータースにとっては，それこそ総合化が要求される教育哲学

の大きな課題の一つであろう。

一73一



 （6）特別な科目についての哲学的研究のさらなる必要性

 ここでは，各科目についての教育哲学的なアプローチが，例えば宗教や体育など，極め

て限定的な科目に限られてきたという事実が述べられている。

 （7） 「教育」概念について必要とされるさらなる思考

 これまでの提案と重なってくるのではあるが， 「教育」概念とその目的に対しては，

「人間性と教育が作用する社会」とをさらに考慮に入れるべきことが，今一度強調されて

いる。ここで彼は時代の趨勢を見極め，「労働のための教育」から「余暇のための教育」

への，80年代の問題方向を示唆している。

 （8）外側から必要とされる貢献へのさらなる感受性

 ピータースは知識社会学の運動や二一学校化運動についての討議が十分ではなかったこ

とを回顧しつつ，学校教育そのものが教育と矛盾しないかどうかについて公明正大に正面

から話し合われる必要があることを訴えている。

 （9）教育哲学と実践的問題とを関連づける必要性

 ピータースはデアーデン（Dearden， R． F．）の著書『初等教育の問題』（Zら8 P観03ρρ妙（ゾ

P7伽αワE励。α”oη，1968）を実践的な目的で為されたこの種の研究であると評価する。そし

て，彼は目的・対象・児童中心的教育についての一般的な取り扱い方がある一方で，読書

・発見学習・統合日の問題についてのより特別な取り扱い方があることを認める。また，

今後は，多文化社会における規準・評価・教育や，校長の役割についてさらに研究が進展

していくことを展望している。

 以上，ピータースが示した「教育哲学への将来展望」であるが，この論文の最後に，い

ささか気になる表現ではあるが，次のようにまとめている。 「確かにこのようなより低一

レベルの研究のタイプが，高一レベルの理論化と同じように教育哲学の将来にとって，徹

底的に大切なのである。」3’）と。なぜなら， 「私が言及してきたような実際的な諸問題が，

もしその取り扱いが首尾一貫した，しかも明白な哲学的立場から生じていないのであるな

らば，適切に，あるいは創造力豊かに取り扱われうる」32）とは考えられないからである。

これまでの文脈からして，ピータースがここで演繹的な超越論哲学を志向しているのでは

ないことは理解できるであろう。つまり，彼は「社会的諸価値や人問性についてさらに力

点を置いた「ロンドン学派」の発展」33＞をさらに願っているのであって， 「明晰性への強

調，議論を生み出すこと，また実践と密接に接触し続けること」3のを「常識」の中で依然

として粘り強く求めているのである。

6 ピータースにおける教育哲学の射程に対する総括一バーストの論評35）に依拠して一

 確かに，ピータースが教育哲学において顕著な研究をやり始めたとき，イギリスにおい

て一つの明瞭な学究的・専門的分野が存在してはいなかった。しかし，バースト流に言え

ば，実践的に重要な一つの知的企てとして教育哲学が特徴づけられるために，状況は整え

られていたのである36＞。
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 そうした中で登場したのがピータースであって，彼は教育哲学の出発点として「哲学革

命」に基づいて哲学とは何であるかを明らかに規定し直す。即ち， 「最近の「哲学革命」

の主たる特徴は，哲学的研究のこのような二次的性格についての明白な認識である」37）と。

そして当然の結果として，ピータースは教育問題に哲学者のこのような特徴的な技法やそ

の業績を役立てるということに着手するわけである。

 したがって，このような「二次的性格」，即ち「メタ性」は彼の研究方向を大きく左右

することになる。つまり，当時のいわゆる実践的な教育原理や教育思想史と明確に挟を分

かち，教育問題に関する哲学者の仕事の固有性を明らかにすることが彼の目指す教育哲学

の方向であったのである。彼の主著『倫理と教育』においては，教育哲学は，次のように

記されている。

「概念についての訥練された境界に従事するのであり，（言い換えれば）知識の根拠また

は論議の異なった形式の前提についての気長な解明に従事するのである。……（中略）…

・・ N学者は（競合する）信念や基準が前提とする概念的な図式を明白にするのである。す

なわち，彼らはそれらの整合性を吟味し，それらの正当化のために規準（criterion）を探

し求めるのである」38）。

 もちろん，こうしたテーゼにしたがって遂行された，ピータースの「教育」概念につい

ての分析的技術の適用は，教育哲学に対して彼の最も重要な貢献の一つであると，バース

トも認めるところである39）。

 けれども，実際のところ，ピータースも認めるように，彼の「教育」概念の分析に多く

の批判を浴びることになり，彼自身も半ばその誤りを認めることになる。ここではそのこ

とに立ち入らないが，つまり，その結果として，上述したような「社会的諸価値や人問性

に力点を置いた」教育哲学の発展をさらに求めたということは，通時的には納得のいくと

ころである。

 しかし，教育哲学の構想の問題としてみれば，ピータースが分析的活動を開始したとき，

彼は「意味」についての本質主義者の理論を採用していたわけではない40）。あくまでも概

念間の関係を述べるのに必要かつ十分な諸条件を見つけ出そうと概念的な使：用法の地図化

をはかってきたのである。つまり，彼は分析の当初より，概念が生じ，作用する社会的文

脈に，それ自身が依存すること，また「教育」や「知識」のような語句の使用に対して，

一つの決まり文句を見つけ出そうとする哲学には鈍感なものがあるということを，認識し

ていたと考えるべきであろうω。

 とすれば，彼の教育哲学における回顧は，彼が目指した教育哲学の変更：ではなく，「哲

学革命」によって先鋭化された以外の影の部分を今や，逆に強調しているということであ

ろう。それはまた，彼の「二次的な」哲学的分析の社会的文脈へのコミットと深化とから

与えられる諸原理によって，教育理論と教育実践とを何らかの形で架橋できると彼が考え

ているということでもあろう。

 もちろん，筆者の見るところ，その「超越点」の問題は解決されるわけではないが，漸

次的に分析を深化・徹底させようとするところに，英国流の現状肯定観が見え隠れしてい

るとするのは，あまりにも当然すぎるであろうか。しかし，実践に目を向けるとき，この
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ような哲学の姿勢は止むを得ないものと思われる。
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第5節 ピータースの道徳教育論

1 問題の整理一「道徳教育とは何か」に代えて一

 今更のことではないが，道徳教育の困難さは，何にもまして「教育とは何か」という問

題への自覚的な視点が要求されるということにも起因している。また，そのことによって

道徳教育を論ずる際，その独特の磁場から何らかのバイアスがかかることも故なきことで

はない。教育研究者にとって，正直なところ正面から道徳教育の領域に足を踏み入れるこ

とは，常に足元をすくわれる危険性を孕んでいる。それは何らかの視座を設けて研究する

ことが困難であるばかりでなく，たとえそれができたにせよ，そのことがすでに道徳教育

を捉えることに矛盾を来すという類のものだからでもある。少なくとも，古今東西の教育

哲学者の論考が，その面では十分に成功していないということは認めなければならないと

同時に，道徳教育がそのような性質を持つものであることをまずは肝に命じておくべきで

あろう。

 また，教育の理論と実践の枠組みの中で，道徳教育を本当に捉えるということが可能な

のかどうか，筆者には正直なところ見当がっかない。それはまずもって，ソクラテス以来

「知と徳」，「知と行」の問題が生じ，「道徳」が知識の問題であるのかどうかというこ

とさえ，結論は出されていないからでもある。確かに部分的には知識の問題であろうが，

最も本質的なところは別のところにあるような気もする。

 どちらにしても，道徳教育が取り扱うのに簡単な対象ではないことに変わりはないし，

また実りが十分に保証されるとも断言できるものではない。ただバーストも言うように1），

ピータースが研究の当初より関心を持っていた社会哲学と哲学的心理学との双方が教育問

題の中に持ち込まれるとき，それが道徳教育についてある種の「洗練された説明」を発展

させたことは，一般に認められるところである。事実，道徳教育についての彼の著作をそ

の論評なしに置き去りにすることは，彼の業績についての意味を曲解することにもなろう。

 したがって，以上のような事情に鑑み，ここではピータースの道徳教育論2）を，第一に，

道徳の本性として彼が「道徳性」をどのようにみるのか，第二に，教育の問題として，そ

のような「道徳性」をどのように教育するのか，あるいはそのような「道徳性」はどのよ

うに発達させられるのか，という二点に便宜的に枠づけして見ていこうと考える。言うに

及ばず，第一と第二のポイントは簡単に切り離せるものではないが，ここでは少なくとも

「道徳」と「教育」という二つの実践的契機に分けて考察してみようということである。

2 ピータースに見られる「道徳性」概念

 ピータースがホッブズ（Hobbes， T。）をはじめとする国家論や社会哲学の研究分野でその業

績をまず認められ，また研究の初期から「道徳性についての性質と慣習」（Nature and

Convention in恥rality）（1951年）や「フロイトとピアジェとの道徳発達理論の比較」

（Freud’sTheory of廻oral Development in relation to that of Piaget）（1960年）などの

論文を著しているという根底には， 「一個口理性的かっ自律的な存在としての人間概念に

基礎づけられた……（中略）……倫理的理論」3）があったとされている。そのことは，彼の

「教育」概念の分析や教育の正当化の試みにおいても，明らかに認めることができる。し

たがって，ピータースの道徳教育についての論及は，ロンドン大学教育学部へ奉職してか
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らの職務上の任務として為されたものというよりは，分析的手法の受容や社会哲学や心理

学への関心を踏まえながらも，彼の教育思想の根幹に位置するものと捉えた方が賢明であ

ろう。換言すれば，彼の「道徳性」概念は，一連の道徳教育に関する論文においてのみ開

陳されているのではなく，彼の教育哲学全体の構想をなす形で定義づけられていると見る

べきである。事実，その一例として，ピータースの言う教育の正当化によって，つまり超

越論的論証によって示された根本原理は，彼の道徳的言説ないしは道徳的行為の前提条件

として作用するものと考えられる4）と，林泰成も指摘している。教育の正当化の試みそ

のものもその意味で道徳的に規定されたものと解せるわけである。

 それでは，そのような彼の教育的思考の根底を為すとも言える「道徳性」とは，どのよ

うなものであるのだろうか。

2．1 理性的な道徳性一「道徳」概念の分析一

 ピータースの，道徳教育について比較的初期の論文である「理性と習慣一道徳教育のパ

ラドックスー」5）は，彼のそれに対する基本的なアプローチの仕方を示しているものと言

えよう。というのは，その出発点として，ソクラテスの忠告に従いながら，道徳とは何で

あるかということを明確にするために，「道徳的」という言葉の使：用法の吟味から始めて

いるからである。この論文の主題はもちろん，アリストテレスが理性と習慣とを強調しよ

うとしたあまり陥ったところの，「道徳教育についてのパラドックス」を解決しようとす

る試みにあるが，まずは彼の「道徳的」という言葉の分析を辿ることから始めよう。

 彼はここでも「道徳的」という言葉を広範でしかも詳細に調査・吟味するわけではなく，

その用語が意味する背後の要点を探ろうと，例示的に‘morals’と‘unethical’の用法

の違いに着目する6）。つまり， ‘釦orals’という言葉が，性欲や利己心に関することを暗

示する一方で， ‘unethica1’という言葉は，医師，実業家，広告業者の行為などに好ん

で使用されるという事態はどうした理由によるのかと疑問を投げかける。これに対して，

みずから‘unethica1’という言葉をギリシア貴族の節度を失った軽度の過ちに，他方

‘inmoral’という言葉をローマ人に見られた残酷な無謀さに対照させてはいる。しかし，

彼の言わんとすることは，‘田orality’という言葉が， 「科学的人道主義者の合理的で知

性的な規律と同様に，ピューリタンの残酷な戒律にもあてはまる」ηという用法の多様さ

を指摘することにある。

 そして， 「このような日常言語の用法についての多様性の背後には（behind），識別しう

るディスコースの形式」8）があるとする。即ち，このような用法は，何がそうあるべきか，

あるいは何が為されなければならないかという， 「実践的なディスコース」と呼ばれる部

門に関係しており，しかも行為を導き促す理由を暗示するという点で，命令法とは異なっ

た社会的機能を持っているというのである。（ここでは明らかに，ピータースは道徳の領域

において，ムーアの指摘した「自然主義的誤謬」を回避して，存在と当為の問題を峻別し

て論を進めていこうとしている。）

 もちろん，「……すべきである」「よい」「正しい」という用語の使い方次第で我々の

実践的な行為を直話に決定できると主張しているのではない。ここでピータースがディス

コースの形式として対象化するのは，言語学上の議論ではなく， 「我々の言語表現の用法

にとって前提となることを明らかにしょうと試みたカント派の形式についての議論」9）で
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ある。話法や思考が分化され，科学や神学や形而上学のような学問に区別されるように，

用語的区別の背後に諸活動を識別する形式が自ずと備わっているというわけである。

 ピータースが目常言語の用法の背後にこのようなカント流のカテゴリー形式をあてがう

ということについて，アメリカの教育哲学には登場しない彼独特の立論形式である。もっ

とも，それを理性主義と片づけてしまうことは簡単であるが，後に多くの問題を抱え込ん

でしまうことに変わりはない。

 ともかくも，彼はこのような概念分析を遂行することによって，「道徳は，行為するこ

と，あるいは行為しないこと，または存在から何かをもたらすこと，あるいはもたらさな

いことについて，どんな理由があるかということに関わる」（下線筆i者）’o）ものであること

を明らかにする。

 これは至極当然のことである。なぜなら，我々は生活上のさまざまな実践の局面におい

て何らかの形で理由づけを行っているからである。一般にそれなしには実践とは言えない

であろう。むしろ，我々が実践的に関心を持つのは，何がその理由づけを適切なものにさ

せるのかということであろう。

 これについて，ピータースはその理由づけの妥当性を決定する上で「原理」が否応なく

要請されることを提示する。つまり， 「我々の道徳的原理は，理性（＝理由づけ）によって

裏づけられたこのような諸規範の構造の中で，我々にとって基本的なもの，ないしは無視

しうるものとして取捨選択される」n）ものであると。もちろん，人間がその諸規範の構造

を，環境やその他の変化に応じて，修正・適応させていくことは明白であろう。また逆に，

人間が習慣や伝統に左右される存在であることも事実であろう。しかし，多かれ少なかれ，

道徳的生活の諸側面がこのように「合理的に，知的に，また自発的に」導かれるものであ

る以上「人は，環境の中でその相違点に照らしながら規則を知的に自己に適用させること

を可能にさせるような，また，環境の変化や，適応の条件結果についての，経験的知識に

照らし合わせながら，時折規則を修正させうるような，あるより高度な原理に同意しなけ

ればならない」’2）というのである。

 では，そのより高度な「原理」とは何であろうか。ここではその内容について，ピータ

ースは端的に四点指摘している。即ち， 「公平さ」（impartiality）， 「真実一言明」

（truth－telling）， 「自由」（1iberty），そして「インタレストの斜酌」（the

c◎nsideration of interest）の原理である。これらの原理は行論によって明らかなように，

「実践的なディスコースの中で理由づけを与えるまさにその活動によって前提されてい

る」13）原理として彼には認識される。そして，楽観的にも「この高度な原理は，かなり形

式的性格を持つものであるけれども，特殊な諸規則を正当化し，特殊な事態において例外

を作ることに関して，まさに一般的な適切さの規準を準備する」14）のだと述べている。

 彼が示す例によれば，理性的な諸規則を維持する人は，先に挙げたような，自らの諸原

理を手続き的段階でしっかりと保ちながら，それにも関わらず，喫煙や賭博などの低い水

準にある実際的な規則の内容について考えていることを変更することが可能になる。

 こうして，ピータースは規則に対する理由づけとして働くと考えられる「手続き的原

理」（procedural principles），あるいは「手続き的諸規則」（procedural rules），すべて

の認知される社会的条件のもとで正当化されうる「基礎的諸規則」（basic rules），さらに

特殊な社会的・経済的・地理的条件に関する付随的な事実に依存する「相対的諸規則」
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（relative rules）と，厳密には三つの位階に規則を枠づけするのである正5）。そして，道徳

教育にあっては，その中でも「手続き的諸規則」と「基礎的諸規則」を教えることが重要

になると述べている。

 大雑把ではあるが，以上がピータースが彼独自の概念分析によって導出したところの道

徳性の構造と考えてよいと思われる。繰り返すならば，それは道徳が理由づけに関わり，

理由づけの妥当性を決定するためには，ある種のより高度な「原理」を前提とせざるを得

ないということであった。そして，それを道徳性の核として，そこから道徳性の構造化が

図られるのであった。

 このようなピータースの立論の背景には，彼自身が述べているように16），直覚主義と伝

統主義とに対する反論があると同時に，アメリカの知識人の一部にある相対主義への嫌悪

が挙げられる。そのような考え方が，現代の急速な社会変動によって勢いを得ることに反

対して，彼はあくまでも「理性的に保持され，知的に適用された規範」の忠実なる支持者

であることを言明し，まさに「適切さ」の規準を擁護しようとするのである。

 もっとも，多くの論者が指摘するように，このようなピータースの立論には，その正当

化と関わっていくつかの間題が残されている。ここでは，このような「原理」がどうして

正当化されるのかという根幹にあたる問題や「原理」間での妥当性をどのように決定する

のかという，倫理学の根本問題に踏み込んで議論はしていない。彼は，この論考で，ある

「原理」は，他の「原理」よりも妥当性を持っているという「原理」の特徴を示す程度で

ある。また， 「手続き的原理」・「基礎的諸規則」・「相対的諸規則」の枠づけ，あるい

は連関も今一つ明白ではない。どちらにしても，その辺りの厳密な論及は彼の教育哲学の

枠外としてか，あるいは経験領域として退けられているのである。それは，少なくともピ

ータースが道徳教育の分野にあっても日常言語の用法から規定されるそのような見取図を

提供することを主眼に置いていたことがまず，考えられるであろう。けれども，そこには

彼なりの実定的な（positive）思想がやはり背景としてあると同時に，まさにそのことが彼

の分析の限界でもあったと考えられる。実のところ，これで分析が完結したと言えるかど

うかは，まさに疑問なのである。 「道徳性」については，さらに違った角度から吟味して

いこつ。

2．2 理性的な道徳性一「手続き的原理」と「基礎的諸規則」一

 論文「道徳的発達と道徳の学習」E7）においても， 「「道徳性」についての明確な観念が，

道徳教育のどんなアプローチにとっても一つの本質的な前提条件である」’8）として，その

「道徳性」を明らかにすることが哲学者の任務であることをピータースは訴えている。そ

れは，彼が考えるに， 「道徳」の範囲設定が中立的な問題ではないことをも意味している。

つまり，ピアジェ流の，あるいはフロイト流の，あるいは社会化過程としての心理学的ア

プローチでさえ，暗黙の倫理的立場を前提にしているし，またこの道徳教育の分野の経験

的研究の中にさえ，ある種の倫理的仮定がこっそりと持ち込まれていないとも言えない。

したがって，哲学者の仕事は，倫理学の研究を通して，このような倫理的立場を明確にし，

そこに与えられる議論を討議することであるとはじめに断わっている。どのような道徳的

立場をとるにせよ，まずはその前提となる「道徳性」が明らかにされなければならないの

である。
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 ところで，今日人々が採用すべき道徳的立場の代替案として，一方では伝統的規約の遺

物からか，他方では実存主義ないしは「状況倫理」のような主観論的な立場からの提案が

考えられているが，ピータースはこれらを唯一の代替案ではないと退ける。その上で，彼

は「伝統と何種類かのロマンチックな抗議との間に，一つの中道がある119）として，その

中道の方向性を「理性の使用」と密接に関係づけようとする。端的に言えば，彼が提出す

るのは， 「理性的に普遍性をもった道徳性の観念」20）ということである。

 このような道徳性は，一般に，今まで設定されてきたことに対して人々に「批判的な」

態度を採用させることを可能にすることとしてピータースには理解されるが，その「批判

性」は次のような原則を人々が手に入れることを意味する。つまり，社会的変化や経済的

拡張の結果として，生活の規約についての衝突や競合する世界についての見方の存在を人

々はもはや無視することができなくなった。その結果として，どのような世界観が真実で

あるのか，あるいはどのような規約が正しいのかを省察するならば，人々は自ずとそのよ

うな問いを決定するための手続き上の方法についての，より高い段階の理性的な原則を受

け入れざるを得ないというわけである。こうして，この論文においても，道徳的諸問題を

決定するための一般的規準として， 「真実言明」， 「自由」， 「公正」， 「インタレスト

への二二」などの原則が我々に与えられることになる。ピータースは，このような原則を

「手続き的原理」とも呼んではいるが，これらの原則こそが生活上の取り決めを為すため

の枠組みを与え，どんな種類の省察が妥当であるかを規定するのである。逆に言えば，道

徳的問題が明確に習慣や法律から区別され，規約が批判の対象となり，さらに人々が道徳

的存在として自律することができるのは，まさにこのような原則に拠ることになるのであ

る。

 しかし，ここではピータースの「道徳性」にとって根幹にあたるこの「手続き的原理」

は，道徳的実践の手続き上の規準枠以上のものではない。即ち，上述のように「手続き的

原理」は生活上の取り決めをつくるための枠組みを与えることになるわけであるから，彼

によれば，それが我々の存在規定や生活条件に当てはめられ吟味されることによって，例

えば，財産，契約，教育などの問題についてどの程度の公正な一致がえられるかというこ

とについての，より具体的な「基礎的諸規則」を生じせしめることになる。もちろん，こ

こでの「基礎的諸規則」は「手続き的原理」から導出された下位コードにあたることは言

うまでもないが，例えば， 「傷つけないこと」，，「約束を守ること」， 「若者と財産の世

話」， 「殺人や盗みに関する規則」などがそれにあたると考えられる。

 こうしてピータース自身，「手続き的原理」と「基礎的諸規則」とで与えられる道徳性

によって，生活における莫大な意見の相違がすべて解決されなくても，生活における基本

的なレベルでの安定性や一致は少なくとも確保できるものとして考えているのである2’）。

要は，このような原則が状況についての規範的に適切な諸特徴に対して人々を鋭敏にさせ

てくれるのであって，より具体的な問題に対しては伝統の中でこのような原則が再解釈さ

れる必要があると主張するに留まっているのである。このような方針は，先に検討した論

文の中の「道徳性」概念と変わるものではない。

 言うまでもなく， 「手続き的原理」と「基礎的諸規則」に基づいた道徳性を理論として

みるならば，先に指摘したようないくつかの問題点が指摘されうることは容易に予想され

よう。もちろん，ここでの問題点は既にいくつかの論文で指摘されている22）。
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 以上がピータースの考える「原理」と「規則」における道徳性の内実と見なしてよいで

あろう。ただし，彼はこのような原則に基づいた道徳性が，一般の論証形式に基礎づけら

れたものであると見なしていることも忘れてはならない。その意味でも，彼はこのような

道徳性を形式と内容という点から論じているので，次にはその論点を把握することとした

い。

2。3 理性的な道徳性一形式と内容一

 ピータースの「道徳性」概念は，彼の社会哲学への傾倒を背景としながら，伝統主義や

主観主義でもない， 「中道」の道を理性の使用に訴えてきたのであった。それは，カント

を引き合いに出すまでもなく，結果としてその形式主義に陥ることは，だれしも予想のつ

くことである。ここでは，そのような批判を意識しっっも，彼がその「道徳性」に対して

形式と内容の点から論じている部分に注目したい。

 ピータースは信念の領域でなされる識別を類例として挙げながら，道徳においても同様

のことが当てはまると述べている23）。例えば，「ギャンブルが悪い」という信念が，その

ように育てられたという単純な理由で保持される場合もあるし，一方ギャンブルを実践し

た上での被害や反省からもたらされるという場合がある。このことは，一つの信念（内容）

に対して異なった理由づけ（形式）が存在することを意味する。つまり，理性的に信念を持

つことは，信念に対する一つの形式を採用することなのである。逆に，反省的な人々が，

互いの考察の「適切さ」を受け入れたにせよ（厳密には推論形式の「適切さ」と考えたい），

ある種の信念についてその内容が異なることもありうることなのである。

 そして，このような内容と形式との識別が，道徳や道徳教育を討議する際には，極めて

重要になるとピータースは言う。なぜなら，そのような問題への一致，あるいは不一致に

対して，その内容と形式とのいずれに関係があるのか，あまりにも顧慮されていないから

である。いわば，理性の使用ということの内的必然性として，内容と形式との識別が要求

されることになる。

 こうして，先の「手続き的原理」は，道徳的生活に対していかなる詳細な「内容」をも

準備するわけではないが，道徳的意識に対する一つの形式を供給することになる。それは

善悪の判断を為すときに，何が適切であるかということに対して人々を敏感にさせる，い

わば「経験を構造化する思考の形式」24）と呼ばれるものである。興味深いことにピーター

スにあっては，科学についての諸原理もまた，科学にとって一致した内容を保証するわけ

ではないとする点で，同様に「思考の形式」と考えれらているのである。科学についての

諸原理の内実が何かという問題は残るが，少なくとも「理性の使用」のモデルとして，科

学的な仮定・観察・討議・吟味などが内意されていることは確かであろう。

 ともかくも，人々が道徳性の内容について，必ずしも同じ結論には達しないにせよ，適

切な考察を為す際には， 「共有化された諸原理によって組み立てられた，思慮深い人々の

思考の形式」25）を，彼は当てにするのである。

 では，このような文脈から，道徳性の内容は無視されていいのか。彼は必ずしもそうは

考えていない。その内容は，その文脈からしてより「基礎的諸規則」や「相対的規則」の

ことを指していると考えられるが，要は根本原理たる「思考の形式」に如何にコミットさ

れるかということで，その内容を考え抜こうとしていると捉えてよい。その意味では，そ
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の「思考の形式」は絶対的であって，思考の内容は相対性を帯びてくるものとして理解し

うる。もっとも，そのような「思考の形式」は，彼の教育の正当化によって，経験的にで

はなく，論理的な必然性をもって明らかにされているということを断っておいてよい。

 問題は，道徳教育を考える際このような形式と内容との識別がどのように作用するか

ということであろう。言うまでもなく，コールバーグはその形式を問題とし，公正の原理

に一元化して，認知的発達理論を打ち立てたのであった。そして，ピータースは形式を問

題とするという意味では，ピアジェーコールバーグ流の認知的発達理論を基本的には受け

入れているのである。しかし，彼の揚合，「思考の形式」を獲得するにあたって，それを

発達させることを促すことだけで，道徳教育を考えようとしているのではない。その辺り

は，道徳的な発達と学習を形式と内容との間の識別に関係させて論じている部分をさらに

吟味していく必要があると思われる。

3 ピータースに見られる「道徳的発達と道徳の学習」

 ここでは，ピータースの「道徳性」概念から，どのようにそれを「教えること」が構想

されるのかを吟味していくこととする。

3。1 道徳教育における形式と内容（再論）

 まず，このように急速に変化する時代状況にあっては， 「基礎的諸規則の知識とともに，

それなしには基礎的諸規則に対して合理的例外をつくりえず，またより相対的な規則の決

定さえもできないような手続き的諸規則の両者を最小限教えることが重要である1（下線筆

者）26）とピータースも言明しているように，その中味に「手続き的原理」と「基礎的諸規

則」が含まれることは明白である。

 けれども，道徳教育の中味はそれだけに限られるものではない。というのも，彼が「手

続き的原理」の一つに，「インタレストの斜酌（the consideration of interest）」を含ま

せたことを想起していただきたい。彼は，それでもって道徳教育が，社会的行為に関する

規則の維持と同様に，「善い，あるいは価値ある活動の促進」に関わるべきだとするので

ある。もちろん，彼にあっては教育における倫理的関心が基底にあって，道徳教育が教育

のまさに骨格たらんとするわけであるから，「価値ある活動」の問題は，そのまま道徳教

育の問題に重ねられることにになる。実際のところ，学校の中で目指されているのは，ま

さにこのような「価値ある活動」であることは言うまでもない。少なくとも， 「教える」

ことの中味に関わって，理性的な規約における手続き的問題と，価値ある実質的な内容の

問題とを分けて考察することを提起するのである。

 ところが，このような識別を教育の問題として考えるとき，各々が独立して単純に教え

られるわけではない。むしろ，教育的には両者は相互補完的なものであろう。ピータース

もオークショット（Oakeshott， M．）27）における「言語」と「文学」との区別を結びつけて，

その点を強調し，自らの道徳教育論を言語論的に展開する。即ち，このような「言語」の

中にこそ，はっきりとは明示されない「手続き二二規則」とピータースが呼ぶものが内意

されているわけであるから，人々が言語を自律的に使用できるように人々をその言語使用

の中に「イニシエイトする」（initiait）ことが，道徳教育の大部分を富めることになるの

である28）と。ただし，それは「文学」の紹介を通して行われるのが，一般的である。いわ
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ば， 「価値ある活動」へと「イニシエイト」することで， 「道徳的原則」も自ずと獲得さ

れることになるということである。もちろん，ここでは理論と実践との問の「超越点」を

どう扱うかという問題は依然として残されたままである。

3．2 道徳教育のパラドックス

 このように，ピータースは道徳教育の形式と内容を規定した上で，心理学的な観点から

「道徳教育のパラドックス」を吐露する。それは彼にとって実践上の困難点でもある。即

ち，

「人々を，理性的に，知性的に，かつ十分に自発的に行為するように発達させることが

望ましいことであるとしても，子どもの発達における動物的な事実が，子どもの発達の

最大の形成期においてこのような生活様式に適応できず，しかもその生活を送るにふさ

わしい方法を受けつけないということを明らかにする。」29）

のであると。また，彼はこのようなパラドックスについて三つの論拠を挙げている。まと

めて示せば，次のようになる。

①フロイト派，クライン派，ボウルビィとハーロウ等の証明において，後期発達に及

 ぼす幼児教育の決定的な重要性を示す証拠がある。

② フロイト派の超自我に関する理論とピアジェの子どもの発達に関する超越論二段階

 論の双方が，子どもに対して規則が，外面的で，不変的な，しばしば神聖なものとし

 て見えるということを示唆している。

③ルーリヤの技巧的な作業に関する実験によれば，理由を示すことは，ある一定の年

 齢以前には，殆ど全くといってよいほど，教育的効果がない30）。

 ピータースはこのような論拠を認めっっも，論文「理性と習慣」においては，この道徳

教育のパラドックスを理論的な方法で解決しようと考究しているわけで，悲観しているの

ではない。行為に関する理性的な規律とそれを含意したさまざまな言語の使用が，幼い子

どもにとってはたとえ「理解の域」を越えるとしても，「子どもたちが習慣と伝統の中庭

を通って理性の宮殿に入ることができる」3i）ことを楽観しているのである。

 したがって，彼の言葉によってまとめれば， 「道徳教育の問題は，さまざまな善い活動

形式を含意する「文学」から，どのようにして必要な行為の習慣と深い洞察とが，後期段

階における理性的な規律の発達と，「言語」活動の習得とを無意味にしないやり方で，獲

得されうるか」32）という問題に帰着することになる。

 明らかに，ピータースは道徳教育の実践にあたって，つまり理性的な規律の発達と言語

習得に関わって習慣と伝統の要素を意識しているのである。果して習慣と伝統とが将来的

に理性的な規律の発達や言語の習得を保証するのかという問題は，おそらくピータースの

中では既決の問題であろう。なぜなら，彼にとってそのような習慣と伝統とは，すでに言

語の使用の中に理性的な規律とともに「言語ゲーム」として内意されていると理解される

からである。
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 しかし，筆者には依然として未決の問題としてくすぶっていると言わざるをえない。と

いうのは，ピータースがもう一つの道徳教育のパラドックスを見落としているからである。

つまり，理性的な規律の発達と言語の習得によっても，人々はその言語空間を越え出て，

新たな原則や意味内容を創造しなければならないという事態が想定されるからである。い

わば，第二の「超越点」の二六が解決されていないのである。

 ともかくも，ピータースは，上記に挙げたような心理学的な知見を証拠に道徳教育のパ

ラドックスを指摘し，習慣や伝統に依拠しつつ「理性の宮殿」へと子どもたちを至らしめ

ることを考え抜こうとしているのである。

3．3 習慣の問題

 さて，問題は，価値ある活動の中へと「イニシエイト」される中で，理性的な道徳原理

を獲得していくために，ピータースにあっては「基礎的諸規則と呼ばれるものに関する，

健全な道徳的習慣の形成がその必須条件である」33）としている点にある。あくまでも，彼

は道徳問題における習慣の重要性を強調して止まないのである。その背景には，彼の「教

育」概念の分析からも明自なように，子どもたちを事柄の内面に到達しうるようなやり方

で，文化的な観察能力や活動能力を「教える」こととして， 「教育」を考え抜こうとする

彼独特の教育観があることも見逃せない。しかし，そのことを包み込むような形で，理性

と連携した知性的な適合性や，価値ある文化的な活動の喜びが，習慣を強調することと矛

盾しない34）と，彼が捉えている点が特筆されるべきであろう。

 とりわけ，ピータースは「習慣」の役割について，コールバーグ（Kohlberg， L）のそれに

関する主張に反駁する形で， 「道徳性の発達一多元論の弁護一」35）という論文でかなり詳

細に述べている。そこでも，習慣が道徳性との関係で吟味され，習慣にしっかりと根づい

た道徳性こそが，理性的で内省的な道徳性に適切な基盤を与えるものであると論じられて

いる。それは，アリストテレス以来の道徳発達の伝統に則りながら，実践によって徳を獲

得するという考え方をピータースが受け継いでいるものと考えられる。ともかくも，ピー

タースの「習慣」概念の分析を追いながら，その道徳性との関係を吟味してゆこう。

 まず，彼は「習慣」という概念の用法を三つに区別している。それを列挙すれば，以下

のようになる。

① ある人の習慣または習慣的に行うことについて記述的に語ることができる。

② 「習慣によって」とか「習慣に強いられて」とか「単なる習慣で」などのように，

 説明のための句としてこの語を用いることができる。

③ 特定の事柄が「習慣化」の過程によって学ばれるというように語ることができる36）。

 このような区別は，必ずしも筆者には明確に判別しえるものではないが，ピータースは，

この用法の区分にしたがって，コールバーグの理論に触発された形で導出した以下の道徳

性のタイプとを関係づけるのである。

（a）几帳面，清潔，そしておそらくは正直などのような高度に特殊な徳性。これらは特

定のタイプの行為に結びついており，定められたやり方で行為するためのいかなる内
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 在的な理由もない。

（b）あわれみのような行為の動機でもあるような徳性。

（c）公正，寛容といった一層人工的な徳性。これは権利や制度にかかわるより一般的な

考慮を含む。

（d）勇気，誠実，忍耐などのような高次の徳性。これは反対の傾向に直面する場合に実

行される37）。

 つまり，ピータースはここで，コールバーグと対照的に「異なったクラスの徳性」が並

存することを前提として，それが「習慣」の用法と何らかの形で対応するということを示

そうとするのである。

3．3．1 記述的用法としての「習慣」（Habits）

 ピータースが「習慣」という概念の用法を区分した第一のものを，便宜的に「習慣の記

述的用法」と呼ぶとするならば，それに彼はどのような意味を持たせているのであろうか。

 彼によれば，このような用法は，行動についていくつかの示唆を我々に与えてくれると

する。一つは，個人が以前にも行ったことがあり，また再びする可能性がある何らかの行

動であるということ，二つには，個人が多かれ少なかれ自動的に実行できる類の行動であ

るということである（下線筆者）38）。

 では，具体的にどういう形式の行動を「習慣」と呼ぶのであろうか。彼は英語の

‘Habits’が，語源学的に人が衣服を身にまとうようなあり方の行動形式を示唆するとこ

ろがら，衣服と岡じように人の品行を示すものであるとしている。そして，今日において

は「人の定着した性向」を示すことに限定される傾向があると付け加えている。その結果，

朝食前の散歩，時間厳守，あるいは礼儀正しさなどは「習慣」にあてはまる。しかし，以

上のことから，夢や胃痛などが適合しないばかりでなく，同情や怒りもそれらが非一自動

的なるがゆえにあてはまらないことになる。

 こうしてみると，習慣と知性，ないしは理性はその「習慣」の性格上，両立しえないよ

うに見える。事実，ライル（Ryle， G．）が習慣を一元的な性向と捉え，これらが両立しないと

結論を下したことをピータースも指摘している。つまり，ライルは習慣を特定の型の習熟

によって発達するものと捉えていたのである。しかし，ピータースが眼層とするところは，

後の「習慣の説明的用法」との違いからも説明しうるように，決して習慣を一元的な性向

と捉えないことにある。例えば，ブリッジやチェスに興じることは，ある人にとって習慣

に位置づけられるものであるが，決して一元的な活動ではなく，また知性や理性を欠いた

ものではないとするのである。そこでは，オークショット（Oakeshott， M．）の習慣における

「可塑性」概念を引用しっっ，習慣的な行動様式が知性とともに理性を含みうるものであ

り，そのことをこの記述的用法のうちに語ることができるというわけである。

 ピータースのこのような習慣と知性，ないしは理性との関係に立てば，習慣として徳性

を語ることが許されることになる。それができないとすれば，道徳生活上，我々は常に熟

慮と判断を余儀なくされ，困難を極めることは目に見えているのである。けれども，彼に

言わせれば，習慣としてあらゆる徳性を語ることができるとしているのでもない。なぜな

ら，習慣をもって人々の道徳的生活を導くには次のような理由を持って不十分であるとい
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うことを彼が認めているからである。即ち，第一には，先に分類した（b）（c）（d）の徳性

は習慣との関係において異なっているということ，第二に，人々が習慣と呼ぶことのでき

る徳性は，それら自身が不完全さを持っているということ，第三に非日常的な状況では，

もはや人々は習慣によってこうした状況を切り抜けることができないということ39），であ

る。

 こうして，第一の理由から，彼は「几帳面，清潔，またおそらく正直のような（a）タイ

プの徳性が，習慣と呼ぶことのできる徳性のうちもっとも典型的な種類」40）であるとする。

なぜなら，この（a）タイプの徳性は，上述のとおり，特定のタイプの行為に結びついてお

り，自動的であるという条件も満たされ，さらにあらかじめ決められた様式で行為するた

めの内在的理由も含まれていないからである。一方，（b）は特定の事態が招来することに

よって喚起されるものであるし，（c）は思考のあり方に関与している。さらに，（d）は反

対の傾向において実施されるものである。その意味では，彼はこれらの徳性を習慣と呼ぶ

にはどうしても馴染まないとするのである。

 以上，ピータースは記述的用法としての「習慣」が，知性，ないしは理性と必ずしも両

立しえないものではなく，その意味で（a）タイプの徳性と典型的に結びつくことを示した

のであった。

3．3．2 説明的用法としての「習慣」（Out of Habit）

 ところが，「習慣によって」，あるいは「習慣から」というように行為を説明する用語

として「習慣」を問題にする際には，知性や理性とは矛盾することになるとピータースは

言う。つまり，このような説明的用法にあっては， 「知性」概念があてはまらないような

日常的な状況が示唆され， 「自動性の条件や行為のステレオタイプ的な形態という条件が

より強く示唆される」4E）のである。そのため，理性に典型的に結びつけられるような，熟

慮・吟味・正当化などの過程ばかりでなく，行為に内在する特徴に関係づけられるところ

のその行為の説明をも排除することになる。いわば， 「二心に関する古い心理学的な法則

によって説明されるもの」姐）が示唆されることになるのである。

 したがって，このような説明的用法は，道徳性の領域における習慣としての徳性をさら

に一層排除することになる。（b）（c）（d）タイプの徳性は，言うまでもない。ある種の

（a）タイプの徳性，例えば，正直などのような徳性も， 「真実一言明」や「ごまかしをし

ないこと」などの特定の範囲の行為によって実行されるため， 「習慣によって」は実行さ

れないかもしれないことが考えられるのである。つまり，ピータースによれば，このよう

な習慣についての説明的用法は，（a）タイプの徳性の中でも，「礼儀正しさ」，ヂ几帳

面」， 「倹約」といった，極めて慣習的な徳性に限定してあてはまることになる。

3．3．3「習慣化」（Habituation）

 では，第三の「習慣化」（Habituation）によって意味されることは何であろうか。ピータ

ースは「人々が物事に自ずから慣れ親しんだり，また繰り返しによって獲得するといった

広範囲にわたる学習の過程を記述するために」43）この用語を使用するとしている。ここ

で，彼は学習過程としての「習慣」を問題にしたいのである。言い換えれば，訓練が習慣

化の一つの典型例であるように，「ある行動形態が繰り返されるということ」，即ち「習
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慣化の過程」が習慣の概念の中に既に内在していることを認めないまでも，我々の「習

慣」についての理解の一部になっていることを，彼はこの用法の中に看て取るのである。

 もちろん，習慣が「習慣化の過程」によって形成されなければならないということを必

要条件とするかどうかは，必ずしも言い切れるものではない。例えば思春期以降の異性

への眼差しは，調練でもなければ，「習慣化の過程」でもない。しかし，重ねて言えば，

習慣が「繰り返し学習されること」，即ち「習慣化の過程」を内意しているということを

無視することはできない。ただ，ここでの彼の狙いは，（1）と（2）における習慣と徳との

関係から，さらに一歩踏み込んで「習慣法の多様な形態と徳性の発達1との関係を吟味す

ることによって，コールバーグ理論と対照化させることにもあるということを付け加えて

おきたい。

 その上で，ピータースは「習慣化の過程」を大ざっぱに二様に分類している。まず第一

のものは， 「訓練ということによって連想される無意識性をもって特徴づけられる」殉類

のものである。いわば心理学的には，「習慣を随伴性や接近性，さらには頻発性のような

連合の法則によってのみ説明可能な方法で「覚えた」場合の習慣化の過程」45＞によって象

徴させられるであろう。しかし，全ての習慣化のケースがそうなのではない。彼にすれば

理性的なタイプの道徳性が習慣化の過程から出現することが自明であるということは，や

はり理性や知性に関わった習慣形成のあり方を容認せざるを得ないのである。いわば，第

二のものは「適応性のある」習慣化の過程と呼ばれるべきものであろう。それは，例えば，

「テニスの試合のようなある全体的な目的をもった活動の文脈において，習慣を知的に形

成すること」〃6）でもあるし，正当化・熟慮・反論といったような理性と結びついた「高次

のためらい」でもある。もっとも，後者の「習慣化の過程」に前者のそれが入り込むこと

があるように，このような区分が便宜的なものであると，彼は断わっている。要は「習慣

化の過程」を吟味すれば，このような分類が可能になるということである。

 以上のような徳性と関係づけられた「習慣」概念の分析から，彼は次に人が道徳性をど

のように獲得していくのかについて積極的に考究している。例の徳性の分類にしたがいな

がら，その獲得の仕方についてに吟味してゆくこととしよう。

3．4 道徳性の獲得のあり方一習慣化の過程を踏まえて一

 改めて述べるまでもなく，ピータースの主張のポイントは，道徳性の獲得にあたって，

理性と習慣との役割が矛盾するものではないということ，言い換えれば，両者の間に「中

道」があることを示すことにあった。それは，道徳性の獲得にあたって「習慣化の過程」

が基本的には，理性的で内省的な道徳性に適切な基盤を与えるのだという主張でもある。

さらに，逆に言えば，その主張は「コールバーグの道徳発達に関する説明が，道徳性の狭

い解釈に基づいてうち立てられたものである」47）ことを立証するという豪いをも含意して

いたのである。

 彼が，タイプの異なる徳性ごとに，その獲得のあり方を示している弼）のはそのためでも

あう。以下それを略述しておこう。

3．4．1 道徳性の内容の学習：（a）タイプの徳性

ピータース自身述べているように，習慣を持って道徳的生活を導くということは，基本
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的には不十分であった。けれども，例えば，（a）タイプの徳性は，彼の「習慣」概念の分析

からも理解できるように，記述的用法としての「習慣」と両立しえないものではなかった。

とすれば， 「習慣化の過程」をもってすれば，この種の徳を獲得することは可能になるの

であろうか。

 ところが，彼に言わせれば，いざある種の徳性を獲得するということになると，「何が

学習されなければならないか」ということへの配慮を抜きにして，「習慣化」の役割を論

じることは不可能なことなのである。つまり，正直さのような（a）タイプの徳性を獲得する

のに，泳ぎの学習のように，単に練習や模倣といったような「習慣化の過程」を通してだ

けでは成立しえないということである。やはり，子どもが正直さを獲得したと言えるため

には正直とは何かを理解していなければならないと同時に，「真実や虚偽信念や不信」

などのその他の概念の獲得を前提としていなければならないのである。もちろん，彼は繰

り返しや慣れ親しむという「習慣化の過程」がその助けになることを否定するものではな

い。

 けれどもそこに，実はコールバーグの認知的刺激による発達理論とは異なった，ピータ

ースの主張する「教育の過程」が登場することになる。そのことを彼は次のように述べて

いる。即ち，

碑解が，教えられることのない「経験からの学習」を通じてだけ発達することはあり

えない。なぜなら，「正直」は社会的にごまかしやうそと定義される行為との関わりの

中でのみ学ばれうるからであり，さらに，これらのことを全体的な社会的実践のネット

ワークの中に参加することなしに理解するのは不可能だからである。したがって，道徳

教育がまさに始められるためには，規則についてある種の教育がなければならない。そ

の内容は，外回的というよりはむしろ内発的に関係づけられるような方法で示され，説

明され，きわだたせられなければならない。これは教育の過程と呼ぶことのできるどの

ような過程にも中心的な特徴である。さまざまな習慣化の過程によって，どのような補

足的な助力を与えられるとしても，何らかの教育の過程なしに道徳教育を考えることは

できないのである」（下線筆者）49）。

と。

 したがって，たとえ初期の段階において理性や知性が有効に働き得ないとしても，子ど

もに「嘘をついたり，欺いたりする行為の類似性に気づくようになる形で，規則を教える

ことが可能である」50）とピータースは述べている。

 どちらにしても，彼はこのような（a）タイプの徳性の獲得においては，「教育の過程」と

しての道徳性の内容の学習がまず前提であって，いわゆる「習慣化の過程」をその補助的

な手段として位置づけているのである。ただし補足すれば，コールバーグが「認知的刺

激」概念を，またピータースが「教育」概念をどのように規定しているのかが，改めて問

題化される場面ではある。

3．4．2 原理への敏感さ：（b）・（c）タイプの徳性

最終的に，理性的で内省的な道徳性を獲得するために，さまざまな方法である種の内容
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を与えることが可能だと考えている点が，ピータースがコールバーグと異なる点であるが，

わけても「発達の初期の段階において可能なかぎりの何らかの方法によってもたらされる

習慣の獲得が，より理性的な規則の遵守の様式へと発達していく」51）ということを，彼は

主張の要点としている。

 具体的には，ピータースはコールバーグが指摘した「知的に規則に従うように促すこ

と」が原理的な道徳性を準備するために初期の段階で行われる唯一のものではないと考え

ている。すなわち，子どもは「規則」と「原理から取り出される熟慮」とをその段階で直

接結びつけ得ないとしても， 「後に原理として役立つであろう熟慮に敏感になること」52）

が可能だとするのである。とりわけ，（b）・（c）タイプの徳性の獲得については，このこと

が当てはまる。

 では，これらタイプの徳性を獲得するには， 「習慣化」はどのように働くと考えればよ

いだろうか。しかし，ピータースはこの場合，基本的には「習慣化」という用語をあては

めることに躊躇している。例えば， 「他者への思いやり」のような（b）タイプの徳性への熟

慮に敏感にさせるために，他者が苦しんでいる光景に進んで子どもの目を向けさせるとい

うことは考えられないからである。ただ，思弁的であることは免れ得ないとしても，他者

の苦痛に対して感覚を鋭くすること，いわばそのような敏感さを適切な形式に育てること

が，原理的な形式の道徳性の発達にとって一つの重要な領域であることを否定しようとす

るものではない。

3．4．3 自制心の発達：（d）タイプの徳性

 結局のところ，ピータースが「習慣化」について重要な役割を与えるのは，自制心と密

接な関係を持つ（d）タイプの徳性である。つまり，誘惑や恐れなどのさまざまな状況と，そ

れによって引き起こされる内的動揺とに慣れ親しむことによって，人々はある種の熟慮か

ら当面の反応を制御できるようになると彼は考える。彼の言葉をもってすれば， 「習慣化

は，そのような状況のもつ特徴に子どもを慣れ親しませ，また克服されずに喚起されるか

もしれない感情を実践的に処理することを可能にする，適切な行為の型を発達させるのに

重要なもの」‘3）なのである。その意味において，パブリック・スクールの性格訓練システ

ムをその一例として挙ているが，それは検証可能なことなのではなく，あくまでもそこに

「内在的一般性」を彼が認めているに過ぎない。

 以上，ピータースにおける道徳性の獲得のあり方を，「習慣」の問題と絡めて略述した。

そこには既述してきたように，コールバーグと対照的に，ピータースが多様な道徳性のあ

り方，あるいは獲得の仕方を容認しているということが明らかである。それはもちろん，

経験的に実証できる類のものではなかろうが，彼が「習慣」概念の分析と「哲学的心理

学」をもって，その明確な構想を示したことは，一定の評価に値するとは思われる。

4 総括一ロイスの批判を中心に一

 はじめにも指摘しておいたように，ピータースが当初より哲学的心理学と社：会哲学との

関心から，道徳教育について一連の説明を発展させたことには，だれも異論を唱えるもの

ではないが，これらの説明にとって基底にあるのは，バーストも指摘するように「一個の

理性的かつ自律的な存在としての人間概念」鋤である。したがって，彼の道徳教育論の特
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徴点の第一には， 「理性的に普遍性を持った道徳性の観念」55）が挙げられよう。人が自律

的な道徳的存在であるためには，理性的に導かれた一連の道徳的規則であるところの手続

き的原理や基礎的諸規則を受け入れざるをえない。その意味では，ピータースはあくまで

も理性主義に立脚していると言えるのである。

 しかし，既に述べてきたその手続き的原理や基礎的な諸規則，あるいは相対的規則とい

う，一連の道徳的規則に対して，理論的な欠陥があることも多くの論者の指摘する通りで

ある。例えば，ロイス（Royce， R． J．）は，その実践的側面からいくつかの困難i点を指摘して

いる。それを簡略にまとめて箇条書きすれば，

（1）二つないしはそれ以上の手続き的原理が，ある状況で適切であって，しかもそれら

 が衝突しているところでは，それらの諸原理の一つは侵害されるに違いない56）。一歩

譲って，手続き的原理が特別な指令を準備するのではなく，理由づけを適切にさせる

 ところの熟慮を準備するのだというピータースの主張を受け入れたとしても，手続き

的原理が道徳的ディスコースと非一道徳的ディスコースとの識別根拠を提出すること

はあっても，道徳的ディスコース内での意見の識別を見出す根拠を提出することはで

 きないのである57）。

（2）ピータースの著作を見る限り，基礎的諸規則を構成する内容が明晰判明でない58）。

 さらにここでも競合する諸規則間でなされる選択に対して準備されうる理由づけが存

在しないのである。また逆に言えば，例示されている基礎的諸規則のうち，時間厳守

や盗みに関する諸規則と殺人に関する諸規則が同じように社会にとって重要であると

いうことも根拠がないと言える59）。

（3）ピータースは，道徳性の形式と内容とを区別して考察しているが，だからといって

そこから何が道徳教育の内容を構成するかは，正確に示されてはいない60＞。手続き的

原理との関連から導出される道徳教育の内容を勘案しても，ピータースが避けようと

 した「教え込み」を回避することに成功してはいない6夏）。

（4）ピータースは道徳性を考察するにあたって「理性的かつ自律的な」人をその基底に

置いているということもあって，彼の諸原理は，存在を無視されている人々（＝社会的

弱者），即ち彼の諸原理に同意しない人々がどのように取り扱われるべきかに関して何

 ら手引きを与えてはいない62）。

などということになる。

 このような批判は同時に彼の道徳教育論の第二，第三の特徴を示していることにもなる。

例えば，（1）や（2）からは，彼の把握する道徳性が，明らかに多元的であり，相対主義的性

格を帯びたものであることを如実に示している。ロイスは，その点を総括して「内包され

る諸原理が複数であるということはたった一つの原理だけに頼る理論よりもより広範な訴

えを持つかもしれない一方で，そのような相対主義は，（こうした）反対を断言するための

妥当な理由づけがないにも関わらず，誰もが何らかの反対すべきものを見つけるかもしれ
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ないところでは，ディレンマが生ずることを確実にする」63）と論難しているが，的を得た

ものであろう。ただ，そのような諸原理の内に体系化することがピータースの意図ではな

かったであろうことも，今までに記述された部分から推測しうるところでもある。

 また，道徳性の中味にも関係してはいるが，（3）からは，道徳教育の内容や方法について

もその特徴として多様性を垣間見ることができる。ピータースにとって，理性的な道徳性

をもった人間として自律するためには，少なくとも一連の諸原理を理解したり，敏感にな

ったりすることが要請されるわけであるが，それは先の「道徳教育のパラドックス」の指

摘にもあるように，一義的に可能なわけではない。つまり，ある価値観を押しつけること

や，子どもの成長を待つことで達成されるとは考えていないのである。したがって，コー

ルバーグ流の認知的な発達理論を受け入れつつも，それだけでなく，道徳的規範を教える

こととして習慣や伝統というものの要素の援助を期待しているのである6の。それは，彼の

「イニシエーションとしての教育」からの当然の帰結でもある。ただ，彼の非難の対象で

あった「教え込み」の回避に，結局のところ成功していないというのは，その概念分析の

内実とともに改めて問われなければならない問題であろう。

 しかし，一方でロイスの（4）の批判は，ある意味で一層深刻である。そのことは，ピータ

ースの「教育」概念が，イギリスの伝統的な教育観，言い換えればリベラル・エデュケー

ションに立脚しており，彼の道徳教育論もその域を出ていないという指摘であるが，大き

な問題として残されていると言えよう。

 以上，ロイスの批判からピータース道徳教育論の特徴を浮き彫りにさせようと試みてき

たわけであるが，これらのことを通してもう一つ言えることがある。それは，彼の道徳教

育論が，実践的には極めて脆弱に見えるということである。基本的に日常言語の分析を通

して，道徳性や習慣の中味を明晰にしょうと努めたことは評価されうるが，子どもを目の

前にした日々の実践という観点では確かに教師や親は，心もとないと感じることがあって

もしかるべきであろう。その意味では，明らかにコールバーグ理論の方が実践には移し易

いと言える。

 しかし，そのような観点からピータースの道徳教育論を他の道徳教育論と比較すること

も問題なしとはしない。とりわけ，道徳教育という人間の生き方に関わる独特の磁場にお

いて，容易に実践的であることが決して良いとはかぎらないからである。少なくとも，道

徳教育の分野で何らかのドグマに陥ることなく，ある確かさをもって歩みを進めるとすれ

ば，ピータースのようなメタ・レベルからの検討モデルは決して意味を失っていないと思

われるのである。ただ， 「言語の限界が意味の限界である」というヴィトゲンシュタイン

の言表を待つまでもなく，ピータースが道徳教育論においても同じように自らの習慣や伝

統の中に捕らわれたことは，やはり成否を考慮せずとも教育における理論と実践との一つ

の調停のあり方を示しているのではないかと思われる。

 また，彼の立論形式からの教育における理論と実践の問題も存在する。つまり彼はその

「言語ゲーム」としての教育観を基盤としながら，経験諸科学における洞察も加え，極め

て広範で粘り強い分析を試みているとは言える。しかし，果してこのような彼の思弁性が

どこまであてはまるのか，あるいはどこまでが経験的な問題なのか，といったことはいか

にも判然としないのである。それは彼が哲学者であり，心理学者でもあるという事情もあ

ろうが，思弁的問題と経験的問題との接点をどう扱うかということに関わってそこに議論
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の混乱は避けられないのである。おそらく彼が経験領域を含め，実践へのコミットが前提

としてあるためであろうが，ここではただ，彼が哲学者として経験諸科学に対して肯定的

にコミットしているということを評価すべきではあろうと思われる。哲学の思弁性にのみ

頼るというのも，今や新たなる超越論化とみなされる可能性がある。
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 がら，批判している。即ち， 「合理主義者の道徳は，道徳的理想を自覚的に追求する道

 徳であり，適切な形態の道徳教育とは，教戒つまり道徳諸原理の呈示と説明によるもの
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徳（自由人の道徳一一人気取りのはったり言葉にはきりがない）であるとみなされるが，

実際にはそれは，技術におとしめられた道徳であり，行動の教育ではなくむしろイデオ

ロギーの訓練により獲i得されるものなのである。」（オークショット，M．著〔嶋津格他

訳〕『政治における合理主義』勤草書房，1988年，35－36頁）と。この場合，もちろんは

じめにオークショットの言う「合理性」概念について吟味する必要はある。しかし，ピ

ータースが理性的な道徳性を信奉しつつもこのようなオークショットの「合理主義」批

判，言い換えれば「伝統」観の是認を配慮していることに間違いはない。むしろ，ピー

タースの中ではそれらはうまく調停されていると捉えるべきであろう。
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第6節 オークショットの教育論一ピータースにおける道徳教育論の基底一

1 はじめに

 昨今の英国における教育哲学の動向を本邦において明細に論述したものとして，宮寺晃

夫の主著『現代イギリス教育哲学の展開』（1997年）をあげることができる。そこでは戦後

英国の教育哲学が「分析的」手法をもって60～70年代にかけて隆盛を迎えたが，80年代以

降価値観の多様化と「多人種化社会」（multiracial society）の出現に伴い，教育論議の二

三へ向けて「規範的な観点」1）が注目されるに至ったことが，ホワイト（White， J．）の一連の

著作を綿密に吟味する中で打ち出されている。

 もっとも，その間の多文化・多民族教育へのシフトや教育問題に関する文化葛藤の状況

は教育社会学の立場からもいくらか散見されるにおよんでいる2｝。こうして教育哲学が関

連諸科学のパラダイム転換や教育現実の変化に伴って否応なく対応を迫られ続けるのは止

むをえないとしても，教育哲学の底流にある通奏低音を明らかにすることは「思想史」と

いう枠組みに押しとどめられるだけでなく，依って立つ学問分野の基層をなすものと思わ

れる。そこで本節では一見迂回路を辿るようであるが，政治哲学者オークショット

（Oakeshott，韻chael）の教育哲学に焦点を当ててみたい。

 なぜゆえに，オークショットかということが問われうるかも知れないが，その理由はい

くつかあげられる。まず第一に，戦後英国教育哲学界にあって「教育哲学」を一学問分野

として独立させ，独特の道徳教育論を展開したピータース（Peters， R． S．）の功績は確固たる

ものがある3）が，その教育学的理解についてはオークショット的な「伝統」観に決定的に影

響を受けているとされている4）こと。また，その教育学的理解も今なおリベラリズムの伝統

の中で脈々と流れていること。第二に，オークショット自身は1990年89歳でその生涯を閉

じたわけであるが，相前後して彼についての論及が多く見られ5＞，いわば「オークショット

・ルネサンス」を創出していること。ことさらにそのブームを取り立てようとするもので

はないが，昨今の「リベラリズム再考」の機運の中で彼をどのように位置づけるにしても，

再評価的色彩が強い6）ことは否定できない。第三に，彼の教育理論についてはフラー

（Fuller， T．）によって，『リベラル学芸の声』（刀2〃b’cθ（～〆L’δεrα1 Lθαrη加g’ル働加θ1

0α三三’∫oηE励。α’∫oη，1989）として編集されているが，今日注目を集めているトピックの

一つでありηながら，未だ十分には明らかにされていないこと，などである。このような

事情に見るかぎり，オークショットの哲学は，政治哲学のそれと決して限定されるもので

はない。

 ただし，以上のような理由でもってオークショットを取り上げるにしても，一世紀近く

に渡って英国の政治哲学界に君臨したオークショットの思想変遷の全体像を掌握すること

は筆者のめざすところでもないし及ぶところでもない。そこでここでは方法論的にピータ

ースの論文「マイケル・オークショットの教育哲学」（Michael Oakeshott’sPhilosophy

of Education，1981＞を縦軸として，さらに一連のオークショットの教育論文を横軸として

交差させながら，そこに見られる思惟を析出させることで，ピータースらに与えた教育学

的理解の「伝統」観に迫りたいと考える。

 結論としては，「リベラリズム的合理主義者」（1iberal rationalist）8）として認知され

るピータースにしても，また彼に続く一連の英国の教育哲学者にしても，その分析的手法
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や合理主義的思考からもはや撤退することはないであろうが，それらを包含する底流とし

てオークショット的な壊疑論や伝統観を息の長い水脈として彼らが享受していることを示

したい。

2 オークショットの経歴と著作

 1990年12月のオークショットの逝去に対する公けの反応は彼が生前に受け取ったものに

比して対照的であった9）というアンビヴァレントな報告を待つまでもなく，彼自身は英国

の政治哲学者・政治思想家である以外に通例どんなカテゴリーにも当てはまらない人物で

ある。つまり， 「彼はほとんど伝統的な信念を持たない伝統主義者であり，多くの実証主

義者よりも一層懐疑的な理想主義者であり，リベラリズムを拒絶する自由の愛好者であり，

ロックよりもヘーゲルを好む個人主義者」ゆなのであった。ここでは，オークショットの

教育学的思惟を理解する一助として，彼の経歴について簡単に触れておくことにしよう。

 マイケル・オークショットは，1901年イングランドのケント州チェルスフィールド（

Chelsfield）に生まれ，フェビアン協会の著述家ジョセブ・オークショット（Oakesh・tt，

Joseph）を父に持っている。ケンブリッジ大学で歴史学を修め，23年優秀な成績で卒業後は

25年より同大学のフェローとなり，29年からは歴史学の講師を勤めている。第二次世界大

戦従軍後，49－50年まではオックスフォード大学で教鞭をとり，1951年に対照的とも言え

る学風のハロルド・ラスキ（Laski，Harold）の後を継いでLSE（ロンドン・スクール・オブ

・エコノミックス）の政治学教授のポストに就いた。以後69年にクランストン（Cranston，

肱）にこのポストを譲るまで，悠然としてその独特の政治哲学を論じ，今日英国では

Oakeshotもiansと呼称される一群の政治理論家を生み出すほどまでになっている11）。その間

66年には英国学士院特別会員にも選出されている。引退後も旺盛な研究・著作活動は衰え

ず，円熟した完成期へと向かうこととなる。

 このように概観してみてわかるように，同世代の亡命を余儀なくされた思想家たち（例え

ばポパー，K。 R．）と比較すれば，オークショットの経歴そのものは「さしてドラマティ

ックでもなければ魅力に富んだものであるともいえない」’2）。しかし，両大戦を通じて培

った彼の思想的経歴は，本邦における綾小化された「保守主義者」としてのイメージだけ

で捕らえきれるものではないことは付言していおいてよかろう。

 そのことは彼の著作活動を丹念に辿っていくことに譲らなければならないが，大別すれ

ばその活動は大きく前期と後期とに区分される。前期の主要な著作は『経験とその様態』

（即ε7’θ配θα雇’∫5痂漉5，Cambridge U． P．，1933）である。そこではかなりの量をヘーゲル

とその真理論に負いながら，認識論としての「経験の諸様式」を論じている。オークショ

ットによれば，人間は経験の「様式」として知られている限定されたパースペクティブを

通して世界を眺めるという救いがたい傾向をもっており，それぞれの「様式」は与えられ

た興味の点から眺められる経験の全体についての特別で同質の描写を構成する。とくに親

しまれ形づくられた「様式」として，「実践（道徳）・科学・歴史・詩歌」の四つを列挙し

ているが，哲学的パースペクティブのみが全体性としての経験の観点からそれらを再解釈

し個々の「様式」の論理的形式を明らかにすることになる。したがって，彼にとって，哲

学は完全な知識体系の構築ではなくて，「説明」なのである。このような哲学的な枠組み

や態度は後期の著作においても継続・深化されていく。
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 オークショットの後期の著作は，『政治における合理主義』（Rαガ。〃α1纏加Po伽。50雇

0∫海87加3の～5，Methuen，1962）と『人間的行為について』（0η飾〃3α朋Co雇麗。’， Oxford U． P．，

1975）に代表されるが，これらは政治的活動の解釈における一貫性の原理を求めて，彼の哲

学的方法を政治学研究にあてはめたものにほかならない。そこでは周知のように彼が「合

理主義」と呼ぶところの政治の理想像に対して鉾先が向けられる。つまり，そζではある

種の主知主義者，言い換えれば「政治の世界に知性的な青写真をあてはめることができる

と考える人や，具体的な諸問題を抽象的な一般化の光によって解決できると考える人」13）

を批判の対象としている。

 それではオークショットはその「合理主義」に代わって何を政治的行為の規準と見なす

のか。それは「伝統的な行為のやり方について臨機の才を用いる」’4）とあるように，極め

て伝統的で実践的な知識である。オークショットにとって，少なくともこの世はありうべ

き最善のものであって，そこには「最も少ない害悪を選択する」という「修繕の政治学」

がついてまわることになる。ただし，誤解を招かぬように付言すれば，その系列を保守主

義者パーク（Burke， E．）のそれに重ね合わせることはできない。なぜなら，パークのような

キリスト教的，自然法的な抽象概念における信念を持っているのではなく，オークショッ

トは自らの哲学における懐疑論の結果として保守的だからである。クランストンに言わせ

れば，彼と同質の心的態度として重ね合わせられるのは，むしろヒューム（Hume， D．）のそれ

であって，神でも，自然法でも信頼すべき何ものも見出せなかった結果，伝統，習慣，そ

して風習を几帳面に信頼したのである’5）。こうしたオークショットの懐疑的な保守主義は，

ドグマ的でもなく寛容なものであるが，これが彼の教育論に通乱していることを指摘する

ことにとどめておこう。

3 オークショットにおける教育の一般的構想

 さて，ピータースはオークショットの教育哲学についていわゆる技巧的な能力とは識別

される独特の嗅覚に着目しながら，一方でその文芸的な妙技，ある種の体系的な捉えどこ

ろのなさに逡巡しつつも，自らの見解として「彼の著作にたいへん影響を受けてきた」’6＞

ことを認めている。では，オークショットの教育哲学はどのようなものなのであろうか。

ピータースの視角を通してまずはその核心部分に迫ってみよう。

 オークショットが教育について語るとき，まず「人々の文明化された遺産」言い換えれ

ば， 「感情・信念・心象・観念・思考方法・言語・技術・実践そして活動方法の蓄え」17）

に着目する。何となれば， 「教育とは，指導と節制とによって，自分自身について認識し

自己を形成するための学習過程である……（中略）……，その中で我々は「文明」と呼ばれ

るものに向かいっっ，その過程で文明にふさわしい自らの才能や素質を発明し，それを開

発し用いる」18）からである。したがって，何の文脈もなく自己を形成しようとすることは不

可能であると断言する。つまり，「教育はこのような文明化された遺産の中へと新しい世

代を手ほどきすること（initiation）」！9）にあるのである。これは紛れもなく有名なピーター

ス・テーゼに連結してくる。しかし，オークショットもこのイニシエーションを，人々を

鋳型にはめる過程や，習慣化し形骸化した方法でこの遺産を伝えることとは見なしていな

い。また，生物学的な遺伝的資質の発現や「自己実現」さらには「個々の可能性の発達」

という進歩主義の用語にも置き換えるわけではない20）。その意味では後にピータースの教
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育の規準によって指摘されるところの「伝達の手続き」が問題なのである。

 ところが，彼のイニシエーションについての説明は幾分遠回しで比喩的でさえある。例

えば， 「もし我々が教育を文明化へのイニシエーションと認識するならば，我々は教育を，

物質的・情緒的・道徳的そして知的な遺産についてその方法を学ぶこととみなすであろう

し，人間の言語の多様性を認識したり，その多様性が織りなす会話に参加するための学習

とみなす」2’）のであると。ここでは教育を文明化された遺産の中へのイニシエーションと

認定しつつも， 「会話」というメタファーが用いられている。オークショットがそれを用

いる理由としてピータースは三点を挙げている。要約すれば，

（1） 「様式」に匹敵する，科学・詩歌・歴史・道徳といったさまざまな「声」が存在す

 るということ。

（2）横断的な学問の会話なしには大学（university）の機能は果たし得ず，一つの思考

 「様式」へ討議を制限することに危険性があるということ。

（3）諸々の「声」の問の諸関係が断言や拒否の声ではなく，承認や調停という会話的関

係であること22）。

ということになる。

 「討議」や「対話」ではなく，「会話」がオークショットにとって教育によって目指さ

れるべき究極の言語空間とみなすことができようが，少なくともこのような諸々の「声」

ないしは経験の様式」に創造的に分け入り，会話的関係を取り結ぶことが「文明化への

イニシエーション」すなわち「教育」なのである。その結果，さらにオークショットにと

っては各々の「様式」が持つところの，明確に特徴づけられる「言語」や「作品」が，教

育のタイプー学校教育・職業教育・大学教育一を限界づけることになる。

4 教育のタイプ

 さて，オークショットにおいて一般的構想として「心情，信念，想像，知性そして活動

についての人間の遺産の中へと新参者を慎重にイニシエイトすることが結果として起こる

とき，教育は始まる」23）と言われる。ここでは， 「言語」と「作品」によって区別される

教育のタイプを一瞥していくつもりであるが，オークショットは別の箇所で「学校」その

ものの観念を問題にしている。まずは議論の前提としてオークショットにおける「学校」

観を抽出しておこう。彼によれば「学校」は次の五つの観念に特徴づけられる。

（1）知的で，想像的なさらには道徳的で情緒的な遺産の中へと真剣で秩序正しいイニシ

 ェーションがなされることである。

（2）学問によって学ぶための契約である。

（3）学習者の直接的で，ローカルな世界と彼に配慮を与えるところの最新の関心や動向

 とは距離が置かれている。

（4）教師と学習者との問のパーソナルな取り引きが行われるところであり，唯一欠くこ

 とのできない装備は教師である。

（5）多かれ少なかれ忠誠や敬度そして愛情を引き起こすそれ自身の伝統とともに，教師

101



と学習者の歴史的な共同社会である2心。

 ここに取り上げられている各項目は，「スコーレ」（3c鰯θ）という本来の字義や中世の

修道院付属の学校にその淵源をもっており，分析的な側面はあるが「一般教養科目」

（liberal arts）的な色彩が強いことは否定できない。また， 「学校」において唯一欠くこ

とのできない教師によって意図された何らかの価値が学習者によって学ばれることを期待

していることからも，先後関係はともかくもピータース的な「教育の規準」に収束してい

くことも指摘しておいてよかろう。学校の社会化が進行する中で「教育はなにものをも教

えないための活動になる」25）ことを危惧しつつ追認するのは従来の伝統的な「学校」観なの

である。

 そういう「学校」や「教師」認識を土台として，教育のタイプが「言語」と「作品」の

区別に応じて展開されると考えてよかろう。

4．1 学校教育

 オークショットは，学校教育という枠組みで初等・中等教育を念頭に置いていると考え

られるが，先の二二」と「作品」の区別から言えば，学校教育は主として異なった「作

品」へのイニシエーションと関係すると考えている。基本的な技術を習得した後で，子ど

もは文明化のための知的な遺産を享受し始めるばかりでなく，それを使用し始める。しか

し本当にその使い方を知って獲得したものではない。 「学習するとはいろいろな使い方が

隠されたままの，生の材料を借りてきている」26）ようなものである。

 その上で彼は学校教育に特別の機能を課している。それは「人が何か言うべき重要なこ

とを持つ前に話すことを学習することであり，しかも，教えられることは必ずしも理解さ

れることなしに学習されうるという性質を持っていなければならない」27）のである。また，

学校教育は特別な方向づけがなされるものではなく，また依然として「個人の才能や素質

と関係するものではなく……（中略）……自分自身の好みに従うことは許されない」28）ので

ある。

 ここでは学校教育における逆説的な学習一教授の関係が指摘されているが，残念ながら

オークショットの言及はここにとどまっている。したがってピータースは叙述を進めるに

あたってこの部分に対して明らかに不満を表明している。つまり，個々の適性や才能につ

いて何ら説明が与えられないとすれば，それはエリート教育であって，有効なイニシエー

ションの鍵となる「動機づけ」について説明が必要だとするものである。 「学校段階での

カリキュラムの内容は，個人の興味や好みによっては決定されえないこと，さらに我々の

共通の遺産の「核心」は少なくともすべての人に伝えられなければならない」29）とするオ

ークショットの意図は認めつつも，ピータースは共通の遺産の範囲内においても個人の適

性に対する多くの余地を残しているとし，デューイ支持者や「発見学習」の心奉者によっ

て唱導される学習のタイプを頑なまでに否定しはしないのである。これはピータースの

〈心理学の哲学〉（philosophy of psychology）への関心を踏まえれば至極当然のことであ

ろう。

4．2 職業教育
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 オークショットによれば，学校を卒業後も教育は続き，分岐しうる二つの道がある。そ

れが「職業」教育と「大学」教育である。両者は異なった教育であるが，互いに相捕的で

もある。

 文明は一方の観点からみれば， 「現在の生活様式を規定し可能にしている技術の集ま

り」30）とすることができるが，職業」教育はこうした技術が習得される過程として把握

される。ただし，これらの技術を学ぶ目的は文明の全資本の中から必要とされる部分を借

りてきて，それを学び，利殖を生み出すことにあるわけで，現在の技術と知識に水準に限

定される。

 ここでオークショットは， 「言語」（思考様式）と「作品」あるいは「テキスト」の区別

を用いて， 「職業」教育についてその説明を二二している。つまり， 職業」教育で学ば

れるのは「言語」ではなく，ここでも「作品」であり， 「習得されるのは権威によってし

めされる知識であって，それを生み出した思考様式に習熟することではない」3亘）。せいぜ

い情報を得るために「作品」や「テキスト」を読むのであって，創造的に思考したり，新

しいことを語ったりするために生きた「言語」を学ぶのではないのである。その意味から

すれば「職業」教育は「人々を現代生活の特定の場所に適合させ，現代のニーズを満たす

ための教育」32）ということになる。

 オークショットのこのような説明に対してピータースは，一般的には受け入れられやす

いものだと言及しつつも，「教育」と「訓練」という概念分析的な観点から批判している。

周知のように，彼の「教育」概念の分析からいけば， 「教育」はいくらかの諸原理の理解

とその展望を含んでいなければならず，オークショットの説明では「職業」教育（下線筆

者）に当たらないというわけである。

4．3 大学教育

 オークショットの区分によれば，大学教育こそが「作品」の教育ではなく「言語」の教

育ということになる。なぜならそれは説明言語あるいは思考様式の使用と習得に関わって

おり，さまざまな思考の「様式」は同化されるべき「作品」として教えられるのではなく，

異なった探究のタイプがその中へと案内される「言語」として教えられるからである。そ

の上で，彼は大学の要点を四つ挙げている。要約すれば次のようになる。

（1）大学とは，文明という知的資本全体を尊重し関与する人々の集まる場所である。大

学は単に知的遺産を保つばかりではなく，無視されてきたものを回復し，損なわれた

 ものを修繕し，再構成し，再投資する場である。

（2）大学において知的資本は，さまざまな思考様式や知的活動としてあらわれるのであ

 り，それらは各々自らの「声」，すなわち「言語」で語り，互いに会話的に関係する。

 つまり，間接的に承認・調整する関係にある。

（3）大学は学問と研究の場であるのみならず，教育の場でもある。それは諸々の絶えざ

 る思考様式や知的活動の探究が会話的に行われている場に自由に出入りすることを享

受することである。

（4）大学はアカデミックな教育に従事する人々の集まりであり，その意味で教師の役割

が際立っている。教師が教え，伝えうることは思考様式に親しませること，言い換え
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れば文明の知的資本全体をなす「言語」に親しませることにある33）。

 これらの要点は先述の「学校」観に重なってくる。ただし逆説的ではるが，大学の主た

る機能が思考の様式である「言語」の中へ学生をイニシェイトすることであるとしても，

そこには適切な「作品」あるいは「テキスト」学習が欠かせないことを補足している。つ

まり「職業」教育のように何らかの実践的な目的に使用されるための研究ではなくて，

「言語」のパラダイムとして「作品」が取り上げられ研究されることを意図しているので

ある。

 このようなオークショットの大学観に対して，批判として大学の「知識産業」の核とし

ての位置づけや大学の実用的な諸目的を云々する見解が当然予想される。オークショット

があまりにも自由七二を起源とする「一般教養科目」（1iberal arts）を念頭に置いた大学

を考えている34）というピータースの指摘も正鵠を射ている。しかし，オークショットにし

てみれば，実際的行動や処方箋的思考から離れて「思考様式」に親しむという「余裕」を

享受することこそが大学教育の固有な性格なのである。むしろ，教育の現代化が進行する

中で大学教育に別の外的な性格を与えようとすることは教育の現場から離脱することであ

るとする35）彼の強い危機意識の現れと認識してよかろう。

5 教育の過程

 さて，オークショットが文明の資本がどのように伝えられるべきかという問題に専念す

るとき，彼は学校教育のタイプを「言語」と「作品」の相違によって区分したように，

「知識」を二つの類型に区分している。

 ただし，そこでこの区分が持ち出される文脈は「合理主義」に対する批判である。彼が

攻撃するのは，ベーコン，デカルト以来の「ヨーロッパにおける最も顕著な知的ファッシ

ョン」36）となった近代合理主義である。つまり，理性そのものを否定するのではなく，

「理性を「方法」の適用，すなわち「技術」（technique）と同一視するやり方であり，人間

の生のさまざまな相を厳密な意味ですべて合理的方法によって解決するべき問題であると

する合理主義の行き過ぎである」3の。ということは，彼の意図として物事の処理を問題解

決によって果たそうとする「合理主義」に対して，我々が文明化の途上で慣れ親しんでき

た習慣や伝統という知的スタイルに再考を促そうとする態度に他ならない。そのような枠

組みの中で彼の知識類型は論じられることになる。

5．1 実践知と技術知の区別

オークショットは彼の代表的論文「政治における合理主義」（Rationalis血in Politics，

1962）において， 「人間的活動はすべて知を含んでおり，一般的にこの知は二種類の知識か

らなり，その双方が現実の活動に含まれている」38）とする。その第一の知識が「技術的知

識」（technical knowledge）であり，第二の知識が「実践的知識」（practical knowledge）

あるいは「伝統的知識」（traditi◎nal knowledge）と称されるものである39）。前者は「意

図的に学習され，記憶され，実用に移されるものであり，諸ルールへと公式化されるro）

ものである。これに対して後者は， 「使用されていることの中にのみ存在し」41儲ルール

へと公式化されることはない知識である。しかし，深遠な知識というわけではない。それ
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らのことは，別の箇所で次のようにも言い換えられている。

「技術的知識は，その語の最も単純な意味において，教えられることもまた学ばれるこ

とも可能である。一方実践的知識は教えられることもまた学ばれることもできず，分け

与え（i㈱arted）獲得される（acquired）ことができるのみである。それは実践の内にのみ

存在し，それを習得する唯一の方法は，名人への弟子入りによる方法である」翌〉。

 改めて言うまでもなく，オークショットの要点は知識のあり方を直接的に類型化するこ

とにあるわけではない。 「政治における合理主義」の文脈に即して言えば，この二種類の

知のあり方は， 「区別可能だが切り離せないものとして，すべての具体的な人間の活動に

含まれる知識の双子の構成要素」姻なのであり，「合理主義」的思考において「実践的知

識」が知識として是認されないことこそ問題がある。つまり， 「技術的知識」のみが「理

性」の主権のもとに一人歩きすることを戒めているのである。いわば「実践的知識」の復

権を求めることがオークショットの要諦である。

5．2 教えること（instructing）と分け与えること（i即arting）

 もちろんオークショットの知識の類型論は，ポラソニー（Polanyi，M．）やライル（Ryle，

ωを引き合いに出せば，とりわけ独創的だというものではない。しかし，ここではその類

型が教授一学習過程の問題とリンクしてくることに注目したい。そのことについてオーク

ショットが講演「学習と教授」において一層明確化を試みている44）とピータースも評価し

ている。それでは，より具体的にオークショットにおいて何が伝えられなければならない

のかを見てゆこう。

 さて，そこでまず問題になるのが私たちが「知る」，「考える」，「理解する」，「説

明する」あるいは「遂行する」などさまざまな種類と次元とに関与すると考えられる「諸

能力」である。これらの「諸能力」は単純なものが集合体を為して複雑な能力を構成する

こともあり，そういう多様性と言動性の中で私たちは目々さまざまな「遂行」を余儀なく

されていることになる。そして，オークショットによればそれらさまざまな種類や次元の

「諸能力」を構成するものは， 「情報」（infomation）と「判断力」（judgment）との結合と

してみなされる45）。端的に言えば「情報」と「判断力」とが伝えられなければならない中

味ということになる。では，それらは何を意味するのであろうか。

 まず，一方の「情報」はその構成要素が簡単に認識され，明白な「知識」（knowledge）の

要素であり，かつ箇条書きにされうるという点からすれば，先ほどの「技術的知識」と捉

えて間違いはなかろう。けれども，その「情報」にとって問題になってくるのが，知識（す

なわち特別な能力や技術）に関係する「規則」あるいは「規則的命題」である。この「規

則」あるいは「規則的命題」は「情報」の要素の中に異なった方法で供給されており，オ

ークショットによれば以下のように三つの観点から捉えることができる。

（1）モールス符号のように，規則が遂行できることの1つの条件として知られていなけ

ればならない場合。

（2）文法上の諸規則のように，規則が正しいか間違っているかという点からその遂行を
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評価するための規則である場合。

（3）しばしば「原理」（principle）46）と呼ばれうるもので，どんな遂行においても進行し

ていることを説明するために提出される「命題」（proposition）がある。それは決して

遂行を成立させている知識の構成要素ではないが，「隠れた理論的根拠」

 （underlying rationale）を提供する。例示すれば，自転車に乗るときの力学の原理や，

道徳的行為の場合の中庸についてのアリストテレスの学説など47）。

 ここでは「情報」の中にこのようなヒエラルキーを持つさまざまな要素が供給されてい

ることが示される。そしてこのような分析を見るかぎり，あらゆる知識において「情報」

はその構成要素があるが，それは「漠然とした自覚から明らかになる認識や同一化から，

私たちが知っていると言いうることをその中で所持する技術や能力を知らせるための規則

や規則的命題にまで至」捌っていることを示している。

 しかし，オークショットによれば，こうした「情報」についての分析で私たちが知って

いることのすべてを構成するというわけではない。ここに「情報」がもう一つの「判断

力」（judgment）と提携されなければならないという彼の主張と重なってくる。ここでの

「判断力」は「無言のあるいは暗に示された知識の構成要素，即ち単に命題において具体

的に挙げられないのではなく，命題において区別できないような要素」49）のことを意味し

ているが，先述の「実践的知識」とみなしてよい。また，規則の形式では現れないような，

「情報」の中では解決されないような知識の構成要素と言っていいかもしれない。ともか

くもうイル的に言えば， 「方法を知ること」（knowing how）が「内容を知ること」

（knowing what）に付け加えられなければならないのである。

 さらにオークショットの「判断力」への強調は続く。つまり，その「判断力」は平易に

言語化・命題化できないわけであるから，各々個人によって行使される独特の「やり方」

（style）を備え，独特の「表現形式」（idiom）を持つことになる。 「スタイルに気づかない

ことは，その人の行動や言動の意味の四分の三を捉え損なったということであり，あるス

タイルを獲得していないということは……（中略）……どんな意味を伝えるための能力から

も自らを切り離してきたこと」50）になる。ピータースの言葉を借りれば，「もし人が「判断

力」を発達させていないのであるならば，諸々の技術ばかりか，文明化の思考の形態を特

徴づけるさまざまな「言語」さえも獲得していない」51）ことになるのである。このようなオ

ークショットの「判断力」への傾倒は，先の「実践的知識」の復権への論調と同心円上の

ものであろう。

 こうした分析によって教授一学習過程において伝えられなければならない「諸能力」の

内実ついては一定の理解が得られたことと思われる。問題はこうした「諸能力」が教授一

学習過程においてどのように伝達されるべきであるかということである。

 言うまでもなく，「教師がその中に生徒を手ほどきしようとするところの，人間の業績

としての遺産が知識（knowledge）であり，……〈中略）……知識は能力の多様性として認識さ

れることであり，その能力の各々において「情報」と「判断力」との総合がある」52）という

のが，彼の知識観である。したがって，「学ぶこと（1eaming）はその遺産を継承していく

ことであり，教えること（teaching）は生徒をその中に慎重に手ほどきすること」53）に他なら

ない。それを踏まえて彼は今までの知識類型に基づきながら教授一学習過程の要点につい
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て論じている。まとめると以下の通りである。

（1）知識についての二つの構成要素（「情報」と「判断力」）は個別にではなく相携えて

伝達され，獲得されうるものである。

（2）知識についての二つの構成要素は同じやり方で獲得されうるものではない54）。

 したがって，教えること（teaching）は教授すること（instructing）（ないしは「情報」を

伝えること）と一（ないしは「判断力」を伝えること）という二重
の活動の中にあり，しかも学習すること（learning）も同様に二重の活動になる（下線筆者）。

 上記のように教授一学習の過程は，アンビヴァレントな「情報」と「判断力」という二

つの構成要素に着目しながら，相携えつつ違うやり方で習得されるものとして描かれるの

である。それは教授すること（instructing）と分け与えること（imparting）の二重の活動と

しても捉えられることになる。もちろん，教授することは「情報」を伝えることと，また

分け与えることは「判断力」を伝えることと対応する。

 それではこのような教授一学習過程と捉えたとき，教授者としての教師の仕事について

はどのようなことが考えられるであろうか。オークショットの言及にしたがってここで触

れておこう。

 まずは「情報」，即ち教授すること（instructiag）についてである。オークショットによ

れば，教師は実際問題「情報」を直接的に使用したり獲得したりする活動に慣れ親しんだ

生徒に直面させられることになる。そこでの教師の仕事の第一は「直接的に実践的な意味

を持っていないような諸事実に生徒たちを接触させること」55）になる。それゆえ，教師は

生徒にどのような「情報」を伝えるかを考慮し決定する必要があるし， 「情報」の構成要

素をなすぱらぱらの事実が修正されるような組織化を行って，それを容易に接近できるよ

うにしなければならない。しかし，生徒の実際的な生活を直接的に利用することによって

与えられる組織化についてはオークショットの意図するところではない。ここにはピータ

ースと同じような児童中心主義への批判が見え隠れしている。とは言え，思想や言語の様

式に関しての「情報」の組織化は初心者にはあまりに洗練され過ぎているのであり，結局

のところ学校や大学のカリキュラムの「科目」に関しての「情報」の組織化に甘んじざる

を得ないというところであろう。

 そのほかにも教師の仕事として二つのことが挙げられている。一つは「情報」が生徒に

伝えられるところの順序を勘案しなければならないということ。二つめは獲得された「情

報」が他の形式の中においても認識されるべく，また関連のある時にはどんな場合にも想

起することができるよう生徒を晶晶しなければならないということである56）。この点につ

いてはピータースも獲得された「情報」の正確さとレディネスという点においてオークシ

ョットの考察を追認している57）。

 次に「判断力」についての，即ち分け与える（imparting）ということについての教師の仕

事に移ろう。行論において明らかなように，「判断力」は「情報」それ自身ではないにし

ても「情報」それ自体の組織化の中にもいくらか分け与えられている。また，オークショ

ットにとってはそれは教師の意図的な企てに属することでもある。したがって一般的には

「判断力」は「情報」伝達との共同においてのみ教えられることであり，教授の過程で間
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接的に分け与えられる副産物ということになる。具体的には，単に判断の仕方や解釈の仕

方を示すのではなく，知的な美徳を認識したり享受したりすることも含めている。さらに

その中でも生徒が最も獲得を困難としているのが，すべての言動や行為において働いてい

る個人の知性，言い換えれば個人のスタイルでありイディオムを見抜くための能力である

ことも付け加えている。ただし，「判断力」という概念の設定自体からその不透明感が拭

えぬようにそれはやはり理屈の上から個別に分け与えられるのでない。実践を通してのみ

理解されうるという性格のものである。オークショットのそれについての言動も暗示的で

あることを免れない。例えば，次のような表現を借りて教師の仕事を示唆するのみである。

「もしそれが学ばれるのであるならば，それは決して忘れられることはできないであろ

うし，享受されるために努力して思い出される必要もなかろう。それは実際全くしばし

ばすべて他のものが忘れ去られたときに依然として残されたままのもの，すなわち失わ

れた知識の影なのである。……（中略）……それは情報が伝えられるそのやり方において，

声の色調において，教授に付随して起こる身振りにおいて，余談や間接的な言葉におい

て，そして実例によって，でしゃばることなく教え込まれるのである。……（中略）……

あらゆる発言の中で働いている個人の知性を求めて聞くことの習慣が，このような習慣

を持つ教師を模倣することによって獲得されるであろう」58）。

 まとめれば少なくとも，分け与える（imparting）ということにおいて以下の二つのことが

意味されている。つまり，第一には狭義の判断力や好みさらには洞察力のようなものだけ

が分け与えられるということ。第二に，「判断力」のようなものはただ示される（shown）こ

とだけが可能なのであって，分け与えるには教師の実例が含まれなければならないという

ことである。

 ともかくも，講演「学習と教授」においてオークショットは自らの知識の二類型をもと

に教授一学習過程と教師の仕事をそれなりに明細に描いてみせたのであった。1960年代か

ら70年代にかけて集中的に行われた彼の教育書語の分析における核心部分はこのあたりに

あると言っても過言ではなかろう。ただこれについてはもちろん，ピータースの立場から

すれば異論のあることは否定できない。それは項を改めて次に考察することとしよう。

5。3 ピータースの分析

 ピータースは，オークショットの教授すること（instructing）と分け与えること

（impart ing）との間における区別を明らかに重要な識別であると認めながら，一方でその詳

細については明快ではない‘9）と不満を述べている。しかし，分け与えるということが，私

たちが成し遂げられたことのある種の神秘を暗示したり，何かが成功のうちに学習された

ことを指し示すときに，私たちが使用する語句であるとするならば，幾分か概念上の真理

であることをピータースは認めるのである60＞。いわば，ライル（Ryle， G．）の言うところの達

成（achievement）語としての意味を分け与える（imparting）ということに付与しようとして

いるのである。このような分析的な見方がオークショットの意図するところかどうかは疑

問である。しかし，分け与えることは教師の成功を指摘しようするときに用いる語句であ

るとピータースは見るのである。
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 一方，オークショットによって分け与えられると考えられるのは「判断力」（judgment）

であった。そこにもある種の神秘が暗示され意図されているように思われるが，ピーター

スはその「判断九についても分析のメスを入れる。即ち， 「判断力」という語の使用に

ついて三つの区分があるとするのである。それを要約すると以下のようになる。

（1）ブラッドリー（Bradley， F．｝L）のような観念論哲学者によって使用されるような一般

 的な意味がある。例えば， 「赤」， 「猫」， 「交通法規の違反」として何かが認識さ

れるような場合である。

（2）ある言語を用いるという一般的な技術が判断力についてより特殊な意味をもたらす

場合がある。その理論的枠組みは審判（judge）によって遂行されるタイプのものである。

例えば，診断のとき，機転をきかせるとき，どのゴルフクラブを使うのかを決定する

 とき，戦争・政治・仕事などでいつもの手順ではことが運ばないようなタイプの状況

 を取り振うときなどが考えられる。いわば「判断九という用語がふつうに連想され

 る時である。

（3）オークショットによって言及されるている，個々の遂行者のスタイル（style）と呼ば

れるものがある。これは，個々の知性（intelligence）に注意を引こうとするものであ
 る6蓋）。

 その上で，ピータースの批判は続けられる。まず，第（1）の「判断力」の意味において模

倣や同一化のような過程によってだけ分け与えられる必然性はないということ。この種の

教授はテーチング・マシーンによって遂行されることが可能だというわけである。

 オークショットが意図して用いているのは，（2）と（3）の場合である。とりわけ（2）の場合，

ピータースの論点は「判断力」を身につけるための習得方法に向けられる。オークショッ

トは一連の著作の中で形式化された教授ないしは手引書や案内書の使用と対照させて，そ

れをすでに身につけただれかのもとで見習いとして仕えることがこの種の判断力を身につ

ける唯一の方法であると論じる。しかし，ピータースはその見習い制度が効果的で理解の

早い方法であることは認めながらも，唯一の方法であるかどうかには疑問を投げかけてい

る62）（下線筆者）。

 もしそうだとすれば，判断力が自力で学ぶことができないことが論証されなければいけ

ないが，オークショットはそこまで踏み込んではいないのである。また，オークショット

の仮定を前提にすると，判断力を身につけるまでに途方もない長い道のりを想定しなけれ

ばならなくなる。もちろん対照的にデューイの批判的思考の発達についての説明などは思

考形式のパラダイムとして教師の役割を余りにも過小評価し，開拓者の自助努力のイデオ

ロギーに荷担しているという立場を，ピータースは堅持している。しかし，オークショッ

トにしたがえば独学の人はすべて「判断力」を欠いてしまうことになる。これも奇妙なこ

とであると言って譲らない。

 さらに，ピータースは，オークショットが一般的な学習状況を見落としていることもっ

け加えている。例えば，ゴルフやクリケットの教師が自ら最高の名人とは限らない。また，

彼らは他人のパーフォーマンスについて論評したり，賞賛したりする技術を身につけてい

るのであって，具体的な場面でも「右肘を中にいれて」といった諸規則の反復によって指
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導を行うわけである63）。必ずしも名人につかなくても「判断力」の上達は可能ということ

になる。どうも実例によって学ぶとか見習いとして仕えるといったやり方は，オークショ

ット自身が気に入っている学習方法の一般化に過ぎないのではないかという見方もできな

いわけではない。

 結局のところ，ピータースは諸活動の「限定性」に着目しながら（2）の意味における「判

断力」養成についてまとめている。すなわち，ある種の活動が限定的に「目標一志向」的

で技術に近似するものであり，初期のイニシエーションが与えられるならば，学習の自助

努力的方法について可能性が開かれているということ。しかし，ある活動が具体的な説明

や一般的諸原理の履行など無限定的要素が強いものであるならば，必ずしもそうは行かな

い64）ということであろう。

 さて，（3）についてピータースは「スタイル」という語が他のものの中にそれを見抜く能

力とそれを獲得する能力とを合成したものだという認識を示しながら，オークショットが

それを望ましい特性とだけ結びつけている是認の用語であると分析する。ピータースによ

れば，人の「スタイル」は不必要でおそらく些細な，気晴らしをさせるような装飾品なの

であって，オークショットはあまりにも「スタイル」に拘り過ぎていたことは確かである

としている65）。

 以上，オークショットの「判断力を分け与える」ということについて，ピータースの分

析を見てきた。オークショットの説明によれば，そこでは徒弟見習いや技術の伝達につい

て経験的な諸研究の成果が引用されているわけではない。また関係する心理学的プロセス

について（例えば，役割取得，模倣，同一化の理論など）言及するわけでもない。それでは

論理的にも心理学的にも読者を未知の領域に導き置き去りにするようなものだ66）とピータ

ースの批判は手厳しい。ピータースによれば，この領域にオークショットがその神秘を暗

示したことは教育理論の成長にとって計り知れないとしながら，しかし今後この領域にお

ける諸概念の地図化が行われなければならないし，適切な一般概念を導出するために心理

学や社会学の理論に及ぶ徹底した探査が必要とされるのではないかというわけである。

6 道徳教育（道徳性についての二側面）67）

 道徳教育についてのオークショットの説明は，「実践的知識」と「技術的知識」とにお

ける二分法による識別に大きく依存する形で論文「バベルの塔」（The Tower of Babe1，19

48）において中心的に展開されている。その意味では同一線上のものと考えてよい。

 論文「バベルの塔」ではまず，いかなる倫理学理論，実践的な問題をもその外に置き，

ただヨーロッパ文明における道徳的な生の形態のみが問題とされる68）。それは「二つの理

念的な極の混合物」からなり，両者はそれぞれ他方から制約を受けることなく存在してい

るとみなされる。そしてこの両者が今日のヨーロッパ文明の道徳的生の形態を形づくって

いるとされる。その一つは「情緒と行為の習慣」（ahabit of affection and behaviour）

であり，もう一つは「道徳的規準の反省的適用」（the reflective apPlication of a

moral criterion）である。

 二二と行為の習慣」は習慣的にある仕方で振舞っている人々と共に生きることによっ

て獲i得される類の道徳性であり，意識的に自らを振舞いのルールに適合させることや，道

徳的理想の表現として認められる行動によるものではない。いわば自ら母国語を話すこと
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を学ぶように，自らその中で養育されてきた伝統に思慮することなくつき従うことによっ

て獲得されるものである。場合によってはしばしば「行わないことやある行動をしないよ

う命ずる趣味の中に現れる」69）こともある。したがって，この種の道徳性はあらゆる状況

の中で躊躇うことなく適切に行為するための力を人々に与えてくれはするが，道徳的諸原

理を追求する中で人々の行為を説明したり，防御したりする能力を彼らに与えるわけでは

ないのである。

 他方， 「道徳的規準の反省的適用」はそれとは正反対に位置する道徳性と考えられる。

オークショットによれば，その道徳性は「道徳的理想の自覚的追求」（the self－

conscious pursuit of moral ideals）と「道徳的ルールの反省的遵守」（the reflective

observance of凱oral rules）という二つの要素からなるが，自己意識に特別な価値が与え

られる点でその区分は同根のものと考えられる。この形態においてはまず，諸々の生活は

しかるべき配慮を受けるための問題状況とみなされ，道徳的ルールや理想が言葉で公式化

されなければならない。そして人々はこれらの公式化された諸目標を批判に対して弁護す

る能力を持っていなければならない。しかも，人々はその時その時の生の状況が生ずるた

びにそれらの諸目標を適用することになるのである。 「実際，道徳的生のこの形態では

「伝統」が私たちを最後まで連れて導くことは望まれていないので，その形態における美

徳は絶え間ない矯正的な分析と批判に行為を従わせることになる」70）のである。

 また，ここでは行為よりも正しい道徳的理想を持つことの方が大切にされるためそれに

見合った独特の教育に依存することになる。それはまず第一には，諸理想それ自体の発見

と認識における知的な訓練が必要とされる。第二には，これらの諸理想の理論的な取り扱

い方についての訓練を必要とする。そして第三にはこれらの諸理想を具体的状況にどのよ

うにあてはめるかについての訓練を必要とする71）のである。しかし，このような教育を施

されたにせよ，諸理想と行為との間に避け難い亀裂があることを勘案するならば，幾分か

哲学者か自己分析家でなければこの種の道徳的生を完全に共有することはできないのは自

明のことであろう。

 こうして，オークショットは道徳的生の形態についてその二つのあり方を識別するわけ

であるが，実際的な道徳性においてはこの二つは混ざり合っている。言うまでもなく彼の

関心は， 「情緒と行為の習慣」よりもむしろ「道徳的規準の反省的適用」のタイプの道徳

性が優位を占めている，その生活の仕方を攻撃し72），前者の価値を擁護することに向けら

れていると言ってよい。

 何よりも習慣による道徳性はその安定感に特徴がある。 「知覚された硬直した枠組みが

存在しないので，それは道徳的諸理想の体系の中の何らかの欠陥や不整合の発見から生ず

るような種類の崩壊から免れている」73）。要するに固定したものがないため，柔軟であっ

て，変化を受けても崩壊しにくいのである。だからと言って習慣が盲目的だというわけで

もない。この種の道徳性は常に状況のニュアンスに対応し，部分的なヴァリーエションの

みならず変化を受け入れることができる懐の深さがある。オークショットはこの伝統的な

習慣による道徳を類比的に生きた言語が受ける変化になぞらえて説明しているが付言を要

しないであろう。

 一方，理想からなる道徳性においては，いかに行動するかについての不安定性が常につ

きまとう。また，この形態において社会は一直線に美徳を求めるようになり，したがって
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遠大な道徳的ヴィジョンを構想し，さらには人々の間で激しい道徳的競争を助長すること

になる。しかも，可塑性を欠き変化を受けつけないから，自己変容の能力もほとんどない。

要するに，オークショットにとって後者は「個人においては危険であり，社会においては

破壊的な道徳的生の形態」74）ということになる。

 さて，このような道徳的生の形態について，ピータースはどのように見るのであろうか。

彼は周知のように教育されるべき「価値あるもの」はどのように根拠づけられるのかとい

う問題を論文「教育の正当化」（1973年）をはじめとする一連の論文において専心している。

そのことからもわかるように，ピータースはまずオークショットの「諸原理」の概念に鉾

先を向けている。それは「諸原理」を因果的に活動の副産物であるとし，それ自身は正当

化されえないとする，オークショット独特の相対主義的な確信に由来するものだ75）とピー

タースは断じている。つまり，彼は「諸原理」への懇願は合理主義者の異常であるとする

オークショットの奇妙な説明を椰楡し， 「諸原理」の適用にとっては「判断力」こそが用

いられる場面であり，「諸原理」の背景を想定せずには「実践的知識」さえ理解できない

と論じるのである。この辺りからはピータースの合理主義者としての面目がうかがえる。

オークショットの道徳性についての理念型は，きっと過去の遠い時代に私たちの社会で妥

当していたかも知れない二つの魅惑的なモデルを特筆したのかもしれないが，現代の産業

社会にあってはほとんど妥当しないのではないかと，ピータースはそれを過去に葬り去ろ

うとするかのようである。

 しかしながら，一方でバランサーとしてのピータースは道徳教育の観点からオークショ

ットの議論を教訓的に受け止めることも吝かではない。彼は，ピアジェ（Piaget，」．）の「道

徳的発達段階説」に依拠しながら，オークショットの道徳的生の形態を援用する。つまり，

オークショットの道徳性についての議論は修正を要するとしながらも，幼い時期の子ども

たちの道徳性はオークショットの「情緒と行為の習慣」に近づかなければならないとし，

ピアジェが道徳判断の「超越論的ステージ」と呼んだものを通過してから若者は，「道徳

的規準の反省的適用」が発達させられなければならない76）とするのである。いわば理性の

宮殿には習慣の二二を通って手ほどきされなければならないのである。その意味でピータ

ースは「オークショットの光輝く伝統的な道徳性についてのスケッチは，そのような合理

主義の過剰に対しては健康によい中和剤なのである」77）と結んでいる。

7 オークショットとピータースにおける知的風土

 こうしてピータースのオークショット理解を参看にしながら，オークショットにおける

教育哲学の梗概を述べてきた。そこでは，オークショットの教育における一般的構想から

学問論，知識論，さらには道徳教育論に至るまで一連の広範な思索が展開されている。そ

の正確な位置づけは彼の政治哲学の全体の中で求められなければならないとしても，その

特質をいくつか明らかにしておくことは，英国において育まれたきた教育哲学の土壌の特

質をも明らかにすることに繋がるものと思われる。

 まずは，オークショットの教育における哲学的理解についてである。それは最初の主著

『経験とその様態』（1933年目において探究され，さらには『人間的行為について』（1975

年）において仕上げられたところの，人間の経験についての哲学的理解から生じており，ま

たそれを前提にしているということである。少なくとも人間の活動についての明確な特徴
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を同定することは，常に彼の哲学的探究の中心にあった78）のである。例えば，次の有名な

一節は，彼についていわゆる「保守主義者」というレッテルを増幅させはしたが，そのよ

うな捉え方すらも一面的なものとして退ける象徴的な表現である。

「人間は果てしもなく底も知れない海原を航海している。そこには避難できる停泊港も

投錨のための底地もない。出港地もなければ定められた目的地もない。その企ては船を

水平に保って浮かび続けることである。海は友にもなり敵にもなる。そして船乗りの技

量は，どんなに悪意に満ちた状況でさえも友とすることができるように，伝統的な行動

様式を資源として使いこなすことにある」79）。

 確かに人間理性の不完全性に対する信念を根底に置いた世界観あるいは人間観であり，

そこを起点にして人間の行為（実践）を模索しているという点でまた「非合理主義」という

言い回しも外れているとは言えない。しかし，先述したようにそれはむしろヒューム的な

懐疑論の結果であることを踏まえなければならない。そこには人間存在の核心にまで迫ろ

うとするオークショット独特の存在論が胚胎しているわけで，ピータースとの関心の層の

違いを，あらためて認識せざるを得ない。少なくともこの混沌とした無秩序の世界を言語

によって分節化し，秩序づけようとするのが私たち人間のあくなき姿であるとするならば，

二分法（ディコトミー）による世界分割化はオークショットにとってまさに「バベルの塔」

以外の何物でもなく映じたことであろう。どちらにせよ，教授や学習について明確な特徴

を求めることは彼の人間についての深い哲学的探究とは不可分であるということである。

 一方，ピータースの関心はあくまでも教育学的言説についての認識論的関心に縮減され

る。つまり，ピータースは自己の教育学における認識論的問題においてはその「概念分

析」という方法論も含めて合理主義的に理論構成を進めているのである。したがって，

「オークショットの教育哲学」は各々の場面でピータースによって「概念分析」の二上に

載せられ，三流に吟味し直されている。ピータースには概念の明確化によって教育論議に

客観的，公共的な共通の土俵ができるというリベラリズムの立場への信頼が横たわってい

た80）のである。

 そこではまた，彼が教育哲学そのものを哲学の応用分野として捉え，さらには社会学や

心理学などとの関連分野との連携をあくまでも重視する学問観もうかがえる。オークショ

ットが社会学的あるいは心理学的知見に十分顧慮していない点についてピータースの指摘

は鋭い。

 こうした観点からすれば，ピータースの批判はオークショットの非合理主義を暴き，か

えって彼との立場を違いを鮮明にする形となっている。つまり，リベラリズムと合理主義

とがピータースの思想の基盤にあることはやはり認められてよい。それは両者の学的出自

の相違からしても明白なことであろう。したがって，ピータースはオークショットの見解

を無批判に受け入れているわけではないように見える。

 しかし，言うまでもなくピータースの教育哲学の特徴は「概念分析」の名のもとで結果

的に繰り広げられた思想にこそある。ピータースにあっても周知のように，分析的な概念

論議の結果，教育の規準をすべて満足する実在のプロセスをさす言語が「イニシエーショ

ンとしての教育」であったことは言を待たない。そこで結果的に展開されたものとしての
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彼の思想は，社会批判的なものではなく文化伝達を重視する現状追認的なものにならざる

を得なかったということである。このような伝統重視のリベラル・アーツ論に落ち着いて

行くことを考え合わせれば，やはり概念分析の因果論的な結果によって導出されてきたテ

ーゼであったにせよなかったにせよ，論点先取の感は否定できない。事実，ピータースに

おいても当初より実験心理学や行動主義心理学に対する懐疑81）が横たわっていたこともそ

の傍証とされよう。確かに帰着すべきは，オークショット流の「私たちは，すでに存在し

かつ私たちに先立つ人々によってさまざまなやり方で理解される諸観念の世界に生まれ育

つ」82）という素朴な存在論であったろうと思われる。そのことは既にピータース自身の哲

学的前提としてもインストゥールされていたものと思われる。

 そして，それこそがピータースとオークショットとが互いに影響下にあった英国独特の

知的風土ではないであろうか。彼らの学的探究は1960年代から70年代の教育爆発の時代を

迎え大いに活性化されるが，そこには脈々と引き継がれてきた伝統というものがある。

 それはイギリスにおいて政治という営みからすれば， 「殊更に抽象的理念によって律す

るような精神的風土や，政治的改革・社会的再編成をその論理的帰結にまで：貫徹するとい

ったような文化は，元来存在しない」83）ということになるし，そこには改めて本邦におい

て意味されるのとは異なった趣の「保守主義」という概念が与えられるかもしれない。

 また，落合仁司によれば，近代啓蒙主義の基礎概念としての合理主義や個体主義に対し

て，保守主義の伝統として慣習あるいは《遂行的なるもの》こそがこの二世紀にわたって

護り続けられてきた84）として，その保守主義の上尾を飾るオークショットの社会哲学が是

非とも検討されねばならないとしている。そこには，ハイエク（Hayek， F． A．〉の自生的秩序，

ハート（Hart， H． L． A．）のルール，オースティン（Austin， J． L）の言語行為，さらにはヴィト

ゲンシュタイン（Wittgenstein， L．）の言語ゲームをも通記する行為遂行の累積的帰結として

慣習の意義が指摘されている85）のである。詳細は今後の議論を待たなければならないが，

筆者の視座からすればここでは少なくともオークショットやピータースの共同の学問的磁

場としてその「保守主義」86）について留意しておく必要があるように思われる。

 あらためて言うまでもなく，人間の行為が何らかの文脈あるいはルールを前提にしつつ，

自己言及性やさらには行為累積性に立脚せざるを得ない87似上，規範的，暗黙的かつ累積

的な事態としての慣習や伝統に依拠することになるのは考えてみれば必然である。そこで

は理性によってことさらに世界把握を完遂しようとすることが思い上がりであることは言

うまでもない。ここでいう「保守主義」もそのような意味で何らかの慣習や伝統に係留し

つつ「正気の社会」を擁i護しょうとする不断の闘争として見られるべきであって，きわめ

てポジティヴなものである。

 したがって行論から明らかなように，オークショットにおいてはその存在論から，ヒュ

ーム以来の懐疑主義を踏まえて脈々と連なるそのような「保守主義」的伝統に積極的意味

を与えていることは看て取れよう。またピータースにおいても意識的かどうかは別問題と

して自らのりベラリズムと合理主義を支える屋台骨として，オークショットの「伝統」観

を受容しつつ，結果として「保守主義」的であると考えるのはあながち誤っているとは言

えないであろう。

 またその延長線上に，ここにおいて吟味してきたオークショットの教授と学習について

の慣行が，今日再び脚光を浴びているところの「会話」論88）へと導かれることを指摘して
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おかなければならない。それは西洋近代倫理学における討議論やコミュニケーション論へ

の苛立ちや違和感から，達成されるべき一定の目的を持たず， 「異質な諸個人が異質性を

保持しながら結合する基本的な形式」89）として，共生社会のモデルとして再登場したもの

である。果して，オークショットの透徹した「会話」性が十分汲み取られているかは疑問

は残るが，オールタナティヴとして模索されてはいる90）。ピータース後の教育哲学の動向

が，多文化社会における共生をテーマとして掲げるとしても，オークショットの視座はそ

のような動きさえも深く見据えたものであり，決して色あせているとは言えないであろう。

そのかぎりにおいて，今日オークショットは「ソクラテスの最新の化身」91）として教育に

おける哲学的理解についての「ゼロ符号」として何度となく立ち現れるのである。
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第皿章 ピータース以後の『道徳教育研究』（Z侮θ」∂〃rηα1qプ層bアα1磁4cα’∫oη）

           を中心とした道徳教育論の諸相

第1節 ピータースの道徳教育論とその後の展開についての観点

 前章において，ピ八二ースにおける教育哲学全体の構想のなかで，彼の道徳教育論の構

想について触れてきた。

 さて，それではこうしたピータースの到達点を踏まえて，その後の英語圏の道徳教育論

はどのように展開していくのであろうか。言い換えれば，ピータースの道徳教育論におい

てその継承過程のなかで，どの部分が発展させられ，どの部分が置き忘れられていくので

あろうか。

 けれども，上記の問いに応えることは容易ではない。ピータースの諸論考が，1960年代

以降教育が公共の議論として浮上していくなかで，一識者としての単なる教育論の披渥で

はなく，日常言語を分析することによって「教育」概念をはじめ，道徳教育論に至るまで

教育学的な確固たる礎を築き上げたことはすでに論述したとおりである。また，教育哲学

・教育政策の領域から道徳教育の実践レベルまでピータースの残した業績とその射程は幅

広く，それらは分かちがたく連動している。また，道徳教育論が人間の在り方生き方にか

かわる以上，それすらも他の諸領域と密接に結びついている。

 したがって，基本的にはピータースの到達点を踏まえてそれぞれの研究者の問題関心か

ら展開させれらていく領域が大きく広がって，分化していると見るべきであろう。その意

味では，ピータースの到達点は，教育学の上では常に立ち帰られるべき結節点に位置して

いると考えられる。ピータース以後の道徳教育論も，社会的背景や政治的文脈等の変化に

伴う思考の枠組みの変容と問題関心の重点移動とから生ずるところの展開として筆者は捉

えている。決してピータースの思考過程そのものが過去の遺物として葬り去られるわけで

はない。

 基本的には，世界的な学術団体である「道徳教育協会」（AME）の機関誌である『道徳

教育研究』（銑ε」伽η01｛ガ物rα1醐〃6α”oη）（以下JMEと略記する）を中心に英語圏の道

徳教育論の諸相を明らかにしょうとするものであるが，それらのことを踏まえつつ，ピー

タース以後の道徳教育論についてできるかぎり考察上の簡明な観点を提示しておくことで，

皿章以降の論述の位置づけが明らかになるものと思われる。

 まず，第一の観点は「価値多元的な社会の出現」である。先述したように宮寺晃夫は価

値多元的な社会あるいは多人種社会の出現という社会的背景をもとに，ピータースらが唱

道した分析的教育哲学を「規範的教育哲学」と対置させることによって，その退潮的傾向

を積極的に示そうとした1）。その文脈においてピ一輪ース以後の教育哲学は，ホワイト

（Wnite， J．）やヘイドン（Haydon， G．）らによって接続されることになる。

 本章では，道徳教育論におけるそうした社会的背景の変化とその展望を第2節において

JMEの25周年特集号「道徳教育研究の回顧と展望」を中心として読み取ろうとしている。

また，第4節において同様に「家族」に焦点を当てて，その変容を読み取ろうとしている。

 第二の観点は， 「リベラリズムと共同体論（共同体主義）の相剋」である。もちろん，こ
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のことは第一の観点としての社会的背景と密接にかかわっているが，より政治哲学的な文

脈として捉えられる。象徴的には，ロールズ（Rawls， J．）の「正義論」に，マッキンタイア

ー（Maclntyre， A．）やサンデル（Sandel，臨）らの「共同体論」が対置されるであろう。

 こうした見方をすれば，ピアジェーコールバーグ流の認知的発達理論が道徳的発達を道

徳的葛藤の道徳的理由づけの形式によって評価するという点で，またピータースの道徳教

育論がその中心的な目的をカント主義的な意味での道徳的自律であるとする点で，一般的

にはりベラリズムの道徳教育論に位置づけられることになる。言うまでもなく，次章以後

で中心的に取り扱う徳論的アプローチ（the virtue approach）は「共同体論」と強い親和性

を持っている。

 本章ではこのような政治哲学的な文脈と道徳教育学との関係について第2節において中

心的に論じているが，このような枠組みはそれ以後も保持されている。また，第IV章第1

節においては徳論的アプローチの社会的・理論的背景について触れている。

 第三の観点は， 「道徳教育論の実践的レベル」である。もちろん，道徳教育の実践をど

の点から捉えるかはたいへんむずかしい問題である。しかし，ピータース流の理性的原理

のアプローチに対して，より分析的で実践的な道徳教育論を徹底させているのはウィルソ

ン（Wilson， J．）である。事実，理論的な側面から道徳性の発達について考察しているピータ

ースに対して，その短所を補完するにはウィルソンの道徳性の構成要素（moral

components）という考え方が有効である2）ことは確かであろう。本章では第3節においてJ

MEの特集記事からウィルソンの分析的道徳教育論を取り上げ，その帰結と展望を論じて

いる。

 ところで，徳論的アプローチは，リベラリズムにその根拠を置くコールバーグの認知的

発達理論やピータースの理性的原理のアプローチに対して，道徳性概念そのものを批判す

るところがら出発する。つまり，徳論的アプローチは，理性的原理のアプローチにおいて

明らかなように道徳性は今や善悪の振る舞いに関する規則や原理のシステムへとあまりに

も収敏されているので，道徳性を徳でありひとの幸福であるとするギリシャの徳倫理学の

ラインに沿って広い意味で理解しようと訴えるものである。したがって，徳論的アプロー

チにとって，道徳教育の目的は，例えば節制，勇気，親切そして正義のような徳において

子どもたちを陶冶することであり，その方法は情緒や欲求のような子どもたちの経験を習

慣化することから始まる3）ことになる。

 もちろん，徳論的アプローチが上記の社会的背景や政治哲学的な文脈と連動しており，

ピータース以後の道徳教育論の展開軸の一つとして大きな潮流を示していることは確かで

あるが，その系譜を描くことも容易ではない。それは徳論的アプローチが決して一枚岩で

はないからである4）。

 徳論的アプローチの枠内にあるとされる論者の研究拠点だけを挙げてみると，クリッテ

ンデンにしてもシドニー大学，またシュピーカー（Spiecker， B．）やシュトゥテル（Steutel，

J．毘）にしてもブリージュ大学，ストライク（Strike， K． A．）にしても元コーネル大学という

ことで，英語圏という括りに収まりきらないほど幅広い。翻って，ホワイト自身，分析的

教育哲学の伝統のなかでピータースの薫陶を受けてきたのであり，またアメリカ教育哲学

会に長く君臨するストライクにしても，その立場を「リベラルでありかつコミュ止山リア

ン（共同体主義者）」であると自認している5）のである。実はこうした点が徳論的アプローチ
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の裾野の広さであり，それゆえにどこの共同体の徳を問題とするのかという課題を含んで

いることも見逃してはならない。

 しかし，例えばシュトゥテルのように捉える論者もいる。つまり彼は，ホワイト（White，

J．）の道徳教育理論を「法に基づいた道徳性の構想」に対する彼の批判と古典理論の上に接

ぎ木されたオールタナティヴに対する彼の弁護から，またクリッテンデン（Crittenden，

P．）をアリストテレス的なアプローチとしての道徳性と道徳的発達の双方についての幅広い

見解から，徳論的アプローチについての一つの明確な実例と見なしている6）。しかしなが

ら，道徳教育における徳論的アプローチの最も明確で強力な実例は，道徳性についてのカ

ント的な観点二二の倫理学）をアリストテレス的な道徳的生（徳倫理学）の説明と対照させ

ている最近のカー（Carr， D．）の著作の中に見出される7）としている。

 したがって，第皿章・第IV章では徳論的な視座から論じられたJMEの論文8）や，カー

とシュトゥテル（Carr， D．＆Steute1， J．）によ：る綱領的著作『徳倫理学と道徳教育』（階’麗

E晦03伽4物7α1E励。認。η，1999）に寄稿した論文等の著者を中心として，試行的にゆるや

かにその輪郭を描こうと努めていることを断っておきたい。

 また，前章において見てきたように，ピータースの道徳教育論を理性的原理を中心とし

たアプローチと見なし，そこからの重点移動として徳論的アプローチの展開を本章以後の

叙述から捉えるとしても，複眼的にはピータースを含めた英語圏の道徳教育論共通の土壌

を明らかにする意図が底流にあることを踏まえておきたい。
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 clarifications． In：」∂〃7ηα1 q〆P乃’Zo3qρ1リノρプ五＝4πcαπoη， Vo1．31，No．3， P．405．

7） ibidりp．405．

8）JMEは決して徳論的なアプローチの綱領的雑誌ではない。第三：章2節で詳細に論じ

 られるように，英語圏の道徳教育の動向に目配りしながらも，国際的な視野を射程に収

めると同時に教育心理学的色彩の強い実証的論文の掲載など，その研究手法も多岐にわ

 たる。
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第2節 論争的課題としての道徳教育論の諸相

          一JMEを中心とした展開過程における一視角一

1 はじめに

 「道徳教育」への言及は，子どもたちの実態からの支持や非難は措くとしても，時代の

趨勢や背景とも二七って，多様であり，混沌としている。言うまでもなく「人が生きる」

ということに直接的及び間接的に関与する以上，一朝一夕に「答え」が導出されるという

こと事態，無理がある。また，独特の磁場からバイアスがかけられることも故なきことで

はない。一方で日々「道徳教育」の実践は営み続けられている。手を操いて待っているだ

けで前進するものでもなかろう。

 このような通俗的なジレンマを参照しっっも，営為としての「道徳教育」の前進に対し

て，一個の人間としてどのようなアプローチの仕方があるのだろうか。もちろん，それと

て多様さを免れるものではなかろう。

 そこで，この節においては，営為としての「道徳教育」に敬意を払いつつ，その理論化

の営みを事例的に取り上げ，一視角から多様性のもとに「地図化」（mapping）することでま

ずは道徳教育論への予備作業として「見取り図」を作成していこうと考える。声高に功利

に追随することなく，冷静に道徳教育論の有り様を分析することで，道徳教育論の特質及

びその背景を露出させることができるのではないかと思われる。そのことはまた，メター

レベルからではあるが， 「道徳教育」への問い返しを可能にするものと思われる。さて，

以下に論述の順序を記しておこう。

 まず第一にテイラー（Taylor， Mo登ica． J．）の論文「答えられていない問い，問われていな

い回答」1｝を取り上げる。この論文は英国でも学術出版社として伝統と名声のあるカーフ

ァックス出版から発刊され続けている『道徳教育研究』（賄θ」∂脚α1げMbアα1 E励。α∫’o刀）

（以下JMEと略記する）の25周年特集号の巻頭を飾る論説である。言うまでもなくJME

は英語文化圏を中心としながらも道徳教育の分野における代表的国際誌であり，20年来そ

の編集長の地位にあったテイラーは「20世紀から21世紀へ」と題する特集号において，こ

れまでの道徳教育研究の回顧と展望について忌揮なくその思いを吐露している。彼女の論

説にはその後に続く論者（例えば，わが国でも著名なウィルソン（Wilson， J．）やりコーナ（

Lickona， T．）など）の概説も付加されており，道徳教育研究の現状を推し量るには総論とし

て見通しのよい展望台になるものと思われる。

 さて，テイラー論文を手がかりとしながら，昨今の英語圏における道徳教育研究の理論

化の営みへ足を踏み入れよう。そこで，第二に「特集：20世紀から21世紀にかけての道徳

教育」への寄稿からいくつか関心を持たれ，議論が継続されっつある論点を取り上げる。

当初，その論述のテーマはテイラーによって提示されたのではあった2）が，寄稿者たちの

反応はむしろ様々であった。そこには道徳性や道徳教育のパラドックスがあると指摘され

ている3）が，おそらくは現在の道徳教育研究にとって欠くことのできない「鍵となる論題」

を提供しているのであり，そこに道徳教育研究の特質と背景を探ることは可能であろう。

2 道徳教育研究の回顧と展望一JMEの25周年特集号から一

1996年という年がJMEの25周年にあたったことと，ミレニアムに近づくということの
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双方が時宜にもかなっていたのであろうか，「20世紀から21世紀へ」と題された特集号に

おいて，テイラーは道徳教育研究，道徳的発達の研究，カリキュラム開発や評価の研究に

おいてこのJMEが唯一国際的で学際的な研究雑誌であって，ユニークな立場にある4）こ

とを強調している。では，そのJMEの歴史と道徳教育への寄与とはどのようなものであ

ったのだろうか。

2．1 JMEの25年
 JMEはレスター大学のライト（Wright，D．）の編集上の手腕によって1971年10月に英国に

て創刊されているが，当初より英国ヒューマニスト協会，社会的道徳性協議会をはじめ宗

教的関係者あるいは非宗教的関係者，教育関係者など広範な共同体の一員を含んで出発し

ている。したがって思想的にも英国経験論や教育実践に確固とした根拠をもって5）スター

トしたのである。その証拠にテイラーはライトの6年後の退任の論説を取り上げ，3つの

研究上の方針を確認している。要約すれば，以下の通りになる。

（1）道徳性の特質，道徳的な人であるとは何を意味するのか，そして道徳教育の性質と

 目的についての耐えうる考察。

（2）子どもたちや青年，そして大人がどのように道徳的発達するのかということについ

 ての，またその発達の性質やそれを促進したりあるいは抑制したりする諸要因につい

 ての，理論的かっ経験的研究。

（3）道徳的発達についての特別な側面を養うための，主として学校における，しかしそ

ればかりでなく他の文脈における，計画的で慎重な関わりについて6）。

 ここから見受けられることは，変動する現代社会にあって「道徳教育」が主要なテーマ

に躍り出る中で，あくまでも理論的な骨格を固めっつ，道徳教育のあり方について経験科

学的知見，とりわけ心理学的な発達論の成果を踏まえながら，教育実践への指導性を高め

ていこうとする狙いを看て取ることが可能である。このことは例えば，それ以前に発刊さ

れたニブレット（Niblett， W． R）の編著からなる『変動する社会の道徳教育』（1963年）との

相違によって一層明らかである7）。後者はロンドン大学教育研究所において行われた講演

に基づいてまとめられたものであるが，講演者は聖職者，物理学者，哲学者，神学者，社

会学者，医師といった広範な識者たちであり，むしろ当時の「社会悶題」として認知され

つつある段階と考えられる。したがって，JMEにおいては付託事項は理論面から実践面

に至っているが，60年代の教育爆発の時代を経過してその探究姿勢は冷静さを装っている

と見なしてよかろう。

 けれども，このような方針でスタートしたはずのJMEもその展開にあっては，必ずし

も字義通りに一貫した姿勢であったというわけではない。テイラーによれば，以下のこ点

が指摘されている。

（1）その方針において一層アカデミックになっていったということ。

（2）一層広く国際的次元において展開されるようになったということ8）。
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 前者については，実践者への指導性を志向しながらも，実態としてこの分野における研

究や議論の質の高さや相互批判が高度な研究水準を確保したとしている。また後者につい

ては，70年代中葉までに北アメリカ大陸との連携一とりわけコールバーグやハーヴァード

大学との繋がり一をとると同時に，編集委員会の再組織化を図り，70年忌後半以降は英語

圏以外からの報告をも掲載するなどして国際化の流れを踏まえてJMEが発展してきたこ

とを物語っている。

 さらに特筆すべきは，1983年以降についてはJME自らが「テーマに基づいた特集」を

組むことによって，関心があり重要な論題となっている分野について，紹介と最新の理論

的かつ経験的研究について批判的な検討を与えていることである。例えば，1995年までの

特集は以下の通りである。

・「道徳教育，宗教教育と倫理学説」（1983）

・「テレビ放送と倫理」（1984）

・「道徳教育と発達におけるフェミストの観点」（1987）

・「ローレンス・コールバーグを記念して：最近の研究についてのいくつかの動向」

 （1988）

・「東西の道徳性と道徳教育における観点」（1990）

・「説話と道徳の範囲：ケアリングと正義の話」（1991）

・「シチズンシップと多様性」（1992）

・「職業上の道徳性＝教授の倫理的次元」（1993）

・「人権教育」（1994）

・「キブツの経験：道徳教育との関わり」（1995）9）

 このことは，JMEがこの分野においてそのマーケットばかりではなく，学問及び教育

研究上の最先端を走り，そのリーダー・シップを如何なく発揮していることを伺い知るこ

とができる。

 80年代以降については，言うまでもなく情報技術等の発展に伴い，国際的な学問上のネ

ットワーク及びコミュニケーションの緊密化がこのJMEにおいてもさらにはかられるこ

とになり，西欧や東欧さらには極東からの論稿も増加していくこととなる。そして，当初

ライトによって示された研究方針ではあったが，このようなJMEの展開に伴い，その性

質と目的が改めて以下のようにフロント・カバーに示されることとなる。

「JMEは生涯にわたる道徳教育のあらゆる側面の考察のために，独特の学際的で国際

的なフォーラムを提供する。それは理論と実践においてばかりではなく，社会的かつ個

人的レベルにおいても，哲学的分析，経験的研究の報告，そしてある範囲の価値問題や

価値づけの過程を提出するところの教育的ストラテジーについての評価をも含んでい

る。」lo）

 こうして国内外において進行する社会的・経済的・文化的変化に対応して，各国の行政

機関や学校組織はカリキュラムの計画・実行を通して道徳教育と道徳的発達に対して明白
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な省察の提出を迫られる中で，JMEは「有効な道徳教育の手だてを知らしめ，影響を及

ぼしうる，研究と討議のための国際的な学問上のフォーラムとして，新事態の先頭に位置

する」ωものと捉えられてているのである。もっとも，国際化の進展の中で異文民間のコ

ミュニケーションをどのように高めていくかといった課題は残っているものの，このよう

なJMEの25年を通して，道徳教育や道徳的発達の問題が単に一識者としての見解の被渥

ではなく，学問的な姐上に載ってきたその展開過程と見なすこともできよう。いわば，制

度内における「道徳教育学」としての学問的認知の過程をJMEの25年の歴史を振り返る

ことで大雑把ではあるが，ある程度見通すことができるわけである。

2．2 JMEの回顧と展望
 さて，以上のところはJMEの表側の，制度上の発展史として見なすこともできよう。

では，その内実はどうだったのであろうか。誌上における道徳教育論としての展開はいか

がなものであったのだろうか。テイラーはこの論説の後半部において将来への研究展望を

開く上にも，その身元確認としてその間の状況を首尾よく述懐している。いくつか論点を

整理してみることにしよう。

 まず第一に，全体としての道徳教育と道徳的発達の報告について。それは概観すれば，

その場限りで調和を欠いたものであった’2）という。なぜなら，ある種の一貫性が保持され

てきた面もあるが，流行や政治的強制に支配された側面もあり，さらには研究上の質疑に

おいて時折明晰性を欠いてきたからである。とりわけ，道徳的発達の研究から道徳教育へ

の知見を引き出す際，理論と実践との連結は一貫してなされなかったのだ’3）という。この

領域における批判的再検討は必要とされようが，少なくとも制度上に限った問題というわ

けではないことはここで踏まえておきたい。

 では，ともかくもその一貫性を欠いた背景としての，流行や不連続は具体的にはどのよ

うな事項であったのだろうか。彼女によって六つの潮流として以下のように指摘されてい

る。

・ 道徳教育についての，世界的または政治上，社会上，経済上，科学技術上の文脈が

見落とされてきた。

・ 偏狭さや文化的帝国主義への傾向を否定できず，殊のほか西欧の道徳についての関

係枠により大きな比重が置かれた。

・ 学校における形式的な道徳教育が支配的な焦点となり，家族・仲間・宗教団体・メ

ディアなどの他の諸制度や機関の形成的役割を無視してきた。

・ 道徳教育の内容よりもむしろその形式に専念してきた。

・ 有力なパラダイムは，発達的かっ認知的なものであった。判断作用の相違の認識に

伴い，道徳的推論が疑問の余地なく焦点化された。道徳的感情・習慣・意志へのいく

らかの注意にも関わらず，省察・感情・行為の相互関係は十分に探究されなかった。

・ 日々の道徳的選択や道徳的コミットメントに関わる多義性や両面価値性よりも，仮

説上の道徳的ディレンマについての臨床分析が好まれだ4）。

テイラーにとって，これらの潮流はある意味で「問われていない‘回答’」の枠組みを
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形成していることに間違いはない。また，どの点においてもここ四半世紀の道徳教育論上

の展開過程を一瞥すれば納得しうるものでもあり，その原因を探ることもさして労苦でも

なかろう。例えば，平板ではあるがそこには西欧中心主義や近代啓蒙主義の痕跡を垣間見

ることも可能である。さらに，指摘された論点の後半部はピアジェーコールバーグ流の道

徳性発達理論の隆盛を物語っているが，明らかに学問的な姐上に載せやすかったというこ

とも考えられよう。

 けれどもむしろ，ここから編集の立場にある彼女は第二の論点として，これらの潮流の

間にある種の緊張と盲点を読み取っていることに注目したい。では，まずその緊張とは具

体的に何を意味するのであろうか。彼女の挙げている例を簡略化して列記してみよう。

・「個人主義と普遍主義」

・「道徳性についての主観主義と客観主義」

・「多元主義と相対主義」

・「道徳についての文化的側面と政治的側面」

・「利他主義と利己主義」

・「権威，権力，権能の関係」

・「自律と服従」

・「フォーマルな道徳教育とインフォーマルな道徳教育」

・「生涯道徳教育と生活一労働の準備としての道徳教育」三5＞

 これらのディレンマあるいはトリレンマの解決は容易ではない。テイラー自身もこれら

の間に「共有しうる，核となる価値」は見出せるのだろうかと疑問を投げかけている。ま

た，議論の深化と捉えうるものかも判断がむずかしい。どちらにしても長い間道徳教育に

課せられているテーマの類であることには違いないが，研究の進展や深化とともにこのよ

うな道徳哲学や政治哲学に基盤を置くような根本的な課題が付随的に浮き彫りにされると

いうのがこの種の研究の複雑さを物語っていると言えよう。

 さて，以上のような緊張の緩和にはある種の困難さがっきまとうにしても，次に彼女が

挙げる盲点は具体的であり今後の実践研究に向けて示唆的ですらある。以下略記すると，

（1）研究対象とした年齢層について，幼児期や学童期の子どもが十分に取り上げられて

 こなかったことと，道徳的成長についての子どもたち自身の経験や機会を関連づける

 ことが十分ではなかった。また，壮年期以降の人々，あるいは死を迎えつつある人々

 の道徳的省察・道徳的発展を十分に取り上げてこなかった。

（2）研究対象とした人々の能力の範囲について，才能に恵まれた人あるいは教育的配慮

 を必要とする人々は道徳教育や道徳的発達において十分に特色づけられてこなかった。

 また，少数民族，身体障害，階級あるいは性の方向づけは十分ではなかった。

（3）学校が道徳教育にとって制度的な中心であったとしても，学校のエートス，組織や

経営についての倫理，潜在的なカリキュラムに対する影響については注意を欠いてき

 た。

（4）教授一学習過程においては，道徳的手本としての教師の役割についての探究は十分
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 でなかった。また道徳的誤りや失敗からの学習についての探究は報告されなかった。

（5）道徳的発達の面では，道徳的創造九勇気アイデンティティに対して注意がほと

 んど与えられなかった。

（6）学校や教師，保護者や共同体の間での，共通の目標への責任と働きかけの区分につ

 いての探究が不十分であった置6＞。

ということになる。

 繰り返すまでもないが，研究上の潮流に対して置き忘れてきたもの，あるいは研究上困

難を伴う課題をもっているものであることに間違いはない。道徳教育研究が実践化を促さ

れるものである限り，これらの諸点に目配りをしていくことは，テイラーの目には当然の

こととして写ったのであろう。

 最後に，このような回顧的な診断を踏まえ，将来のJMEのあり方を巡って分析，議論

研究上の提案を彼女が行っていることを取り上げたい。総花的な視点は編集者として否め

ないが，ポイントを絞って以下にまとめてみよう。

（1）グローバルな視点

 ・ 社会的・政治的・経済的変化及び科学技術上の変化における影響

 ・ 直接的なコミュニケーションの可能性

 ・ 世界市民としてのあり方と地域的な共同体の一員としてのあり方

 ・ 自然の中に生活する私たちの倫理的なあり方

（2）国家的な視点

 ・ 東西間あるいは南北間における道徳教育の違いあるいは連携のあり方

 ・ 政治教育と道徳教育との関係

 ・ 多元主義や文化的な差異の扱いについて

 ・ メディアやテクノロジーの道徳教育への影響

（3）ローカルな視点

 ・ 共同体，諸制度，若者組織，学校，家族における道徳教育上の共有しうる目標と

  めいめいの役割

 。 道徳的風土の改善

 ・ 目々の生活の中での子どもの養育態度やしつけ方

（4）哲学的な視点

 ・ 道徳哲学と道徳教育との関係，とりわけ非西欧哲学との対話

 ・ 宗教における道徳的コード（規約）の探究

 ・ 美徳や道徳的性質，さらには人間一般の性質についての哲学的・心理学的分析

 ・ 経済，医学，科学，宗教における倫理的諸問題と道徳教育との関係

（5）心理学的な視点

 ・ 習慣，推論，感情，判断と行為との統合

 ・ 道徳的アィデンテイテイと個人の統合

 ・ 危機的な事件や状況の発達における影響

（6）教育的な視点
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 ・ 教育システムや学校カリキュラムの範囲内での道徳教育のあり方

 ・ 学校を基礎に置いた道徳教育実践の記録と評価の蓄積

 ・ 教授一学習方法の改善と道徳的発達の関係

 ・ 教師と生徒とにおける道徳的共同の可能性

（7）専門職としての教師の視点

 ・ 道徳的行為者としての教師の役割と教師の道徳的責任

 ・ 教師における道徳的価値の認識と倫理的感受性や技術の発達

 ・ 専門的な道徳的発達の実践と支援のあり方

（8）理論一実践関係における視点

 ・ 調査研究と教育実践との連携

 ・ 専門分野における意志疎通の円滑化且7）

 まとまりのあるものとは言えないかもしれないが，ここに開陳されたテイラーの提案は，

それまでのJMEの活動を振り返ってのものだけに，その回顧と裏返しの関係にある。た

だし，長年編集の任にあたった彼女のJMEへの将来展望でもあるだけにその言質は重い。

このようなJMEの共同企画事業が国際的なネットワークの進展に伴い，次世紀の道徳教

育における教育政策や教育目標，さらには教育実践に影響を無視できない以上，テイラー

の議論を踏まえておくことはその前提と思われる。

3 「特集」に見られる道徳教育論の展開

 さて，以上は編集者テイラー（Taylor， M．）におけるJMEの25年の総括である。すぐに道

徳教育研究がグローバルな視点を持ちつつ，複合的かつ学際的領域に跨っていることを了

解するのは容易であろう。

 しかし，果たしてこのような道徳教育研究の事態はどのように統合され，秩序づけられ

ることが可能であろうか。もとより道徳教育が有機的にそして効果的に機能していくため

には，実践の連続ばかりではなく，反省的思考とその背景的視座や統合的視点を確保して

おく必要があることは言うまでもない。そこにもまた道徳教育論への理論化の営みがある

わけである。けれども，翻って道徳教育研究においては「道徳の時間」の授業展開におけ

る教育的方法論や技術論からその時代の倫理思想や道徳哲学に至るまで，理論化の射程は

広範に及ぶ。そこに理論化のヒエラルキーが存在することは否定できないし，どこに重点

を置くかはまた識者によって異なりもしよう。

 そこで，ここでは便宜的に「特集：20世紀から21世紀にかけての道徳教育」への寄稿か

らいくつか関心を持たれ，議論が継続されっつある論点を取り上げてみよう。当初，その

論述のテーマはテイラーによって提示されたのではあった’8）が，寄稿者たちの反応はむし

ろ様々であった。そこに道徳性や道徳教育のパラドックスがあるとテイラーは重ねて指摘

している豆9）が，おそらくは現在の道徳教育論にとって欠くことのできない「鍵となる論題」

を提供しているのであり，そこに道徳教育論の特質と背景を探ることは可能であろう。以

下，寄稿者の主張や論点からテイラーが受け取った枠組みを利用しながら項目立てて叙述

していくこととする。

129一



3．1 道徳教育の背景における変化への対応

 一般的に，国家や共同体における文化的，社会的，政治的，経済的，技術的変化や発展

についてはグローバルな背景の変化として指摘するまでもない。しかし，それらに付随し

てもう一つの社会や共同体内部における道徳的環境や認識における変化や衝撃も覆われる

べくもない。少なくとも西欧諸国におけるような多元的社会にあっては， 「宗教のような

伝統的な道徳性の源泉の拒否，権威の性質の世俗化，共同体への連帯や所属の意識の衰退，

道徳的または社会的コンセンサスの欠如，相対主義や社会的無秩序への認識の増大」20｝な

どは共通に認識される道徳的背景の変化とみなしてよかろう。

 しかしながら，寄稿者たちにおいてこのような変化への対応についての強調点は異なっ

ている。例えば，ヘミング（He㎜ing， J。）は，宗教的または社会的神話が萎んだあとの道徳

性の問題を取り扱っている2’）。

 彼によれば，そもそも「教育への伝統的なアプローチは，子どもが確立された宗教との

接触や親や学校を通しての宗教的観念の注入から，道徳的成熟を得ることを前提としてい

た」22》とする。そこでは「“神”によって人々は何を意味するかを再考すること」23）の中

に道徳性があり，少なくとも20世紀初めまではどこにもまたあらゆるものの中に神が存在

すると信じられていた。しかし，現代において行為を形づくるものは，神ではなく「専門

的知識」に代わってしまったのである。神を信ずるという伝統的信念が減少してしまった

中で，道徳的展望に対する代替案は何かというわけである。彼の方策は至って穏当である。

それは共同体を再生することであって，その基礎は「相互のコミットメントと責任の感

覚」2のであるという。そして，そのような共同体の感覚と責任を再生させるために主要な

役割を担うのが家庭と学校の生活である。そこでは子どもたちに対して，経験と相互関係

を通して社会的または道徳的価値を養うことが期待される。ただし，その道徳的発達は従

来の抽象的なインカルケーションによって成し遂げられるのではなく，共通の価値を通し

て社会的行為または相互行為によって経験づけられ，普遍的なカリキュラムの中味によっ

て補強されなければならない。したがって，学校は「ティーチング・ショップとしてより

もむしろ協働的な共同体」25）としてこのような育成への責任を持つことを期待されること

になる。

 道徳教育と宗教や神話とのこのような関係は軽々に論じられるべき性質のものではない

一方で，道徳教育の歴史的・発生的理解26＞を踏まえれば慎重に議論を要する事項であるこ

とに相違はない。その意味からすれば，ヘミングにおける道徳についての宗教的・神話的

省察は粗雑さを否めない。一方，展望として掲げられた「共同体の再生」についても手続

き論としては理解できるが，細部にわたるとその脆さを露呈してしまいかねない。

 一方，リコーナ（Lickona， T。）は，道徳的社会を再建するための処方箋として，効果的な

品性教育（Character Education）のための11の原則を提言している27＞。もとより品性教育は，

アメリカの公立学校において1920年代より広範囲にわたり，盛んに行われていた手法であ

る。今日においても価値明確化，道徳性発達のアプローチとともに大きなウエイトが占め

られており，ヒギンズ（Higgins， A．）によれば「品性教育が主流になろうとしており，それ

は，道徳教育を表現する唯一のものであろうとしている」28）という事態さえ報告されてい

る。そこには，アメリカ社会における青少年の「道徳的能力の急激な低下」に対する国民

の恐怖感や欲求不満から，社会の道徳的承認を受ける人格特性としての品性，言い換えれ
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ば社会の伝統的価値を教えることの重要性が再認識されたのだとみなしてよい。

 事実，リコーナにおいても「品性教育が合衆国において学校が道徳的価値，倫理，市民

教育の分野におけるプログラムを履行するための主導的な用語として現われてきた」29）と

して論述を開始している。そして，彼は今やあらゆる学校が品性教育に従事すべきやむに

やまれない理由があり，それを以下のように三点挙げている。

・ 私たちは十全たる人間になるために善良なる品性を必要としている。

・ 学校が公共的で人間としての共同体をケアするならば，学校は品性教育にとってよ

 り望ましい場である。

・ 道徳的社会を建設するという課題にとって品性教育が本質的なものである30）。

 ここからはある種の緊迫感をみてとることができるが，現実として社会が厳しい道徳的

諸問題を抱えていることの証左でもある。そのことをリコーナも「10の心悩ます若者の風

潮」として捉え，「このような道徳的に危険な徴候に対応するためにも，合衆国において

品性教育への関心が急速に高まっている」3Dとしている。

 しかし，実際の品性教育はその善良なる品性を建設するためのアプローチとして内容と

方法面において多様性を持ち，一貫性を十分に確保できているわけではない。そこでこの

分野の指導指針としてリコーナによって掲げられたのが以下順に列記する「11の原則」で

ある。

（1）品性教育は善良なる品性の基礎として核となる倫理的価値を促進する。

（2）“品性”は思考，感情，行為を含むためにわかりやすく定義されなければならない。

（3）効果的な品性教育は学校生活のあらゆる局面において核となる価値を促進する意図

 的で，先行学習を踏まえた，わかりやすいアプローチを必要とする。

（4）学校はケアする共同体でなければならない。

（5）品性を発達させるために，生徒は道徳的行為のための機会を必要とする。

（6）効果的な品性教育はあらゆる学習者に敬意を示し，彼らを成功に導くところの，意

義深く魅力的でアカデミックなカリキュラムを含む。

（7）品性教育は生徒の本質的な動機づけを発達させるよう努めるべきである。

（8）学校のスタッフは，全ての人が品性教育のための責任を共有し，生徒の教育を指導

する核となる同じ価値を固守しようとする，学習する道徳的共同体にならなければな

 らない。

（8）品性教育はスタッフと生徒の双方からの道徳的指導力を必要とする。

（9＞学校は品性を形成する営みにおいて十全なるパートナーとして両親や共同体の一員

 を組み入れなければならない。

（10）品性教育の評価は，学校の品性，品性教育者としての学校スタッフの職能，そして

生徒が善良なる品性を明らかにするところの程度を評価すべきである32）。

 これらの原則は学校での理論と実践における質を保証すべきものとしても掲げられてい

るが，リコーナの提言から垣間見えてくる意図も存在する。
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 まず，伊藤啓一によれば，リコーナ自身コールバーグの道徳性発達理論を支持し，価値

の明確化の有効性を認めて33）いないわけではない。そのことを承認しつつ，望ましい価値

を教えることの必要性を説くのが彼の立場であった34）。それは「11の原則」の中に陰に陽

にそれまでのさまざまな道徳教育的手法が流れ込んでいることでも理解できよう。20世紀

初頭に広がった品性教育の単なる焼き直しではない。そこには「尊敬」（respect）を道徳性

の核として倫理的価値を教えることを前提としつつ，動機づけ，ケアリング，共同体，評

価といった諸概念が散りばめられ，補強されているのである。

 けれども，ヒギンズが指摘しているような晶性教育に対する根本的な困難35）が解決され

るわけではない。つまり，基本的な徳目について論争の余地がないように見える一方で，

徳目の定義に関する見解の相違を隠蔽しようとし，実際のところ徳目のリストの構成や徳

目問の優先順位における二二ばかりでなく，価値相対性の問題が惹起されることは一目瞭

然なのである。おそらく哲学的正当化に関しては，マッキンタイヤー（Maclntyre， A．）路）に

依拠するものと思われるが，徳が文化的脈絡や哲学的根拠づけから切り離されて一人歩き

するとすれば陳腐なものにならざるを得ない37）。

 したがってごうしたりコーナの提言には，合衆国における道徳的事態の憂慮と危惧によ

ってにわかに回帰し，活性化してきた品性教育に対して，その理論的土台の脆弱さによっ

て雲散霧消させることなく，理論的枠組みを強固にすることによって普遍化をはかるとい

う戦略があるに違いない。また，自由主義的合理主義的価値：観に対する伝統的価値観の後

押しがあることもっけ加えておいてよかろう。

 以上のようにヘミングやリコーナにおいては，道徳教育の行われる背景の変化を少なく

とも「共同体の再生」や「伝統的な価値の再生」によって改善することが強調されていた。

それに対して， 「特集」においてはタッパン（Tappan， M． B．）とブラウン（Brown， L廻．）のよう

に，現在行われている道徳教育の実践を越えて“ポストモダンの条件”との関わりを考察

している38）。彼らによれば， 「ポストモダンの議論は近年さまざまな学問分野に跨り広が

っているが，未だ道徳教育の分野においてその衝撃はない。今こそその議論を始める機は

熟した」39）のだという。

 では，“ポストモダンの条件”とは何を意味するのであろうか。彼らはリオタール

（Ryotard， F．）に依拠しつつポストモダンの展望にとって鍵となる要素は明らかに「批判的

な次元」だとしながら，近代啓蒙的な見方や価値観を補強する完全性，理性，普遍性につ

いての諸前提に挑戦していく。結果として，ポストモダンの展望は壮大な進歩の物語を拒

絶し，普遍的理性の見方に疑問を投げかけ，多元論や人種的・性的・民族的差異の現実を

讃えることだ4◎）という。したがって，ポストモダン的な批評は単純に認識論的なものでは

なく，明らかに政治的・道徳的であり，さらに言えば道徳教育の実践と深淵で密接な関係

を取り結ぶことになる。

 このようなポストモダンの観点からすれば，過去25年のうちに従事されてきた道徳教育

のほとんどの営みは，差し迫った社会的・政治的・経済的諸関心を提出していないがため

に，短絡したものと写る。つまり，このような現実の緊急的課題に直面しつつ，従来の道

徳教育への有力なアプローチは現状の体制を単純に永続させてきたということになる。例

えば，コールバーグのジャスト・コミュニティ・プログラムは道徳的推論における「型に

はまった」諸段階を獲得することを支援し，品性教育は「伝統的な価値：や徳」への回帰を
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求めたωというわけである。言い換えれば，これらのプログラムは「社会の機能としての

教育」であって，そこでは社会の基本的諸原理や指令を維持することに奔走していたこと

になる。対照的に，ポストモダンの道徳教育は「教育の機能として社会を考察する」ので

あって，支配的な社会の基本的諸原理や指令は歪んでいるという前提のもと，それを作り

直すことに仕えるのだ蔓2）という。

 それでは次に，ポストモダンの道徳教育における方法論に移ろう。そこでは特別な社会

的一文化二一歴史的文脈から現れる言語やディスコースの形式を理解し，またその文脈の

中に生きる人々の発達を考察し，言語と権力との基本的な相互関係を明らかにする新しい

心理学が必要とされる。タッパンとブラウンはパフチン（Bakhtin，肱）の理論に依拠しつつ，

典型的には小説家によって創造される「語り」（narrative）に注目する。 「他者」の言葉が

「自己」によって表現されるその過程が「語り」なのであるが，そこにおいてこそ「他

者」と「自己」の間で「対話的」（dialogic）な相互関係を生起させるのである。まさに現

実の「生きた言語」とはそのような「自己」と「他者」との境界にあるという認識である。

 こうして心理学的または道徳的機能を形成し，仲介する「他者」の声，言葉，言語に耳

を傾け，誰がどのような具体的状況で話しているのか，そして誰が聞いているのか，さら

には権力との関係における性質は何かと問う中で，既存の社会的一文化的一歴史的布置が

解体され，人間の威厳と自由と解放とを促進するポストモダンの道徳教育が展開されるこ

とになる。具体的には，教師の権力，知識，そして権威に阿るのではなく，教師と生徒は

純粋な対話や相互の観念の交換に従事することによって， 「問題提出型」の道徳教育を志

向していくことになる43）という。

 以上のように， 「批判性」と「対話性」という徴表を主な武器にするこのような学問の

あり方をタッパンとブラウンは「ポストモダン道徳教育学」（Postmodern Moral

Pedagogy）とも呼んでいるが，その方向性を巡っては，パウロ・フレイレ（Freire， P．）の

「被抑圧者の教育学」を念頭に置いていることは明らかである44）。しかし，教師一生徒心

の真正な対話的関係に目を転ずる時，ノッディングズ（Noddings，凡）のケア倫理への接近を

見て取ることができるなど，その射程は広く開かれているとも言える。ポストモダン論議

が一段落する中で，今後このような「ポストモダン道徳教育学」がどう整合的に論じられ

ていくかは議論の精緻化と具体化を待たねばならないが，軽快な「批判」の色調だけでは

足元をすくわれかねないのは確かである。ただし，道徳教育の背景への変化をどう読みと

るかということに， 「伝統への回帰」において捕捉できない盲点を明示し得たことは二二

できよう。

3．2 個人，共同体，社会と道徳教育との相互関係

 さて，道徳教育の背景における変化への対応を整理していくと，それとオーバーラップ

する形で道徳教育におけるもう一一っの現代的な対立軸を読みとることができる。それはい

わば「道徳性と道徳教育に対する個人主義的アプローチ対共同体主義的アプローチ」45）で

ある。周知のように，この四半世紀において道徳教育や道徳的発達の理論と実践は「個人

的発達，主として認知的発達，そして道徳性や心理学的プロセスについての自由主義的合

理主義者の理論に焦点を集めてきた」46）ことに異論はなかろう。しかし近年，個人につい

ての道徳教育や道徳的発達から，共同体や社会との関係において，言い換えれば個人と集
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団とが関わり合う場として，道徳教育を広く捉える方向へと，明らかに重点移動してきた

ことは見逃せない。

 政治思想史的には，広く「自由主義」（Liberalis日）47）を再検討する気運の中で，先のマ

ッキンタイヤー（Maclntyre，八）やテイラー（Taylor， C．），サンデル（Sandel，M）ら共同体主

義者の議論が注目を集めていくことになるが，背景としては「リベラルな理想に基づいた

社会の現実の進展が，個人主義への反省を促さざるをえなかった」48＞というのが正直なと

ころであろう。けれども，こうしたりベラリズムと共同体主義の問の論争を活発化させた

理由として，共同体主義が思想としての個人主義に根本的な批判を力口えることで，その議

論を深化・発展させた49）とも捉えられるわけである。

 どちらにしてもこのような事情は直接的にしろ，間接的にしろ，道徳教育論の展開と微

妙に連結していることはこれまでの記述によっても推測することは可能である。 「特集」

においても，この対立軸はヘイスト（Haste，凪）によって「共同体主義と道徳性の社会的構

築」50）と題して焦点化されている。編者のテイラー（Taylor， M．）も，彼女は「心理学的また

は二会的プロセスに対する自由主義的合理主義と共同体主義との関係，両者の価値，そし

て道徳教育に対する両者の密接な関係を探究し，一つの青写真を提出」51）していると論評

している。ここでは彼女の議論を取り上げて，その対立軸と道徳教育論の関係を整理して

みよう。

 さて，ヘイストは昨今の子どもたちの現象としての道徳的崩壊やテイラー（Taylor， C．）の

「近代性の三つの沈滞」52＞を持ち出し，他者への責任という共同体論的な価値の復活が意

図されつつあることをまずは確認している。もちろん，共同体主義は道徳的諸問題への解

決策として単純に現れてきたのではなく，合理性の意味や近代啓蒙主義への懐疑といった

潜行部分を持っている。また，アトミズム53）や環境論への配慮といった問題も含んでいる。

けれども，こうした自由主義的合理主義と共同体主義との論争は道徳教育に関する限り，

二つの要素に縮減することができる。一つは何が望まれる価値かということであり，もう

一つはどのような心理学的・社会学的モデルを想定するかということである。上記の点に

ついてそれぞれの系譜を跡づけてみよう。

 まず，個人の自律，諸権利あるいは普遍的な道徳の諸原理といった自由主義的合理主義

の諸価値は，英国のロックやドイツのカントから生じ，ロールズ（Rawls， J．）の「公正とし

ての正義論」によってカントの次元を補強してきたとみる。そこでは， 「一般化された諸

原理に基づく合理的な解決」， 「社会的プロセスから故意に解放された個人的かっ自律的

な存在によって実行される推論や判断」， 「人々の自由や諸権利及び自律を意味する正義

や人々への敬意」5嘆）といった手続きや価値が前提とされる。したがって道徳教育の目標は，

子どもたちを公平で自律的な判断をなす際に立派に理由づけできるように訓練することに

ある。

 このようなロールズのリベラルな観点を心理学的なプロセスを織り交ぜることによって

道徳性の理論に仕立て上げたのが，言うまでもなくコールバーグ（Kohlberg， L）であった。

それは「理由づけ」（reasoning）を研究の焦点とし，道徳性に関わるあらゆる諸活動をそれ

のもとに組み込んでいくものであった。その結果，自己と道徳性との関係が全体に敷衛さ

れ，道徳的アイデンティティも含めて個人の自律と道徳性が癒着することになった55）ので

ある。
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 こうした道徳性や自我概念は，明らかにデカルト派の心身二元論や価値中立性を重んじ

る啓蒙の信念に多くを負っているが，理性という無限の能力の中に信頼を置くことによっ

て，諸問題は解決するという楽天的な信念が宿っていることも確かである。ともかく自由

主義的合理主義者の道徳性についての思考は， 「人は完全な道徳的解決に到達する能力が

ある」56）という前提に鼓吹されていることになる。

 一方，共同体主義者は異なった心理学的伝統から出発し， 「意味生成における言語と社

会的相互作用の卓越性」57｝とを強調しているとヘイストはみる。即ち， 「人間の生活は基

本的に対話的なものであり，言語表現の獲得を通して自己や自らのアイデンティティを明

らかにすることができる」謝，また「何らかの“意味”は私たちの社会的共同体の範囲内

での理解や認識に依存する」59》といった共同体主義者らの言説の系譜から，道徳的責任や

義務は共同体の一員として限定される社会的文脈の範囲内で意味を持ちうるとも言えよう。

逆に共同体の社会的機能も道徳性を源泉としながら人々の相互依存によって果たされるも

のと見なされる。

 したがって，道徳教育上の価値としては「共同体への所属の感覚，共同体に対する義務

の感覚，そしてその責務を効果的に遂行するのに必要とされる個人的な特質」60）が称揚さ

れることになる。ロールズの議論を逆手に取れば，「人々は単純に無知のヴェールの背後

から“自律的な推論”を行うことができる孤独な存在者でもなければ，また文化的コンテ

クストから宙吊りされた客観的な状態にある孤独な存在者でもない」61）というわけである。

この立場では社会的・文化的・歴史的コンテクストを十分に考慮に入れることを通して初

めて道徳性が理解される。しかし，その道徳性は認知的レベルに留保されるものではなく，

共同体の中で共有された価値を犯す人々を穏やかに懲罰し，また共有された価値の懐に住

まう人々を暖かく見守っていくことになるのである。

 けれども，道徳教育にあたっての共同体主義的アプローチの方法論が未だ明確にされて

いるわけではない。そこでヘイストはその価値論と心理学的・社会的プロセスとを識別し

ながら，共同体主義の“アジェンダ’へ向けてその基本的原理を以下のように提出してい

る。

・ 言語や社会的実践を通して学ぶこと。

・ 社会的アイデンティティを育成すること。

・ 他者と関わったり，他者と繋がっていると感じること。

・ 諸制度や共同体は多数の隠れた，または公然のアジェンダを持っていることを認識

すること。

・ 意味を生成する解釈学的プロセスについて意識的に評価すること62）。

 簡潔過ぎていくらか陳腐さは拭えないとしながらも，彼女の要点はその心理学的・「社

会的プロセスと言語こそは一つの試練であって，……（中略）……それゆえ道徳性が根拠づ

けられるのは格言を通してではなく，まさに実践（praxis）を通して」63）という認識にある。

このことは，共同体主義のアプローチが有効に機能するためには単に静的に規則に従うこ

とにあるのではなく，行為と諸規範の生成過程に参画することをも必要とする，という動

的な捉え方を意味している。さらに彼女は，これらの原理を推奨することの中に理想の結
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果ばかりでなく，その危険性をもその誌上に載せ，共同体主義のプロセスを吟味している。

なぜなら， 「価値を下落させた共同体主義が服従，因習主義，さらにはファシズムさえも

導くであろう」磁）ことは容易に察することができるからである。

 以上，ヘイストの議論は共同体主義の土台を固める心理学的・社会的プロセスの図式に

説得力があることを指摘することであった。それはあくまでも共同体主義の立揚からの可

能な道徳教育論への“青写真”でしかない。道徳教育方法論を巡って個人主義的アプロー

チと共同体主義的アプローチという対立図式の相違は識別されうるのではないかと思われ

るが，今後はこのような対立軸をどう摺り合わせていくかということが課題になる。

 因みに，このような議論を踏まえて最近ストライク（Strike， K．ん）はリベラリズムと共同

体主義の間隙をどのように埋めていくかということで，より詳細な議論を展開している。

彼によれば，両者の間隙を埋めるものは，例えば共感や同情といった道徳的能力とか優し

さや礼儀正しさといった概念である65）という。 「ゲマインシャフト」（Gemeinshaft）でもな

く，また「ゲゼルシャフト」（Gesellschaft）でもない学校がとるべき方略がそのような間

隙として示されているわけである。

 ともあれ，リベラリズムを中心に据えた個人主義的アプローチが「不安定性と分裂」へ

の危機を抱えている限り，共同体主義的アプローチは幾度となく立ち現れる機会を有する

ことに間違いない。また，リベラリズムの伝統を今後も継承していくとしても，共同体主

義的アプローチとの議論の進展こそが道徳教育論の深化を促すことも確かであろう66＞。

 ところで，道徳教育において個人や共同体を問題にするとき，当然の帰結として「学校

の位置づけ」が問われてくることになる。一種の「共同体」として捉えられる学校は，生

徒個人に対して，あるいは家庭や地域共同体との関係においてどのように開かれるべきで

あろうか。 「特集」においてその辺りを指摘する論者もいる。

 例えば，先のヘミング（He㎜ing， mが「参加型の共同体」のための準備として「社会的

・道徳的成熟を養う点」で学校に中心的役割を与えていた67）ことはここで今一度押さえて

おいてよい。また対照的に，デイモン（Damon， W．）とコルビー（Colby， A．）は，若い人々の道

徳的成長について「学校は自らその全責任を背負うことはできない」68）と主張する。なぜ

なら， 「若い人々と接触を持つあらゆる組織がそれについて建設的な役割を果たさなけれ

ばならない」69｝からである。したがって， 「学校は若い人々のための一連の明確で一貫し

た可能性に備えるために，家族，教会，青年カリキュラム，そして他の共同体組織と結び

つくべき」70）ことを彼らは唱導する。何となれば，このような諸制度との協同こそが，責

任のある道徳的習慣や成熟した道徳的省察の発達，さらには習慣と省察の統合をもたらす

からである。

 学校の位置づけを巡る彼らの議論はヘミングの議論と表裏の関係をなすと思われるが，

ともかくも道徳的成長について学校がそのような諸制度の「核」として機能せざるをえな

いとする議論へ収敏されていくものと思われる。

3．3 道徳性の特質と道徳教育

 さて，「特集」において「鍵となる論題」を幾つか取り上げて説明を加えてきたが，そ

の暗黙の内にあったのは「道徳性の本質と道徳教育」についての問いである。即ち，道徳

性とは何であろうか，道徳的な人とはどういう人を指すのであろうか，また道徳的に教育
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されるとはどのような事態を指すのであろうか。わが国ではこのような議論は空理空論と

され二上に載せられにくいが，各論者は暗々裏にこれらへの回答を提起しているものとも

見なされる。哲学的な問いへと昇華されていく傾向はやむを得ないとしても，避けて通る

ことはできない。

 例えば，分析的教育哲学の土壌にあったウィルソン（Wilson， J．）によれば7’），今日道徳性

と道徳教育について決して共通の概念を共有しているわけではないという。その意味から

すれば， 「道徳教育における第1段階は実際には達していない」了2》のだということになる。

では，最初の一歩はどうずればよいのか。ウィルソンは続ける。つまり， f道徳性におけ

る教育として」，言い換えれば，理性の手続きを持っているところの「思考や生活の特別

な形式における教育として道徳教育をみなさなければならない」73）という。そして道徳的

教育を受けた人は論理的にどのような装備を必要とするのか，またその装備をどのように

評価するのか，さらにはその装備を高めるための実際的方法をどのように生み出すのかを

確立しなくてはならない74）とするのである。

 あくまでも彼は内容ではなく形式として教育を論じていることは理解できよう。したが

ってその重点は特別な内容としての徳目ではなく，理性に則った基礎的な規準に置かれよ

うとしているのである。ピータース（Peters， R． S．）やバースト（Hirst， P． H．）さらにはヘア

（Hare， R．酷）などの影響を受け，四半世紀にわたって英語圏の分析的伝統に則り道徳教育を

唱導してきたウィルソンの発言だけに，その理性主義の立場を軽んずることはできない。

 このことと対照をなすのが，先述のデイモンとコルビーの提案である。彼らは道徳的省

察と道徳的習慣の統合を目指す一方で，ほとんどの共同体においてほとんどの大人に共通

する幾つかの核となる諸価値一例えば，他者への敬意，正直，公平，思いやり，責任一へ

のコンセンサスが必要である75）と説く。これらは，リコーナによって「善良な品性の基礎」

として唱導されたものと本質的には変わりはない。

 さらに急進的なものとしては，「狭い意味での道徳性を越えて諸価値の包括的なシステ

ムを学校が提供すべきであり，（むしろ）望ましいものへの方向づけを伴った（個人的）アイ

デンティティの発達」76）に焦点を合わせていくべきだとするニーザン（Nisan， M．）の提案も

ある。アイデンティティという点では，1980年代のポーランドの社会運動“連帯”を受け

て，ニムチンスキー（Nie憩czynsky，八）も，道徳教育の目標として「道徳的個人の創造」を

挙げている77）。そこでは， 「互いに同等に扱おうとしまた扱うことのできる人，さらには

互いに共感の情を持つことができる人」78）が求められている。つまり， 「公平さや正直の

徳にケアや共感の徳を加えることで，社会の道徳的根拠についてより深い理解を提供する

ことになる」79）と彼は見ている。

 このように見てくると，それ以前の議論も含めて考えれば，道徳性についての議論はい

くらか混沌としてくる。リベラリズムと共同体主義との対立軸がここでも垣間見えるとは

言え，具体的にいわゆる「道徳の存在論」へと戻していく作業を通してしか一歩も前には

進めないのではないかと思われる。道徳的アイデンティティの議論さえ，暗礁に乗り上げ

てしまうことは想像に難くないであろう。

 ましてや，道徳教育の目標やプロセス，及び効果的な方法論への言及は以上のような議

論の上に成立することを考えると，筆者の範囲をはるかに越えている。しかし，方法論へ

の示唆は十分に示されているのではないかと思われる。
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4 論争的課題としての道徳教育論への展望

 こうして，テイラー（Taylor， M．）の論文を参照しつつ， J MEを通して見受けられるここ

四半世紀の道徳教育研究及び道徳教育論の展開の一端を概観してきた。 明らかに道徳教育

学における発展過程から照射した一見取り図に過ぎない。この分野におけるスケッチがい

かに困難であるかもさることながら，こうした見取り図を一例として，どのような示唆を

受け取ることが可能であろうか。その辺りを今後の展望も含めていくつか整理しておこう。

4．1 道徳教育研究全般の在り方について

 JMEの目指す方向性と重なることになるが，明らかに道徳教育研究が「国際性」と

「学際性」という二つの指標を持ちつつ，大きく展開されていることが見て取れる。それ

は，洋の東西を問わず「近代化」あるいは「ポスト近代化」を迎えつつあるそれぞれの国

がもはや固有の論理だけによって，もしくは既存の伝統的価値観だけによって道徳教育を

展開することが困難になっていることの証左でもあろう。また，文明存続への人類共有の

課題として道徳教育がグローバル化しつつあるとも言えよう。

 さらには道徳教育学と隣接する倫理学や心理学ばかりではなく，学問問のネットワーキ

ングも，新たな問題の惹起に付随して生じている80＞。単に行為指針の導きの糸としての倫

理学や，人間の行動メカニズムの解明手段としての心理学では事足りない。背景理論とし

て文化的・歴史的・政治的コンテクストも射程に入れた探究が求められる所以でもある。

4，2 道徳教育論の展開について

 道徳教育論の展開にあたっては便宜的に，道徳教育の背景への変化，個人や共同体と道

徳教育の関係，道徳性と道徳教育とに区分して主要な論争点を並置してきた。

 道徳的伝統に対して，失われた伝統へと回帰しようとするもの，新たに構築しようとす

るものがあった。さらには道徳的現状を「未完のプロジェクト」としてその徹底をはかる

もの，あるいは新しい枠組みを求めるものなど，多様さは拭えなかった。

 一方で，りベラリズムと共同体主義の対立はより先鋭化したものの，その議論の深まり

は道徳教育論への示唆をいくつか与えてくれてもいる。このような対立軸は古くはソクラ

テスの『メノン』における「徳は教えられうるか」という問いや，アリストテレスの『ニ

コマコス倫理学』おける「知性的徳」と「倫理的徳」の区別まで遡ることもできよう。望

むべくは対立の勝敗や対立の解消ではなく，そのような問いの立て方によって，どのよう

な有意味な言説と道徳教育への洞察を手に入れることができるかということであろう。ま

た，論争的課題として位置づけられるところに，道徳教育論の固有の磁場が醸成されもし

ているのである。

4．3 今後の道徳教育研究に向けて

 あくまでも「地図化」という作業に禁欲する中で，道徳教育研究の現状の見取り図を作

成し，道徳教育論の特質や背景を析出することをこの節の狙いとしたのであるが，この場

を借りて今後の道徳教育研究や方法論研究に向けて何らかのことを展望しうるであろうか。

 ここで展開されているように，総論としては「理論」と「理論」， 「理論」と「実践」，
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さらには「実践」と「実践」とを丁寧に摺り合わせていく作業が今後ともさらに必要にな

るということは言える。そのことがおそらくは私たちが暗黙の内に前提としている道徳教

育研究及び方法研究の土台を明らかにしていくものと思われる。

 それは決して大所高所から理論を紐解くことを意味するのではない。例えば，このJM

Eの論説を担当したテイラー（Taylor， M．）にしても，別の論文「価値を言葉に表す：生徒の

道徳と文化的経験」8’）では詳細に学校のエートスも含めて生徒たちの周りに存在する価値：

を聞き分け，拾い集めることから始めている。

 また，本邦においても越智貢は論文「教育倫理学ノート（2）」において教師の視野の拡大

を目指し「学校ジャーゴン」の解消を図ろうとしている82）。少なくともこのような今まで

道徳教育研究の網目にかからなかった研究を積み上げていくことも肝要かと思われる。

 一方で， 「実践」の蓄積ということも念頭に置かなくてはなるまい。日々教室の内外で

営まれている「教育実践」こそが道徳教育における方法論的問い返しの基盤であることは

言を待たない。ややもすると，縫れた糸を解くことに熱中するあまり，対象としての「生

徒」が見えていないことさえある。このことは後の課題とされよう。

 こうして，道徳教育研究をめぐっては展開されつつ振り出しに戻るという往還運動の最

たるものと見なすこともできよう。しかし，その運動が平坦ではないとしても螺旋運動と

して研究を蓄積し，実りあるものとしていくためには，道徳教育学としてさらなる方法論

を構築するとともに，道徳的「寛容」を射程に入れて私たち自身に課せられた道徳的内実

を再構築していく必要もあると思われる。
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第3節 ウィルソンの道徳教育論に関する覚書

          一JMEにおける分析的道徳教育論の帰結と展望一

1 はじめに

 第3節における主要な目的は，ウィルソン（Wilson， John）の道徳教育論に焦点を当て，そ

の特質と課題についてあらためて概括することの中にある。言うまでもなく，ウィルソン

の道徳教育理論がヘア（Hare， R．肱〉に代表される分析哲学の伝統1）に則った道徳教育へのア

プローチであるだけに，英語圏においては本流として決して二二せるものではないし，彼

が過去40年間の内に英語圏の道徳教育研究において影響力を行使してきた事実は多言を要

しないと思われる。

 けれども，残念ながら本邦にあって現在のところ有力な方法論の一つとして顕在的に論

じられているとは言い難い。例えば，井上治郎によって「海外における道徳教育研：究の動

向」と題して，コールバーグ（Kohlberg， L．）の認知発達理論との対比において首尾よく論

じられている2）のが員を引くが，紹介の域を出ていない。おそらく唯一本格的にウィルソン

の議論を分析的教育哲学の系譜に沿ってその二上に載せているのは，林泰成の一連の論考

であろう3）。その中で林はウィルソンのカリキュラム分析表に基づき，道徳教育について

のカリキュラム分析の方法を提示しているが，このことなどはウィルソンの数少ない実践

への適用例とみなすことができよう。

 こうして彼我における温度差はあるものの，むしろ昨今の事情からして，90年代に入っ

て再活性化した感のあるウィルソン自身の議論を踏まえ，再評価への気運は高まっている

とみなしても過言ではない。事実，道徳教育分野における代表的国際誌『道徳教育研究』

（z晦θ」∂醐α1げ伽zα1醐〃。α”oη）（以下JMEと略記する）において，最近「哲学と道徳教

育：ジョン・ウィルソンの貢献」4）と題して特集が組まれたことはその証左となろう。

そこでは明らかに現時点においてウィルソンの研究上の到達点が示されるとともに，それ

を乗り越えようとする野心的な論考も幾つか散見される。

 もちろん，著者としては声高にその論調に組みする意図はないけれども，このようなウ

ィルソンについての論考を概観することによって，英語圏の道徳教育論が拠って立つとこ

ろの地平と現在のところ置かれている問題構制のいくつかを析出させることができるので

はないかと思われる。そのことはまた，本邦における道徳教育研究へ向けて何らかの具体

的な方向性と示唆を可能にしてくれるものと思われる。

 ところが，ウィルソンが半世紀近くの間道徳教育において主導的な立場にあったこと，

及び40冊にも及ぶ著作と200余りの論文を考え併せると，それらすべてに目配りすることは

現在の著者の力量を遙かに凌駕しているし，さしあたりの狙いとするところではない。幸

い，上記のようにJMEにおいて特集が組まれているので，暫定的にそれに焦点をあてる

ことによって，この節の目的のいくらかは果たされるものと思われる。

 さて，以下に論述の順序を記しておこう。

（1）マクローリンとハルステッド（Mclaughlin， T．｝乱＆Halstead，」． M．）による特集の基幹

 をなす共著論文「道徳教育におけるジョン・ウィルソン」5）をもとに，道徳教育に対

するウィルソンのアプローチの中心的な要素を描出するとともに，彼の主張や議論に
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 関する難点や批判を整理する。

（2）ウィルソンの主張や鍵概念を踏まえて，今後の道徳教育研究に対して彼の再評価や

新たな方向づけを野心的に施そうとするいくつかの論文を特集より取り上げ，整理を

 行う。

（3）最後にウィルソンへのインタビューや寄稿論文への彼の応答に配慮しながら，英語

 圏における道徳教育研究の地平と問題構制の幾らかを明示する。

2 ウィルソンのアプローチにおける特質と課題

 ウィルソンの「特集」が20世紀最後の年にこのJMEにおいて組まれたことは，決して

故なきことではない。冒頭の「論説」においてハルステッドとマクローリンは二つのこと

を挙げている6）。一つはウィルソンが30年ほど前にJMEの設立にブラックハム

（Blackham，｝L）やヘミング（He㎜ing， J．）らとともに加わり，今日まで編集委員会の一員とし

て辣腕を揮ってきたことである。二つには，道徳教育がウィルソンの思考と著作の中心的

な位置を占め，道徳教育に真剣に取り組んできた人々の注意を30年以上にもわたって喚起

し続けてきたことである。その意味で批判的考察に耐えうる感化と刺激の源泉として，ウ

ィルソンの著作の意義は，この特集における諸論文から最もよく判断しうるというわけで

ある。

 さて，このことを受けて巻頭論文「道徳教育におけるジョン・ウィルソン」では，マク

ローリンとハルステッドによって，膨大なウィルソンの業績について整理がなされること

になる。一筋縄でいかないのは承知の上である。そこでウィルソンの道徳教育に対して，

彼らによってまずもって示される指標は，「広範さ」， 「特殊性」， 「野心」， 「重要

性」の4つの観点である7）。この四点によってあらかじめ論点の見通しを立てようという

算段である。

 第一の「広範さ」については言うまでもない。ウィルソンの教育的関心が哲学や概念分

析から宗教教育，性教育，メンタルヘルスや愛情に至るまで及んでいること，また彼がオ

ックスフォードにおいてファーミントン財団の主任研究員を引き受けてからすでに35年を

経過し，その間の著作と，さらに1950年代中葉よりこの分野に関係するテーマについて著

した文献をも合わせると，その範囲は際立っているとしか言いようがない。

 第二の「特殊性」は，その論述のスタイル，主張そして結論にあるとされる8）。つまり，

ウィルソンのスタイルは議論の筋道が通っており，また中心となる基本的な要点について

強力に主張されたり繰り返されたりするためにわかりやすいものになっているということ，

さらにウィルソンの主張と結論はこれまで彼が執筆してきた期間中，注目すべき全体的な

一貫性を保持しているということである。事実，ウィルソンの場合「道徳教育における碩

究や教授にとって大切なことは“道徳”または“道徳的に教育された人”についての明確

な説明に照らして，あるいはその説明に基づいて行われるということであり，いかなる実

質的な内容よりも道徳性の“形式”を生徒に伝えることが必要とされる」9）という主張に

集約されることになる。

 第三の「野心」については，「ウィルソンが道徳教育について精巧な全体的理論を提供

しようとするのではなく，むしろその企てに対して明噺性を与えるという関心において一

連の基本的な問いに対して答えようとする」kO）ところにあるとされる。ただし，彼の研究
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が道徳教育の他の研究や実践に対して欠くことのできない枠組みを与えていることは見逃

されるべきではなかろう。

 第四の「重要性」は，以上のことから導出されるようにたとえ全体としてどのような評

価が下されるにしても，ウィルソンの道徳教育への寄与が無視できない基本的なテーマを

処遇している限り否定できるものではないωということである。

 こうして提示された指標を導きの糸としながら，マクローリンとハルステッドはウィル

ソンのアプローチにおける鍵となる概念について以下具体的に地図化を企てている。もち

ろん，彼らとてウィルソンの道徳教育への寄与について完全な説明と評価に至らないこと

は断っている。そこで彼らが展開するところの手法は，まず第一に，八つの表題のもとに

ウィルソンのアプローチについて中心的な要素を分析することであり，第二に，ウィルソ

ンの主張，議論，結論に対して困難な部分と一連の批判のアウトラインを描写することで

ある。

 ここでは，彼らの分析にしたがってその要点を整理していくこととしたいが，彼らの論

点は，多くの場合ウィルソン本人の文献を直接引用する形で纏められている部分もあるの

で，そのことをあらかじめ断っておきたい。

2．1 ウィルソンの道徳教育論における中心的要素

 さて，それでは実際にマクローリンとハルステッドの膨大な分析12）をもとに，以下に八

つの表題に合わせてウィルソンの道徳教育論の要点をそこから必要に応じて列挙してみ

よう。

（1）道徳教育についての一般的観点

 ・ 道徳教育にふさわしい第一段階は未だに手に入れられていないが，そのことは希

  望への根拠がないことを意味するのではない。道徳教育についての多くの混乱があ

  るにしても，道徳教育の問題を全体として捉えるとともに，道徳教育研究を可能に

  させたり，実践的方法を発達させたりするための観点を一貫した合理的な方法にお

  いて構築する必要がある。

 ・ 中心的な問題点は概念的な問題である。例えば「道徳性」や「道徳教育」とみな

  されることは何なのか。道徳教育への取り組みを支配する規準を描出することで初

  めて道徳教育の向上を為すことが可能である。

 ・ 上記のような問いは，分析哲学や分析的心理学，さらにはサイコセラピーによっ

  て解明される必要がある。

 ・ 数学・歴史・自然科学と異なって，道徳性の部門は人々の見解が異なり，基本的

  な原理や手続きについて一致を見ないがゆえにその進歩には疑問の余地がある。し

  かし，その成功は前者と同じような分析的手続きに従うことにある。

 ・ 道徳性は「思考や生活の特別な形式」とみなされうるので，道徳教育は「道徳性

  の教育」と考えるのが有用である。

 ・ 提出されるべき道徳教育についての全体的な見方は，さらなる発達と正当化を必

 要とするのであって，最終的で決定的なものではない。

 ・ 道徳教育への方法は理性に基礎を置くのであるから，どこでも適用できるものと
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して提供されるべきである。なかんずくそれは特殊な文化を評価するための批判的

方策を含む。

・ 道徳教育への主たる障害は，個人的な選好，ファンタジー，非合理的な感情など

の様々な種類の心理学的抵抗である。それらの社会的な対応物は相対主義，非妥協

的な権威主義，そして原理主義である。また，ファンタジーは道徳性について明快

に思考することを拒み，教育へのコミットメントを欠いている。

（2）「道徳」の意味と性質

 ・ 道徳性の概念は明らかに曖昧であり， 「道徳」や「道徳性」によって公正に表さ

  れる，明白な概念が必要である。

 ・ 道徳性は政治や宗教その他の思考や生活の部門とは区別されうる，一つの生活

  の部門である。

 ・ 道徳性の特殊性はいかなる「内容」の列挙においても理解されるものではなく，

  その企ての性質によって論理的に必要とされる，特徴的な概念，目的そして手続き

  によって理解される。

 ・ 道徳性こそが最も基本的で重要である。

 ・ 意志や行為や他者を過度に強調する道徳性の見方は狭く一面的である。社会的装

  置ないしは制度としての道徳性もあるが，幸福・威厳・罪・絶望・理想などの「我

  々の魂の状態」に関する観念としてもみなされるべきである。道徳性については二

  つの側面がある。一つは対人関係の問題に関することであり，もう一つは自己と他

 者との共生，友愛や愛情などを含む生活の形式に関することである。

 ・ 「道徳」という語を主に使用するのは，一連の基礎的な性行や，人間の願望・感

 情・行為についての基本的な環境，さらには感情的気質やメンタルヘルスに関わる

 場合である。

 ・ 道徳性をより詳細に明確にするやり方の一つとして人間形成に必要とされる道徳

 的美徳を明らかにしょうとすることがあるが，実り多い戦略とは言えない。なぜな

  ら，徳が何であり，人間形成が何かを，また徳の間の葛藤がどのように解決される

  かを示すことが困難だからである。

 ・ 人々が公衆の場でどのように振る舞うべきかということから道徳性を明らかにす

  る方がより適している。それは道徳性と善き生活についてのより広範な見方を提供

  してくれるからである。

 ・ ある行為が道徳の領域の内にあるということは，それが理性的で，ある種の理由

  をもってなされなければならないということである。また，責任を含んでいなけれ

 ばならない。信念や行為が「我々自身の」ものであるというのは，一つの大切な感

 覚である。

 ・ 道徳的行為はある種の理由のために遂行される行為であるばかりか，ある態度，

 感情そして傾向をもって遂行されなければならない。それは意図的で自発的でなけ

 ればならない。

 ・ 他人の感情や関心を樹酌すべきかどうかと尋ねるときに，道徳性についての理性

 の規準がはたらき始める。その手続き的原則は不偏で規範的でなければならない。
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このことは人を我々自身と同等の足場で取り扱うことを含む。普遍化可能性が道徳

的手続きの鍵となる原則であり，正義ついて思考するための出発点である。

・ 他人の感情や関心を斜酌することは， 「ことばに専心し，明晰さを得ること」が

重要であることを強調する。我々は互いに理解しなければ意志疎通できないし，意

志疎通できなければ，一緒に物事をなすことはできない。

・ 道徳的議論の真なる要点は，事実や論理を吟味することではない。それはよりう

まく，特徴を見きわめ，誠実なやり方で事実に心理学的に反応できることである。

・ 他者への寛容と敬意だけが道徳性の向上にとって必要なのではない。そればかり

でなく，我々は世界やそこに住む人々への強い関心，さらに究極的にはそれらへの

愛着や愛情を必要としている。人が感じるべきことは，人が行うべきこととしての

道徳教育にとって中心的なものである。

（3＞道徳教育：目的

 ・ 道徳教育の目的は道徳的に教育された人を生み出すことにある。したがって道徳

  的に教育された人によって我々が何を言おうとしているのかを明確にすることが大

  切である。我々は「道徳」の領域に関連する一連の正確な性質，属性，技術，能力，

  そしてその他の特徴を必要としている。

 ・ 「子どもが道徳的に振る舞うことを可能にさせる」こととしての道徳教育の見方

  は不適切である。単に規則に従うのは道徳行為の退屈した見方である。道徳的原則

  や行為は批判的な使用と人のある部分での独立，即ち道徳的自律を論理的に意味す

  る。

 ・ 何らかの「思考の型」や「生活の部門」において人を教育することは，問題とな

  っている分野において考えたり行為するために何がうまくいくための適切な規準か

  を生徒に示してやることを意味する。それは生徒がその分野の特徴に注意を払い，

 適切な方法や原則を使用できるように決心することを勇気づけることも含む。

 ・ 道徳的に教育された人は，あるやり方で感じたり行為したりするばかりでなく，

 正しい理由でそうしなければならない。単に習慣づけ，衝動，さらには条件づけで

  いわゆる正しいことを行っても，道徳的に教育されているとは言い難い。正しい理

  由づけで正しいことを行う人のみが道徳的に教育されているのである。したがって

 人は正しい理由を知り，それが正しいと確信しなければならない。

 ・ 道徳教育が人々に一連の特別な美徳にしたがって行為することを意味するのであ

  るならば，道徳教育の目的は「道徳的に善い人々」を生み出すことではない。道徳

 教育は，人々が党派性のない道徳性の基準に従うようになることも含意する。

 ・ 道徳教育の目的は，生徒がうまく道徳的決定を為し，それにしたがって行為する

  ことができるような能力を彼らに与えることである。

 ・ 宗教教育は道徳教育に対して満足のいく枠組みは提供し得ないが，道徳教育は必

 ずしも宗教に敵対するものではない。道徳的に教育された人にとって受け入れるこ

  との可能な宗教的信念の形式があるし，それらと連携した道徳教育のアプローチも

 ある。
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（4）道徳教育：道徳的に教育された人の構成要素

 ・ 道徳的に教育された人の構成要素は道徳的に考え行為することが何を意味するの

  かという考察から由来する，道徳的な思考・能力・感覚・動機そして態度について

  の諸要素である。その構成要素は心理学的な実態，要因，特性，あるいは構成物で

  もなく，また「心理的メカニズム」についてのいかなる理論に由来するものでもな

  い。それは論理的構成要素である。

 ・ 道徳的に教育された人の構成要素は次のようにカテゴリー化される：

 ①人が持っている概念

  ② 人が自らの振る舞いにおいて用いるべきだと考える概念（または規則や原則）

 ③ ある概念が用いられるべきだとする信念を支持する感情や情緒

 ④ 周囲の環境について人が持っている知識（自己と他者の中で感情を確認する能力

  や関連する厳然とした事実についての知識）

 ⑤人と交際したり，実際的な状況に当てはめたり，あるいは実際に意思決定に基

   づいて行為したりする場合の「方法知」

 ・ 構成要素にはギリシア語の省略形に基づいた奇妙な名前が与えられている＝

 PHIL（philos）， EMP（e叩athes）， GIG（gignosco）， KRAT（kratos）など。これらは精確

  さと明晰性への関心に基づく。

 ・ 構成要素についてその軽重を論ずることは誤りである。

（5）道徳教育：何が教えられるべきか

 ・ 道徳教育は道徳的問いや問題に対して「正しい回答」の形式の中で特別な内容を

  伝えることにあるのではない。

 ・ 道徳教育は過度の受容性，中立性，もしくは「開放性」を含むものとしてみなさ

  れるべきではない。また，生徒は単に一連のあれかこれかの道徳的観点を提供され

  たり，それらの観点を選ぶように促されるべきではない。結局このことは納得のい

  く選択への規準をもたない「ウインドーショッピング」の形式になってしまうから

  である。したがって我々は選択するのに適切な一連の規準を提供しなければいけな

  い。教師の中立性はそのような規準によってこそ支配される。さらに，教師は生徒

  に易々と正しい解答を与えるのは誤りである。生徒は適切な手続きを経て自らの理

  由づけを行うことによって解答に到達すべきだからである。したがって，学校にお

  ける道徳的伝統や実践の確立は明確な道徳的態度をもった教師によってなされるべ

  きである。さらに道徳教育の実践は権威や学問についての明白な背景を必要とする。

 ・ こうして，生徒に道徳的信念や実践についての堅固な枠組みを紹介することと，

 教え込みや条件づけの類への過度の影響を避けることの間のバランスの問題に突き

  当たる。確かに真空の中では道徳的理由づけを発達させることもできない。けれど

  も，必ずしも両者が衝突するわけではない。前者は後者の前提条件として理解され，

 実行されるべきである。明らかな道徳的論争は「論理的に前者の方法論や一連の合

 理的な手続き」にしたがって判断されるにちがいないからである。つまり道徳教育

  にとって究極的に重要なのは諸原則や手続きを理解することである。習慣や伝統に

 ついての道徳教育における役割は，経験的に決定される問題である。内容への理由
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づけと真実を決定する規準があるならば，方法と手続きがきっと内容を与えてくれ

るのである。

・ 「道徳的方法論」ないし「道徳的思考」についての直接的で明確な教授のための，

また生徒が道徳的構成要素に親しむための，一つの役割がある。

（6）道徳教育＝方法と過程

 ・ 教師は道徳教育についての一般的な目的や諸概念を理解し受け入れなければなら

  ない。生徒が何を学んで欲しいのかを明らかにすると同時に，生徒にもそのことを

  明らかにしなければならない。

 ・ 道徳教育についての実践的方法は，実践的課題や適切な諸原理の把握に従事して

  いる教師やその他の人々によって決定される必要がある。ここに哲学者がこれらの

  方法について言及しうることへの限界がある。

 ・ 一種類の方法，一種類の教師の役割，アンバランスなやり方における道徳性の一

  側面等を強調することによって，方法への非現実的なアプローチは避ける必要があ

  る。

 ・ いろいろに異なった方法やそれらが用いられている文脈が存在するが，同じ要点，

  学ばれるべき同じ中味があらゆる文脈において生徒にわかるように関係づけられな

  ければならない。

 ・ 道徳教育の領域は，学校においては様々なタイトルやラベルを伴ったカリキュラ

  ムのユニットによってしばしば扱われる。しかしながら，体系的に描写されうる特

  別な「思考の形式」や「生活の部門」における教育を指し示すものとして「道徳教

  育」のタイトルを用いるのが有益である。また，道徳性について直接教授するには，

  「道徳的思考」のタイトルを保持するのが適切である。道徳的思考の特殊性を尊重

  しないカリキュラム統合の形式については注意が必要である。

 ・ 道徳的に教育を受けた人を生み出す最も重要な要因は，道徳教育のいかなる直接

  的な過程ないしは教育的過程においても満足することはできない。道徳教育の前提

  条件は様々な種類からなる。

 ・ 生徒は適正な言語やコミュニケーションの使用へと導かれるべきである。それは，

 彼らが偏見やファンタジーや非合理的な感情なく，いかなる道徳的問題にもアプロ

  ーチし，明晰にかつ合理的に討議するためである。

 ・ 道徳教育にふさわしい方法としては，説話，役割演技，ドラマそして模倣訓練の

 利用があげられる。とりわけ年少の子どもは，模範演技や教師の人格から学ぶこと

  ができる。芸術を通しての創造的な洞察，助け合いへの参加，道徳的問題に関心の

  ある友人との対話などの焦点化された活動も適切である。さらに航海訓練などのよ

  うな共岡で行う社会的活動も道徳的には教育効果がある。

 ・ 学校における効果的な道徳教育のためには，適切な社会的文脈が必要である。そ

  の場合，家族はここで必要とされることへの一つのモデルを提供する。即ち，両親

  は彼らの子どもを慈しみ，扶養する。さらに適切なしつけでもって正義の制度へと

 彼らを手ほどきするのである。学校におけるこの種の「家」制度によって，このこ

  とは再現される。
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・ 動機づけは，我々が道徳性と呼ぶ生活や思考の完全な形式を生徒が真面目に受け

取ることを支援することの一つの問題である。ただし，道徳的動機づけは複雑であ

 る。

・ 道徳教育の実践は，権威としつけについての明らかな背景を必要とする。教師は

権威主義者であってはならないが権威を持っていなければならないし，服従を強要

するのに十分な力量を持っていなければならない。教育するには正当な秩序の枠組

みを必要とするのである。しかし，無批判に権威を受け入れたり，勝手に規則が課

せられることを意味するのではない。理性の手続きが道徳的権威への基礎となる。

・ 道徳教育は「次の世代の指導者」として教師の地位の高揚を必要とする。

（7）道徳教育：評価

 ・ 我々が一度道徳教育の目的や，道徳的に教育された人についての構成要素を明確

  に理解したならば，道徳教育をどのように評価するかについて知りうる位置にある。

 ・ 評価は生徒が正しい行為を道徳的に行ったかではなく，適切な手続きの規則に従

  い，かつ構成要素を手に入れたかどうかに基づいて行われる。

 ・ この分野での評価は，哲学が明らかにしうるところの多くの困難や複雑さに直面

  している。例えば，人の動機や意図は，人が従うところの理由づけや原則に複雑に

  関係する。

 ・ 「公平無私な用語」において，それぞれの構成要素を評価しようとすることは可

  能である。

 ・ 生徒の道徳教育を促進するための要因を発見するために，道徳的構成要素のリス

  トを用いる研：究が学校において行われてきたが，その技法は構成要素のそれぞれに

  おいて生徒の能力のレベルを評価することを含んでいる。そのような評価は，観察，

  インタビュー，非公式な討論，文書記録，質問票，教師や同僚からの資料などさま

  ざまなものを拠り所とする。

 ・ すべての人が道徳性においてふさわしい基準に到達したかどうかについて，その

  能力は程度の問題である。世間慣れしていることと合理性との問の相互関連はない。

 確かに世間慣れしていることは必要な学習にとって一つの障害ではある。しばしば

 道徳性の形成を妨害するのは，人々の真面目さ（意志，動機）の欠如である。

（8）道徳教育研究

 ・ この分野における研究は，哲学が明らかにしうるところの数多くの困難さや複雑

  さに直面している。それゆえ，道徳教育の研究における「第一段階」，即ち概念，

  目的，理性によって演じられる部分などは哲学者によって引き受けられなければな

  らない。それから，経験的研究は道徳教育の実現に関連がある諸要因の調査のため

  に行われなければならない。最後に，その結論を操作しやすい形式に翻訳すること

  を手助けするために，実践にあたる教師の専門的知識が必要とされる。

 ・ 道徳教育への経験的研究は，標準的には道徳教育の適正な概念へ適合される必要

  がある。

 ・ 道徳教育研究は，概念的研究と経験的研究とが正しくかみ合うような学際的なチ
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一ムを必要とする。概念的研究と経験的研究のかみ合わせば留まったままであり，

そこには学問間の意志疎通の困難さがある。それは方法論や思考のスタイルの違い

にもよるが，主たる障害は心理学的な抵抗である。

・ 我々は永続的で，適性に資金提供を受けた，学際的な，道徳教育のための研究セ

ンターを必要とする。（そこでは一般的な哲学的方向づけのもとにある経験的な研究

者を含む。）これなくしては，道徳教育の本当の進歩はあり得ない。

 以上のような形で羅列的ではあるが，八つの表題のもとに纏められたのがウィルソンの

道徳教育論における要点である。多少の齪酷はあるが，思考の一貫性は認められるのであ

り，この部分を見通すだけでも，ウィルソンの主張の骨格を理解することはまずもって可

能であろう。

2．2 ウィルソンの道徳教育論に対する難点や批判

 次に，ウィルソンの道徳教育論における難点や批判を追っていくことにしよう。そのこ

とで一層その特質が浮き彫りにされるものと思われる。

 こうしたなかでマクローリンとハルステッドがまずもって注目しているのは，やはりウ

ィルソンの全般的観点と議論のスタイルである。それは，「道徳教育についての見解は言

うに及ばぬ“自明の理”にすぎない」とするウィルソンの信念と堅く結びついている13）と

しているが，そこに彼らはまずヘアの哲学的影響を見ている。具体的には，ヘア哲学にお

ける防御的・限定的論述のスタイルが，ウィルソンの敵対的なスタイルと，基本的な要点

を執拗に繰り返す姿勢に微妙に反映されている。さらには，議論の噛み合わない論者に対

してウィルソンが心理学的説明を与える傾向があるのも，このような一連の姿勢の中にあ

る。確かに，これらのことは価値観の相違とみなされる問題への批判や対話を押さえる効

果はあるものの，鍵となる哲学的問題は未決のまま残らざるを得ない14）ことになる。

 一方しかしながら，彼らはウィルソンの研究の特色でもあるその鋭い思考とその適性に

留意することも大切であるとしている’5）。ウィルソンにおいて過度に抽象的な「理性」概

念が強調されたからといって，道徳性や道徳教育の性質について偏狭な見方を彼が採用し

ているのでもない。ましてや，彼の基本的な観点や仮定への複雑さや理由づけに怠慢であ

ったわけではないのである。

 さて，こうしたウィルソンの全般的観点や議論のスタイルをとりあえずは括弧に入れて

おいて，マクローリンとハルステッドは以下に示す三つの具体的観点から，議論をすすめ

る。ここでも，その枠組みを利用してウィルソンにおける問題点を概括していくこととし

よう。

2．2．1 道徳教育における哲学

 ここで取り上げられるのは，道徳教育の分野における概念的な問題である。概念的な問

題の中核にあるのは道徳的概念の明晰化あるいは「地図化」の課題であるが，マクローリ

ンとハルステッドは，ウィルソンのこの分野におけるアプローチとその回答にまず難点が

あると指摘する16）。

 ウィルソンが合理的な議論，人々の間のコミュニケーションや相互の理解，さらには真
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理の発見の前提に置いているのは，正しい理解と言語の使用であることは多言を要しない。

したがって成功裡にこれらの問題を解決するためには，我々が何を述べようとしているか

ということについて細心の注意を払っていくことになる。けれども，このような言葉や概

念の明晰性への関心，言い換えればウィルソンの「哲学的方法論」への「批判は，哲学や

教育哲学の分析的伝統に登場した広範な批判の中に位置づけられる」17）ことはやむを得な

い。マクローリンとハルステッドはこの分析的伝統への批判を以下に示すように十点挙げ

ている。要約すると，以下のようになる。

（1）哲学の歴史，とりわけ諸概念の歴史への無頓着

（2）分析やコミットメントに関して偽りの価値中立性を熱望すること

（3）自らの立場における諸前提や価値についての批判のなさ

（4）批判に耐え得ない理性主義の採用

（5）アプローチのあり方が本来的に保守的であること

（6）実質的な議論の発展を除外して「第二階」の明晰化にいたずらに閉じこもること

（7）単なる概念分析に由来することの中にあまりにも多くのことを読み込もうとするこ

 と

（8）目溢言語の使用が意味決定におけるもはや攻撃し得ない最終審判であると主張する

 こと

（9）あらゆる文化や社会的文脈から独立して普遍的な意義や価値を不正に要求すること

（10）ポストーモダン的な観点による一連の洞察を無視すること’8）

 したがって，ウィルソン自身の研究もこの種の一般的なラインに沿って批判されてきた

ことは一応認めなくてはならない。しかし，哲学における分析的伝統への批判がその正当

な理解にもとづいて行われたかは明らかでないし，ウィルソンの哲学や哲学的方法論への

広範な議論を視野に収めないと十分な評価は下せないであろう。

 事実，鍵となる問題についてのウィルソンの見解は複雑で微妙なニュアンスを含んでい

る。例えば，彼自身風刺的に「分析的伝統」の代表者とみなされることには抵抗している

と，マクローリンとハルステッドは指摘している19＞。より具体的には，ウィルソンが「第

二階の明晰化」や「中立性」に関わるだけの哲学の構想に抵抗してきたし，概念分析の限

界にも十分気づいていた，ということになる。

 このことは，ウィルソンの見解を性急に拒絶するのではなく，詳細に注意深く評価して

いく必要があることを物語っている。ただし，単に明晰化の達成を通して世界の問題が解

決されるとするような色調が，ウィルソンの研究にあること，したがって教育研究のよう

な実践的な活動に対して概念分析が優先権を与えられてきた20）というのも否定できない。

その辺りの難点を次の項でさらに具体化させていくこととしよう。

2．2．2 道徳性や道徳教育の概念

 道徳性の概念については，他の規範の形式や他の人間生活の次元とは違って，何故にそ

れが問題化されるのかということがまずは問われてくることになる。ウィルソンとて例外

ではない。彼は何故に道徳性を問題とし，一般に考えられているよりもはるかに広範な部
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分を道徳性の一部として概念化してきたのであろうか。そのことは道徳性の様相について

のウィルソンの認識に密接に関わっていると，マクローリンとハルステッドは見ている21）。

 では，ウィルソンの道徳性の，あるいはそれにもとづいた道徳教育の構想の核心には何

があるのだろうか。そのことを彼らは以下に示すように三点挙げている。

（1）道徳性における「形式」と「内容」とを識別することへの可能性と妥当性を要求し

 ていること。

（2） 「方法論」や一連の諸原則を生徒に身につけさせることを道徳教育のねらいとして

 いること。

（3）単に道徳的価値を持っているのではなく，道徳的推論を適切に行う人として「道徳

的に教育された人」を理解していること22＞。

 この「特集」においてウィルソンも認めるように，明らかにこれらの点についてはヘア

に負っている。また，ウィルソンが道徳性に関する手続き的諸原則について不偏性と指令

性を求めている点もこのことを跡づけている。けれども，これらの哲学的要求がすべて承

認されるのであろうか。その辺りからウィルソンへの批判を順次追っていくことにしよう。

 第一に，道徳性が「内容」よりも「形式」において最もよく理解されるという要求につ

いては，多くの議論を巻き起こしてきたことは周知の事実であろう。彼らもウィルソンに

対して批判を六点にわたって以下のように列挙している。

・ 「形式」と「内容」は首尾一貫していて区別され得ない。

・ 「形式」が「内容」への省察に由来するのであるから， 「内容」が「形式」に論理

的に優先する。

・ 道徳的判断は，ある部分本来直観的で特殊なものであって，手続きや方法，規準は

その特徴を欠く。

・ 我々は道徳的「内容」について一致しやすいのであって，どんな「形式」も「内

容」より一層論争的である。

・ 理性が純粋な形式的観念である以上，どんな道徳的手続き，方法そして規準も，理

性から導出し得ない。

・ このようなアプローチは教師の役割を軽視する23）。

 いくつかの議論はウィルソンの議論を曲解しているものもあろうが，非常に厳しいもの

であるように思われる。けれども，道徳的知識の全体が伝統によって伝わることをウィル

ソンが否定していないように，ウィルソン自身もこれらの難点を大目にみていたというわ

けではない。

 これに関わって哲学的な性質が問われるのが，第二に道徳的構成要素についてである。

この構成要素がどのように由来し，どのような位置にあるのか，さらに相互の関係はどう

なるのかは，やはり判然としない2のとされる。教育的文脈における覚え書きとしてもはっ

きりしないのは言うまでもない。

 第三に，ウィルソンのこのような一連の道徳性と道徳教育についての構想は，倫理学に
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おける「パティキュラリズム」（particularism）から批判されることになる25）。パティキュ

ラリズムが一般的な道徳的諸原則に懐疑的であって，道徳的信念や価値が置かれた文脈に

影響を受けて変わりやすく，その妥当性もそのような文脈によって決定されるものである

限り，当然ウィルソンの構想はその攻撃に晒されることになる。また，パティキュラリズ

ムとの関連から，道徳性における抽象的推論への懐疑とともに，実践的な取り決めを強調

する立場からの批判も受けることになるが，否応なく主是されよう。

 第四に取り上げられているのは，道徳性と宗教，言い換えれば道徳教育と宗教教育の問

題である。この問題はウィルソンの議論からすると遥かに複雑な問題にみえるが，彼自身

道徳教育がある種の特別な伝統を基礎として行われうることを認めている以上，マクロー

リンとハルステッドもその受容可能性は開かれているとみなしている26＞。

 第五に，最近隆盛の感のある徳倫理学やフェミニズムからの批判が挙げられている。彼

らによれば，ウィルソンは道徳教育の自身の説明において，諸徳の役割を無視しているわ

けではないので，この点についてはあとのトービン（Tobin， B．）27＞などの考察に譲ることと

しよう。

 最後に，このようなウィルソンの構想について文化的差異に関する問題が提起されてい

る28）。道徳性における形式，手続き，方法論に関する彼の議論からする限り，あらゆる文

化や文脈を越えて彼の説明は妥当するように思われる。事実，ウィルソンの見解が「内

容」を開いたままにしている以上，文化的差異を受け入れやすいことをマクローリンとハ

ルステッドも認めている29）。ただし，詳細な議論は除くとしても，道徳性における文化的

妥当性についてのウィルソンの立場は，個人の一部として批判的な合理性や自律の理想を

各々の文化を越えた理想として主張しうるかにかかっているとも言えるのであって，その

道のりは容易ではない。具体的には，生徒は道徳教育の諸目的のために自らの文化の外側

に立たされることを余儀なくされるのかということにもなりかねないわけである。

2．2．3 道徳教育の方法，過程，評価

 では，これまでのことを踏まえつつ，ウィルソンの議論について道徳教育への実践的問

題に移ろう。

 さて，ウィルソンの道徳教育についての目的や諸概念はその帰結として当然その方法や

過程を支配することになる。それはウィルソンにとっても実践的課題を達成するための推

奨されるべき道徳教育への貢献とみなされるべきはずのものである。しかしながら，ウィ

ルソンが提案した道徳性と道徳教育における複雑な分類がどれほど教育実践に耐えうるか

は，一つの一般的問題であろう。このことをマクローリンとハルステッドは単に実践的課

題として限定できるものではないとしつつ， 「分類学上の引っかかり」としてここで，四

つの点について言及している。以下要約すれば，

（1）ウィルソンが求める道徳教育上の目的に対して，一般的側面とより特殊な側面との

双方における「分類学」を教師が適切に把握しうるかという問題である。少なくとも，

 ウィルソンは分類学についての教師の理解の可能性や，自らの操作主義的な観点から

 の問題点を甘く見ている可能性がある。

（2）ウィルソンの分類学がはっきりと論争の要素を含んでいるということ。したがって，
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教師はその分類学を討議することに勇気づけられはしても，行為指針的な機能を抑制

 されることを否定し得ない。

（3）ウィルソンが教授の文脈的・実践的性格について敏感である一方， 「教育学的実践

知」（ρθ吻gogた助70ηθ廊）からは明らかにその分類学に疑義が挟まれる。そのような

概念化が教師や目の前にある実践との鋭敏な対話において解決されるべき観点がある。

（4）ウィルソンが提供した分類学が教育実践に耐えうることについて彼はあまりにも楽

観的である。道徳授業についての様々な方法や文脈が，適切な道徳的諸原則の獲得に

一貫性を与えるために何らかの方法で関係づけられることが必要である30）。

ということになる。

 どの点についても実践への移行という観点からすれば，問題とせざるを得ないところで

あり，ウィルソンの方法や過程がその実践への脆弱さを露呈しているのは明白であろう。

 その他にも，道徳教育の実践的側面からすると，権威，規則，しつけと道徳教育との問

題もウィルソンの見解においては数多く議論の余地が残っている。それは教師の実質的な

役割ともリンクしてくる問題であるが，ここでは道徳教育における教師の模範の重要性が

軽視されているということが指摘されるにとどまっている3’）。

 最後に，道徳教育の評価の問題について，ウィルソンの見解がかなりの批判を受けてい

ることも，指摘されている32）。例えば，構成要素を「中立的な用語」において割り当てる

ということは多くの困難を提起しているし，その構成要素の存在そのものが問題を孕んで

いることにかわりはない。何故にウィルソンが当初より評価の問題にそのような重要性を

許してきたかは疑問であろうが，おそらく道徳教育の目的や概念を実践の中で達成するこ

とへ並々ならぬ野心を彼が抱いていたことの証拠ではないかと思われる。

 以上，三つの観点にわたって，ウィルソンの道徳教育論に対する難点や批判を概括して

きた。ここに提出された内容は，完全に網羅しているとは言えないまでも，明らかにこれ

までのウィルソンに対する議論をよく包括しており，よく整理されたものであるとは言え

るであろう。

 ただし，マクローリンとハルステッドが最後に指摘しているように，だからといってウ

ィルソンの道徳教育への寄与がその広範さ，特殊性，野心，重要性の認識と矛盾するもの

ではない33）。彼らにとってもこの「特集」を組むにあたって，ウィルソンの寄与について

賢明な評価を支援しようとしたことがこの論文のねらいであったことは，あらためて指摘

しておいてよい。

3 「特集」におけるウィルソンの道徳教育論に対する再検討

 こうして，マクローリンとハルステッドの論文「道徳教育におけるジョン・ウィルソ

ン」をもとに，大雑把ではあるがウィルソンのアプローチにおける特質と課題を描出して

きた。ところがこれを受ける形で「特集」においてはウィルソンの再評価や新たな意味づ

けを狙っている論考が見受けられる。そこで，ここではそれらをいくつか取り上げ，分析

的道徳教育論への今後の可能性を込めてその展望を素描しておきたい。
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3．1 教育における道徳性の再考一ヘイドン（Haydon， G．）3〃）の場合一

 ロンドン大学のヘイドンはJME誌上でいささか揮られる問いから出発している。それ

はもはや「学校においては道徳性について語らない方がいいのではないか」35）という問い

である。もちろん，道徳性についてのウィルソンの献身を踏まえた上での議論である。確

かにウィルソンによって道徳性についての明晰性は一定程度手に入れられたことは認めな

くてはいけない。しかし，一方で「道徳性の観念が教育的企てに対してその基礎を与える

には，あまりにも明晰でなく，異議を唱えられ，さらに誤って導かれてきた」36）のではな

いかというわけである。それを受けて，ヘイドンは自らの立場をウィルソンの研究精神の

枠内にあるとしつつも，根本的に「道徳性の概念」や「道徳教育」という枠組みそのもの

が必要なのかとさらに追い打ちをかけるように疑問を投じている。

 では，このような問いかけがなぜ生じてくるのであろうか。ヘイドンは哲学的な課題と

してよりもむしろ実践的課題としてこのことを問題としていく。すなわち，道徳教育や道

徳性の概念が「実際のところ消滅しかかっているとするいくつかの徴候がある」37）という。

そして，このことを解明するために，4つの領域，即ち「公的な」，「研究上の」，忌

門的な」， 「一般的な」領域に区分し，各々におけるディスコースを検討しているのであ

る。

 まず第一に1990年代後半の英国において，「公的な」立場からは，シチズンシップ・エ

デュケーション（citizenship education）がナショナル・カリキュラムの一部となることが

定められ，また一方ではPSHE（Persona1，Social and Health Education）が期待されて

きている。したがって，まるでウィルソン自身の議論が無視されたかのように，明確な切

り札として「道徳教育」の用語はカリキュラムの勧告には生じていないし， 「道徳」や

「道徳性」の文言も公的な文書記録にも顕著ではないのである38）。

 第二に「専門的な」立場からは，道徳教育において教師がどのような役割があるのか教

師自身が確信を持てていないし，「道徳教育」や「道徳性」についての専門用語を避ける

傾向にさえあるということを，ヘイドンは指摘している39）。これには，英国の教師が道徳

教育における体系的で専門的な訓練を受けていないからだということが指摘されようが，

あながち対岸の火事とするわけにはいくまい。

 第三に「一般的な」立場からは，簡潔に言えば道徳性についてのアンビヴァレンス及び

不一致があるということであろうか。少なくとも， 「一般的な」ディスコースにおいてそ

の術語を用いる場合，一つの社会としてあるいは一つの文化として「道徳性」について語

ることに混乱があることをヘイドンも指摘している40）。

 では第四に「研究上」の立場からはどうであろうか。確かに著作や論文を見る限りにお

いては「道徳性」について語ることは継続しているようである。そしてその問題が解決し

たわけでもない。けれども，知的な共同体の関心が他のものに変化してきたことをヘイド

ンは報告している。例えば，道徳哲学の分野では， 「マイケル・スロートの著作『道徳性

から徳へ』（1ウro〃22レ勿rα1∫リノ∫oア7ア’麗ε，1992）のタイトルに要約されるように徳倫理学への関

心が増している」4’〉と報告している。また，教育哲学の分聾では，ホワイト（White，」．）の

議論を踏まえて「道徳性を中心とした教育から利他主義的性行へ」42）移行すべきであると

いう議論を紹介し，徳倫理学が支持を得ていることを確認している。

 こうして，具体的にPSHEやシチズンシップ・エデュケーションの目的は明らかにさ
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れても，道徳性の観念は教育的企ての上で共通の理解は得られなくなっている。かえって，

むしろ道徳性は二つに分岐される傾向を押し進めてしまったことになる。つまり，PSH

Eのもとでは，道徳性は個人的なコミットメントと選択の問題に還元され，シチズンシッ

プ・エデュケーションのもとでは，社会的ルールに類比されるような一連の同意された規

範，いわば社会の道徳性へと還元されるというふうに。このような状況であるから，学校

において個々の教師の道徳性についての見解や科目としての責任について，一致や共同関

係を期待することは一層難しくなってしまうというのである43）。このように道徳性の理念

の多様化の中でその差異が大きくなればなるほど，人々の間でその一致を見る可能性はよ

り少なくなってしまう。

 ここで，今更ウィルソンの議論を持ち出すまでもないかもしれないが，彼の道徳性概念

を振り返っておこう。行論から明らかなように彼は少なくとも「道徳性」の概念を人間生

活にとって必要欠くべからざるものとみなし，その最善の戦略として，内容に関係なく人

間にとって最も大切な思考や行為の諸原則であるとしてその道徳性を捉えてきたのであっ

た。その結果，ウィルソンの著作を通してそのような主張は，道徳性についての個人的

な」構想にもまた「社会的な構想」の双方にも当てはめられてきたのである。より具体的

に言えば，ウィルソンの分析から，個人としての心の状態が基本的なものとして関心が持

たれはしているが，二会の方策や諸制度として道徳性を捉えることも必要としているので

ある。

 それでは，このような状況下で，ヘイドンはウィルソンの議論からどのような展望を立

てようとするのであろうか。彼の主張は至って明快で， 「狭い意味での道徳性」の構想を

打ち立てようとしている。つまり「人々の行為に関わる社会的諸制度としての道徳性が，

我々が公教育政策の問題として専念する必要のある何かである」44）として，道徳性の概念

を限定的に捉え直すことで，教育目的のために採用すべき最善の戦略を提案しようとして

いるのである。少なくとも，公的な教育システムの枠内で考察するならば， 「行為に関わ

る公的な道徳性，ないしは社会的諸制度としての道徳性」弱）のように狭い意味で道徳性を

捉えていくことの方が，共有できるかどうかわからないような「心の状態」に基礎を置く

よりもはるかに，公的な領域において共通の認識を得やすいというものである。したがっ

て，ここでは「生活の意味」， 「絶望の淵」， 「落胆」， 「非現実的な感覚や罪」などに

ついての考察は「道徳性」からは分離されることが求められることになる。

 このような限定的な思考について，あきらかにマッキー（Mackie，エ），テイラー（Taylor，

c．）さらにウイリアムズ（Williams， B．）などの共同体主義の流れがあることをヘイドンも認

めているが，一方ウィルソンとて人間生活にとって欠くことのできない関心であるとして

一概に一蹴しているわけではないと，ヘイドンは捉えている委6）。したがって，ウィルソン

の考察を全面的に否定するものでもないのである。

 ただ，結果として従来の「道徳性」の語の使用が，混乱や目的の誤解，さらには懐疑主

義をもたらすとすれば，学校においてこのような結果を避けるためにも，その語の使用に

ついて教育の枠内で明白に検討することをヘイドンは求めているのである。確かに，「狭

い意味での道徳性」の理念が教育政策にとって最も明白で効果のある焦点を与えるとした

ら，それに越したことはない。

 「決して公教育が個人の心の状態に影響を及ぼすことを否定するものではない」47》とす
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るところに，ヘイドンの政策的な観点が見え隠ればするが，このような視座は先のシチズ

ンシップ・エデュケーションへの後押しがあることもっけ加えておいてよかろう。どちら

にしても， 「道徳性」概念の内実が今後問われることになるが，ヘイドンの主張が，道徳

教育の置かれた背景の中でウィルソンの議論を受けての，新たな展開軸であることは認め

ていおいてよいと思われる。

3．2 道徳的構成要素の再考一ストローハン（Straughan， R．）48）の場合一

 ウィルソンの道徳的構成要素を認定する取り組みが，長年にわたって道徳教育の展望を

占う中で親しまれてきたものの一部であることは確かであるが，期待されたほどには研究

者や教師たちに影響を及ぼしていないのも事実であろう。このことの理由を吟味する中で，

ウィルソンのアプローチにおける長所と短所を査定しようとするのが，ストローーハンのね

らいである。

 まず教育研究者にとって，なぜウィルソンの道徳的構成要素がその後の研究の中で顕著

に特徴づけられてこなかったのであろうか。ストローハンはその主たる理由として，ウィ

ルソンがいかなる特別な方法論や学説に対しても支持することに一貫して否定的であった

からだ49）という。なるほどそうかもしれない。ウィルソンの分析は確かにいかなる特別な

理論的仮定を当てにしていたわけではなく，「道徳的に教育される」という事態は何を意

味するのかということを単純に当てにしていたのであるから。しかし，実際問題として，

行動主義理論にしろ，認知的発達理論にしろこの種の研究は何らかの理論的根拠にもとづ

いて展開されてきたわけである。そのような心理学的伝統の中にウィルソンの理論がカテ

ゴリー化されることを彼自らが忌避しようとしたことは，結果として彼の研究を孤立させ，

教育研究におけるその衝撃を切り詰めてしまった5⑳というわけである。

 さらにもう一つの理由として，道徳的構成要素の正確な地位とは何であり，また何につ

いての構成要素であるのか，さらにその構成要素はどんな事態として同定しうるのか，教

育研究者にとってはいくらか不確定で，ウィルソンの枠組みを採用するには気が進まなか

ったとしている51）。ウィルソンのそれはあくまでも論理的構成要素であって，心理学的属

性を示すものではない。となると経験則に訴える研究者にとっては混乱を生じざるを得な

い結果になってしまうのも当然であろう。

 では，次に実践に直接関わる教師たちがウィルソンの説明に当惑してしまったのはなぜ

であろうか。ストローハンによれば，第一にウィルソンの構成要素のリストが多くの教師

たちにとってその論理的徳にも関わらず，実践的諸目的のためにはあまりにも複雑すぎて

て，それに基づいたティーチング・プログラムを作成することが難しかったのだ52）という。

このことは，ウィルソン自身がそのインタビューにおいても触れているように，教師たち

への敬意を根深く持っていて，具体的にどのように教えるべきかについて彼らに指示する

ことを避けようとしたことにもよる。つまり，結果として両者の摺り合わせが進まなかっ

たということであろう。

 また，第二の理由としては，多くの教師たちにとってウィルソンの道徳性の構想に馴染

みがなかったのではないかともストローハンは判断している53）。道徳性を個々の構成要素

に分解されるべき対象として考えることは，確かに教育実践者としての眼差しではないか

もしれない。
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 こうして，ウィルソンの道徳構成要素は様々な困難にぶつかることになる。そして，結

局は彼の中心的な概念へその疑念が焦点化されてしまうのはやむを得ないところであろう。

ストローハンにしても，結果的に「道徳的構成要素の体系的発達が道徳的働きかけの唯一

のルートなのか，またあらゆる道徳的行為者は道徳的に教育された人でないといけないの

か，さらにあらゆる道徳的行為は道徳教育の結果であるのか」54）といった手厳しい異議を

提出している。

 では，ウィルソンの構成要素は結果として過去の遺物として葬られてしまうのであろう

か。ここでは最後に，そのストローハンが，ウィルソンの構成要素が教育実践に限定的な

影響を与えなかったとしても，失望するには当たらない55）としている点に注目しておきた

い。彼はバースト（Hirst， P．）の「知識の諸形式」を引き合いに出しながら，道徳性がその

論題として挙がるときに決して捨て去ることのできない啓示的な役割をウィルソンの構成

要素が持っていることを強調しているのである。確かに実践的な教授指針として役立てら

れることは疑念視されるかもしれないが，道徳性の特徴についてより明晰な思考を与える

ことについて刺激的な挑戦をし続けていることは，多くの論者がウィルソンの構成要素を

いろいろな場面で参照していることからも認められるであろう。また，今後ともウィルソ

ンの議論は，道徳性を問題とするときの基準枠になっていくことは想定されうるのである。

 ただ，筆者としては，ウィルソンの独創的で啓発的な分析が，効果的な教育実践にとっ

て実際的な処方箋に直載に翻訳し得るとは限らないとしても，孤高の分析に留まるだけで

なく，実践とのより綿密な摺り合わせに耐えうるものとして，新たな照明を見出していく

作業は継続される必要があると思われる。

3．3 ウィルソンのアプローチから徳倫理学への架橋一トービン（Tobin， B．）56）の場合一

 一方，トービンはウィルソンの道徳性についての考え方の中にアリストテレス的な徳論

（the virtue theory）の可能性を見出そうとしている。まずは，ウィルソンの徳論への態度

から見てゆくこととしよう。

 周知のように，ウィルソンの『新道徳教育入門』（オ地w1加α加加雇。躍brol

E4麗。α∫’o〃，1990）によれば，「道徳」の概念の中心的な用法は「人間の願望，感情そして

行為についての自然環境に対する，ある一連の基礎的な性行」57）に関係することになってい

る。その結果，道徳性はいわば「心の状態に」（about the state of the soul）関係するも

のと考えられるから，当然人間形成に必要な心の特質，言い換えれば「道徳信徳」につい

ても明らかにすることが求められてくることになる。

 しかしながら，トービンによれば，ウィルソンはこのようなアプローチを奨励してはい

ない58）。なぜなら，このような道徳的徳についての満足のいく目録をつくることは多くの

困難にぶつかるとしているからである。例えば，何を徳とみなすかということについては，

何を人間形成とみなすかによるけれども，そのことについて同意すべき伝統を我々は持ち

合わせていない。さらに，偏狭で束の間の価値しかない徳の概念と，永続的な価値のある

徳の概念とを識別するのも簡単なことではない。このような理由によって，ウィルソンは

道徳教育の説明を発展させることにおいて徳論は満足すべき基礎を与えてくれないと結論

を下すことになる‘9）。

 ところが，トービンはこのことを受けつつも，徳論は現在流布している功利主義や義務

159一



論以上に，道徳的成熟や道徳的発達の説明の課題に対してより誠実である60）と主張する。

そのことの例証のためにも，道徳性や道徳的発達についての新アリストテレス派の観点か

ら，ウィルソンの道徳研究についてその功罪と展望を探ろうというわけである。

 そこで，トービンが議論の二上に載せるのが，「道徳的に教育された人」についてのウ

ィルソンの分析である。周知のように，「道徳的に教育された人」は訓練ないし教育され

うるべき特質として，道徳的な思考・能力・感覚・動機そして態度についての諸要素であ

る「道徳的構成要素」によって，道徳性についての論理的規準を与えられることになる。

ところが，この構成要素をよく吟味してみるならば，道徳的成熟の印としてその達成にお

いて認知的，情緒的そして意志的な側面が混ぜ合わさったものとして捉えられている61）こ

とがわかる。何と言っても，道徳性を認知的な次元と情緒的な次元との一連のステージに

おいて生じるものと捉えたのがアリストテレスであったことを考えれば，ウィルソンが道

徳的発達の様々な側面の二三知的な特徴について認識しているということは，まずもって

アリストテレス的な一面なのである62＞。

 けれども「道徳的教育された人」の細部の説明においては，ウィルソンがそのような洞

察を維持していると，トービンは見なしていない。そこでそのことを示すために，次にウ

ィルソンの構成要素である「PHIL」または「他者への関心」について論理的に異なっ

た3つの部分を考察している。以下，煩雑にはなるが，その議論を項目を立てて追ってゆ

くこととする。

3．3．1 人の概念をもつこと

 ここでは，一つには人の概念が非道徳的ないしは前道徳的観念として獲得されるという

こと，そして他方ではその概念が比較的簡単に把握されうるものであるということ，その

二つのウィルソンの考え方が問題化されている63）。

 前者については，人の概念はあくまでも論理的または経験的問いではなく，本質的に評

価的なものであるとするのがあくまでもトービンの認識である。彼は，そこではキリスト

教の三位一体説，デカルトやロックに由来する近代的な自我概念，さらには最近ではトウ

リィー（Tooley， mにおける胎児の議論，シンガー（Singer， P．）におけるゴリラやチンパン

ジーなどの他の種についての議論まで踏まえることを要求している。しかるに，ウィルソ

ンにおいては，人の概念は経験的または論理的な問いによって大多数の場合クリアできる

し，またそうして打ち立てられた概念で十分だとする楽観的な立場にある。この意味では，

胎児や幼児，あるいは昏睡状態の人，痴呆症の人についての道徳的地位について深刻にか

つ粘り強く説明することはできなくなってしまう。

 一方，人の概念が比較的容易に把握されうるというウィルソンの考え方に対しても，ト

ービンは我々の多くを越えて込み入った形而上学的な問題だとしている醐。ここではハー

ストハウス（Hursthouse， R．）の徳論と堕胎についての古典的な議論を引き合いに出している。

議論としては，女性の権利の問題と胎児の地位の問題とが交錯することになるが，ここで

堕胎の道徳性を議論することが適切かどうかは疑わしくなってしまう。

 こうして，最新の倫理的問題を射程に入れつつ議論を展開するには，なるほどウィルソ

ンの議論は論理的かつ楽観的でありすぎることになる。しかし翻って，極端に困難で悲劇

的なディレンマにおいて道徳性を提供することが，日頃の道徳教育実践で必ずしも必要と
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されるわけではない。道徳的に解決しカミたいことに殊更に専念することもないわけである。

その点からすれば，むしろウィルソンもアリストテレスの立場に同意するのではないかと

いうのが，敢えてトービンの言わんとするところでもある65）。というのは，道徳的に善き

生活を送ることは，ふつうに聡明で反省的な人が少なくとも達しうる種類のことであるか

らである。

3．3．2 道徳的原則としての概念を要求すること

 ウィルソンによれば，他者への関心についての二番目の論理的に異なった要素は，道徳

的原則として概念を要求することの申にある。言い換えれば，このような道徳的成熟の特

徴は人がまさに自ら用いるべき規準を要求していることにある。そして人がそのように要

求することの中に，ウィルソンは「規範性」， 「重要性」， 「普遍化可能性」という三つ

の特徴があるとしている。その際，トービンが問題とするのは， 「普遍化可能性」につい

てである。ウィルソンは道徳性についてのあらゆる営みは普遍化可能性の原則を受け入れ

ることに依存すると捉えているが，トービンによればまさに我々がなぜ徳を必要とするか

を効果的に説明するところの，道徳的判断の特徴をウィルソンはまさに見誤っている66）と

する。道徳的判断が本質的に特定の時と場所によるものである以上，黄金律としての表現

ならまだしも“純粋な論理ないしは理由づけ”の原則として普遍化可能性が要求されると

すれば意味を為さないのである。アリストテレスの道徳的パティキュラリズムが彼の倫理

学の中心であったことを考えれば，道徳性における普遍化可能性が「純粋な論理」の問題

であるとするウィルソンの立場には，アリストテレスはきっと同意しないであろうことが

考えられる。

3．3．3．規則を支持する感情をもつこと

 ウィルソンは「他者への関心」の三番目の側面として「規則を支持する感情」について

説明している。それは道徳原則に一致して行為することに付随して起こる感情であり，具

体的には，自責の念，罪，是認，不賛成，後悔ないしは哀れみなどが挙げられる。しかし，

ウィルソンによれば，それらは決定的に認識と思考から生ずるとされる点に特徴がある。

 しかし，トービンによれば，これらの感情の説明にあたってウィルソンが認知的な何か

から生ずるとしている点にまさに不満を投げかけている67）。我々の概念は他者への感受性

についての形式から起こるのではないかというわけである。つまり，我々の持っている概

念は我々がある共通な種類の生活を送る中で生じているのである。そしてそのような我々

の共通の人間性こそが思考する何かを与えてくれるのではなくて，思考における諸概念を

条件付けているのである。そこでは我々の生活において演じられている役割以外に，愛や

善さそして正義への正当化ということは問題にならない。

 トービンがこのように考えるときに，脳裏をかすめるのは後期ヴィトゲンシュタインや

アリストテレスの暗黙のうちにある見解であるようだが，ウィルソンに必要とされるのは

そのような視座であると思われる。

 こうして「道徳的に教育された人」についてのウィルソンの分析をトービンの視座から

辿ってきた。そして，結果としてその構造面から見れば，ウィルソンが道徳的価値の主権
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ばかりでなく，道徳的発達の認知的側面の優位についてもプラトンやカント的思考を是と

すべきだとする強い願望があったことは確かであろうが，道徳性や道徳教育についての彼

の本能がアリストテレス的であったことも認められるのではないかとトービンは捉えてい
る68）。

 けれども先にも述べたように，アリストテレスを起点とする徳論が道徳教育に対して満

足すべき基礎を与えないとウィルソンが考えたことは確かに残念なことであった。その点

に関してトービンは，ウィルソンの誤解は，さまざまな問題が徳倫理学に固有であると仮

定した点にある69）としている。何も人間形成を中心的な概念とすることは，徳倫理学にと

っての固有の問題ではない。また，偏狭な徳の概念と永続的な徳の概念の識別は，道徳的

懐疑主義や文化的相対主義に対して自らを防御せざるを得ないとするならば，どの道徳理

論にとっても純粋な問題なのである。さらに諸徳の衝突の可能性についても同様である。

 「ウィルソンが徳論についてさらによりょく理解していたならば，彼が意図する以上に

もっとアリストテレス的であったのではないか」70）とするトービンの指摘は，正鵠を射て

いるとともに，これまでのウィルソン理解について，少なくとも新しい地平を提供する可

能性を秘めていることは確かであろう。

 また，徳倫理学と道徳教育の関係についても，その概念や枠組みを含めて議論の途上に

あることは確かであり7’｝，今後の進展が待たれるところである。

4 まとめ一分析的道徳教育論の視界と可能性一

 以上，ウィルソンの道徳教育論について，ハルステッドとマクローリンの論文からその

アウトラインを，また他の諸論文からその批判と展望を，略述してきた。いずれもJME

における特集「哲学と道徳教育：ジョン・ウィルソンの貢献」に寄稿されたものである。

そこで最後に，この特集におけるウィルソンの反応72）等を参照しながら，まとめに代えた

い。

 さて，当のウィルソンにあっては，この特集の主題について，とりわけ彼の業績への正

確な価値ある要約について謝辞を隠してはいない。しかし，この特集が， 「死の接吻」（a

kiss of death）ないしは「最後の抱擁i」（a last e曲race）ではないにしても， 「死の警

告」伽αηε溺。脚rゴ）ではないかと，言い換えれば分別よくタイプライターに蓋をすること

ではないかと，皮肉たっぷりに返している73）。その姿勢は寄稿者の論点を受け止めつつも，

執拗で強力であり，彼らしさをうかがわせている。とは言っても，紙面の都合もあり，そ

の指摘は限定的である。彼の反応の関連ある部分をいくつか拾い出してみよう。

 まず，彼の議論は他の論者との不一致の点に向けられている。一つは哲学的分析ないし

は概念分析の性質についてである。ウィルソン自身， 「ファンタジー」（fantasy），「徳」

（virtue），「権威」（authority），「誠実さ」（integrity），「道徳」（mora1），一二要

素」（co脚onents）等の用語の使用について，より明晰な説明を与えていない点を認めると

ともに，その概念の用法への一致について摺り合わせていく必要のあることをも期待して

いる。しかし，そのことは道徳の教育者や研究者にとって最も重要なことなのであって，

熱狂的な哲学者のためではない。したがって，「ポスト破壊主義」（Post－Destructivism）

や最新の哲学的流行に精通することを意味してはいない74）と基本姿勢は崩していない。

 もう一つは道徳教育の実践ないしは手続きに関わる用語の問題である。 「精神療法」，
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「精神分析」， 「ファンタジーを低減すること」， 「我々が感じることを明晰にするこ

と」などの用語は叙述することが難しいが，決定的に論理的な議論に影響を与えるもので

はないので，今後の寄稿者との議論によって一致を見出すことができる75）と楽観している。

 もっとも道徳教育を公正に扱うことに関わって，これらの考察や実践にあたっては，道

徳教育の学問においては著しく不足している温度化された手続き」を必要とするとウィ

ルソンは指摘している76）。たとえ様々な提案がなされたにしても， 「冷たい死体」のよう

に互いにそばに横たわっているだけでは，密接な対話や詳細な批判はできない。したがっ

て道徳教育に関する学問を束ねることの必要性を訴えている。いわば，純粋な対話をが行

われる公的な手段があってこそ道徳教育は前進しうるというわけである。

 さらに，思想や学問における様々な知の形式において，その性質，適切さ，論理的優先

事項を把握することに対して我々が気乗りしていないことが，道徳教育の深刻な失敗の徴

候であるとウィルソンは指摘している77）。教育のような大規模で実践的な人間の営みにお

いては，すべての問題は学際的なアプローチをもたらす以上，ウィルソン自身が道徳教育

において打ち立てたような一連の手順一「道徳」や「教育」という語の関係を明晰にする

ことから始まる一が必要なわけで，そのことが執拗に繰り返されている。

 ウィルソンは，最後に読者に対して道徳教育の問題をいかなる特定の個人の魅惑的な著

作の中へ引き寄せることがいかに危険があるかについて訴えている78）。なぜなら，そのこ

とは我々がさまざまな理論，学派，あるいはアプローチの間で選択しなければならないよ

うな，ある種の党派主義を生み出すからである。ウィルソン自身は提供すべき「理論」は

持ちえていないとしつつ，あくまでも道徳教育に必要なのは「理論」ではなく，困難なこ

とだとしても「明晰性」であることを訴えているのである。

 そして，今後とも時間が許すかぎり，道徳教育について考察を加えていくと明言してい

る。 「他のすべての人が人を黙らせようとするとき，あくまでも語り続けようとする人」

こそが哲学者だとする，ウィルソンの母の定義は，彼の中で生き続けているのである79）。

 このようにウィルソンの反応を見る限り，総じて彼は，彼自身のアプローチを確信し，

それへ専心することをあくまでも求めていると言えるようである。たとえ，最近の道徳教

育理論の潮流としてパティキュラリズムや徳倫理学への志向があるとしても，そこにはイ

デオロギーや学派の対立，さらにはセクショナリズムの危険性を孕んでいるのであり，道

徳教育における彼のアプローチを抜きにしてその前進はあり得ないと捉えている。インタ

ビューにおいても，その哲学的変更を認めておらず，あくまでも真正な道徳教育の方向性

を言語と言語の土台にある心理学的要因の中に見出そうとしている8G）ことはその傍証とな

ろう。

 さて，ウィルソンの道徳教育へのアプローチに対して，様々な一連の批判とウィルソン

自身の弁護を重ね合わせてきたのであるが，最終的には様々な場面で道徳教育に携わる各

人の判断に委ねられなければならないと思われる。しかし，道徳教育への個別的な諸潮流

が道徳教育の核心において確固たるものを示し得ないとすれば，そのアンチーテーゼとし

て，また常に立ち帰るべき原点としてウィルソンの所論は今なお異彩を放っているとも言

えよう。ウィルソン自身の追跡は今後とも止むことがないとすれば，そのような諸潮流を

呑み込む形で，さらにヴァージョン・アップして提示される可能性をも秘めている。ここ

にいくつか挙げた寄稿者たちの論考も，ウィルソンの枠組みを越えようとするものもある
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が，英語圏独特の磁場でさらに鍛え上げられる可能性がある。

 最後に，道徳教育の実践に対して，ウィルソンのアプローチからどのような示唆を今な

お汲み取ることが可能か，そのあたりに若干触れておくこととしたい。

 おそらく，ウィルソンがこのような姿勢を堅持するかぎり， 「道徳性」の概念や評価，

さらには「道徳的に教育すること」の内実を問う場合，明らかにその参照枠を提起してい

ることはやはり見逃せないと思う。具体的には，道徳教育の意味や方法を教育活動の全体

の中で捉え直すとき，どうしても一つの指針とせざるを得ないように思われる。とりわけ，

道徳教育の全体計画等の作成においては， ゼ道徳的に教育すること」という観点に立ち，

各領域において期待されることを網羅するのではなく，何を為し得るのかということを問

い直す契機を与えて続けてくれるものと思われる。

 また，道徳教育における教授理論の相互補完が今日間われる81）状況の中で，その有効性

を問う一つのベクトルとして，その第二階の基底的な枠組みは，今なお無視できないもの

と言えよう。
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第4節 道徳的発達における「家族」の諸問題

          一多様性の中に道徳教育論の座標軸を求めて一

1 はじめに

 この節では，子どもたちの道徳的発達における「家族」の諸問題に焦点を当て，道徳教

育理論の展開にあたって新たな視座を概観しようとするものである。

 道徳を教育として問題にするとき，今日まで強調点が置かれてきたのは，明らかに学校

教育の範囲内での子どもたちの道徳的発達についてであった。昨今の道徳的発達について

の理論や研究の生成の至る所で，学校における形式的な道徳教育が支配的となり，家族な

どの諸制度の形成的役割が無視されてきたことは，テイラー（Taylor，簸．）も『道徳教育研

究』（跣θJb脚α1げ蜘7α1 E励。αが。η）（以下JMEと略記する）の25年忌回顧する中で認め

ているD。もちろん，今までこのような問題関心が決してなかったわけではない。しかし，

適切な概念的かっ経験的な関心を受けぬまま， 「結果として道徳的発達についての家族の

コンテクストはサイドラインの外側に追いやられてきた」2）というウォーカー（Walker， L．

J．）の指摘は，正鵠を射ていよう。

 では，何故子どもたちの道徳的発達において家族のコンテクストは主たる形成因として

表舞台に登場してこなかったのだろうか。しばらくその背景を辿ってみよう。

 先のウォーカーによれば，そのことは学問上の潮流と研究上の課題の二つに分けて論じ

られている。まず前者については，道徳の分野において昨今支配的な「認知的発達理論の

仲間環：境への焦点化（コールバーグを魅了したイスラエルのキブツや彼のジャスト・コミュ

ニティによって例証される）」3）の問題が取り上げられている。歴史的に見れば，確かに

20世紀初頭から中葉にかけて欧米圏において支配的であった人間発達の研究は，精神分析

学や行動主義理論のそれであった。しかも両者は理論的な枠組みを異にしている一一方は

同性の親との自我同一化を問題にし，他方は強力なモデルへの条件付けを問題とした一に

もかかわらず， 「子どもたちの道徳的社会化において両親にほとんど独占的な役割を与え

ていた」4＞ことも確かである。しかし，道徳的発達において両親の影響を過大視するこ

とは，その権威や知識を正統化してしまうことになりかねない。そこでそのような疑念へ

の反作用として，仲間同士の相互作用による認知発達に道徳的成熟の第一義的意味が置か

れることへの転換が起こった5）とされる。もっとも，子どもたちの間での平等主義的な相

互作用から道徳的成熟が生じるする考え方の底には，当時流布しつつあった「自由主義的

楽観論」が反映されていると指摘することもできよう。

 けれども，認知的発達理論の影響はそればかりではない。その理論は，「道徳的機能の

理解において合理性を強調」6）することになったことから容易に想像がっくように，道徳

的感情や道徳的行動への注意を周辺に追いやり，道徳的理由づけを主題化することとなっ

た。そこでは専ら理由づけが思考可能な青年期にある生徒を対象範囲として絞り込むこと

になる。このような認識への強調は，認知的発達理論ばかりではなく，心理学全体におけ

る「認知革命」によるものだ7）とウォーカーも指摘しているが，結果として両親の影響が

大きい幼児期を道徳的成熟の観点から対象化することに至らなかったのである。

 次に後者の研究上の課題については，何と言っても「家族」そのものの持つ複雑さが指

摘されうる。周知のように家族の在り方は均質で一様なものではない。その構成だけ抽出
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しても，マードック（Murdock，（L P．）が定式化した一組の夫婦と未婚の子からなる「核家

族」（nuclear family）の概念を範型とするかどうかは別として，母子家族及び父子家族か

ら「ステップニファミリー」（step fa凱ily）8）に至るまで単純に構成されているわけではな

い。したがって道徳的発達における家族の役割を十分に理解することは，今日の研究方法

をもってしても途方もなく遠大な課題であり，またそのことが「家族のコンテクストへの

注意を排除してきたもう一つの障害」9）でもあったのである。

 以上のような背景を受けつつ，また祉会現象としての「家族の崩壊」も相侯って，昨今

子どもの道徳的発達の土台として，家族のコンテクストへの関心が道徳教育論上再び脚光

を集めっっある10）ことは指摘されてよい。そこでここでは，最近の英語圏における道徳教

育誌上の動向を踏まえ，以下の二つの課題設定のもとに，道徳的発達における「家族」の

諸問題を照射していきたいと考える。

（1）ハルステッド（Halstead， J． M．）の論文「家族生活における道徳教育：多様性の影響」

 （1999年）1’）を手がかりにしながら，家族と家族生活の多様性，及び家庭内で伝えられ

 る諸価値の多様性について整理し，その多様性をどのように処遇すべきかを考察する。

（2）オーキンとライヒ（Okin， s． M．＆Reich， R．）の論文「多文化社会のための道徳的発達に

おける補償手段としての家族と学校」隻2）（1999年）を手がかりとしながら，多文化社会に

おいて道徳的発達をめぐって家族と学校との役割についていくつかの課題を整理する。

 おそらくこのような問題構成は，道徳的発達における家族というコンテクストをめぐっ

て経験的かつ理論的研究を含めた全体像を示すものではなく，一つの試論の域を出ないで

あろう。しかしながら，あるべき道徳教育論の座標軸を求めるとき，もはやそれは学校教

育の枠内で完結する課題ではなく，いずれにせよ「家族のコンテクスト」は等閑視しえな

い事実として立ち現れてくることは間違いない。その意味でたとえ部分的な描像しか示し

得ないとしても，本邦における道徳教育論へ向けて再び新たな乱淫を与えてくれるものと

思われる。

2 家族の多様性と道徳教育一ハルステッド（Halstead， J． M．）の考察から一

 道徳教育において家族のコンテクストを品題にするとき，今日直接的にはそこで紡ぎ出

される「家族価値」（family values）がまずは主要な論議の対象となってくる。では， 「家

族価値」とは何を意味するのであろうか。考え方によってはさまざまなレベルで家族に関

わる諸価値を列記できるように思われる。しかし，元来「家族価値」という用語は1989年

の児童法など，英国にあっては公共政策の分野で伝統的な家族を政治的・経済的に支援す

るときの重要な要因として登場してきたものである。ハルステッドにしたがえば，ここで

の「家族価値」においては，第一に「伝統的な家族の価値」，そして第二に「家族のコン

テクストの中で養育の結果として子どもが学ぶと考えられる諸価値」が想定されている13）。

異論はあろうが暫定的な枠組みとしてとりあえずここではこれに従っておこう。

 確かに，子どもや若者がもつであろう諸価値について家族が積極的な役割を持っている

ことは否定できないであろう。家族がたとえ子どもの価値について唯一の影響力を持って
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いるとは言えないまでも，おそらく普通は最初のそれであることには誰しも同意できる。

したがって，簡潔に言えば，今や社会において全体的に道徳的堕落の認識が広まる中で，

家族はますます餐められ，とりわけ子どもたちに対する両親の世話，管理，発達への責任

は重いど4）言われるのも故あることであろう。

 けれども，だからといって「家族価値」について果たしてこのようなステレオタイプの

認識とそこから進められる家族政策で充足するのであろうか。ハルステッドは， 「家族価

値」について主要な課題を提出することで，まずは議論の方向性を示そうとしている。要

約すれば，以下の三点になる。

（1） 「家族価値」は，現代の家族構成やライフスタイルの調査の上に打ち立てられると

いうよりも，むしろ今まで思い描かれ，理想化され，固定化されてきた家族生活の観

念の上に打ち立てられている。

（2） 「家族価値：」を政治的に問題にすることは，家族が実際に持っている諸価値の多様

性や，これらの価値が子どもたちに伝えられる方法の多様性に十分な注意を払わない

 ことになる。

（3）こうした「家族価値」を政治的に促進することは，家族が子どもたちに伝える個人

 的な諸価値が，広範な社会における公的な諸価値と時折衝突することを認識し損なつ

 てしまうことになる15）。

 上記に掲げれれた課題は，裏返せば推測し得るように，各々「家族と家庭生活の多様

性」， 「家庭内で伝えられる諸価値の多様性」， 「教育政策との関わりの中での多様性の

処遇」の問題に帰結することになる。以下，これらの問題を順に取り上げていくことで，

家族の多様性と道徳教育の問題について考察を進めていくこととしよう。

2．1 家族と家庭生活との多様性

 今日西欧社会において家族と家庭生活における広範な多様性は，いわば周知の：事実とし

て存在していよう。それは，社会的，文化的，経済的差異を指摘するまでもない。その結

果，このような多様性の中にあって，家族が子どもをどのように育て，価値をどのように

伝え，子どもの道徳的発達にどのように寄与するかということについて概念化するために，

まずもって家族それ自体の概念が今やあまりにも不正確で曖昧になっている’6）ことが問題

視される。そもそも家族とは何なのであろうか。

 家族の概念として，社会的及び宗教的な生活においてなされる公的な言明においては，

伝統的には今なお「核家族」（nuclear family）が意味されることは多い。つまり， 「主た

る賃金労働者である夫と主として家の世話をする妻からなる異性同士の，合法的に結婚し

たカップルと彼らに依存する子どもたち」17）という定義が与えられるような家族像である。

こうした核家族を中心に据えた家族観は，あらゆる他の家族形態をそれとの関わりで限定

づけるという意味でその有効性を保持しているし，子どもが幸福に成長するには父と母と

がともにいる家庭が必要であるとする信念を素朴に増幅してきたのも事実である。とりわ

け，安定した家庭生活と結婚との価値や親としての責任という観点から英国における性教

育の指導指針においては，このような核家族像が見受けられる。
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 しかし，ハルステッドの主張は伝統的な家族観の側にはもはや立っていない。すなわち，

このような伝統的な家族概念は，そのあまりにも多くのありうべき変化を無視しているが

ゆえに，放棄されるべきである豆8）ことが訴えられている。まして実態として英国や合衆国

においても厳密に伝統的な核家族の定義に匹敵する家族はほんの少数の割合に過ぎない。

さらに，教育的価値や政策的観点から伝統的なモデルでは，不平等と女性への搾取を維持

するという問題を孕む以上，今日の社会では十分な妥当性を持ち得ない。

 彼はそれに代わって家族についてのより緩やかな定義を提案している。その定義によれ

ば，家族は「同じ家族において親密な期間一緒に生活し，また標準的には社会的に是認さ

れた性的に，あるいは子として，あるいは親として，あるいは他の親類として関係を持っ

た二人以上の人々のグループ」’9）ということになる。いささか困惑させられる曖昧な定義

ではあるが，実態を追認してのことと受け取る方が賢明であろう。ここでは，ハルステッ

ド自身，伝統的な核家族への賛否に収敏してしまうことで，現代の家族構成や家族状況の

多様性の範囲を過小評価してしまう危険性があることを指摘しているのであり，まずはそ

の多様性の認識をあくまでも議論の前提に置いていると考えてよかろう。

 では，そのような家族における多様性をどのような視座で認識していけばよいのだろう

か。多様性ゆえにさまざまな尺度が考えられようが，ここではハルステッドが家庭生活に

おける道徳教育に関わって，家族と家庭生活の多様性認識への具体的な尺度を便宜的に十

項目にわたって例示している。簡単に要約すると以下のようになる。

（1）家族規模の多様性

  家族の規模が大きくなれば，個人的な関係の数が増えるばかりでなく，家族内の他

の関係から学ぶ機会も増える。また，責任，忠誠，誠実，共同といった性向の発達と

 同時に，情緒的な安定や家族内の団結力のレベルに影響する。

（2）家族人員とその結果として起こる家族関係の多様性

  親と子どもに加えて，祖父母から下宿人や雇用者に至るまで家族を構成することが

 ある。その際だれが子どもの世話をし，だれが家族の意思決定をし，だれが主たる経

済的役割を担うかは家族によって多様なスタイルが考えられる。子どもの価値発達に

ついて選ばれた人物が鍵を握ることとなる。

（3）家庭内での労働パターンの多様性

  家庭内と家庭外での労働の分担には幅広い差異がある。母親の家庭外での労働の増

加によって，家庭内での父親の役割の増加，子どもの養育支援の必要性，家庭内での

儀式や共同活動における価値伝達の衰退などが考えられる。

（4）家庭生活のステージにおける多様性

  どんな家族も不変の存在ではない。多くの家族が核家族をモデルとしながらも，離

婚や死別その他の要因から家族の規模や構成を変化させていく。そのような変化の衝

撃は，子どもの情緒的安定や道徳的発達にとって重要な要素である。

（5）経済状態と社会的階級の多様性

  貧困は必然的に家族のライフスタイルに影響を与えるとともに，子どもが精神的・

道徳的成長に寄与するであろう経験を享受する機会を制限する。また社会的階級は親

の子どもへの熱意，肉体的罰への態度，高度な文化への接触など，子どもの養育への
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 様々な側面における重要な要因である。

（6）文化的，民族的，宗教的背景の多様性

  最近の西欧のおける家族研究の発達は，文化的コンテクストにおける家庭生活の多

様性に注意を引いてきたし，自民族中心的な仮定の落とし穴について警告を発してき

 た。しかし，こような多様性は民族的な少数グループの問ばかりではなく，その中に

 も見られる。民族主義的な問題は民族的な少数グループのメンバーすべてに平等に影

響を与えるが，他の諸問題においては同じグループ内でも経験と価値の広範な差異が

 ある。

  例えば，英国では「アジア人」という用語は，一般にパキスタン，インド，さらに

 はバングラデッシュから来た家族に対して用いられるが，その母国語，宗教家庭生

活の在り方など多くの差異がその用語のもとに仮面で覆われることになる。また，親

への敬意，性関係の在り方，結婚観子ども観から家族の在り方に至るまで，宗教は

家族に統一されたパースペクティヴを与えるときがある。逆にそのような閉鎖性が親

 と子で世代間の対立を生じさせることもある。

（7）地域的または外部的な環境の多様性

  農村での家庭生活は都市生活や郊外での生活とはたいへん異なり，子どもがそこか

 ら選び取る価値にも相違が生じる。その他，厳しい天候，市民的な分裂，地域特有の

職業，気晴らしや輸送手段の利用などさまざまな外的要因が，家庭内で子どもが選び

 取る家庭生活や価値に影響を与える。

（8）個人のレベルでの多様性

  個々人は，人格，教育，健康や幸福，態度，性的な方向づけなど多くの他の要因に

おいて異なっており，これらのそれぞれが家庭生活に影響を与える。人はまた自らが

住まう個人的世界を持っており，たとえ同じような家庭環境にあっても，同じように

経験をし，同じ価値を選び取るとは限らない。

（9）家庭における基本的な考え方の多様性

  多くの人々にとって，家庭生活は私的な存在のまさに中心である。価値ある生活を

 導くという人々の意義の源泉は，子どもを育てたり，子どもにあらゆることを教えた

 り，子どもと遊んだりすることの中にある。しかし，個人主義，個人的な自律，さら

 には個人的な自己成就により強調点を置く人々にとっては，子どもは“自己発達にと

 って高価な強制”と見なされると同時に，親であることは“消費者選択の一側面”に

過ぎない。親の文化的な信念の体系が子育ての仕方に深遠なる影響を有している。

（10）家族が引き起こす感情の多様性

  内的集団として家族は，所属感や忠誠心，さらには愛情，仲間意識，親密性，情緒

的支援などの感情を生み出すが，普遍的なものであるとは言い難い。家族の観念は時

 には圧政的で有害なものとして描かれてきた。フェミニストにとっては，圧迫，悪習

そして家父長的な支配の源泉として描かれてきたこともある20）。

 ハルステッドが提出したこうした多様性は，確かに家族の定義や家族についての一般化

を困難にしていることは確かである。しかし，態度や振る舞いから価値の獲得に至るまで

子どもの道徳教育への影響の源泉として，必ずしも家族の地位が減じるわけではない。彼
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の主張は至って簡明である。一つには，道徳教育における家族の役割を議論する際には，

“家族”というたった一つのモデルをもはや想定することはできないこと，二つには，家

族の性格における多様性が必然的に子どもの価値発達における家族の役割や子どもの価値

の特質について影響を与えるということである2’）。

 このような家族における性格の多様性を認識することを踏まえると，ではそこでどのよ

うな価値が家庭内でどのように伝えられ，子どもに獲得されていくのかということが問わ

れてくることになる。次に，家庭内での価値やその伝えられ方の多様性の問題に移ること

としよう。

2．2 家庭内で伝えられる諸価値の多様性

 家庭内での価値伝達を考えるとき，まず念頭に置かれる枠組みは，それが意図的なもの

か，あるいは無意図的で非認識的なものであるかということである。ハルステッドの関心

もまずはそこに置かれている。家族が子どもの最初の社会化のためのコンテクストであり，

そこでは親密な家族の相互作用の過程を伴うかぎり，知的なレベルばかりでなく，情緒的

かつ倫理的なレベルも含みうる。つまり，意図的なものに限定されるわけではない。まし

てや子どもにとってはまさに価値発達に寄与する最初の情緒的経験が家庭においてなされ

るのであり，その意味では子どもは必然的に家族の持つエートスや価値に影響を受けるこ

とになる。ウィルソン（Wilson， J．）が示唆するように，家族が道徳の学習にとって最善のコ

ンテクストであることをまずは，ハルステッドも確認しているのである22）。

 けれども第二に，ハルステッドは家族が子どもに価値を伝達するその過程が学校におけ

る直接的あるいは間接的道徳教育とより多くの共通点をもっていることも指摘している23）。

確かに親は専門的な訓練を受けた教師とは異なっており，責任の所在も異なり，そのこと

を過大視することはできないが，実践の考察について学校から多くのことを学び，子ども

の発達段階に注意を払っている。そして，その過程では教えたり，指導したり，方向づけ

したり，アドバイスしたり，議論したり，しつけたり，例示したりすることによって価値

を教えることがありうるのである。

 さらに第三に，構造主義的な見方からすれば，知識や価値は，子どもたちが家庭や学校

で出会う状況や経験や観念と彼らの持っている知識や価値との相互作用を通して構造化さ

れることになる2の。子どもが親とは異なった価値を持ったり，親のあら探しをしたり，親

以上のことを学ぶということは，こうした構造主義的な理解が手助けとなる。

 以上のような議論を踏まえれば，家庭内での価値の伝えられ方が決して単純なものでは

ないことは明白である。学校が子どもたちの公的な価値を発達させる責任を負い，家庭が

私的な価値に責任を負うというのも明らかに安易である。学校と家庭は互いの価値に関わ

っているのである。

 では，このような価値伝達の相互作用を考慮に入れた上で，家庭内で伝えられる価値は

どのようにカテゴリー化されるのであろうか。ハルステッドは便宜的に五つに区分してそ

の多様性への認識を進めようとしてる。それは以下のように要約できる。

（1）個々の家族に特有の諸価値

  それぞれの家族がゼスチャーやユーモアなど独特の表現形式を持っているように，
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 家族は幾つかの価値や優先権や好みを持っている。子どもは生まれたときからこのよ

 うな特別でユニークな家族文化への手ほどきを受け，これらの特別な諸価値へ参画す

 るようになる。

（2）家庭生活の観念の中に暗に含まれる諸価値

  忠誠，信頼，帰属感，愛情，共同，献身，ケア，相互支援，尊敬と理解などを含ん

 だ，家族を互いに支える諸価値についてすでに多くのことが書かれてきたが，これら

 の価値は，リベラリズムの幾つかの形式から成る競合的な個人主義とは広範に対立す

 るものである。おそらくこのような諸価値のリストは楽観的な家庭生活を反映してお

 り，あまりに自民族中心主義的ですらある。

（3）諸価値と個人的な性格の特質

  家族に特有の価値や家庭生活に関連する価値を子どもに単純に教えることよりも，

性格の発達ということになると，疑いなく家族はなすべき主要な役割を持っている。

 典型的に子どもたちは，家族の中で真実を告げること，約束を守ること，公平で正し

 くあることを学び，徐々に正邪の知識を発達させる。しかし，実践的な道徳性におい

 て家族が伝達するメッセージには大きな差異がある。従順を教える家族もあれば，独

 立や自制を強調する家族もある。よき作法はしばしば大切だと考えられるが，このよ

 うな用語の理解は文化的な背景や社会階級に応じて大きく異なる。

（4）特別な世界観に関連づけられた諸価値

  家族はしばしばより大きな文化的なシステムの一部と見なされるし，また家族の役

割の一つは子どもに文化的なシステムを伝達する代理人として仕えることにもある。

親が特別な文化的あるいは観念的なコミットメントを持っているところでは，必然的

に子どもは特別な世界観と関連した諸価値を選択し，意図的に社会化されることにな

 る。特別な文化的忠誠に関連した諸価値は子どもの教育において重要な位置にある。

（5）市民性としての諸価値

  家族は市民としての諸価値を間接的ないしは直接的に子どもたちに教えることにな

 るが，家族が大人との十分な平等と一層の民主主義的な方針に則って再構成される場

合にのみ，家族は子どもたちにとって道徳的かつ政治的教育の代理人となりうる。も

 し家族それ自身が平等主義的／民主主義的な家族でないならば，家族は子どもたちを

道徳的に教育しうるのかということが問われることになる25＞。

 ここに掲げられた諸価値は，宗教民族，階級文化そしてジェンダーばかりでなく，

個人的な態度，信念，好みそしてコミットメントに至るまで関連づけられるところの様々

な多様性によって特徴づけられる。おそらくは家族のコンテクストの中に明示的にもまた

暗黙の内にも保持され，様々なやり方で伝達されうるであろう。便宜的にカテゴリー化さ

れたものではあるが，家族によって伝達される諸価値の多様性を物語っていることに変わ

りはない。

 ただ，ここでのハルステッドの問題意識も明確である。つまり家族によって，こうして

広範な範囲の私的な諸価値が避け難く教え込まれる中で，市民性の諸価値やより広範な社

会において共有される諸価値はどのように取り扱われるべきかということになる。具体的

に言い換えれば，次のようになる。 「このような私的な諸価値におけるコンセンサスは得
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難いし，また実際にその中のいくつかはより広範な社会において広く共有される諸価値と

深刻にも衝突するかも知れない。とすれば，家族は実際にそのような私的な諸価値を子ど

もに教えることに自由であるべきか，あるいはそうであるならば学校はどのように答える

べきか」26）と。教育政策との関わりの中で，このような多様性に関わる重大な問題をどの

ように処遇すべきか，彼の概念的な試案をさらに追っていくこととしよう。

2。3 教育政策との関わりの申での多様性の処遇

 さて，上述してきたように家族や家庭生活の多様性，またそこで伝えられる諸価値：の多

様性は，教育の上からも文化的な豊かさとしてみなすことは可能である。しかし，その多

様さが抱える課題は，学校教育の文脈では具体的に次のように焦点化された形でハルステ

ッドによって提起される。つまり，「家族それ自身の道徳的諸価値へと子どもたちを手ほ

どきするための家族の権利と，より広範な社会の“共有された”諸価値を教えるための学

校の権利と，そして自律的な道徳的行為者へと発達するための子どもの権利との間のバラ

ンスはどのように見出されるのか」27）と。

 抽象的には議論の難しいところもあるので，ハルステッドも性教育のプログラムを例示

して価値の衝突を説明している28）。それによれば，同性愛について不自然な活動であり嫌

悪の対象とみなす親が存在する一方で，全く受け入れられるべき生活の様式として是認す

る親も同時に存在する。一方教師は，性的な方向づけにおいて多様性への慎重な理解と寛

容を教える必要があると考える。また英国における公共政策としては，責任ある性行動の

重要さやコンドームの使用を説いて10代の妊娠の発生や性感染症の広がりを減少させるた

めに性教育を用いることにコミットすることになる。さらに，このようなアプローチは子

どもの純真な無邪気さを考慮に入れていないとして，純潔と禁欲を促進するために性教育

を望む親もいる。

 このような事態では，あらゆる多様な諸価値を考慮することはできないのは明白であろ

う。この場合，教師は公的な財源からの雇用者であることを考えれば，その代理人として

振る舞うべきなのか，あるいは親の立場で振る舞うべきなのか。パターナリスティックな

意思決定や子どものインタレストの保護をめぐって，家族，学校，社会の間にどのような

バランスが置かれるかが結局は一つの焦点となる。ここで，ハルステッドは一つにはりベ

ラリズムの立場から，そしてもう一つは共同体主義の立場から考察している29）。

2．3．1 リベラリズムの立場から

 ハルステッドによれば，リベラリズムの立場においては，家族は家族の持っている諸価

値を子どもに伝えるという最も重要な権利は有していないことになる。それどころか，将

来の市民である子どもたちは，他者の自由の尊重，正義，真実の言明，法の遵守，対立の

合理的な解決など民主主義社会において互いに必要とされる市民としての公的な諸価値：を

教えられなければならない。したがって，学校は特別な世界観や宗教的信念に関わる私的

な諸価値を補強する場ではなく，その任務は子どもたちを現在置かれている特殊性から解

放することになる30）。もちろん，個人としては私的な信念や価値及びコミットメントの多

様性を保持することを否定されるものではないが，その子どもは自律的な生活を営む権利

があるがゆえに，親と同じ価値体系を持つ必要はないのである。こうして学校は子どもた
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ちの諸価値を発達させることにおいて主たる影響力を家庭から引き継ぐことになる一方，

親の権利は民主主義国家の市民として，また親としての責任を行使することに限定される

ことになる。

 ところで，このようなリベラリズムの立場は一見明解であるようにも思われるが，そこ

に潜む問題点もないわけではない。ハルステッドは首尾よくその辺りの問題点を五つの点

にわたって明らかにしている。要約すれば以下のようになる。

（1）子どもの特殊な才能を発達させるとか，宗教立の学校に入れるとか，親の持ってい

 る文化的なあるいはその他の諸価値を伝えるなど，親が伝統的に保持していた諸権利

 を否定する。

（2）忠誠心や利他主義といった諸価値の源泉よりも，親と子の間で対立する諸権利や関

’心といった点から家族を描写する傾向にある。

（3）家族は目的そのものというよりも目的への手段とみなされる。リベラリズムの立場

 においてより好まれている目的は個人の自律への発達であって，家族の自律はその匿

 的のために抑圧されることになる。

（4）リベラリズムの立場から前提にされる諸価値は，きわめて脆弱な価値の枠組みを提

供するのみであって，広範な公教育の体系を支えるには十分ではない。

（5）子どもたちが公的な市民としての諸価値，共有される諸価値，そして私的な諸価値

 との違いを必ずしも身につけるとは限らない。私的な諸価値への中立的なアプローチ

 は，家族において学ばれる諸価値を浸食：し，公的な諸価値の領域においてさえ主観主

義や相対主義を惹起する危険性がある鋤。

 こうしたりベラリズムの問題点を考慮に入れると，その対立軸として共同体主義の立場

が浮かび上がってくる。では次に共同体主義の立場から，諸価値の多様性を教育政策の場

面でどう処遇するのか，検討してみよう。

2．3．2 共同体主義の立場から

 リベラリズムが社会の基礎的な単位として措定するのは個人や国家ということになるが，

それに対して共同体主義の立場では，家族，教会，地域社会などの中間的で文化的な集団

がそれ自身重要な目的であると考えられる。したがって，この場面では家族や家族の価値，

あるいは次の世代に家族が価値を伝えるその様式により一層の重みが置かれることになる。

また，家族慣行へ参加や家風はそれ自身価値あることとされる32）。そこでは家族によって

保持されている諸価値が異なろうと，また広範な社会から疑わしい価値とみなされようと，

安定したゆるぎない家族への所属感が優先権をもっているとされるのである。

 実際，子どもへの初期のコミットメントや私的な諸価値の経験が家庭内で行われること

を考えると，親は子どもに対して最も影響力を行使する人物ということになる。言い換え

ればこの立場からは，学校選択権も含めて，子どもの将来について重大な決定権を有する

資格を親が持つことになる33）。

以上，リベラリズムと共同体主義の双方の立場から，家族と学校と社会における諸価値
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の多様性に対してどう処遇すべきか，ハルステッドの記述にしたがってその基本的な方向

性を明示してきた。このような諸価値の多様性や対立は，英語圏においてはもはや無視し

て立ち去ることのできない緊急の課題であることは理解できよう。

 このような多様性への考えられる応答としては，家族の権利と，学校の権利と，子ども

自身の発達する権利とをめぐって繊細なバランスを必要とすることは確かである。ハルス

テッドが結局のところ最終的に見出した応答もりベラリズムと共同体主義の間の折衷案で

ある。すなわち， 「共同体的な見方を保持しつつ，親は子どもたちに実質的な一連の実践，

信念そして諸価値を自由に伝えるべきであり，そして家族の信念や実践に沿って学校を選

択することによって家族価値への手ほどきを継続すべきである。しかし，この自由はりベ

ラリズムによって必要とされる二つの条件に従属しなければならない。一つには，例えば

不寛容を奨励したり，社会的共同を蝕むようなやり方で子どもを育てることによって，公

的な関心が傷つけられてはならない。二つには，親は子どもの道徳的発達の究極的な目標

として自律への見解を失ってはならない」34）と。

 このような折衷案を具体的にどう受けとめるかは，見解の分かれるところであろう。し

かし，ハルステッドの論文「家族生活における道徳教育：多様性の影響」（1999年）を概観

しつつ言えることは，西欧社会が今日多文化社会を現実のものと受け止め，民主主義社会

において家族の多様化や家族の持つ諸価値の多様化と公的な道徳教育の問題とに対してど

のように向き合おうとしているのか，その真摯な態度をうかがうことはできたのではない

かということである。公教育としての学校といえども，このような事態の中で家族生活に

おける諸価値の多様性をもはや無視できるものではない。とすれば，これを一つのオール

タナティヴとして，家庭，学校，地域社会，国家といった枠組みを大切にしつつ，それら

の連帯によって新たな諸価値を創造することが求められていると言えよう。それは，我が

国においてももはや対岸の火事とすることはできない。

3 道徳的発達における家族と学校の役割

        一二ーキンとライヒ（Okin， S． M．＆Reich， R．）の考察から一

 現今西欧社会における家族の多様性や家族の持つ諸価値の多様性については以上言及し

たとおりである。その中で究極的には家庭と学校が道徳教育においてどうあるべきかとい

うことが先の場合にも大きな論争点になった。同様にオーキンとライヒも，子どもたちの

諸権利，親たちの諸権利，そして学校の諸権利の釣り合いをとるというテーマに取り組ん

でいる。

 彼らはまず，デーモン（Damon訊）の著書『道徳的な子ども』（1988年）35）を参照しつつ，

道徳的な発達にとって決定的に重要なものは何か，またそこで発達させられるべきものは

何かということについて焦点化する。

 前者の問いについて，市民としての道徳的発達は生涯のうちの様々なコンテクストにお

いて成し遂げられるが，道徳的能力の発達にとって重大な寄与をなすのは，やはり家庭で

あり，学校であり，そして仲間関係であることに変わりはない。

 ではその上で，そこで子どもにとって発達させられるべき最も重要なものは何か。それ

は端的に言ってしまえば，正直，親切，他者への関心，責任感，そして公平感などの道徳

的な諸徳ということになろう。けれども，さらに遡って考察するならば，そのような最も
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大切な道徳的能力の基礎に置かれるものは何であろうか。オーキンとライヒはきわめて幼

少期の子どもにおける共感能力に着目する。そして， 「生まれつき子どもがもつ共感への

能力の発達こそが，彼らの道徳的思考や道徳的行動一正義の感覚や他者への関心一の主要

な部分にとって決定的なことである」謝と結論づける。つまり，共感への潜在的な能力が

発達させられるならば，他者への共感や責任，正直，公平感などの中心的な道徳的諸徳を

獲得することができるというわけである。分けても，彼らが道徳的な諸徳の基に共感能力

を措定した背景には，1980年忌以降のホフマン（Hof蝕an， M．）ら一連の心理学的な知見があ

るとともに，多文化社会における道徳教育への志向があることを忘れてはならない。

 さて前置きが長くなったが，オーキンとライヒの基本的な問題設定は，先の道徳的諸徳

を最もよく促進しうる家庭と学校とはどのようにあるのが適切かということである。この

点への応答が彼らの中心的な主張となるが，いたって明解である。すなわち「これらの道

徳的諸徳を養い育てるには，家庭と学校との双方において重大な構造的な変化が必要であ

ろう」37）ということである。両者の構造的変化は，共感の発達を中心に据えた健康的な道

徳的発達のためにも，また複雑な多文化社会における正義への基本的な関心のためにも必

要とされている。それでは，家庭と学校はどのような構造的な変化が求められているので

あろうか。

 第一に，家庭における変化から見てゆこう。オーキンとライヒによれば，一連の道徳的

特質を育成するために家庭はその構造と実践において改善される必要があるとして，以下

のように三つの方法が示されている。

（1）二人の親がいる家庭では共同での子育てを奨励すること。

（2）ジェンダー38）の階層構造や不平等を縮減すること。

（3）年下の兄弟を育てる際には年上の兄弟を含めた子育てを奨励すること39）。

 では，上記に掲げられた方法によって家庭にはどのような変化が意図されているのであ

ろうか。少なくとも，オーキンによれば，私たちの社会における家族は色々な点で公正で

ないとされるω〉。とりわけ，彼女には家族のほとんどあらゆる点を特色づけているのがジ

ェンダーの構造であって，このことが女性や子どもたちには有害な衝撃をもたらしている

というわけである。公共政策において，家族における賃金労働であろうとそうでない労働

であろうと，今や子どもの養育を含めて両親によるワーク・シェアリングが求められてい

るのは周知のとおりである。したがって，ジェンダー構造の転換と家庭の中での＝：人の親

の不平等を縮減することが，子どもたちの道徳的感情の発達を育てるとともに，それに加

えて他者を支配したり，傷つけたり，搾取したりしようとする願望を減じることにつなが

ることになる41＞とオーキンは考える。何となれば，互いに他者を平等に取り扱おうとする

両親とともにある子どもたちが，人間的行為における幼少期の模範者としてまさに他者を

平等に取り扱うことを学ぶのである。一方，子ども期に取り扱いにおいて肉体的な，性的

な，また心理学的な誤用を被った人々は，彼ら自身がそのようになる可能性が高いという

ことを示唆するものでもある。

 さらに，大人の監督のもとで男女の別なく子どもたちが幼い兄弟の世話をするというこ

とは，まさに他者に共感したりや他者へのケアをしたりする能力を自然に発達させること
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になる。そしてその際には，男の子であろうと女の子であろうと平等に奨励され，同じ機

会が与えられることが大事なのであって，そのことが双方に他者のニーズに答えうる能力

を育成し，将来の子育てを支えることになるのである〃2）。こうして見るとその主訴は，家

庭においては何よりもまず，ジェンダー構造の転換と両親の不平等を縮減する中での子育

ての共同が，子どもたちの道徳的発達において効果的であると結論づけられよう。

 さて，それでは第二に学校において求められている変化を見てゆこう。基本的には，ど

のようにすれば学校は子どもたちの道徳的発達に寄与できるかということである。しかし，

オーキンとライヒが具体的に注目するのは，いわゆる増大する多文化社会の特質に，学校

の道徳教育がどのように対応するのかということである。その点では先のハルステッドの

問題意識を内包している。ただこのような巨視的な課題は，彼女らとて正規のカリキュラ

ム計画の変更をもってしてもその一部としか考えておらず，教師がどのような特別な価値

を子どもたちに教えるべきか，あるいは子どもたちの道徳的成長をどのように支援すべき

かということに彼女らの視点が置かれている43）。そこで抜本的に求められているのは，家

庭における構造転換と同じように，健康的な道徳的発達のための，また家庭での不足を補

うための，学校における構造転換ということになる。

 では，どのような構造転換か。端的に言えば，道徳的発達と同様に共感，応答性などを

養い育てる効果的な仲介者であるために，学校は生徒たちの体力と能力において差異を認

め，差別をしないよう転換を図る翰ということである。

 ところで，そのような転換がなぜ学校に求められるのであろうか。オーキンとライヒは

二つの理由を挙げている。一つには，有能で生気あふれる市民として処遇するのに必要な

道徳的諸徳を育てるためには，民主主義社会が多文化社会であるように，学校環境も多文

化的でなければならないということになる。また二つ目には，道徳的発達と成長には，子

どもたちは可能なかぎり異なった対立的な諸価値をもった人々に晒され，またそういう人

々と相互交流することが必要だということである45）。そこには，少なくとも生徒と能力の

構成において多様な学校は，理想的には自分とは異なった他者との道徳的な葛藤や処遇へ

の機会が奨励され，共感を基礎に置いた道徳的発達を促すとの考え方が反映されている。

 ただここで一つ気になるのは，ハルステッドの論文でも究極的に問題になったように多

様性を求める学校環境とジェンダーにおける平等を求める家庭との緊張である。この点に

ついて，オーキンとライヒはいささか楽観的である。学校における多文化的な構成が道徳

的または文化的な差異を補償することになるし，その方が子どもが自律的な選択をなすと

きに思慮深く反省的である㊨と答えている。多様性ゆえに道徳的な成長の萎縮もありうる

のではないかとも考えられるが，ここでは深入りしない。

 さて，学校における構造転換の必要性を受けて，ここでも具体的に以下のように二つの

方略が示されている。

（D学校における市民としての使命を再度強調すること。

（2）親の関心に相当するものや親の関心に組み込まれるものとして，学校における子ど

 もたちの関心を確認することを食い止めるこど7）。

これらは道徳教育へのカリキュラム上のアプローチではなく，学校教育の組織における
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変化によって，その改善策を示そうとするものである。一つには，世代を越えて公正で安

定した社会を維持するために公平感や寛容などの道徳的・政治的な諸徳を育成することが

必要であって，そのためには学校の役割へ再び新たな光を投げかけることが訴えられてい

る。また二つ目には，教育における「親の権利」または「親の権威」によって，複合社会

での学校の使命が縮減され，強いては子どもが有能な市民または道徳的実践者として発達

するその関心が奪取されることを危惧したものである。学校には生徒たちが他者に自らを

晒し相互に意志疎通するという理想的な位置づけがあるにも関わらず，教育における国家

の権利や子どもの権利を犠牲にして親の権利を主張することは，許されないというわけで

ある。

 結局のところ，オーキンとライヒも道徳的発達における学校と家庭の役割について，親

たちの諸権利，子どもたちの諸権利，そして学校の諸権利とのバランスをいかに取るかそ

の方略の試案を，以上のような形で提示したのであった。まとめれば，増大する多文化社

会にあって道徳的に健康な若い市民を育てるために一共感の発達と道徳的諸徳の育成のた

めに一，家庭と学校との双方が重大な構造的転換を図る必要があるということであろう。

そこでは，双方が他方の援助を必要とし，ある程度補償し合うことが可能である姻とも訴

えられている。ただし，その基本的な色調は，先のハルステッドの枠組みからすれば，リ

ベラリズムの立場からのそれとも言えなくはない。その辺りの課題は，あとの項でまとめ

ることにしよう。

4 まとめに代えて

 以上，ハルステッドの論文「家族生活における道徳教育＝多様性の影響」（1999年）と，

オーキンとライヒの論文「多文化社会のための道徳的発達における補償手段としての家族

と学校」（1999年〉を中心に，多文化社会を背景とした家族の多様化とそれをめぐる道徳教

育上の諸問題について概観してきた。どちらもJME誌上における「道徳的発達のための

家族のコンテクスト」と題する特集論文の一つである。

 ハルステッドの論文は，まずもって多様性のもとで家族を理解することについての我々

の課題の遠大さを伝えている。多様性といっても，家族構成や家庭生活の多様性，道徳的

価値及びそれらを家族内に伝達する手段の多様性まで広範にわたる。そこでは公共政策と

して既存の（おそらくは英国におけるビクトリア朝時代以来の）「家族価値」を擁護するこ

とだけでは，教育の問題として「家族のコンテクスト」を精確に捉えることはできないと

いうのが，彼の主張の前提であろう。

 そして，その上で道徳的価値の枠組みの問題として，家族と学校と子どもたちの，権利

と関心についてどのような釣り合いをとるかという問題に取り組んでいる。それは究極的

には多様性と学校選択という当面の問題にも連結しており，概念的な思考実験として済ま

されることのできない問題である。そこでハルステッドによって提出された折衷案は，リ

ベラリズムを基盤としつつ，共同体主義の立場からフォロー・アップされたものであった。

 また，オーキンとライヒは，同様の社会認識から，その釣り合いの問題に対してより積

極的な提言をしている。すなわち，子どもたちの道徳的感情や徳を養うには，現状の家庭

と学校では双方とも不十分であり，互いの不足を補うためにも構造的な転換が必要である

ということである。具体的には，家族はジェンダーの観点から，また学校は生徒の体力や
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能力の多様性の観点から，双方一層平等主義的な構造と実践が求められている。

 こうした両者の思索の方向性としては，多文化社会を現実のものと受けとめつつ，その

枠組みをリベラリズムの中に求め，リベラリズムを擁護しつつ，そこでより精緻な理論へ

の構築を目指しているとみなすことはできよう。ハルステッドにしても，リベラリズムの

課題を意識し共同体主義的な視座をも内包しながら，リベラリズムの枠組みを是認してい

る。オーキンらにしても，学校における市民性教育の使命を改めて強調している。おそら

くは，こうした視座の延長線上に「寛容」が求められてくる49＞のではないかと思われる。

 けれども，本邦において英語圏におけるこのようなリベラリズムの概念すべてに依存し

ていくのも，今のところいささか安易であるような印象も受ける。本邦においても現実の

問題として，いずれは法文化社会あるいは多元的社会への道程を覚悟することはあるとし

ても，親や子，あるいは家庭や学校及び地域社会における諸権利や関心の対立と調停とい

う眼差しだけがすべてでもなかろう。おそらくは，そのような共時的な座標軸だけではな

く，通時的な座標軸をも深く内包することによって，課題解決の道筋は練り上げられてい

くのではないだろうか。

 それは狭義の共同体主義への志向でないことは言うまでもない。幸い，道徳的諸価値の

枠組みを構成して行くうえで，合理主義を基調としたりベラリズム以外のオールタナティ

ブを携えていることは本邦においても，また英語圏においてもある意味では強みとなろう。

ともかく今後の試練とされていくことに相違はない。

 翻って，新たな座標軸への眼差しが，実はJMEの特集における「家族のコンテクス

ト」ではなかったか。少なくともリベラリズム的な楽観論を反映しているとされた認知的

発達理論への反定立が道徳教育論として志向されていたのではなかったか。この節におい

ては，現状としての家族のもつ多様性と学校教育との調停に焦点が置かれたが，さらに核

心的な課題としては，道徳的発達に関わって「家族のコンテクスト」の中で何が求められ

るのかということではないだろうか。特集では，経験的研究をも含んだ示唆に富んだ論文

も幾つか目につく。

 例えば，スメタナ（Smetana，」． G．）は，道徳概念の構築を導く子どもの社会的諸経験の価

値ある源泉として，親と子の相互作用における認知的側面と情緒的側面の双方が影響を強

く及ぼしていることを報告している50）。道徳性というものは，必ずしも親から直接に伝達

されるものでもないのである。

 また，スピナードら（Spinard， T． L，et a1．）は，子どもたちの共感的反応や道徳的態度に

対して，親の愛情や勇気づけがどのように寄与しうるかを経験的に吟味している51）。子ど

もたちの道徳的感情の社会化についての研究は比較的少ないが，ここでは親の肯定的な愛

情や勇気づけが，やはり子どもたちの共感的関心や道徳的行為への影響を高めるために重

要である‘2｝ことが報告されている。

 さらに，ロリスら（Lollis， S．，et al．）は，道徳的オリエンテーションにおける「きょう

だい」の社会化の問題に取り組んでいる53）。必ずしも親だけが「家族のコンテクスト」に

おける唯一の社会化の担い手ではない。興味深いことに，子どもたちはケアよりも正義へ

の方向付けを好む傾向がある謝という結果が出ており，家庭内での道徳的社：会化の担い手

の相違と相互作用の問題を浮き彫りにしている。総じて，心理学的な研：究も含めてまだそ

の端緒が開かれたばかりという印象も拭えない。
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 さて，こうして道徳的発達における「家族のコンテクスト」を問題としてきたが，その

道のりは決して平坦ではないと思われる。一層さまざまな学際的な取り組みも必要であろ

う。しかし，敢えて道徳の諸問題を「家族」に焦点をあてて考察することの意義も大きい。

 例えば，シュピーカー（Spiecker， B．）の論文「幼少期の道徳的養育における習慣化と訓

練」（1999年）では，最初の子どもと親との愛情による相互関係に思慮ある注意が払われる

べきだとしている55）。また続いて，シュトウテルとシュピーカー（Steutel，J．＆Spiecker，

B．）は，論文「教育関係における権威」（2000年）の中で，教師と親との権威の異同を論じて

いる。その是非はともかくも，月並みな言い方ではあるが，教師と親双方の事実上の権威

としての基礎的条件は，やはり「信頼」（trust）に置かれる56）という。

 少なくとも，このような眼差しは教育的関係についての根源的な遡行への契機を与えて

くれているように思われる。家族一親と子一に焦点を当てることで，そこから教師がプラ

スにせよ，マイナスにせよ真摯に学ぶべき点があるのではないだろうか。また，そのよう

なライフステージを視野に入れた通時的な遡行は，功利主義や義務二型の行為論を越えて，

徳論的な眼差しから今まで「剰余」として切り捨てられてきた57）部分を改めて照射し，道

徳教育論に豊かさを提供してくれる可能性を有していると思われる。
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第W章 道徳教育論における徳論的観点への傾斜

第1節 英語圏の道徳教育論における徳論的アプローチの展開

          一徳倫理学的観点からの検討を中心に一

1 はじめに

 90年代以降，英語圏の道徳教育論議においては，徳論的アプローチ（the virtue

approach）は着実に地歩を固め，一定の勢力図を確保しつつある。徳（“α競～’：アレテ

ー）といえば，容易にアリストテレスの倫理学を想起することは可能であるが，徳論的アプ

ローチの基本的な志向性もアリストテレスに依拠した徳倫理学（virtue ethics）の道徳教育

面への適用とみて，基本的には相違ない。しかし，道徳教育論への定位においてその内実

は，種々の誤解やバイアスもあって今もって判然としていないように思われる。そこでこ

の節では，英語圏の徳論的アプローチの展開過程について可能なかぎり整理し，本邦の道

徳教育論への示唆を得ようとする。

2 徳論的アプローチの展開をめぐる理論的背景

 徳論的アプローチの展開は，明らかに80年代以降の倫理学の基本的な動向一徳倫理学の

隆盛一を踏まえてのことである。例えば，徳論的アプローチの代表的先導者の一人である

シュトゥテル（Steutel， J．毘）にしても，以下のように道徳哲学の動向をまずは認めている。

「アンダローアメリカンの倫理学において，徳や悪徳についての関心がここ10年の間に

非常に増大してきたことはよく知られている。過去20年ほどの問に，徳の統一性の問題

や徳と人間の繁栄の関係と同様に，諸徳の性質，異なったタイプの徳，徳と性格，徳と

情緒，徳と動機について面しい数の出版物を認めることができる。」1）

 では，何故にこのような倫理学上の変化が生じてきたのであろうか。おそらく社会的背

景としては地球規模での文化的，政治的，経済的変化や進展とともに，西欧諸国における

ような多元的社会にあってはさらに， 「伝統的な道徳性の源泉の拒否，権威の在り方の世

俗化，共同体への連帯や所属の意識の衰退，道徳的または社会的コンセンサスの欠如，相

対主義や社会的無秩序への認識の増大」2）といった事態が，共通項として挙げられるであ

ろう。

 そして，このような事態と相侯って倫理学的な反省が進めらることになったもの推測さ

れる。例えば，欧米圏における現代倫理学の基本的動向をまとめた安彦・大庭らは「70年

忌までの倫理学は，問題を《行為》の《正しさ》にのみ限定する「法学的偏向」に縛られ

て，それぞれ独自の生を生きる人の《存在》の《善さ》への配慮を怠ってこなかった

か？」3），あるいは「そもそも不偏（impartial）の観点からの判断を求めて，形式的な普遍

化可能性を追求してきたことが近代の歪みではないのか？」4）と手厳しい。そして，倫理

学のあるべき方向の一つとして，「行為というレベルを踏まえはしても，むしろ人のあり

方総体を問う以上，個々の行為という微分された生の切片を，文脈を顧みずに評価するの
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ではなく，諸行為の積分としての生き方にこそ注目すべきではないのか？」5）（下線筆者）

という，全く異なったベクトルの方向性を示唆しているのである。

 このような倫理学上の動向は，日本倫理学会においてもいち早く取り上げられ，論文集

（1994年）6）が組まれている。その中で越智は，「つとめて徳倫理学のポジティヴな面に目

を向けることにしたい」ηと断りながらも，近・現代の倫理思想の象徴的指標の一つを「

モラル・モニズム」という用語で以下のように言表している。

「モラル・モニズムへの移行は，歴史的な種々の事情を度外視するなら，モラルの守備

範囲から目常的な社交性を切り捨てるプロセスと重なっている。われわれは，このプロ

セスと並行して，モラルの位置がいわば「格上げ」され、非日常化もしくは神聖化され

ていく点に注意しなければならない。宗教的であると非宗教的であるとを問わず，また

経験論的であると合理論的であるとを問わず，モラルはそれを支える究極的な原理が要

求されはじめ，それとともにモラルの資格条件が厳格化することになる。つまり，アリ

ストテレスが禁欲した厳密な学としての倫理学への志向が徐々に芽生えてくるわけであ

る」8）。

 さらにまた，こうしたモラルの一元化は，行為観の側面からみると「二重の捨象」によ

って成立しているとされる。つまり，遂行的行為を「いっでもどこでも通用する」行為一

般とみなすために，行為することによってモラルが形作られていく形成的行為の側面，そ

して誰彼の行為としての役割的行為の側面，の捨象が生じてしまう9）。その結果，近・現

代の倫理思想において決定的に見失われてしまうのは， 「こうした身体を介したくモラル

の知の生成〉の局面」呈。）ということになる。

 いみじくも， 「身体は，少なくとも「いまここに生きる存在形態」であるかぎり， 「い

まここ」という時間空間的契機を離れない」H）ものであるかぎり，手段としての行為や習

慣の意味，さらには役割行為や状況に埋め込まれた行為への問い直しがあらためてカント

以来の厳密な学としての倫理学への志向性に対して樟さしていると言えよう。

 以上，倫理学における基本的な動向の一つを示してきたが，広くは学問一般に対する科

学主義や心理主義の徹底から生ずるところの，いわば「倫理学的転回」（ethical tum）と

呼ばれるべきものの枠内にあるものと思われる。そして，こうした気運の中で， 「アリス

トテレス倫理学の文献的研究の水準の高まりと連動して」12）再評価されているのが，徳倫

理学（virtue ethics）ということになる。

3 徳論的アプローチとは何か

3．1 徳倫理学からの説明

 徳論的アプローチが基本的には徳倫理学と連結していることは，カーとシュトゥテル

（Carr， D．＆Steutel，」．）による綱領的な著作『徳倫理学と道徳教育』（巧7’〃θE砺。5αη4

躍b701E励。α”oη，1999）の表題を見れば一目瞭然である。したがって，ここでは徳倫理学の

枠組みを確定することが，徳論的アプローチの性格づけを規定するものと思われる。

 さて，その徳倫理学であるが，大雑把に言ってしまえば， 「人間の徳と道徳的性格とに

強調を置く倫理学」13＞ということになる。
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 このような定義によって徳倫理学の意味するところは「標準的な倫理学の構想，とりわ

けカント主義，功利主義，そして道徳的直覚主義に対する好敵手あるいはオールタナティ

ヴとして提示される」’4）ことになる。より厳密に言えば，義務を強調する義務論型の倫理学

や，行為の結果を強調する結果論型の倫理学といった近・現代の倫理学において枢要なア

プローチでは，もはや今日の道徳的諸問題を適切に扱いきれないという認識のもとに，そ

れらの欠陥を克服するものとして自らを主張している’5）のである。その基本的な志向は，ア

リストテ1／スの「善き生活」の再興であり，この「善き生活」の実現の手段として徳を考

え16）ている。それは決して一枚岩ではないが，多くはアリストテレスの「繁栄」
         ちょうたく
（flourishing）概念の彫琢をもって徳を規定しており，それを社会の「繁栄」とみるか，

人間の個性の「開花」とみるかによっても，さまざまなヴァージョンを想定することが可

能である。確かに，「徳とは「性格（character）」が有する「（行動）傾向（disposition）」

としての「特性（trait）」である」’7）が，「ギリシア語の“α競ε”（卓越性）に即して見る

なら，徳は必ずしも「道徳的」徳に限定されない。

 ともかくも， 「徳」の規定をめぐっては古来よりさまざまなアポリアがあることは踏ま

えておかなくてはならないが，このような志向の先駆的な例として挙げられるのはアンス

コム（Anscombe， E．）の論争的な論文「現代道徳哲学」（1958年）正8）であろう。彼女は道徳的責

務や義務の概念を悉く拒絶し，アリストテレス的な種類の倫理学を発達させることが大切

であって，そこでの唯一の倫理学的な概念や判断はアレテーとしての概念や判断であると

している。また，共同体主義の代表的論者であるマッキンタイアー（Maclntyre， A．）も同じ

系譜に位置づけられることが可能であり，その道徳的正当化にあたっては，常に具体的な

伝統が備える規範に内在すべきものであることが主張される’9）。さらなる改訂版としては，

スロート（Slote，M．）の議論が挙げられる。シュトゥテルによれば，彼は義務論的な概念は

独創性がなく，縮小可能であるとして「賞賛すべき／嘆かわしいというアレテーとしての

ペアーの概念に基本的な場を割り当て，それらこそが動機や性格の特性，そして個人その

ものと同様に行為にも適用される」20）としている。

 このように見てくると，徳倫理学の裾野の広がりを視野に入れることが可能であろう。

とは言え，ここでは，以下のようにハーストハウス（H貯sthouse， R．）によって提示された

徳倫理学の指標を示しておくことが徳論的アプローチの守備範囲を確定しておく意味でも

有効であると思われる。

（1） ‘行為中心’というよりも‘行為者中心’の倫理学である。

（2） ‘私はいかなる種類の行為をなすべきか’という問いに対して‘私はいかなる種類

 の人であるべきか’という問題に関わる。

（3）義務論的な概念（正しい，義務，責務）というよりもある種のアレテーとしての概念

 （よくある，徳）を基本的なものとみなす。

（4）倫理学が特定の行為指針を準備しうる規則や原理の中に成文化されるという観念を

拒絶する2L）。

 とりわけ，（1）‘行為者中心’の倫理学という点については，徳倫理学の根幹の一つに

なる部分なので，今一度越智の議論を踏まえて押さえておきたい。すなわち， 「「よき行
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為」とは「よさ」に関するある特定の原理や基準を満たした行為を指すのではなく， 「よ

き人」によってなされた行為を意味して」22）いるのであるから， 「よきことを「する」も

しくはよき仕方で「する」行為の問題に先んじて， 「よき人」に「なる」ことが重要な課

題として論じられ」23）ることになる。その結果，行為は「たんに何かを「する」という遂

行的レベルばかりか， 「よき人」に「なる」（ために「する」）という形成的レベルをも含

んでいることになる」24）。こうして，越智によれば「よき人」に「なる」ための行為の形

成的観念が以下の3つのベクトルによって指し示されることになるのである。

（1）モラルの知が「身体」に定位した知であること。

（2）モラルの知が「深化」しうる知であること。

（3）そのためには「時間」が必要とされること25）。

 この三つのベクトルの提示は，教育学的には重要な契機を持っていることは明らかであ

ろう。徳論的アプローチもこのような座標軸に乗りかかりつつ，その主張を行っていくこ

とになる。

3．2 特徴（認知的発達理論が捨象してきたもの）

 筆者の拙い質問に対して，英国における代表的な教育哲学者スタンディッシュ

（Standish， P．）は「徳論的アプローチは，確かにここ10年のうちに影響力を及ぼしつつあ

る」26）と，その動勢を冷静に評価している。しかし，当の先導者の一人であるシュトゥテ

ルは，これらのことを認めるにも関わらず，こと徳論的アプローチの定義のこととなると，

「明確な特徴についてはっきりと我々を納得させうるような説明は依然としてなされてい

ない」27＞と不満を隠してはいない。

 こうしてみると，いささか期待外れの誹りを免れないが， 「「徳論的アプローチ」とい

う表現は一般的にはかなり曖昧で判然としない仕方で用いられている」28）というのが実情

のようである。しかし，落胆するには及ばない。何らかの強力な主題（テーゼ）のもとに演

繹的に運動を展開し，物事をドラスティックに変革していくことを求めることが専ら是と

されるわけではない。また，徳論的アプローチそのものがある意味で形成過程にあること

を意味するということはありうる。少なくとも，徳論的アプローチは，他の諸々のアプロ

ーチからの識別という形でその像を浮き彫りにさせているというのが，現段階であるよう

に思われる。

 例えば，シュトゥテルは一見共通項が多いと思われる「キャラクター・エデュケーショ

ン」（Character Education）運動の特徴や諸原理の記述を二上に載せ， 「ほとんどこれらの

説明は哲学的な奥深さを欠いており，しばしば相互に矛盾している」鋤と指摘している。

しかもその後で， 「キャラクター・エデュケーションの支持者はしばしば徳や高潔さにつ

いて語るけれども，彼らがキャラクター・エデュケーションと徳論的アプローチを相互に

取り替えができる表現としてみなしているかどうかは，はっきりしない」30）として，キャ

ラクター・エデュケーションとの対照を示そうとしている。

 しかし，行論から明らかなように，徳論的アプローチの主たるターゲットは，最も色濃

くカントーロールズ的な嗜好を持つコールバーグ（Kohlberg， L．）のアプローチであろう。シ
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ユトゥテルも明示的に「ジャスト・コミュニティーアプローチを含めて認知一発達論的な

見方とは明らかに異なったある一つのアプローチが示され得るであろう」鋤と語り，徳論

的アプローチがコールバーグの認知的発達理論に対抗すべきものとして位置づけされるこ

とを直接的に目論んでいる32）。それは当初よりコールバーグが自身のアプローチをカント

主義的ないしは義務論的な伝統の中心に置いてきたのであり，彼の「倫理学の基本的な核

心が，義務論的な概念や判断から，またロールズの言葉では‘正義の概念’や‘正義の諸

原理’からつくられたものとみなされる」33＞からでもある。

 徳論的アプローチとの対照のために敢えて誤解を恐れずに言えば，コールバーグの認知

発達論的アプローチは，道徳教育の目標を個々の子ども自身の道徳的判断の“自然的な”

発達を刺激することに置かれることになる。そして，彼の方法は単純で解決困難な道徳的

葛藤の提示のみであって，子ども達の道徳的発達は道徳的葛藤についての道徳的理由づけ

の形式による六段階の一覧表に照らして評価されることになる。その意味で彼のアプロー

チはあまりにも影響が甚大であり，道徳教育の思考についてあまりにも道徳的葛藤に重点

を置きすぎる謝ことになるわけである。

 けれども，それだけではない。ピータース（Peters， R． S．）らの理性的原理のアプローチに

ついてもその矛先が向けられると考えてよい。確かに理性的原理のアプローチでは，子ど

もたちは特別な道徳的規則を正当化したり改訂したりするための規準として，例えば‘公

平’や‘人々のインタレストへの配慮’のようなより高次の諸原理を当てはめることが期

待される。そこで求められる「道徳教育の目的はカント主義的な意味での道徳的自律であ

り，その方法はカントによって推奨される，教師と生徒との問答方式によるよる道徳的教

授」35）ということになる。したがって，徳論的アプローチはピータースの道徳教育論とも

原理的には相容れないように思われる35）。

 このような対照の中で，シュトゥテルはあらためて徳論的アプローチを徳倫理学と連結

させて定義づけを試みている。それでは，彼は徳論的アプローチをどのように構想しよう

としているのであろうか。彼によって暫定的に三つの規準が以下のように明示されている。

（1）徳倫理学は，少なくとも義務論的な概念や判断との関係において，アレテーとして

 の概念や判断を基礎的ないしは基本的なものとみなす。

（2）徳倫理学は人そのものやその人の性格についてのアレテーとしての判断に対して，

行為についてのアレテーとしての判断を縮減する。

（3）道徳教育における徳論的アプローチは徳倫理学に基礎づけられる3了）。

 上記の規準は，先のハーストハウスの徳倫理学における定義づけを越えるものではない。

けれども，ここからシュトゥテルが構想する徳論的アプローチはこ点に要約しうる。一つ

は，（1）と（2）によって，モラルの守備範囲の拡張が意図されている。即ち， 「正しい」，

「間違っている」，「すべきである」，「しなければならない」といった義務論的な概念

や判断が行為や実践に対して正しい適用のみを求めるのに対して， 「よい」， 聴い」，

「勇気がある」， 臆病である」， 「徳がある」， 「悪徳である」，といったアレテーと

しての概念や判断は意図や動機，性格の特徴やその人自身にもあてはまることになる。結

果として，行為の倫理学のみばかりか，行為者の倫理学をその射程に置くことになるもの
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と思われる。また，（3）によって，道徳教育の目的が特化されることになる。つまり，道徳

教育はアレテーとしての陳述の支援に関わり，その目的は端的に言えば， 「性格」

（character）の「特性」（traits）を養うということになる38）。それは前者と矛盾するもので

はないのである。

 こうしてみれば，徳論的アプローチがいわゆる「道徳性」概念そのものを批判するとこ

ろがら出発していることが了解されるであろう。道徳性は今日正邪の振る舞いに関する規

則や原理のシステムへと収敏しあまりにも狭くなっているがゆえに， ‘道徳性’は，中心

となる倫理的観念が徳でありひとの幸福であるとするギリシャの徳倫理学のラインに沿っ

て広い意味で理解されるべきである39）と主張していると考えられる。したがって，徳論的

アプローチにとって，道徳教育の目的は，例えば節制，勇気，親切そして正義のような徳

において子どもたちを陶冶することになる。

 より具体的には，古典的倫理学理論，とりわけアリストテレスの倫理学理論を基礎に置

くことになるが，快楽主義（エピクロス主義）やストア主義などの類も徳倫理学の範躊と考

えるならば，その一部をなす教育の説明も徳論的アプローチの実例とみなされてくるであ

ろう。

 しかし，教育論としての徳論的アプローチの動向は，英国古典学の研究者たちの系譜で

はなく，英語圏の教育学者たちの系譜に連なる。例えば，ホワイト（White， J．）の道徳教育

理論は，先の（3）の規準の意味において，おそらく徳論的アプローチとみなされている40）。

また，クリッテンデン（Crittenden， P．）の諸論考41）も徳論的アプローチについての一つの

明確な実例とみなされる。彼は徳倫理学の規準に対して明示的には言及していないけれど

も，アリストテレス的なアプローチとして広く道徳性と道徳的発達の双方について自身の

見解を特徴づけている鋤とされている。

 しかしながら，道徳教育における徳論的アプローチの最も明確で強力な実例は，疑いな

く，最近のカー（Carr， D．）の著作43＞の中に見出される。このことは先のスタンディッシュ

も認めるところである44）。シュトゥテルによれば，彼は道徳性についてのカント的な観点

（‘義務の倫理学’）をアリストテレス的な道徳的生（‘徳倫理学’）の説明と対照させ，自

身の道徳教育論を後者の伝統にしっかりと位置づけている45）とされる。

 ここでは，各論者の異同は十分に論じ得なかったが，徳論的アプローチの徴表が少なく

とも直接的には，英語圏の教育学者による，綾小化された義務論一正義論的なコールバー

グの認知的発達理論への反定立でもあることは確認できるであろう。

3。3 内容と方法

 それでは，道徳教育における徳論的アプローチの内容と方法に移ろう。この点について

は，これまでの記述から類推できるように，教育課程（カリキュラム），さらに学習指導計

画（案）レベルで具体的に展開・明示されているわけでもないし，それで事足りるというわ

けでもない。むしろ，それらを包み込む形で，その可能性が例示されているといのうのが，

現況のようである。それは「反射的な心理学的アプローチやキャラクター・エデュケーシ

ョンが主として振る舞い方の形成と訓練に焦点を置き，ケア倫理が情緒的な発達に専念し，

リベラルで認知発達的なアプローチが道徳的理解の理性一知性的側面を強調する一方で，

分けても徳論的アプローチがこれら人間存在についてのあらゆる次元の間の決定的な相互
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作用の問題として道徳的発達をみなす」46）（下線筆者）ということから帰結することでもあ

る。その基点には， 「道徳的生活が人間の探究や行為についての実践的領域」47）であると

いう認識があり，したがって，この認識からその内容と方法は互いに連鎖しながら全体論

的に例示されていくことになる。カーとシュトゥテルに従い，いくつかの要点を列挙して

みよう。

 まず第一に，実践的領域であるということを踏まえれば，そこでは訓練や習慣化が重要

な役割を演じることになる。とりわけ，健全な幼少期の訓練が後に続く道徳的発達にとっ

て決定的な寄与をなすという，成長について認識と調和することになる。コールバーグの

アプローチが9歳未満の生徒たちには適用され得ず，理性的アプローチのより高次の段階

の諸原理もまた幼少の子どもには困難であることを考えれば，徳論的アプローチは幼少期

から実際の振る舞いを習慣化することから始まることになる48）。このことに関しては，シ

ュピーカー（Spiecker， B．）が論文「幼少；期の道徳的養育における習慣化と訓練」（Spiecker，

B．，1999）49）と題して中心的に論じているが，最初の子どもと親との愛情による相互関係に思

慮ある注意が払われるべきであるとしており，親子の「信頼」（trust）の問題へと発展する

契機を含んでいる。

 さらに，このような徳論的なまなざしは，道徳教育における「家族のコンテクスト」の

再解釈を要求している‘o）。例えば，ウォーカーは「昨今の道徳的発達についての理論や研

究の生成の至る所で，家族は子どもたちの道徳的発達ための重要なコンテクストとして，

適切な概念的ないしは経験的な注意を受けてこなかった」51）としている。

 第二に，徳の獲得をめぐって，技術の習得という観点が浮上してくる。アリストテレス

が徳についての「実践的な知恵」（ρ〃。ηθ3∫3）と技術についての「実践的な巧妙さ」

（’εo加8）とを区：別しょうとしたように，そこには一般的な規則や指針への機械的な執着に

よっては確保されないような，ある種の独立した鋭敏な判断力が徳のある行為には求めら

れる52＞。したがって，道徳的習慣化と自律的な道徳判断の発達との関係領域が一互いを否

定的なものとみなすのではなく一切り開かれることになる。

 第三に，情緒の適切な育成が状況に応じた振る舞いの性行を発達させるのに必須のもの

となる。つまり，自尊感情や他者への思いやりのためにある種の自然な人間としての能力

や感覚を育成したり，洗練させることが必要となる。その際に，徳論的アプローチが採用

するのは，他者の実例を行為の模範とすること53）である。具体的には，親としてふさわし

い子育ての在り方や教師の「専門職としての在り方」（professionalism）が求められること

になる。確かに， 「インドクトリネーション」（indoctrination）に通じるような狭義の

「モデリング」（modelling）はリベラリストから疑念の眼を向けられたことは周知の事実で

はあるが，ここではしかし，他者の実例を模範とすることなしに，首尾一貫した道徳的発

達を保証することはできないという認識に立っている。ここでの教師としての専門職とし

ての在り方については，詳細にはカー（Carr， D．）が『教授における専門職性と倫理』

（2000年）54）で論じているが，ここでの議論はストライク（Strike， K．乱）が述べるように，教

師の「権威」の問題55）へ波及すると同時に，広い社会的コンテクストで考えれば「伝統」

概念の再考を迫られることにもなる。

 さらに， ‘行為者中心’の倫理学ということを踏まえれば，他者の実例を模範とすると

いうことに通底するものとして「学び＝まねぶ」への観点が挙げられる。上村は「学び」
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そのものが体系的な知識を与えてくれることは少ないかも知れないが，振る舞いに関する

より豊かなイメージを与えてくれるのではないかとして「学び」の倫理学的考察を構想し

ている‘6）が， 「学び」そのものの在り方の捉え直しを迫っていると言えよう。

 第四に，我々の文化がもつ文学的遺産が道徳的感性の発達にとって重要な役割をなすと

考える。とりわけ，個人的かっ文化的な道徳的アイデンティティの形成にとって，一般に

「語り」（narrative）の重要性57）に着目することとなる。なぜなら，よき文学は人間として

の諸条件を客観的に理解する上で効果的な道筋と見なされるからであり，道徳的ディレン

マの解決による人工的に作られた認知発達的なカリキュラムよりも遙かに懐の深い“知恵

”を含んでいる謝ということになるからである。

 以上，便宜的に四つの観点を示してきたが，それらが相互に関連し合っており，結果的

には実践において，ホーリスティックでファンダメンタルな取り組みを求めていることは

理解できるであろう。個々の内容と方法については，さらなる精緻化が必要なことは言う

までもないが，アリストテレスが断念したように言語化できない部分をどう埋め合わせて

いくかが実践において試されることになる。

3．4 潜在的な諸問題

 確かに，徳倫理学は今日の枢要な倫理学説である義務論や功利主義に対して，また徳論

的アプローチは主には認知的発達理論に対して，今まで捨象されてきたものを再び甦らせ

てくれているように思われる。けれども，これらに課題がないわけではない59）。

 まず，徳倫理学については，当初よりさまざまな原理的な批判がなされている。例えば

アリストテレスの倫理学説への回帰を試みるならば，同時に彼の目的論的思考を再評価す

る契機ともなる。しかしそうなれば，ウイリアムズ（Willia紐s，B．）やマッキンタイアーも自

覚しているように，生物種による説明やさらに自然全体の有機的自然観そのものの復活を

主張するものであってはならない60）はずである。その延長線上には優生学や優生思想への

誘惑が控えている61）。

 第二には，我々は徳に関して何ら明瞭な知識を持たないので，徳の理論は道徳的懐疑主

義や多元主義や文化相対主義62）の脅威にさらされやすくなる63）。誤解を恐れずに言えば，

この理論は「エウダイモニア」（επ二軸。η’α）〔一般に“happiness”（幸福）と訳されるが，

徳倫理学の文脈では“flourishing”（繁栄・開花）と訳されることが多い〕という曖昧な概

念に依存することになる。さらには，この理論は循環的であり，正しい行為を有徳な行為

者によって規定し，逆に有徳な行為者を正しい行為によって規定している醒）という批判も

ある。

 第三には，この理論は規則や原理を見出すことができないので，様々な徳の要求が互い

に衝突するとき，正しい答えに至るすべを持たない65）ことになる。こうして，英語圏にお

いては，そのアプローチの有効性よりも，徳倫理学や徳論的アプローチが多元的な社会に

あって正当化できるか否かという観点から論じられているのが実情である66）。

 また，このような批判がある一方で哲学的には， 「実存主義的な考察に対する鋭敏さに

おいて（例えば，キルケゴール，ハイデガー，ないしはレヴィナスが遂行したような）何か

を欠いている」67）として，実際のところ「徳倫理学のいくつかはかなり硬直した信念の枠

組み一例えば，カーの場合ローマ＝カトリックから由来しているように一から由来してい
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る」68）と批判する向きもある。

 では，徳論的アプローチについてはいかがだろうか。おそらく，原理的には徳倫理学と

連結する諸問題を抱えているであろう。けれども，徳論的アプローチの特徴でもあり，決

定的な課題でもあることは道徳教育上の具体的な方法論や処方箋を明確に示しにくいとい

うことではないだろうか。概念化することによってそのアプローチではなくなってしまう

ような何かを抱えているところに，その難しさがあると思われる。

 ここであらためて想起すべきは，アリストテレスが決して一枚岩の体系を樹立したので

はないということであろう。良かれ悪しかれ「その意味で，holisticではあるが10cality

を許容するような「離接的構造」を持つという点」69）を評価することが賢明であるように

思われる。

4 徳論的アプローチから見る本邦における道徳教育論への示唆

 以上，道徳教育における徳論的アプローチについてその概要を努めて地図化してきた。

最後に，わが国の道徳教育二上において徳論的アプローチからどのような示唆を受け取る

ことができるだろうか。学校教育の枠組みの中で，ここから啓発される部分についていく

つか整理しておきたい。

 まず，断っておかなくてはいけないのは，徳論的アプローチをもって直戴に何らかのド

ラスティックな変革を求めるということをここで意図しているわけではないということで

ある。行論からも明らかなように，これまでの学校教育全体の大きな営みの中で知らず知

らずに捨象されてきた部分に今一度光を当てるということはありえるのではないかと思わ

れる。

 例えば，押谷由夫は主著『「道徳の時間」成立過程に関する研究一道徳教育の新たな展

開一』（2001年）70）の中で， 「道徳の時間」特設にかかわった研究者として，稲富栄次郎の

道徳教育論を取り上げている。押谷によれば，そこで「稲富は「アレテーとしての道徳」

と「エトスとしての道徳」をそのまま「全教育過程を通しての道徳教育」と「特設授業に

よる道徳教育」の必要性と関連づけて論じ」7’）ているとしている。稲富の考え方を敷派す

れば， 「学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育」と「道徳の時間における指導」とは，

両者が決して相容れないようなものではなく，両者が「相合して初めて全きをうる」こと

となる。そのように考えれば，徳論的アプローチは直接的には「学校の教育活動全体を通

じて行う道徳教育」に対して今一度省察を促す契機を与えてくれるように思われる。

 月並みなことかもしれないが，具体的に学校教育の枠内で行われている「挨拶運動や

「清掃活動」を例にとって思考実験してみよう。

 学校の正門付近でPTAを巻き込んだ教師による「挨拶運動はどこでも日常的にみら

れる光景である。この運動が生徒と教師あるいは生徒同士の人間関係づくりや道徳的行為

の習慣化にとって必要な教育実践であることは言うまでもない。習慣化や訊練という要素

を含めて考えなければならないが， 「礼儀正しく挨拶ができること」は一つの徳である。

また， 「礼儀正しく挨拶ができる人」は徳のある人ということになる。確かに表情豊かで

心のこもった挨拶は時として人に大きな感動や喜びさえ与える。ここで「出会い」の実存

主義的な考察を展開する意図はないが，日々の授業や集会などでの一つひとつの挨拶もこ

うした「出会い」の一回性への奇跡と感動が根底にあって，豊かな挨拶の体現が可能とな
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り，徳として成立するものと思われる。しかし教師一人ひとりが，挨拶によってそこまで

自己をみつめ自己を体現できているのかというと，所謂ルーティーン化した教育的行為の

域を出ていないのではないかと自戒せざるを得ない。とすれば， 「礼儀正しく挨拶ができ

る人」あるいはそのように向上しようと努めている人とまず子どもたちが出会え，その中

で生活できることは，道徳教育の前進にとって大きな要素であるにちがいない。

 同じことが「清掃活動にも言えよう。例えばトイレの清掃にしても，子どもたちがホ

ースで水を流し，ビニール手袋をはめ杖付きブラシで磨くということが日常的に行われて

いるが，以前には便器一つ一つの中に手を入れ，雑巾で丁寧に磨き上げる教師の姿があっ

たと聞く。そのこと自体を美化する意図はないにしても，そこには“師弟同行”という形

で技術の習得を目指すということも含めて，学校への所属感と愛着を持ち，範を示す教師

の姿があったのではないだろうか。それはやはり徳の一つの体現にちがいない。子どもた

ちはこのような教師の背中を見て育つのでないかと思われる。

 それらのことは，教師と生徒との関係に縮減されない。さらには学校文化や教師文化と

いう枠組みで捉えることもできよう。先輩教師は新米教師に範を垂れ，新米教師は先輩教

師の手仕事を見よう見まねで学んでいく文化が存在したことを想起することもできるので

ある。「よくあろうとすること」または「よくあろうとする人」を求める共同体が学校な

のである。

 いわゆる合理主義化・機能主義化してしまった教育的営為の中に埋没しかけてはいるけ

れども，徳論的なまなざしが注がれる余地が残されていることをこれらの事例は示してい

る。それは決して懐古趣味などではなく，教師の基盤としての「よくある」ことの，そし

て「よき人」であることの，人間としての在り方生き方が道徳教育に求められていること

であると思われる。

 けれども，だからと言って「道徳の時間における指導」が些かも疎かにされてよいとい

うことを訴えているわけではない。むしろ， 「学校の教育活動全体を通じて行う道徳教

育」へのこのような視座を豊かに汲み取ることによって， 「道徳の時間における指導」は

一層充実していくものと思われる。 「道徳の時間」が「各教育活動において行われる道徳

教育を，全体にわたって調和的に補充，深化，統合する時間である」72）ことを踏まえれば，

このようなダイナミズムこそ稲富栄次郎が求めたものと思われる73）。

 ところで，このような徳論的方向づけは，最近の申央教育審議会の答申（中央教育審議会，

1998年；2002年）74）にも見ることができる。例えば，『新しい時代を拓く心を育てるために』

（1998年）では，第2章において改めて家庭の在り方が問い直されている。その中に， 「祖

父母を大切にする親の姿を見せよう」，「幼児には親が本を読んで聞かせよう」，「人間

としての生き方やこれからの社会について子どもに語りかけ，子どもの将来の夢と希望を

聞こう」などの項目が散見されるが，明らかに機能主義的な家庭の在り方に反省を迫って

いる。言うまでもなく，平成14年度文部科学省作成の『心のノート』は，この平成10年度

の中教審ならびに文部省（当時）の答申を，より具体化したものであるという指摘もある75）。

 また，『新しい時代における教養教育の在り方について』（2002年）の「第2章新しい時

代に求められる教養とは何か」では，直接的に以下のような文言を見つけることができる。

「時代がいかに変わろうとも普遍的な教養がある。かって教養の大部分は古典などの読
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書を通じて得られてきたように，読み，書き，考えることは，教養を身につけ深めるた

めに中心的な役割を果たす。 ……（中略）……」

「教養を形成する上で，礼儀・作法をはじめとして型から入ることによって，身体感覚

として身に付けられる「修養的教養」は重要な意義を持っている。このためにも，私た

ちの思考や行動の規範となり，教養の基盤を形成している我が国の生活文化や伝統文化

の価値を改めて見直す必要がある。」

「……（中略）……新しい時代に求められる教養の全体像は，変化の激しい社会にあって，

地球規模の視野，歴史的な視点，多元的な視点で物事を考え，未知の事態や新しい状況

に的確に対応していく力として総括することができる。こうした教養を獲得する過程や

その結果として，品性や品格といった言葉で表現される徳性も身に付いていくものと考

える。」（下線筆者）

 こうした教養の復権は，「身体」と「深化」と「時間」に定位する限りにおいて徳論的

な方向づけと重なりを持つこととなる。文化的な相違から，我が国のこのような徳論的方

向付けが英語圏の徳論的アプローチと微妙にずれをもっていることは踏まえなければなら

ないが，今新たにそこに視線が向けられていることは確かである。

 以上，徳論的アプローチが，直接的ではないにしても我が国の道徳教育論へ示唆しうる

可能性を吟味してきた。それは決して目新しいものではないし，即効性のある方法論でも

ないかもしれない。しかし，徳論的アプローチの可能性は，その課題を見据えつつも，い

たずらな理論の精緻化によってではなく，具体的な「よくある」ことへのあくなき実践の

追求と蓄積とによってこそ拓かれるものと思われる。
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第2節 教育関係における権威論の再検討

          一英語圏の教育学における徳倫理学的観点からの可能性一

1 はじめに

 教師の権威または教育者の権威に関する議論は，一般的には論争的であるばかりか，必

ずしも生産的なものではないと見なされる傾向にある。確かに，このような権威の疑義に

ついての最も顕著な例は，進歩主義や児童中心主義の教育者から生じてきたものであるD

という指摘を見出すことは可能である。しかしより一般的には，グローバル化を背景とし

た文化的，政治的，経済的進展や成熟とともに，現代の民主主義的で多元的な社会が権威

一般への専門的な要求に対して敬意を示しえず，したがって伝統的な教育的権威観が着々

と減じてきたというのが正直なところであろう。

 しかし近代教育の登場以来，権威が教育的円環において完全に拒絶されてきたというわ

けではない。事実，教育的権威を拒絶することは実践的には困難である。また，他律と自

律との間の問題群2）を抽出するまでもなく，「子どもは大人の中で子どもとして扱われる

ことによってのみ成長しうる」といった所謂“教育のパラドックス”を勘案するならば，

その方向性は教育的権威の精査を通して，まずはこれまでの権威観における誤解や限界を

明らかにすることであろう。ただし，ここでは昨今教職論の枠組みの中で，教師に求めら

れる緊要で具体的な職能や専門性の一つ一つを経験的に積み上げていくことで，権威論に

おける根本的な課題が完全に融解するとは考えない。むしろ，権威論に纏わる法学的偏向

を廃しつつ，教育学における文脈の中で権威そのものを改めて捉え直すことによって，教

育的権威を蘇生させる道筋を見出すことができるものと思われる。

 以上のような問題関心から，本節では，英語圏の教育学における権威論の展開過程を手

がかりにしっっ，80年代以降道徳哲学，ひいては教育学的領野においても一定の地歩を固

めっつある徳倫理学的な視座から教育的権威を再定位することを試みる。

 その際まず第一に，分析的教育哲学の系譜にあるピータース（Peters， R。 S。）やウィルソン

（Wilson， J．）らにおける「権威」概念の明確化と権威の正当化問題などを取り上げ，一連の

洗練された権威論の展開を概観する。それらを受けて第二に，シュトゥテルとシュピーカ

ー（Steute1，J．＆Spiecker， B．）らにおける最近の徳論的アプローチの議論から教育的権威

の在り方について捉え直しを図り，徳倫理学的な教育的権威論の布置を確認する。最後に，

上記の一連の考察を踏まえ，徳倫理学的な教育的権威論の可能性と課題を考察する。

 筆者の目論見は，教師と生徒の間の教育的関係に新たな襖を打ち込むことではなく，あ

くまでも教育的関係が生起する原点に遡行することで，何らかの有益な示唆を得ようとす

るものである。

2 権威一般の歴史的性格

 ところで，本論に入る前に権威一般についての議論がしばしば暗礁に乗り上げ捉えどこ

ろのないものとして，認知される傾向があることを踏まえて，権威にまつわる観念の諸前

提についていくらか注記しておくことが必要であろう。

 権威について，詳細に論述しているクリーガー（Krieger， L．）にしても， 「権威の観念に

は，単一の歴史的定義は存在しない」3）と冒頭に言明し，権威の「カメレオン的性質1は，
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この観念が諸々の諸観念の何らかの歴史的複合体の中に位置づけられることによって，さ

まざまな問題を生ぜしめてきたことを述懐している。クリーガーによれば，元来，「権威

という言葉は，主として強制力や理性的な説得とは区別された理由に基づいて，自発的な

服従や同意を喚起する能力のこと」4）（下線筆者）を意味したとされているが，現在では

「強制力に公式の権利を付与し，理性的な説得に命令的な力を与えるような根拠に基づい

て，それが自発的であるか否かにかかわりなく服従や同意を喚起する能力のこと」5）であ

るとしている。

 そもそも権威という観念が，その歴史的起源を，共和制ローマ時代の「アウクトリタ

ス」（α顔。癬α3）という造語に求めることについては共通の了解が存在しているが，単一

のカテゴリーとして，現実の状況やイデオロギー的連関といった外的な変化に応じて単純

に反応してきた事態の経過ではない。クリーガーは，このことを共和髄ローマ時代（元老院

の権威やプリンケプスの権威），古代から中世にかけてのキリスト教会の権威の時代，近世

の政治的権威の時代とに分けて，その変遷を叙述している。そこでは，権威の観念が他の

主要な意味連関（例えば， 「支配」， 「自由」， 「統治」， 「権力」など）の問で内的に変

化することが，相関しつつ権威の外的な役割の多様性を反映することを明らかにしている。

そのような視座で西洋における権威の諸観念の歴史図式を捉えるならば，その歴史は，ク

リーガーが以下で述べるように，古代ローマから現在に至る螺旋状のプロセスを辿ること

になる。

「このプロセスにおいて，文化的革新の代々の中心は，自発的権威という元来の観念へ

の相次ぐ回帰を起こさせた。しかしこの回帰の後には，その各々の時代において，権威

の自発的性格が自由と支配という対立的な観念の牽引力によって希薄化するということ

が同様に繰り返し生じ，そして権威の観念そのものが権力の正当化の理由へと再定式化

されていったのである。……（中略）……ローマ人たちは，法に対する特別の関連をもっ

た権威の観念を案出し，主権の法的正当化をもって終了した。中世の人々は同じプロセ

スを宗教によって反復し，近世の人々は政治によって，そしてもっと最近では近代の人

たちは社会によって，この同じプロセスを繰り返した。」6）

と。

 権威の観念について，ここではその歴史的変遷を中心的な課題としているわけではない

が，西洋における権威の観念そのものが他の主要な意味連関との牽引によって意味の変化

を生じ，外的な役割に多様性を生じてきたこと，また歴史的にその自発的な性格をめぐっ

て螺旋状のプロセスを経て制度化の道を辿ってきたことをこのようなコンテクストの中に

確認しておくことが肝要であると思われる。

 一方で，社会的・政治的権威の個人的・道徳的発生に関して，キケロがストアの原理と

ローマの慣行とを結びつけるという方法で真の原典となっていること7）にも注目しておき

たい。キケロは，権威の個人的発生を個人のもつ本性の資質に求めているが，端的には

「徳と時間」の資質一言い換えれば，独自の才能，富，経験，知識そして年齢一によって

表されるとしている。これらの資質が，ある種の人格を特に注目を惹くものとし，その活

動を他の人々に対してとりわけ影響力あるものとしているわけである。ローマ人たちが権
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威を社会的志向をもった個人的資質や，賞賛に値する行為や高齢に属するものと考え，そ

うした個人的長所に由来する卓越性を権威の一つの必要条件と考えたことは，たとえその

社会的作用を勘案するとしても，権威の発生的理解を進める上で踏まえておく必要がある

もう一つの：事項であると思われる。

3 分析的教育哲学の系譜における権威論の展開

3．1 ピータースにおける権威論

 さて，それでは教育的関係における権威の問題へ論題を戻すこととしよう。権威の問題

を議論する際には，一般に政治哲学における場合がそうであるように，権威についての異

なった観念やタイプを区分することによって，その幾つかを明らかにすることが，道徳教

育を含めて教育における権威の役割や性質のこれまでの議論を把握するためにもまずは必

要なことであろう。事実，英語圏の教育学のコンテクストにあっては，そのような手法が

とられてきた。

 例えば，市民社会成立期のロックの『教育論』や『統治藩論』においても権威の在り方

が取り上げられている。鈴木剛はロックの道徳的権威の構造の中に理性のレベル，父権の

レベル，評判のレベルとして「規正するく権威〉のオーダーが想定されている」8）ことを

指摘している。ロックの教育論において子どもの行為の動機が情念や欲望などヘドニズム

（快楽主義）のレベルで理解されることはあるにしても，興味深い点を示している。

 権威の問題について，現代の教育哲学の領域で本格的に論じているのは，言うまでもな

くピータース（Peters， R． S．）である。彼は主著『倫理と教育』（E砺03α雇忍伽。α’∫oη）（1966

年）において， 「教育とは，本質的に見て，社会の構成員を価値あると考えられる生活形態

の中に手ほどきすることである」9＞と捉え，またその際伝達されるべき教育の内容と方法

とが正当化されうることを明らかにしているが，ユートピア物語でない現実の学校教育へ

対峙することを余儀なくされたとき，社会的統制の問題として「権威」の概念を取り上げ

ている10＞。社会的統制の形態としては，刑務所の中での「強制」や企業における「経済的

な制裁と報償」などが考えられるが，学校はそのような組織とは根本的に異なるとピータ

ースは考える。あくまでも「学校の存在根拠（レーゾン・ゲートル）は，共同社会が価値あ

ると認めるものを伝達することにある」1’似上，学校における社会的統制の適切な形態が

求められるのは必然のことであった。その中心的な鍵となるのが「権威」の概念であった

のである。

3．1．1 権威の座にあること（being in authority）と

               権威者であること（being an authority）

 ピータースは，権威の概念が，規則＝統治の生活形態と不可分な関係にあることを踏ま

えつつ，まずは権威の概念を権威の座にあること（being in authority）と権威者であるこ

上（being an authority）の2つのタイプについて分けて論じている（下線筆者）’2）。

 一般に，権威の座にあることは社会的統制の領域においてある人の願望に同意させる権

利を持っていることであるが，強制や制裁を伴う「権力」の行使とは異なる。権威は，

「基本的には，それに従う人たちの側でそれを承認しているがゆえにその行為を規制する

ことになる，非個人的な規範的秩序または価値体系に訴えることを意味しているjk3）ので
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ある。典型的な例としては，裁判官や警察官，審判員を想定すればよかろう。権威が作用

するのは，あくまでも権威の座にある人々によって生み出され支持される生活形態の中に

ある公的な規範的秩序について，理解や配慮がなされるためであると考えるからである。

 それに対して，権威者’4）であることは，一般には信頼するに足る知識を持っていること

である。これは社会的統制の領域に限定されるものではなく，知識の領域における権威に

あてはまる。典型的な例としては予言者や専門家学者を想定すればよかろう。そのよう

な権威者は，専門的な訓練を受け，卓越した能力や洞察力を持つがゆえに，該当する問題

について陳述する権利を持つとみなされるのである星5）。

 したがって，社会的統制の領域における権威と知識の領域における権威には，差異が認

められることになる。前者が行為をめぐって権威を持っていることに対して，後者は信念

をめぐって権威を持っていることを期待されているのである。つまり，権威に対する訴え

は，社会的統制の領域においては最終的に「発動者」に対してなされるのに対して，知識

の領域においては絶えず「理性」に対してなされることになる。知識の領域において権威

者であることは，常に証拠や根拠に訴えることによって挑戦を受けているのである。

 ピータースはこのような区分を前提に，現代の教師はこの二様の意味において権威をも

った人物であるべきだとして次のように纏めている。即ち， 「教師は，共同社会のために

ある仕事をなし，その間，学校の中で社会的統制を維持するために，権威の座（in

authority）におかれている。それと同時に，共同社会の文化の伝達者として雇用されてい

るため，その文化のある側面について権威者（an authority）でなければならない」’6＞と。

 こうした権威観は英語圏においては伝統的には保持されてきたと考えてよい。そういう

意味で「教師は彼らの願望が生徒に支持されることを保証するための権利を持っていると

考えられてきたし，また部分的には生徒に分け与えられる信頼に足る知識を所有している

がゆえに，彼らは任命されてきた」17）のである。

3．1．2 合法的権威（4θノ〃7回目〃功。ア∫り・）と実際的権威（4θカ。’oα〃漉。吻・）

 ところで，権威についての二つの意味ないしはタイプのもう一つの有名な区別は合法的

麩（漉ノπ7θα励。吻・）と実際的権威（漉勉’0απ伽吻・）の問の区別である（下線筆者）。ピー

タースは直接的にはこの用語を用いておらず，形式的権威（formal authority）と実際的権

威（actual authority）という用語を用いているが，神崎英紀も指摘しているように’8）前者

の区別に基づいていると考えてよかろう。ピータースはここで規範的規則をもとに定義さ

れる形式的な権威の立場と，実際に発生する権威とを区別することの重要性を訴えている。

次のピータースの言葉は，そのことを象徴的に表現している。

「学校教師は，形式的にいえば，一つの学級に対する権威の座にありうるけれども，し

かし，実際には，子どもたちに対して権威を行使することができないかもしれない。彼

は命令を出す権限をもっていても，実際には，誰もその命令に従わないことがある。ま

た，次のようなことも起こりうるであろう。つまり，ある飼人が，ある社会的条件のも

とで現れ出てきて，たとえ権威の構造の中で形式的立場をもたなくとも，その人の命令

が遵守され，その人の決定が容認されるようになる場合である。」’9）
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 以上のことからも推測しうるように，合法的意味において権威の語を使用することは，

ある人が規則に対する権利ないしは信念に対する権利を持っているという規範的な要求を

なすことを意味する。一方，実際的意味において権威の語を使用することは，ある人が実

際に他の人々の行為や信念について具体的に影響を及ぼすという記述的な要求をなす事を

意味する。したがって，合法的権威の中心的な課題は，権威の座にあることや権威者であ

ることの条件を明確にしたり，正当化したりすることに関わることになる。一方，実際的

権威の中心的な課題は，権威の座にあることや権威者であることを効果的に行使するため

の諸条件を記述したり，説明したりすることに関わることになる20＞。

 ピータースは，このような区分のもと，具体的に社会的統制の領域における権威の正当

化やその権威が合法的に及びうる限界について明確化することに取り組んでいる21）。それ

はヴェーバー（Weber， M．）のなした伝統的権威と合法＝合理的権威との区別を手がかりとし

ながら，権威の正当化の議論を政治哲学の領野を中心に歴史的に概観しつつ進めているも

のである。端的に言えば，権威構造そのものは世界の理法の一部ではない以上，権威それ

自体は正当化を必要とするし，正当化されうるものであるというピータースの主張である。

事実，イギリスにおいて典型的に見られるように「議会における国王」の権能と仕組みと

は徐々に合理化されてきたというわけである。

 ただし，この正当化（合理化）の過程22）が学校教育や家庭教育の分野で十分に進んでいる

とは言えない。要は，権威の主張を放棄することではなく，権威を合理化することでなけ

ればならない23＞という。教育における権威について問われなければならないのは，いか

にしてそれを正当化（合理化）するかという問題となる。具体的に，社会的統制の領域にお

ける権威の合理化については，ピータースは論駁の余地はないものと捉えている。しかし，

一方で知識の領域における権威の主張は，せいぜい暫定的な便法であることも認めている。

なぜなら，知識の問題においては，法律体系の中での妥当性とは異なって，そのような究

極的な訴えは存在しない24）からである。

 ア 教師の合法的権威（鹿ノ〃7θα励07め・）

 それでは，教師の権威はどのように正当化されるのであろうか。そもそも学校は教育の

目標を掲げなければならない機関のことである。その目標の中には若者を価値ある生活形

態へ手ほどきすることを含意し，内因的に価値あるとみなされる活動及び思想と意識の形

態（道徳的に正当とされる行為の様式や行儀作法，読み・書きというような技能）をも含む

ことになる。こうして，学校は現代のように「開かれた社会」においては，社会の基本的

な価値を保持したり伝達したりすることと同時に，そのことを通してそのような知識が発

展し，新しい環境に適合することを可能にする手続きの原理や思想の形態をも伝達する機

能を果たすことになる。その意味で，ピータースは基本的には「現代の法律＝合法的社会

における教師は，共同社会の文化のある側面に関する権威者として，承認された基準に従

って自己を確立してきたものであるため，権威の座に置かれるべきである」25）とする。

 しかし，伝統的な権威が消滅するにともなってもなお共同社会の中で教師が何らかの権

威を持ち続けるべきであるならば，それは当然理由づけられなければならない。共同社会

にとっての教育的課題を遂行するために権威の座に置かれることと同時に，権威者である

ことを教師は証明し続けなければならないのである。ピータースにおける教師の権威の正
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当化の方向性は以下の文言に表されている。

「今後期待されるべきことは，すべての教師がある程度までどれかの教科に関する権威

者になるとともに，教授法と児童に関する専門家になることの必要性が徐々に認められ，

しかも，教師の権威が徐々に，教育課程と児童に関する諸問題を理解することと合理的

に結び合わされるようになることである。」26）

 こうして，ピータースは教師が共同社会が価値あると認めるものに関する権威者として

みなされるべきか，またその理由で権威の座に置かれるべきかどうかということに関して，

それは正当化されるべきである，と捉え，またその正当化を通して教育的権威の在り方を

不断に求め続けているのである。

 イ 教師の実際的権威（三富。∫oα励。吻）

 しかし，教師が権威者として権威の座にあることが正当化されることと，彼が学校や学

級の中でその権威を効果的に行使することは別問題である。そもそも教師の任免について

生徒や保護者の発言権が基本的に許容されているわけではない。教師の課題は教師が伝達

しようとする事柄を学校の教育目標に結びつけさせながら生徒にも分有さることであろう

が，生徒や保護者に意味づけられていない問題を生徒へ手ほどきする困難に遭遇すること

はありうる。そこでピータースは教師がその権威を効果的に行使するためのいくつかの便

法についても実践的な課題として論じている。

 まず第一に，権威者としての教師は，それとみなさるにふさわしく行動することが求め

られる。教師の「選んだ活動や意識形態に示される熱意，およびその複雑な事柄に対する

精通は，他者をしてその神秘さの中に入り込ませられるように魅惑する」27＞はずだから，

教師が従事しているのは人間の精神の大事業であるという観念をまずは伝達すべきである

という。そこには，教師の持つ雰囲気，出会いの荘厳さ，あるいは学校の持っている伝統

・儀式や校風といったものが手助けとなるかもしれないが，要は生徒に教師の伝えようと

する価値を理解させるために，教師と生徒の問に心理学的な同一化が生み出される必要の

あることを求めている28）。誤解を恐れずに言えば，教師の課題を促進するための外因的援

助を承認しつつ，そこから内因的動機づけを求めているのである。

 第二に，教師は知識の分野では暫時の権威者に過ぎないのであるから，ヴェーバーのカ

リスマ性を持ち出すまでもなく権威主義者になることを厳に戒めている。教師は権威者で

あると同時に，「生徒が教師の間違ったところを指摘できる力をもちうるような方法で生

徒を教えなければならない」29）。いわば教師は文化伝達の仲介者であると同時に1「変革

や挑戦の仲介者」でなければならないということであろう。

 ところが権威の座にある教師の立場は，課題を遂行するために秩序を保持する必要があ

るために，その権威の行使は複雑化してくる。しかし，ピータースはあくまでも権威一般

を放棄することではなくして，社会的統制の一形態としてそれを合理化することを求めて

いる。確かに命令は，人格関係の中では不適当であるとしつつも，「もしも命令が，地位

＝適合よりもむしろ，課題＝適合をさせられるのであれば，明確な指示や禁止が明らかに

必要とされるような状況を統制し支持するために完全に合理的な方策となる」30）としてい
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る。もちろん，課題の価値について何らかの容認が生徒の側にないと，それは権威から権

力の行使へと堕落してしまう危険性を含むことになる。

 けれども，実際的には命令が社会的統制の唯一の形態というわけではない。権威の座に

ある教師は道徳教育そのものが教師の課題の一部である以上，要求や道徳的・分別的な訴

えという形態も存在している。さらには，教師のなす助言，奨励，賞賛，非難なども課題

＝適合されられるならば，一形態として考えられよう。

 ピータースの教師の権威への訴えは何と言っても次のことにある。即ち，「教師の権威

は，他の世代に対して権威なくしては生きることを学ばせるために必要」31）なのである。

だからこそ，教師の権威の行使が公的に合理化され，課題；適合させられなければならな

いのである。

 以上，ピータースにおける権威論の骨子を主著『倫理と教育』における分類にしたがっ

て略述してきた。ピータースにおける教育的権威は，それを放棄することではなく，専ら

その正当化（合理化）の筋道を提示することによって，伝統主義者からの疑義に対して，ま

た進歩主義や児童中心主義の教育者から出てきた疑義に対しても，権威そのものの正当性

を確保することであった。正当化そのものの企てが成功しているかどうかは疑念を拭い去

れないとしても，教師の社会的統制に分野を限ることなく，権威を巡る教育的諸関係の在

り方に今なお基本的な枠組みと豊穣な示唆を与えているものと思われる。

3．2 ウィルソンにおける権威論

 ウィルソン（Wilson， J．）にとっても，教育者の権威とりわけ道徳的教育者の権威は彼の

著作における中心的で広がりをもったテーマである。概念分析についてのウィルソンのメ

タ哲学的説明は彼の批判的で非妥協的な態度を暗示しているが，同様のことが権威の概念

についての哲学的分析に対しても進行していたのである。

 例えば，ウィルソンは，「権威の概念は卓越しており，避けることのできないものであ

り，また‘法律と秩序’対‘自由’のような特別な価値の対立以前のものである。権威な

しにはどんな人間同士の相互関係も考えられない」32）と言い放っている。ウィルソンの権

威論を二上に載せているシュトゥテルとシュピーカー（Steutel， J．＆Spiecker， B．）も「教

育の分野で自由主義的で反一権威的な学説の絶頂期にあっても，権威やしつけについての

ある種の形式は効果的な教育やまじめな学習についての前提条件であると，ウィルソンは

繰り返し執拗に指摘してきた」33）と述懐している。さらには，権威と教育の問のこのよう

な関係に関して，ウィルソンは「教師の正当な権威に対する疑義を差し挟む余地のない従

順は，生徒における徳とみなされるべきである」34）とさえ主張している。

 こうした，ウィルソンにおける権威論はどのような特徴を持っているのであろうか。シ

ュトゥテルとシュピーカーは，権威論の展開の前段としてウィルソンの権威論の要点を先

のピータースの権威論の枠組みを援用しっっ素描している。それにしたがって，彼の権威

論をピータースとの比較のもとに概観することは有益であろう。

3．2．1 権威の座にあること（being in authority）と

                 権威者であること（being an authoriもy）

シュトゥテルとシュピーカーも認めるように，ウィルソンはその用語をほとんどめった
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に用いないけれども，疑いなく彼は教育者が権威の座にありまた権威者でもあるとみなし

ている35）。特に，彼は“しっけ”，“罰”，“規則”や“契約”を含めて相互に連結する

一連の要素として権威の座にあること（being in authority）の概念を導入し議論している。

 教育は真面員で持続的な学習の計画を取り扱わなければならないのであるから，権威の

座にあることを行使することはそのような学習が実際に行われうるということを保証する

ために必要となる。とりわけ権威の座にあって権威を行使することは，具体的に生徒たち

が自分たちの宿題をやり，教師に注意を払い，互いにいじめることなく，またずる休みす

ることがないことを保証すべく規則の枠組みを強制することによって高度の秩序と従順を

十分に維持することなのである。ウィルソンにとってしっけられた振る舞いならどんなも

のであれ真面目な学習のためには必要とされるのである。何となれば「人が権威を持つな

らば，それが暗示するものは，人は少なくとも特徴として従うことを余儀なくされるある

いはされなければならないということである」36）とウィルソンは正確に述べている。その

ような意味では，ピータースが権威の座にあることの正当化に注意を払っているのに対し

て，ウィルソンは一歩踏み込むことによって，教師と生徒たちの学習成立の前提条件とし

て権威の座にあることを保証しようとしているように見て取れる。

 一方，ウィルソンが権威者であること（being an authority）に近づくやり方は，全く異

なってはいるが相互に関連する一連の概念，とりわけ“理性”，“真理”，“知識の諸形

式”，“学問”などの概念に対応する観念を定めることによるものである37）。ウィルソン

によれば，全ての教育者が求める目的は，特別な理性的手続きによって構築された学問や

探究の分野の中へ生徒たちを手ほどきすることによって，偏見から理性の世界へと生徒た

ちを教育することに他ならない。そのような企ては，適切な学問や探究の領域の中で権威

者として立ち現れる教育者の指導なしにはほとんど考えられない。結局，真面目な学習が

学問やその権威の認識の中に本来備わっている理性的な手続きの理解へと案内すべきなの

である。教育者はそのような手続きと生徒との間の仲介者として振る舞うことになってい

る限りにおいて権威者であるはずであり，権威を持っていなければならない38）のである。

こうした権威者であることの理性的な理解はロンドンライナーの一人であるバースト（

Eirst， P． H．）の認識に極めて近いものと思われる。

3．2．2 合法的権威（4θノ〃アθα勧07妙）と実際的権威（4θ力。如α励07fり・）

 ウィルソンは合法的権威と実際的権威の用語を体系的に論じているわけではない。しか

し，権威の役割や性質は彼の研究における中心的なテーマであり，教育者の合法的権威と

実際的権威の双方について多くの興味深いことを語っている39）と，シュトゥテルとシュピ

ーカーは指摘している。

 ウィルソンは教育者が権威の座にあること（being in authority）については，子どもた

ちへの規則に対する権利を持つことなしには，効果的で真面目な教育実践はほとんど不可

能であることを主張することによってこの要求を正当化（合法化）している。ウィルソンの

教師が権威の座にあることの合法性は，シュトゥテルとシュピーカーによって以下のよう

に説明されている。

「彼（ウィルソン）の見解においては，権威の座にあることは生徒が教育者の手の中に自
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発的にあるいは契約上自らを定めることとして解釈されうる場合にのみ正当とされる。

教育者の規則に対する権利は契約の用語においてのみ正当化されるべきである。教育者

は生徒たちを正しいやり方で教育することを彼らに約束する。そしてこのことのかわり

に，生徒たちは彼らが少なくとも特別な分野で語られることを為さなければならない。

生徒たちが多かれ少なかれ明白にこのような契約に同意するとみなされうる場合にのみ，

教育者が権威の座にあることは適法となり，それゆえ単なる権力や暴力とは異なってく

るとするのである。」剃

 では，権威者であること（being an authority）は，ウィルソンによってどのように正当

化されるのであろうか。彼自身も，教師が権威者として正当化されうるとみなしている。

シュトゥテルとシュピーカーもウィルソンの理由づけを次のように説明している。

「なぜなら生徒と比較して，教育者は特別な学問や知的な実践と関連づけられた優れた

技術，知識や理解力を持つことを期待されているからである。これらの性質の徳によっ

て，教育者は学問や探究の世界の内部にある卓越さや諸徳と同様に，信念に対する権利，

とりわけ適切な思考方法，判断の基準，固有の資質に関しての信念に対する権利を持っ

ていると言いうる。」ω

 しかしながら，ウィルソンは教師が権威者であることを理性の権威から由来するものと

みなしているということも記されてよい。信念に対する教師の権利は，様々な知的企てか

ら構成される理性の手続きの権威において正当化される。教師は，彼らの個人的な資質が

一般的な理性の手続きを適切に表す場合に限り，権威者であることが正当化（合法化）され

るのである。

 ところで，実際的権威（回雪αoα励。吻）に対する諸条件についてウィルソンはどのよ

うに考えているのであろうか。興味深いことに，ウィルソンは権威の座にあって権威を効

果的に行使しうることについて，ピータースのように教師に対して生徒との心理学的な同

一化を求めているわけではない。彼は権威の座にあって権威を効果的に行使しうることが

何を意味するのかについての説明を，とりわけしつけの概念を分析することによって与え

ようともしている。よくしつけられた人々に典型的なのは，正当化された権威それ自体に

対する彼らの従順さであると，ウィルソンは主張する。彼らは権威によって定められた規

則に気づくのではなく，彼らがそれらの規則を権威があるとみなすという単純な理由のた

めにそれらの規則に従う傾向をもっているのである。 「結果的に，権威の座にあって顕著

なタイプの影響を行使することができるためには，教育者はよくしつけられた生徒を必要

とする罫2）ことになる。

 実際的権威の場合には，人々は指示されたものごとの長所や前にある信念の妥当性につ

いて彼らが評価することに依存して服従したり同意したりするのではない。むしろ，彼ら

はそれが権威を持っていると人々に認められた誰かによって指示されたり表現されたりす

るという単なる事実のために，自分の判断を放棄し，指示に従ったり信念を受け入れたり

するのである。ウィルソンの言葉を借りれば，「権威として行為する際には，人はその人

の命令が賢明か，好ましいか，他の理由のために受け入れられると個人によって考えられ
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ようが考えられまいが，誰か他の人が従うことを期待するのである。」43）ということにな

る。

 このように見てくると，実際的権威の場合に，ウィルソンは権威を具体的に受け入れる

対象の諸条件を論理的に精査しているのであって，そこには権威をめぐって教師と生徒と

の相互作用を見出すことはできないように思われる。

4 徳倫理学的観点における権威論の布置

    一シュトゥテルとシュピーカー（Steutel， J．＆Spiecker， B．）の考察から一

 英語圏においては，教育における権威が持つ役割について，これまでその哲学的説明の

ほとんどは，以上瞥見してきたように，教師と生徒との関係に焦点化されたものであった。

しかし，権威について他の教育的関係における性格や権能が否定されているわけではない。

ここにシュトゥテルとシュピーカーが問題としているのは，親4）と子どもとの問の権威関

係である。

 さて，シュトゥテルとシュピーカーの論点は明快である。即ち，ウィルソンの論理的な

整序の条件を満たすかどうかは別としても，親としての権威は何らかの方法で人間存在に

とって避けることのできない，または欠くことのできない一つの特徴であることを確信し

ている45）。さらに「親としての権威の基礎は，分別と道徳性の諸問題に関する「実践的知

恵」（practical wisdom）について洗練されているとは言えないがある種の形式に置かれる

べきである」46）と主張している。それでは，彼らが捉える親としての権威とはどのような

意味内容を持つのであろうか。これまでの枠組みを踏まえながら，親としての権威の在り

方に迫ってみよう。

4．1 権威の座にあること（being in authority）と

              権威者であること（being an authority）

 学校での教育活動における科目や学問分野についての教師の中心的役割を考慮に入れる

と，これらの内容と形式において教師が権威者であることを期待されているのは，きわめ

て当然のことである。特別な科目の中へ生徒を導くことは教師のもっとも重要な仕事であ

って，権威者としての教師はまず第一にそれに相当するタイプの技術や知識，さらには理

解力を持っていることになっているからである。

 しかし，親の中心的な仕事は，子どもたちを養育することそのものである。そのような

仕事を遂行するために必要とされる権威者であることの条件は教師とは異なり，ある種の

タイプやレベルの実践的知恵に位置づけられることになる。では，その実践的知恵とは何

を意味するのであろうか。シュトゥテルとシュピーカーによれば，実践的知恵があるとい

うことは，次の三点に要約されうる。

（1）分別のある道徳的価値に対していくつか本質的にコミットしていること。

（2）具体的な場面に対する注意を通してさまざまな状況の中でこれらの諸価値をある程

 度具体的に挙げ，秩序づけることができること。

（3）上記のような実践的な熟慮のもとに適切な判断を下すことができること47）。
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 確かにこのような複雑なコミットメントや能力は一見したところではかなり骨の折れる

ことのように思われる。けれども，シュトゥテルとシュピーカーは親として権威者である

ことをコールバーグ派の脱慣習的思考やアリストテレス派の「徳ある人」の観念の用語で

説明しようとしているのではない。養育の仕事を遂行するほとんどの親は，そのような見

方で意味される実践的知恵についての洗練された形式の基準を十分に満たしてはいるわけ

ではないからである。ただ，親はさまざまな状況について関連する諸側面を考慮すること

によって，道徳的価値を特化するための分別ある能力を持つ必要があるということなので

ある。

 このような実践的知恵の性格をよりはつきりさせるために，彼らは養育の概念を「大人

であること」（adulthood）の概念と結びつけて考察している。考えてみれば論理的には養育

の目的は本質的に大人の中で子どもが成長することの申にある。子どもが成長することに

ついて，多かれ少なかれ大人としての関心及び従事や暗黙の意図なしには養育は考えられ

ない。 「人は大人自身であることなしに大人へ至る道を最初から子どもに支援することは

できないのである。結果として，子どもを養育する仕事を遂行しうるためには，親は大人

の地位を持つことの中に含まれる精神的な心得を持つ必要」48）があり，それこそが実践的

知恵なのだという。もちろん，そのことは，親が分別のある道徳的事項において信頼され

るための権利を持つのは，子どもに対してのみであるということとの裏返しの関係でもあ

る。このような実践的な知恵に支えられて，親は子どもの前に権威者でありうることが論

理的には可能となる。

 それでは，親が子どもに対して権威の座にあることについてはどのように考えたらよい

であろうか。

 ピータースやウィルソンにしたがえば，教師は秩序を維持することと教授することとの

二重の役割を持つがために，独特の地位に位置づけられていた。つまり，教師が権威の座

にあることは標準的には，教室の秩序についての諸条件を保つための権利という用語にお

いて，言い換えれば規則や規制を強制するための権利という用語において説明されてきた。

このようにみなされるとき，権威の座にあることを教師が行使することは教授の本質的な

部分ではなく二本質的な目的であると考えられる。

 しかし，親が権威の座にあることを行使することは清本質的な目的とは考えられない。

むしろ，養育の本質的な部分と考えられる。少なくとも，親が権威の座にあることは，ほ

とんど集中的にしつけにおいて顕現することを踏まえれば容易に理解されるであろう。つ

まり，「それらは効果的な養育についての必要な諸条件を確立するために遂行されるので

はなく，分別のあるないしは道徳的な理性にとって重要であるとみなされる習慣やコミッ

トメントを創り出したり強化したりことを意図されているr9）のである。

 こうした点について，シュトゥテルとシュピーカーは幼少期の情緒的習慣化についての

アリストテレスの見解を紹介し，しつけについての実践と繰り返しを徳ある性格の獲得と

結びつけて論じている。幼い子どもたちは，徳があるとされる行為を自己同一化するため

に必要とされる実践的知恵を持っているわけではないから，結果として，徳ある人になる

ためには，彼らはすでに実践的に賢明な誰かの監督を必要とするのである50）。

 ここで親として権威の座にあることと権威者であることをまとめておこう。親は権威の

座にあって具体的に子どもが徳のある行為を遂行し，徳のない行為を差し控えるよう指示
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し，秩序づけている。一方それと同時に親は権威者であることを行使している。どの行為

が正しいか，親切か，分別があるか，あるいは賢明であるかを子どもに指示したり説明し

たりすることによって，親は実践的判断を為し，実践的知恵を指し示しているのである。

シュトゥテルとシュピーカーによれば，親としての権威者であることの行使のための予備

的手段として親としての権威の座を表現することは誤りであることになる。親としてのし

つけは一つの同じ養育という動作の中で，双方のタイプの権威を表現している5’）のである。

4。2 合法的権威（漉ノ麗アθ伽加7妙）と実際的権威（42カ。’oαπ‘加酸y）

 合法的権威を要求するということは，ある種の規範的な要求を示しているが，親として

正当化されるべき権威とはどのような要求をなすことになるのであろうか。

 シュトゥテルとシュピーカーは，親としての合法的権威を主張することについて以下の

ように二重の主張をなすこととして捉えている。

（1）人は自分の子どもが何をすべきかを告げる権利を持っている。

（2）人は分別と道徳性の諸問題において自分の子どもによって信頼される権利をもつ52）。

 考えてみれば至極当然のことであるが，まず第一に，子どもを養育することは今問題と

している権利を持って行使する人の指導なしにはほとんど不可能か，あるいはほとんど成

功し得ない。また第二に，道理をわきまえた主張がなされるという前提が親に対してこの

ような特別な権利を割り当てているわけである。けれども，（2）の要件を正当化することに

ついては限定せざるを得ない。というのは，教師が専門的な役割を遂行することを許され

ているのは，それ以前に適切な訓練を受け，公的な資格を取得し，公正な選抜手続きを得

ているからである。言ってみれば，そのような資格が教師の合法的権威を支える前提条件

になっているのである。

 もちろん，親としても養育を適正に遂行しうるためには，そのような特別な精神的な心

得を持つ必要があるけれども，我々の社会はそのような心得を獲得するための教師と同様

の取り決めを備えているわけではないし，義務づけているわけでもない。反対に，親は自

分たちが親であるという素朴な理由でもって自らの子どもに権威を行使する権利を持って

いるのである。

 親としての精神的な心得，言い換えれば実践的知恵をすべての親に期待することは現在

あまりに楽観的過ぎる53）とさえ，シュトゥテルとシュピーカーも述べている。事実『オラ

ンダ市民法』では，家庭内暴力や養育への無関心などの理由で親としての実践的知恵を欠

いている場合には，その権威を行使することを制限したり無効にしたりすることがあるが，

現実には子どもたちが大きな損害を受けた後で司法的な介入になるということが課題だと

いう。その意味でも，親に合法的権威を与える前に親としての実践的知恵を確かめること

も必要であろうが，それはそれで大きな問題を孕んでいる。

 一方，親が実際的権威を行使し得るのはどのような条件に基づくのであろうか。実際的

権威をもつことは，合法的権威の行使の対象となる子どもたちによって，暗黙の内にそれ

が認められているということを意味する。親や教師の合法的権威が異なっているように，

彼らの実際的権威もまた異なっているのであろうか。

一210



 確かに教師が指示したことを生徒が快く頷き成し遂げるのは，個人的な権威や教師とし

ての権威があるからである。それを欠いている場合に教師は威嚇や制裁に訴えることにな

ってしまう。けれども，シュトゥテルとシュピーカーはここで，教師としてもまた親とし

ても実際的権威を生徒や子どもが受け入れることの本質的条件を徳倫理学的な観点から提

示する。すなわち， 「ここで我々が想起しうることは，教師や親に対して生徒や子どもの

独特の態度，すなわち何らかの信頼（trust）についての形式や度合いである」謎）（下線筆

者）と。権威者であることを実際に受け入れるのは，受け入れる側がその人を査定するまで

もなく信頼しているからである。とりわけ，教育や養育への影響の形式は信頼なくしては

ほとんど考えられない。しかし，親や教師の権威を認める基盤としてのある種の信頼は，

単に彼らの認知的な技術や知的な力量に関係するのではないことは明白であろう。 「もし

子どもたちや生徒が彼らの親や教師の権威をまさに認めようとするならば，彼らは，彼ら

が学習しなければならないことが一般的に価値があり，彼ら自身の長い間の幸福に寄与す

るのと同じように，その意図が基本的に善いものであるということに，標法的には信頼が

置か」55）れるとシュトゥテルとシュピーカーは主張しているのである。彼らの主張は信頼

を親や教師の実際的権威の基本的条件であるとして，その信頼の根源を「価値あるもの」

「善さ」 「幸福」といった倫理的な次元に裏打ちさせているのである。

 このような実際的権威を受け入れる信頼の態度の醸成や確立は一筋縄ではいくものでは

なく，詳細な経験：的研究を踏まえる必要がある。しかし，シュトゥテルとシュピーカーは，

信頼が親や教師の実際的権威の基本的条件であるとするならば，次にこのような複雑な態

度の確立はどのように説明し得るのかという問題に対峙している。具体的に，教師が生徒

の信頼を高める要因を，彼らは二点にまとめている。

（1）生徒を導く科目や学問分野についての，教師の信頼に満ちた表現（説明）

（2）生徒に対してケアと尊敬の念を持った支援的な態度56）

 （1）の場合，教師は，特別な科目や学問分野に関わる徳技術そして心の習慣の純粋な手

本として振る舞うことによって生徒の信頼を鼓舞することが期待されている。また，（2）で

は，親切にかつ公平に扱われることなしには，生徒が教師に信頼の念を抱きくことは難し

いことが訴えられている。

 また，親が子どもの信頼を高める要因は，教師の信頼を高める要因を追認しつつも，こ

こでも親に「道徳的徳の誠実な手本」として振る舞うことが信頼への強化につながること

が訴えられている。さらには，親や子が親への尊敬が広がる共同体の中に埋め込まれてい

ることも親への信頼を刺激するであろうことも付加されている。

 しかし，一つの重要な点として，親への子どもの信頼を生み出す諸条件が，教師への生

徒の信頼を引き起こす諸条件とは根本的に異なることもシュトゥテルとシュピーカーは見

逃していない。それは端的に言えば，「親との愛情関係」ということになる。子どもへの

親の愛情と親への子どもの愛情は独特のものであろうし，確かに子どもたちは親の無条件

の愛情を経験し認識することで，親への愛情に目覚めることであろう。極論すれば， 「こ

のような相互の愛情関係が親の意図と能力への子どもたちの信頼の背景であり，この種の

信頼こそが，子どもが親としての権威を全般的に進んで受け入れようとする前提条件」57）

一211



となるのである。

 以上，シュトゥテルとシュピーカーは「信頼」という徳を，合法的権威にしても実際的

権威にしても権威全般の前提条件として定礎しょうとしているのである。それは親として

の権威に遡行しつつ，教師としての権威の有り様を再構築しょうとする営為として受け取

ることも可能であろう。

5 徳を教育すること一養育・しつけ論への射程一

 ところで，こうした徳倫理学的観点からの権威論をどのように受け取ることができるで

あろうか。確かに，親と子どもの間の教育関係に遡行していくとしても，ここまで見る限

りはシュトゥテルとシュピーカーの論点はすでに自明視されてきた後知恵であって，必ず

しも示唆的であるとは言えない。彼らの上記の議論は，ピータース以来の権威論としての

枠組みを受け継ぎながらも，むしろ具体的な教育的意義としては養育・しつけ論のコンテ

クストに位置づけて一層考えられるべきものであろう。実際的権威として措定された「信

頼の徳」の内実は実質的にどのようなもので，どのように醸成され，どのような教育関係

論を取り結ぼうとするのかという観点から，彼らの養育・しつけ論を見直すことの方がよ

り建設的であろう。

 例えば，シュピーカーは既にこれより以前「教育と発達における信頼の形式」（1990年）

と題して，分析的手法を用いて直接的に「信頼」概念を旭上に載せ，信頼の基本的な形式

として信念における「能力としての信頼」（trust in power）と「性向としての信頼」

（trust in incli轟ations）とを区分している58）。そこでは，前者はある種の基準（例えば

「氷は割れない」とか「彼女は試合に勝つ」など）を示し，否定的には「当てにしない」

（not count）に関係づけられる一方，後者が道徳的な基準を示し，他者の道徳的特質（とり

わけ徳や道徳的感情）の評価に基礎づけられ，その結果，否定的には「不信」（distrust）に

も関係づけられるものだとしている59）。

 したがって， 「子どもの能力を信頼することによって，大人は子どもが自分たちの能力

に気づくことを刺激し，子どもの自信（self℃onfidence）をも促進」鋤（下線筆者）させ，ま

た「子どもの性向を信頼することによって，子どもは自らの道徳的アイデンティティ

（moral identity）を促進させる」6’）（下線筆者）ことになるのだとしている。幼少期におけ

る信頼が本能的で原初的なものであるがゆえに，理由づけによる条件づけが十分ではなく

本能的な反応の形式とみなされるべきものとしても，発達段階において子どもにこうした

信頼の二形式を与えることが子どもに自信と道徳的アイデンティティを与えるであり，親

としての大切な義務となってくる。とりわけ他者の性向を信頼しうる人が“他者のインタ

レストの掛酌”や“他者への敬意”といった道徳的諸原則を内面化を可能にする以上，性

向としての信頼の徳の醸成が教育の重要な目的になってくるとシュピーカーは結論づけて

いる。

 さらに，シュピーカーの別の論文「幼少期の道徳的養育における習慣化と訓練」（1999

年）では，ライル（Ryle， G．）やシェフラー（scheffler，1．）の議論にしたがって，習慣のタイ

プを，閉じた習慣ないしはルーティンとしての「一元的な習慣」（single－track habits）と

さまざまな環境において適切な規則に従うための能力としての「多元的な習慣」（搬ulti－

track habits）とに区分して，養育と道徳的訓練の在り方を論じている62）。すなわち，前者
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はトイレットートレーニングに代表されるように条件づけやドリルと同等な行動形成とし

てみなされるものであるが，後者は「心の道徳的習慣」（moral habits of田ind）と呼ばれ，

キャラクターとしての道徳的特性を表現するものとされる。もちろん，前者が道徳的社会

的世界の足がかりになるという意味で，二つのタイプの習慣の論理的な区別が互いの実践

的連関を妨げるものではないが，シュピーカーによれば「多元的な習慣」が幼少期の養育

と道徳的訓練にとって決定的な最初の段階を占めることになる。なぜなら「多元的な習

慣」は完全な徳と言えるものではなく「習慣としての徳」（habit－virtues）に過ぎないが，

社会的な規則や規準の把握を前提にするものであり，さらなる理解を進めるという点で，

アリストテレスも認めるように明らかに認識的な次元を構成するものとなるからである63）。

いわば， 「多元的な習慣」ないしは「習慣としての徳」は道徳的省察や熟慮の発達に先立

つものではなく，それらを構成するものなのである。

 その意味で，シュピーカーによって最初の子どもと親との愛情による相互関係に思慮あ

る注意が払われるべきことが訴えられることになる。つまり，親はこうした相互関係にお

いてあたかも子どもの行動が意図的なものであり，その発言が意味のあるものであるかの

ように振る舞う。確かに親の行為は二一事実的な性格を強力に持つものであるが，親の愛

情を伴った，合理的，意図的な「対話可能性についての想像的期待」醐の徳をもってして

はじめてこれらの相互関係は成立するのである。徳の観点から言えば，幼児は道徳的習慣

化や訓練への傾向性に前一社会的に順応するという点で，また親は人間としての反応への

反一事実的期待の徳をもって幼児を“なるべき”人として扱うがゆえに，幼児は生まれつ

き人間性としての徳の“門の内側”に位置するのである65）。

 ところで，徳倫理学的な観点からは情緒の適切な育成が状況に応じた振る舞いを発達さ

せるのに必須のものとなる。つまり，自尊感情や他者への思いやりのためにある種の自然

な人間としての能力や感情を洗練させることが必要になる。その際，徳倫理学が徳の教育

で採用する手法の一つが「他者の実例を行為の模範とすること」品）（下線筆者）である。つ

まり，教師としても親としても実際的に権威を行使しうるための本質的条件を「信頼」の

徳として，いわば「道徳的徳の誠実な手本」として振る舞うことを要請されることになる。

 ：事実，ストライク（Strike， K． A．）は教師が模範者あるいは年長者と呼ばれる役割を果たす

ことを求めているが，信頼がこれらの役割を遂行するための必須条件であることを認めて

いる67）。その意味では，善さや徳を伝達することに関して知的な実践を行うためには，

「信頼」と「模範」とは共存関係にあるものと考えてよい。また，クッパーマン

（Kupperman， J． J．）が親や共同体の指導者が善き生活の模範を示せるかどうかが徳の教授に

とって大切な要因であるとし，道徳の初期教育についてのアリストテレスの説明を再評価

している68）。その上で習慣こそが初期のキャラクター教育の中心であり，習慣のよき基礎

がないところではその後の重要な発達は見込めないとしている。

 以上，これらの養育・しつけ論の観点を踏まえれば，教育関係論として徳の教育におけ

る親や教師の「模範」と子どもの「習慣化」は，互いに「性向としての信頼」の徳によっ

て構造的に分かちがたく結びつけられなければならないことが理解できる。

6 教育関係論としての権威論の展望

教育関係における権威の問題を英語圏の分析的教育哲学における系譜を辿りながら一と
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りわけピータースの枠組みを援用しつつ一その展開過程について略述してきた。

 分けても1960年忌，公教育が社会的に認知される時代にあって，ピータースに求められ

たのは，伝統に則った形式的な教育理論でもなく，また児童中心主義の教育学でもなく，

「教育とは何か」という問いを「教育」の概念を分析することによって，教育が満たすべ

き基準を追究することであった。価値論上の問題を含み込みながらもぞうした教育固有の

領域を確保し，教育そのものの内実を正当化をしていくことこそ，彼が英国において打ち

立てた教育哲学の存在根拠であった。教育における社会的統制の領域として権威の問題も

無視しえない領域であったのである。

 教育の実践が少なくとも生徒と教師の両者による最低限の参加を含み，また教師は生徒

の学習に責任を引き受け，学習内容が学ぶ価値があることに深くかかわる以上，教師は教

育者の論理的条件として，権威者として参加しなければならない。また，学習を進行する

上で学級の秩序を保ち，規律を維持することは，権力の行使ではなく教師が権威の座にあ

ることを要請する。それらの権威が正当化されることも，また一方で権威を実際に行使し

うる具体的な諸条件を考察することも教育哲学者としてのピータースの探究過程であった。

 また，この四半世紀英語圏の道徳教育論において主導的な役割を担ってきたウィルソン

においても，教育者における権威の問題は中心的なテーマであった。とりわけ，ウィルソ

ンにあっては，権威の座にあることが“しつけ”“罰” “規則” “契約”などの概念と結

び合わされ，道徳的な調育にとってもその前提条件とされた。また，教師が権威者である

ことも，教師自身学問や知識など理性的な手続きの世界への媒介者とみなされ，学問や探

究の世界がもつ卓越さや諸徳とともに，正当化された。したがってウィルソンの権威への

アプローチは，道徳教育的観点を踏まえ，権威そのものにまで教育成立の根拠を求め，権

威者への従順の美徳と権威者自身の卓越性を確保しようとするものでさえあったと読み取

ることができよう。

 さらにシュトゥテルとシュピーカーの論点は，教育的権威の基本的なタイプについて，

ウィルソンの権威論を手がかりにしながらその輪郭を与えるとともに，親と子どもとの間

の権威関係を一つの新たな座標軸にしながら，道徳教育を含めて教育における権威の役割

や性質を再構築しょうとする企てに他ならなかった。このような教育における親子関係へ

の注目は，ウォーカー（Walker， L。 J．）による指摘69）を待つまでもなく，昨今の教育学論議の

潮流の一つと言えるであろう。そのことは政治学的には共同体主義的な立場からの，倫理

学的には徳倫理学的な観点からの家族関係の捉え直しであり，これまで学校教育の枠内で

は不当に等閑視されていた「子どもの養育への関心への回帰」でもある。

 しかし，徳倫理学二次元からあらためて教育的権威の問題を親一子関係に焦点をあてて

考察することの意義も大きい。そこでは，教師としての在り方生き方あるいは生徒として

の在り方生き方について，功利主義や義務二型の行為論を越えて，今まで「剰余」として

切り捨てられてきた70）部分を改めて照射し，倫理的な豊かさを提供してくれる可能性があ

るからである。親一子という人間の根源性に立ち返ることで教育的関係に汲み取ることの

できる豊穣さを呈しているのである。

 最後に，このような英語圏の教育学における教育関係論の変容をどのように捉えるべき

であろうか。明らかに権威概念の整理及びその正当化要求は，通奏低音としてピータース

以来の伝統を受け継いでいる。しかし，そこでの教育関係論の変容はキケロが権威の発生
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を個人の持つ本性の資質一徳と時間一に求めているように，自発的権威の発生の根源を求

めての遡行の試みとして読み取れないであろうか。事実，徳倫理学的な観点から教育関係

論を見れば「権威の正当化」要求よりも，教育関係の諸前提の契機として「徳を教育する

こと」が直接的には主題化されているように思われてならない。少なくとも，そこでの養

育・しつけ論はアリストテレスの「実践的知恵」（助ア。ηε5お）を踏まえながらも，分析的土

壌の洗礼を受けてより精緻に理論構築されて立ち現れている。 「信頼」概念や「習慣」概

念の分析を踏まえて追認される道徳的訓練や習慣化についてのアリステレスの見解は，初

期発達における現代の心理学的な研究と決して矛盾するものではないことも訴えられてい
る71）。

 その意味では，徳論的観点からの教育関係論は，認識論的に権威の正当化要求へと再定

式化されることをよしとするばかりではなく，原初的な人間形成のコンテクストの中で新

たな息吹を讃え，経験的な知見をも含み込みながら不断に編み直され続けられるものとし

て措定さていると考えてよい。

 けれども，こうした徳論的な教育関係論が原初的な消失点を求めて，そこに課題を隠蔽

することで事足りるとするわけにはいかない。その背景には，教育関係論として法学的・

政治学的な権威の正当化要求に対する嫌悪，さらには「道徳性に対するあまりに合理的な

構想や道徳教育に対する知的に偏ったアプローチ」72）に対する反省があったことも見逃し

てはならない。また，あらためて徳論的な教育的関係論を素朴に肯定してよいのかどうか

ということについても検討を要する73）。具体的には，より広い社会的コンテクストで，教

育の成立根拠をめぐって「文化」概念や「伝統」概念の再考を迫られることにもなろう。

現にストライクは「生徒の信頼の対象は教師ではなく，共同体である」74）とさえ明言して

いる。

 また，愛情と信頼に裏づけられた権威を背景として，成熟した大人や教師が，未熟な子

ども・生徒に働きかける教育関係は，その大人・教師中心性や「一方的志向性」ゆえに，

ネガティヴな人間観として批判を受けてきたのではなかったか75）。そのような中で，教育

関係論はミードの象徴的相互作用論やハーバーマスのコミュニケーション的行為論の影響

を受けて，教育的相互作用論へとシフトしてきている。しかし，その教育的相互作用論は

「教育的意図」の独善性を克服しつつも，F教える一学ぶ」関係を見えにくくし，教育そ

のものを人間関係一般や単なるコミュニケーションの相互作用に解消してしまう76）可能性

を秘めている。相互作用やコミュニケーションを教育と等値：することは果たして出来るの

であろうか。

 とすれば，徳論的な教育的権威論の是非を問うまでもなく，関係性を再構築する契機η）

として，教育的権威の課題は決して色品せたものではなく，今なお検討の余地を残してい

るとも言えよう。
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ついた相互主観性，自他の境界にとらわれない「対話の倫理」の彼方に開かれた「ヘテ

ロトピアの地平」を展望していかなければならないことは確かである。向山恭一『対話

の倫理一ヘテロトピアの政治に向けて一』ナカニシや出版，2001年，vi頁参照。
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第3節 教師の道徳的役割について

          一カー（Carr，D．）における道徳的exe㎜plarとしての

                    教師の概念モデルを手がかりにして一

1 問題の所在

 近年，英語圏の道徳教育論議において活発に議論されつつある徳論的なアプローチ（the

virtue approach）では，行為の倫理学のみばかりか行為者の倫理学がその射程に置かれ，

自尊感情や他者への思いやりなどある種の自然な人品としての能力や感覚を育成したり洗

練したりするために，他者の実例を行為の模範とすること1）がその手法の一つとして

求められている。具体的には子育てにとって相応しい親の在り方や専門職としての教師の

在り方が問われることになる。

 徳論的アプローチの代表的主導者の一人目認められる，エジンバラ大学のカー（Carr，

David）も，論文「道徳的価値と教師：父権主義と自由放任主義を越えて」（1993年），や

「価値教育の仲介者としての学校や教師：教師の認識への省察（共著）」（1998年）など一連

の著作2）を発表し， 「道徳教育における権威や自由の問題と道徳的判断の客観性ないしは

その他の道徳的認識論のある種の深遠な問題との間の，明白な概念的な諸関係が教師の道

徳的役割についての議論を表面化させ始めた」3）として，教師の道徳的役割の追究に専心

している。また主著『専門職性と教授の倫理』（2000年）では，教育や教授が本来道徳的事

業であることを確認しつつ，生徒の態度，信念，行為に対する広範な道徳的影響について

公正なレベルでの専門職としての合意に期待して，教師の道徳的役割を専門職論の内に確

立することを狙っている4＞。その延長線上で，先鋭化された形でその概念図式を提示して

いるのは，論文「教育と教師の役割についての対抗的な概念における道徳教育的関わり」

（2003年）5＞である。そこでは，これまでの研究の成果を基本的に集約すると同時に，「道

徳性の拠り所として異なるパースペクティヴ上にある教育と教授についての対抗的なモデ

ルないしはメタファーを本質的に地図化すること」6）を試み，ありうべき教師の道徳的役

割論議に少なからぬ刺激を与えようとしている。

 ところで，教師の道徳的役割とはそもそも何を指すのであろうか。教育が究極的には個

人としての人格形成を目的とする以上，教育言説あるいは教育行為の諸前提として，それ

はあまりにも自明視されてきたことではなかったのだろうか。けれども，今目教職の専門

職性7）確立が教育政策上の課題として浮上し，教育の担い手である「教員の資質と能力」

が問題化される状況にあって，教師としての道徳的役割の次元をあらためて三二に載せる

ことは，本邦において教師としての道徳的磁場を確認すると同時に，教師としてのアイデ

ンティティの確立を志向する意味でも十分に首肯しうるものと思われる。ただし，以上の

ような広範な文脈を内包することを勘案すれば，ここでの考察は限定的かっ問題提起的な

ものにならざるを得ない。2003年論文を中心にカーの捉える教師の道徳的役割の諸相を抽

出し，その問題群を整理してみたい。

2 教育学上の道徳的関わりについての諸観点

 カーは教師の概念モデルを提出するにあたって，まず古代から現代に及ぶ教育学上の道

徳的関わりからいくっかの観点を与えている。
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 第一に登場するのは，古代ソフィストとソクラテスとの対比である。即ち，プラトンの

初期対話篇『ゴルギアス』によりながら，古代ソフィストを布場主義者のギリシア的先駆

として，一方ソクラテスを神聖な道徳の教師として描出している8）。この場合，ソフィス

トにとって教育は個人としての願望や私的な野心を遂行するための効果的な手段とみなさ

れ，また彼らが教授するレトリック（修辞学）ないし説得の技術は支払うべき人々にとって

は単なる売り物とみなされた。一方，ソクラテスはレトリックや誰弁法を理性的な議論に

対する本質的に偽りの代用品とみなし，またそれゆえソクラテスにとっては教育は真理と

正義の遂行に中心的にかかわるものであり，「よく生きることについての道徳的に私心の

ない正しい理解へと他者を手ほどきすることが教師の神聖な努め」9）でなければならなか

った。ここからは，教育が市場向きの商品とみなされるべきか，個人の道徳的資質にかか

わるのかという観点が浮上するが，それにしたがって教師の道徳的役割が変容すること，

またこうしたプラトン的な識別がこれまでの教育理論や教育実践に計り知れない影響を与

えてきたことは言うまでもない。

 第二に，カーは現代の教育理論と教育実践の最も顕著な論争の一つとして，教育におけ

る伝統的アプローチと進歩的アプローチの間の観点の相違を取り上げている’o）。一般に，

教育における伝統主義者と進歩主義者において，前者が若者に手ほどきしようとして相続

されるべき知恵を個人の成長にとって有益なものと見なす傾向があるのに対して，後者は

そうした知恵をインドクトリネイティヴ（indoctrinative）なものとみなす傾向にあること

は周知の事実であろうω。したがって，教師の役割として伝統主義者がたとえ所属する文

化の高度な知恵，価値，徳の実際的な模範者でないとしても，権威的な擁護者として教師

をみなす傾向があるのに対して，進歩主義者としての教師はそうしたいかなる主張にも深

い疑いの念をもって眺める傾向にある12）。実際，こうした傾向によって，伝統的教師

（teachers）は自らを文化的伝道師としてトップダウンの立場を，進歩的教育者（educator）

は自らを個人的セラピストないしはソーシャルワーカーとしてボトムアップの治療的役割

を割り当てている

 第三に，伝統的アプローチと進歩的アプローチの間の対照からさらに複雑で微妙な現代

的転回として挙げられるのが，教育や教授の職業（vocati・nal）としての概念から専門職

（professiona1）としての概念への移行である13）。前者から後者への移行は，教育行為に対

する「高度に調整された，価値中立的で，非個人的な資質」14＞への趣向として受け取るこ

とが可能である。とりわけ，専門職的アプローチは特別な諸価値を促進しようとするどん

な企てに対しても基本的には慎重にならざるを得ない。歴史的にはインドクトリネーショ

ンへの回避という文脈に位置するにしても，昨今の英国における文化的多元主義

（cultural pluralis田）のコンテクストが，かつては自明のものであった伝統的な価値や徳

についての伝達を容易ならざるものにしていることは確かである。

 したがって専門職的観点からは，教師の道徳的役割は， 「個人的に持っている価値や徳

の例証についてよりもむしろ，契約上規定された専門職としての責任や義務の枠組みの中

に限定され」15）る傾向にある。言い換えれば，「どんな人でも専門職として規定された経

営上または教育上の技術に関して，必要とされる専門職としての契約上の行為と能力に従

うことで，専門職としての観点からの教授には適していると見なされる」’6）ことになる。

このことは，教師の役割について私的な部分と専門職的な部分とを境界設定し，教師の役
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割を専門職的な部分に縮減することで，専門職としての身分の保護を図っていると見なす

ことも可能である。問題は，そのとき教師の道徳的役割の何をどのように位置づけるかと

いうことである。

 人間関係に対するこうした専門職的に規制されたアプローチに異論があることもまた想

像するに難くない。例えば，これまで求められてきた教師一生二間の親密な人間関係に対

して，カウンセラーークライエント（“彼らと私たち”）関係に匹敵する人間関係の型を課

す怖れはないのかという疑義もある。また一方で，幼少期の教授にあっては，個人として

の情緒的ないしは身体的な支援などのケアの次元が求められるのではないかということも

当然考えられる。事実， 「倫理的に公平ないしは価値中立的な教師一生徒関係に傾斜しが

ちな専門職的規制への同じような傾向が，教師一生徒関係のより形式的ないしは非個人的

な様式を是認することにも仕え」17》てしまうということは，ヒドゥン・カリキュラムの上

からも明らかにされる必要がある。

 ところで，カーは専門職的に規制されたアプローチが以上のように決して一枚岩である

ことを自認しているわけではない。第四に，彼はホイル（Hoyle， E．）互8）にしたがって“広範

な”専門家的技術と“限定的な”専門家的技術の問のよく親しまれた区別を引き合いに出

している。ここでの“広範な専門職”としての構想は，教育を例えば医者や弁護士のよう

な職業に位置づけることを要求し，教師を専門的に生み出される知識や原理に応答する，

自律的で自己規制的な行為者と見なそうとしている皇9）。それに対して“限定的な専門職”

としての構想は，理論的な専門的技術よりも一層実践的な専門的技術に対していかに実際

的な場面に適用させていくかそのノウハウが求められることになる。もちろん，専門職的

に規制されたアプローチがさらに制度化された学校教育に対して市場的規制を迫り，公共

的な価値ではなく市場的な価値を追求する「スモールビジネスの経営者としての校長」の

観点を生んでいることもカーは指摘している20）。

 以上，教育学上の道徳的関わりについてカーの示した観点を大きく四つに分けて示した。

それらが互いに密接に関連し合うことは言うまでもない。

3 カーにおける道徳的exemplarとしての教師の概念モデル

 カーによる，教育と教授に対する職業的概念と専門職的概念の広範な区別が，結果とし

て現今の教育者及び教授者としての様々な側面を提示してみせることは確かである。カー

はこれまでの観点をもとにそれを以下のように六つの概念モデルとして構造的にまとめ描

出してみせている。

（1）職業的な概念

（a）文化の擁護者：教師は文化ないしは道徳の伝道師であり，その仕事はある客観的に

 根拠づけられた徳や価値を擁護し例示することにある。この点において，教師は宗教

 上の聖職者や司祭と多くの点で同じように，道徳的エトス，キャラクター，良き模範

 を考慮することについて高度な優先権を与え，また道徳性について客観主義者ないし

 は社会的同意主義者としての見解に同意することを一般的に期待されることになる。

 その程度に応じて，教師は熟練した実践者であるのと同様に，求められる客観的な価

 値と徳の模範者であることもまた期待される。
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（b）ケアの専門家：教授についてのケアの専門家としての概念は，教師と生徒の問の対

 人関係の連合について情緒的な次元に主たる強調点を置く傾向にある。この点におい

て，よき教師は肝心な段階で感受性，ケアそして思いやりを見せる人々であり，信頼

や自尊感情を促進することのできる人々である。それゆえ，教授は児童を預かること，

看護すること，または産婆術と対照されることになる。この観点からは，職業として

 のケアは原則化された権利と義務の順守という点においてはあまり特徴づけられず，

むしろ対人間の情緒的な心情の表現によってより多く特徴づけられる。

（c）ソーシャル・ワーカー：多くの急進的かつ進歩的な教育理論家や教育実践家はより

破壊的で解放的な役割の中に教授の役を割り当ててきた。彼らは教師一生徒関係をモ

デル化するいかなる傾向にも明らかに敵対的であって，その代わりに“システム”の

抑圧的ないしはインドクトリネイティヴな影響からの解放という点においてまず第一

に教師の役割を考えようとする。この点において教師はソーシャルワーカーないしは

個人的なセラピストとして対照されうる。したがって，進歩主義者ないしは急進派が

明確な道徳的主観主義者であるにせよないにせよ，彼らは多かれ少なかれ道徳的また

は他の価値は個人的な問題であり，それゆえ教師は他者に価値を課すことに関わるべ

きではないというりベラルな位置にかかわる。

（2） 専門職的な概念

（a）限定的な専門家ないしは教室の技術者：法律その他によって公務員の活動は直接的

 に調整されるとみなされ，教師が法律に基づいた教育政策のイニシアチヴや処方箋に

 対して説明責任を持つことを期待される。しかしながら，教育についての外部的権威

 による制御が浸透する動きは，教師を“ブルーカラー”の職人と見なす傾向にある。

 したがって，限定的な専門職性は一道徳的権威のいかなる見解とも矛盾しないけれど

 も一，道徳教育についての真に思慮深い，ソクラテス的なないしは開かれた見解と調

 和しない。

（b）非限定的な専門家ないしは一般的教育実践者：ほとんどの教師ではないにしても，

 多くの教師が教授は多くの学問的な素養と高度な専門的自律を必要とするハイレベル

 の職業であることを要求する。この点において公正な規制は理論的に基礎づけられた

 アプローチの発達から専門的な自己規制の基礎の上での実務ということになるべきで

 あると考える。したがって教師は医者や弁護士と同等の地位に値する。ただし，一つ

 の明らかな困難としては，実質的な価値の直接的ないしは明白な教授が純粋な専門職

 としてのいかなる教授の観念においても専門的でないということである。

（c）商業上あるいはビジネス上の概念：教師の実践を合理化したり調整したりする，広

 範な政治的ないしは国内的に専門職的な企てに対するもう一つの重要な現代的な選択

 肢は，教育的政策や供給の問題を市場経済的なコントロールやメカニズムに当てはめ

 ることである。はるか古代（ギリシアソフィスト）の観点の現代的な改訂版において，

 有効な学校は多くの消費者を引きつける学校であり，校長は会社経営の幹部らしく，

 そのスタッフはセールスマンらしくあることを求められる。さらに，市場の諸概念は

 道徳的権威の客観的概念と本来矛盾するわけではないけれども，それらはそれにもか

 かわらず他の専門職概念としての道徳的価値についてのりベラルな不可知論に密接に
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関係する2D。

 こうしたカーの概念モデルが誇張も含めて戯画的であることを踏まえ，慎重に検討され

なければならないことは言うまでもない。事実，上記のモデルが純粋に職業的な概念と専

門職的な概念を上位概念として枠づけられるかと言えば，確かに疑義を認めざるをえない。

しかし，こうした概念モデルへの分析から教師の道徳的役割について総括して灰見えてく

るリアリティを認識する必要もある。

 例えば，職業的な思考の枠組みは教育についての過度な専門職的動きに対して大いに懐

疑的であり，それを，教授の個人的，対人関係的または道徳的次元に対してほとんど敵対

的なものであるか，あるいは堕落させるものと見なす傾向にある。カーによれば，様々な

職業的な概念を尊重する者にとっては，「教授は規則や契約の問題以上に対人関係の道徳

的アソシエーション（association）の問題」22）として捉えられ，対人関係の道徳的アソシエ

ーションが教師にとって第一義的な役割と見なされることになる。一方で，「教授の種々

の専門家的概念の背後にある主たる動機は，それらの間の他の相違にかかわらず，おそら

く効率，公正そして責任という名において教育の供給を合理化しようとする願望」23）であ

ることも指摘されている。

 けれども，教師の道徳的付託事項についてのクロスーカルチュラルに同意される専門職

的観点を形成するという関心から，異なった規範的概念の間で共通に合意する根拠を打ち

立てることを，カーが意図しているわけではない。こうした教師の概念モデルについて，

カーの結論は次のように至って穏当である。

「教授は，それが比較されるいくらかの他の事業とは違って，我々が確認してきたいか

なる特別な方法においても分類整理することに容易に抵抗する，多面的な職業であるこ

とは確かに真実である。我々の分析から学ばれるべき教訓は，それゆえこれらが教師の

役割や道徳的権威についての対抗的で両立しない概念であるというのではなく，むしろ

それらは教育の専門的技術についての潜在的により複雑な図式の詳細ないしは側面であ

るということである」24）。

 こうして導出された教師の概念モデルが，教師という職業の多面性，言い換えれば教育

の専門的技術についての複雑な図式の諸側面であるとして，それでは教師の道徳的役割に

ついて，ここからどのような方向性が提言できるのであろうか。教師の道徳的役割につい

て何らかの和解は保障し得るのであろうか。カーは最後に問題提起という形で多面的な教

師の道徳的役割に対する調整の方向性を以下のように示している。

（1）よさについての最も道理に適つた見方として，共通で普遍的な価値についての交渉

の余地のない領域と，正当な個人的選択の領域とのあいだの何らかの区別を認識する

 必要がある。

（2）教師の役割に関するどんな完全で満足のいく説明も，教師の役割についての異なっ

た側面として我々が確認してきたいくっかの部分と和解させる必要がある。

（3）よき教授ないしは教師の道徳的権威についてのいかなる究極的な一致を遅らせるで
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あろう，いくつかの現実の矛盾や相違が残っているということをはっきりさせる必要

がある25）。

 振り返ってみるに，管見の許すかぎりこれまで教師の道徳的役割が概念的な職業モデル

として提示され，それがその道徳的特質と結びつけられることはなかったように思う。こ

れまで道徳教育は全教育活動の基盤をなすものとして，少なくとも全体を覆うものとして

予定調和的に教育実践者のうちに支配されていたのではなかったのであろうか。

 教師の道徳的役割について，教師の規範性に関わる観点と教師の道徳的権威の根拠を基

盤として，教師の職業的諸側面に光を当てて分析してみせたカーの概念モデルは，問題点

を残していることは認めざるを得ないが，、その図式と手法は鮮やかで示唆的でさえある。

4 問題群整理のための座標軸

 カーにおける道徳的exe凱plarとしての教師の概念モデルを念頭に置いて，本邦における

教師の道徳的役割とを単純に比較対照することは容易ではない。それは，教師の道徳的役

割が教育的営為の根幹にも触れる部分であり，広範な文脈を内包しているためでもあろう。

ここでは，カーの概念モデルから，今後教師の道徳的役割を考察していく上で辿らざるを

得ない問題群について，それらを整理するための座標軸を以下のように六点にわたって提

示してみたい。

（1）英語圏の道徳教育論と本邦の道徳教育論の座標軸の相違

  基本的に英語圏における道徳教育論の座標軸を本邦の道徳教育論へ直載に移植する

 ことはできない。とりわけ，英語圏にあっては，文化的に多元的な社会への対応を迫

 られていることもあって，道徳教育の成立根拠が求められている。道徳教育はどのよ

 うに正当化されるのかという議論の申で，あらためて教師の道徳的な役割の問題枠は

何かということが追求されているのである。

  その意味では，英語圏と本邦の相違は，教育倫理学26）の立場からの教職としての倫

理と，道徳論としての教師の積極的役割との相違として捉えることも可能であろう。

つまり，英語圏では教育において倫理が閥題となるような地平において原理的な考察

 を進めているのに対して，わが国ではいわばナショナルカリキュラムとしての『学習

指導要領』において，教師の道徳的役割に対して一定の基準が示されてきた以上，よ

 りポジティブな可能性が探られてきたと見るべきであろう。言い換えれば，具対的な

道徳的役割として捉えられるよりも内的資質としての道徳性が本質論として問われて

 きたとも言えよう。

（2）教師の道徳的役割と教職の専門職性との問題

        一教師のアイデンティティとの関わり一

  教職の専門職性確立の問題を姐上に載せざるを得ないが，カーはそれを大局的には

 “vocation”から“profession”への移行に見て取っていた。実際のところ，専門職

 としての在り方も様々である。教職論の立場からすれば， 「教育における専門技術性

の脆弱性」こそ解決されなければならない課題であるとする指摘もある27）。また，学
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校全体としてみても確かに時代は個人的手仕事から組織的な仕事へと移っている。そ

の中で教師の専門職性とは何かという課題も浮上してくるであろう。

教師の道徳的役割も，かつての聖職論や労働者論から専門職論への移行過程の中にあ

るといってよい。ただし，ここで焦点づけられるのは，「教師の道徳的役割と教師

の専門職性とはどのように統合されるべきか」ということである。果たして教師

の道徳性は，教師の専門職性の基盤に置かれ，人格特性として感化されうるものなの

であろうか。一方で，専門職性の一角に位置づけられるとするならば，教師の道徳的

役割は知識として習得されるものなのであろうか。それはまた教師個人の

“character”による役割と見なすか，“function”としての役割と見なすかによる区

分も生じてくる。

 ところで，実はわが国の道徳教育において道徳の時間の成立以来，一貫して求めら

れてきた「教師の良心」や「教育愛」はそれらを包括する概念ではなかったのであろ

うか。それは教師が教師として拠って立つところの“ldentity”の問題でもある。

（3）道徳教育論としての対抗的な2つの立場（“1iberal”対“co㎜unitarian”）

  カーが別の論文28）で論じているように，道徳教育論として論じられる際に政治哲学上

の対抗的な概念があることを踏まえておかなければならない。それは“libera1”（リ

ベラル）対“co㎜unitarian”（共同体論）であり，言い換えれば，“permissive”（自由

放任の）対“paternal”（家父長的）の対抗概念である。カーにおいてはそれはさらに進

歩主義者あるいは道徳的主観主義者対文化の擁護者あるいは道徳的客観主義者として

先鋭化されたのであった。もちろん，教育実践にあっては二者択一の問題ではなく，

あくまでも思考の枠組みの問題である。しかし，教師の道徳的役割を考察する際には，

教師の基本的な立場として顕在化せざるを得ない。

（4）教師としての道徳的権威の問題

  教師の道徳的役割を考察することは，教師としての権威の淵源を探り出すことと重

なってくる。カーは教師としての権威の根拠を，超越的で絶対的な存在，相対的では

あるが社会的なコンセンサス，そして主観的で個人的な選好の三つに分類して見せて

いる29）が，子どもや保護者，地域社会に対して何をもって説得していくかは，教師の

道徳的役割を考察する際，避けて通ることのできない原理的問題である。見方を転じ

れば，今後本邦におけるギ教師の良心」や「教育愛」の根拠が問われていく可能性が

 ある。

（5）教師の道徳的役割についての，相対する児童生徒の発達段階による役割の相違

  教師の道徳的役割について，ここでは児童生徒の発達段階による差異を捨象して考

察してきた。ところが，例えば本邦の和辻夏彦の主張にはその視点を看取ることがで

 きる。彼は教師の合理的権威と非合理的権威とを分け，それぞれに道徳教育の内実と

 して「人間存在を，善とは何かを，知的に理解させること」と「善を躬行する内的動

機を育成すること」とに割り当て，その際前者は「年齢が低いほど説話的，訓話的，
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感激美談的，年齢が高いほど人生観的，倫理学的」30）であることを求めた。また，後

者については「年齢が低いほど規範的，年齢が高いほど赤裸々」31）であることを求め

た。こうした子どもへの発達段階による視点の差異が，教師の道徳的役割を考える際

に生じていることを見逃すことはできない。

（6）教師の研修及び教員養成の問題

  教師の道徳的役割を確定できるとして，次にそうした教師の道徳的役割ないし道徳

性をどのように育成していくのかということが問われてくることになる。もちろん，

教職の専門職性と密接な関連を持っていることは確かであるが，具体的に教師教育あ

 るいは教員養成の方法論議へと展開することになる。そこでは具体的に，学校に基礎

 を置く現職教員養成か，あるいは大学に基礎を置く教員養成かという議論が拓かれて

 くることになる。一方，英語圏の教育倫理学の立場から，ソルテイスは教育上の倫理

的課題をかなり早い段階からケース・スタディとして取り上げ実践的プログラムを作

成し，教師教育に当てている32）。

 まとまりのある整理とは言えないが，むしろ教師の道徳的役割論議を基点として教育に

纏わる様々な諸問題がそこに流れ込み凝縮されていることを指摘し，問題を提起するに留

めたいと思う。けれども，これらの諸点を指摘することによって決して時代のネジを巻き

戻そうと意図しているわけではない。また，本邦における脈々と連なる道徳教育論の系譜

が観念的であるとして等閑に付されるわけではない。学校の組織が高度化し，求められる

教師としての役割も専門職化あるいは分化していく中で，またそれらを必要なものと包含

しつつ，少なくとも今一度道徳教育の基本的な視座から，道徳教育の磁場を確認し，道徳

の時間及び教育活動全体に及ぼす教師の道徳的役割をあらためて整序してみる段階に来て

いるのではないだろうか33）。それぞれの問題への具体的な解決の手だての構築は，今後の

課題としておきたい。
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補節 本邦における教師の道徳的役割論の諸相

 それでは，本邦において教師の道徳的役割はどのように論じられてきたのであろうか。

体系的に叙述することは煩雑さを拭えず困難を伴うとしても，幾つかの関連ある考察の視

点を提供するという意味で，この場で可能な限り整理してみよう。

1 昭和33年度「道徳教育指導者講習会」（文部省主催）に見られる教師の道徳的役割論の

 諸相

 まず第一に小・中学校に道徳の時間が設けられた昭和33年度当時の教師の道徳的役割に

ついて瞥見してみよう。ちょうどその年度，文部省主催で道徳教育指導者講習会が実施さ

れており，そこで当時「道徳の時間」成立に携わった識者たちが招かれ，道徳教育の改善

充実について意見を披渥している1）。しかし，求められた講習会の性格あるいは当時の社

会的・政治的情勢もあってか，道徳的役割について直戴に論じているものは見当たらない。

けれども，何人かの識者から，それを汲み取ることはできる。

 例えば，元文部大臣の天野貞祐は， 「真の徳育とは，人格的なふれあいである。先生が

どんなこどもに対しても，一個の人格として尊重し，ていねいに指導することによって，

すぐれたヒューマニティを育てることができる」2）として，知育と徳育と人格の影響との

三つを合わせたものとして道徳教育を規定している。具体的には，徳目を覚えさえずれば

よいとする徳目主義を排しつつ，アリストテレスを引き合いに出し，徳目を媒介にした正

しい行為の実践に努めることを求めている。こうした点からすれば，カント学者である天

野において，教師における児童生徒の道徳性形成における人格的役割は決して軽視されて

いない。

 また，道徳教育の方法論について直接論じている当時東京学芸大学長の職にあった村上

俊介は，教育の機能を全体的・総合的な視点から捉え，そこから道徳教育の方法原理を三

つの点において想定している。まとめて図示すれば，以下のようになる3）。

教

育

の

機

能

1 無意識的・無自覚的な教育の機能

        ↓

 A 学校教育全体を通じて行う道徳教育

2 意識的・自覚的な教育の機能

        ↓

 B 教科・特別教育活動等を通じて行う道徳教育

3 計画的・組織的な教育の機能

        ↓

 C 道徳の時間を通じて行う道徳教育

 上記の枠組みは教師の役割論の文脈ではないが，今日のギ道徳の時間」の目標にまで通

底する方法原理であり，少なくとも我が国の道徳教育においては，こうした三つの機能区
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分においてそれぞれ固有の教師の道徳的役割が求められていることは確かである。教師は

そこでは基本的には性格（character）としてではなく，機能（function）としての役割

（role）が求められているのである。

               すめらぎ
 さらに，広島大学教育学部長の皇至道は， 「教育の中立性と道徳教育」と題する講演

の中で，教育を「未成熟者に対して，教師が働きかけ，これを成熟させる」， 「児童の個

性発展を助成する」ことである捉え，教育の中立性と児童の自主性が一体的な関係をもち，

「教師の自主性は児童の自主性を守るという根底の上に立つ」4＞べきものと考える。その

意味のおいて，教育の中立性と教師の自主の問題の核心に，「教師の良心」を据えている。

そこで彼はヘーゲルの良心論を参照しつつ，単なる主観的確信の一局面ではなく「自己の

うちに反映された普遍性によって絶対的な自己内確信となったもの」として良心を捉えよ

うとしている。役割とは言えなくとも，少なくとも教師の倫理的基盤に主観的なものと理

性的・客観的なのものとが止揚された結果として，良心が置かれることが求められている

のである。

2 「道徳の時間」特設にかかわった研究者たちに見られる教師の道徳的役割論の諸相

 第二に，押谷由夫も主著『「道徳の時間」成立過程に関する研究一道徳教育の新たな展

開一』（2001年）において触れているように‘），その他に「道徳の時間」特設にかかわった

研究者たちが求めた教師の道徳的役割論のいくつかをのぞいてみよう。

 まず，教育課程審議会の委員でもあり，道徳教育本質論の立場から「道徳の時間」特設

により大きな影響力を及ぼした稲富栄次郎の場合はいかがであろうか。彼は著書『人問形

成と道徳教育』（1959年）の中で，「道徳の教師」として一章を割き，我が国の教師の特質

を江戸時代まで遡りその歴史的な経緯を辿って論じている。例えば，江戸時代「儒教を中

心とした古えの教師は，聖賢の書を究め，天地人倫の大道をわきまえ，身をもってこれを

実践する人」6）でなければならなかった。また，明治維新後にあっても明治15年の『小学

校教員心得』を，彼は「重ねて教師が本来道徳の教師であること，そしてこの道徳は儒教

的な人倫の大道でなければならないことを表明したもの」7）として捉えている。したがっ

て，道徳教育の「重責を背負うものは教師であり，教師は何はさておき素行善良にして生

徒の模範となるべきものでなければならなかった」8）のである。そのことはまた，明治18

年の森有礼の文部大臣就任に及んで，教師に一層順良，信愛，威重の徳を養うべきことが

強調され， 「教師に特別の道徳的責任を負わしめたこと」は言うまでもない。稲富はこう

して綿々と築かれてきた我が国の教師の特殊な位置が，結果として「教師の偽善者的性

格」9）を醸成し，いわゆる「教員タイプ」という独特の性格を形成してきたと分析してい

る。

 では，この時期の教育界の未曾有の混乱を「真の教師像を生む前奏曲」と捉えた稲富は

どのような理想の教師像を描いたのであろうか。いささか抽象的にはなるが簡潔に言えば，

彼は「先ず教師が全き人聞であること」’o）を求めた。 「在来の教師は，ほとんど教員であ

って人間ではなかった」1’）のであり，人間であることを教員たることに優先させることを

求めたのである。そこではルソーの教育目的論を援用し，人間を作る教師が，自身先ず人

間でなければならないとしたのである。ここでは，教師の道徳的役割は，まさに教育目的

そのものであり，教師自身の人格的陶冶が不断に求められていると言ってよかろう。
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 次に，中学校高等学校道徳小委員会委員で，道徳教育の方法論を主に展開した勝部真長

の場合はいかがであろうか。倫理学者としての勝部の教師像は，何よりもまずテンニース

のゲマインシャフト論を手がかりとした「情誼社会（家族的社会）と打算社会（社会的社

会〉」の分析からの人開心がその基盤を為している。彼は求められる日本の「民主化」を

「社会化」（S・zialisierung）と捉え，家族的社会から社会的社会への移行に見ている。そ

こでは，家族的社会の人間の特徴を「情的・没自己的・受動的・無批判的」という点に，

社会的社会の人賦の特徴を「知的・自主的・勤労的・計量的・技術的」という点にみて，

今後の社会的社会が必要とする三元徳として「自主性・労働・教養」を当てている’2）。つ

まり，社会的社会において労働と生産は，必然的には機械化され，高度の組織化・計画化

の方向に向かうが，機械化があまりにも進むと人問は主体的自由を喪失し，断片的な存在

となってしまう。そうした「断片人」（frag鵬ntary people）となったときほど，かえって

ペスタロッチやゲーテが希求した「全人」の理想が羨望の的となるB）。こうした認識に立

って，勝部は自主性と労働とに教養の徳を加えているのである。

 現代示分業社会であり，専門の職業領域を形成し，教育分野でも分業化・組織化・機械

化・部分化されることはやむを得ない。勝部は，その中で教育も「非人二化の趨勢」を免

れ得ないものと認めつつ，現代教師論の根本問題として「職業としての教育」（Erziehung

als Beruf）の意味を問おうとしている14）。それは「非人間化の大勢のなかにあっていかに

して教育における人間性を回復するか」’5》ということでもある。

 以上のような勝部の人間観・教師観からすれば，「教師も子どもも一緒になって理想的

な人間の在り方を追求し，いかに生くべきかを共に考え，共に語り合いその実行につとめ

るための共通の課題が道徳教育」16）であるとする主張は，押谷も指摘しているように教師

の道徳的役割の一側面だけに傾斜しない，極めて穏当なものであると言えよう。その意味

でも，今日の学習指導要領の中に脈々とに引き継がれていると考えてよい。

3 教育雑誌『道徳教育』（明治図書）に見られる教師の道徳的役割論の諸相

 第三に， 「道徳の時間」特設以後昭和36年忌り今日まで教育実践者向けに編まれた教育

雑誌『道徳教育』（明治図書）から，教師の道徳的役割についてその特徴を探ってみること

も有益であろう。

 そこでは，毎月の特集題目を紐解くだけでもその時代その時代に求められた道徳教育上

のニーズを垣間見ることができる。総体としては黎明期における道徳教育に対する理念や

考え方を中心とした本質論から，道徳教育の進化（あるいは深化）に伴ってより具体的な授

業方法論や教材論へと推移する傾向にあることは確かである。したがって，読者として小

・中学校における教師を対象にしている以上，当初はその教師に対する啓発的な役割から

大学教授や教育行政関係者などの執筆を中心とした紙面構…成になっていたが，昨今は，学

校教師による道徳の時間の指導法やアイデアの紹介の場としての紙面構成に変化している

ことは，特筆されてよいだろう。そこでは，特集「道徳の教師」（昭和44年8月号）など教師

の道徳的役割を直裁に掲げる論考も若干見られるものの，むしろ例えば，特集「教師の研

修」（昭和42年3月号），特集「道徳教育の研修体制」（昭和44年1L月号），特集「教師の研修

をどう進めるか」（昭和59年7月号）といった研修の立場からの特集が目を引くように思われ

る。そうした中から，教師の道徳的役割についての論考をいくつか取り上げてみよう。
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（1） 倉沢剛「道徳教育と教師」（昭和42年3月号）の場合

 まず始めに，昭和42年3月号の特集「教師の研修」における当時東京学芸大学であった倉

沢剛の巻頭論文は瞠目に値する。彼は「道徳教育と教師」と題して，道徳教育の実践にあ

たって教師の果たすべき役割を辛辣なほどに厳しく論じている。つまり，そもそも教師は

本来人間の教師であって， 「人間の教師と考えるほか，それ以外を考えることができなか

った……（中略）……このような教師が日本の近代化をささえたのではないか」’7）と。

 しかるに戦後，第一に道徳の教育や人間の教育にが二の次にされ知識の教育が前面に押

し出されたこと，第二に教師の指導性が引き下ろされ児童の自然性が重んじられたこと，

第三に系統的な教材の価値が引き下ろされ身近な問題や実際の経験が重んじられたこと，

第四に努力主義の教育が退けられ興味主義の教育が強調されたこと，第五に規律や讃練が

退けられ自由と個性という目標が高く掲げられたことにより，「教師はついに教師の地位

を去って児童の友：だちとなり，仲間となり，あわや児童となり下がろうとしてきた」18＞と

手厳しい。

 彼は児童中心主義による教師の権威の失墜を指摘し，こうした現状に対してあらためて

教師が自己の地位と役割を見直し，進んで積極的な態度を取るべきことを訴えている。そ

こでの要点は二つである。一つは社会から課された教育上の使命に対して，教師はその専

門職にふさわしく，見識と実行力と意欲をもつべきであること，二つには教師の権威につ

いて，外部的な権威は退けられなければならないが，専門職としての内部的な権威が必要

であること豆9）である。

 倉沢が捉えるここでの専門職としての権威は「教師の良心」に昇華され，教師の研修も

「些々たる教育技術の研修から教育の真髄に迫る教育本質の研修に向かうべき」20）である

とされる。

 このような倉沢の教師論の展開は教育史研究を専門とする倉沢の学問的出自に起因する

と思われるが，研修の在り方も教養主義的側面を持っており，自己の信念に基づいて自己

研修を進める教師像を具体的に求めている。因みに，こうした教師論は同特集の中の論文

「道徳教育を進める教師の教養」を執筆した神保信一（当時明治学院大学）にも見られ，当

時の道徳教育推進の識者たちに少なからず見られた枠組みと推測しうる。

（2） 和辻夏彦「教師の権威と道徳教育」（昭和44年8月号）の場合

 次に，特集「道徳の教師」（昭和44年8月号）において，当時目白女子短期大学教授であっ

た和辻夏彦は巻頭論文「教師の権威と道徳教育」において，権威（authority）を権力

（power）や権威主義（authoritarianism）から引き離し，合理的権威と非合理的権威に分けて

教師の権威を論じている。

 和辻によれば， 「教師の合理的権威とは，学識・専門的技能・合理的思考に基づく権威

で，児童・生徒・学生は，それを理性で理解し，承認する」2Dものであり，彼らの学識・

技能・思考を育てるものとして有用であるとされる。一方，教師の非合理的権威は，教職

という聖職の権威，教職という伝統的・社会通念的な地位に基づく権威，と感取されてい

た面が大きく，戦後のわが国の特殊事情としてこのような種類の非合理的権威は急速に崩

れ去ったが，教師の人間的誠実さ・教育的熱意など教師の人格の道徳性に基づく非合理的
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権威は，児童・生徒・学生を内面から揺り動かし，彼らの原動力となるものとして必要で

あるとしている22）。そして，合理的権威をもつだけの人は「単なる知識の伝授者」であっ

て， 「教育者」と呼ばれうるための必須条件が「人を内面から揺り動かし道徳的な価値へ

おもむかしめる非合理的権威である」23）としている。 「すなわち，児童・生徒・学生を，

内心から揺り動かし，善の躬行の内的動機を育成することのできる教師ほど，道徳に関す

る非合理的権威を認められる」24）ことになる。けれども，このことは容易なことではない。

「けっきょく人問的に誠実にまた教育的熱意をもって，教師自身が生きること」25）だとす

る，和辻の分析は至って簡明で響きがよい。

 だからといって，非合理的権威のみが突出されて評価されているわけでもない。両者は

表裏一体のものであると関係づけられる。それは表裏はともに重要であるが同じものでは

なく，全く異なったものである。そこに教師のむずかしさがあることにもなる。あくまで

も，合理的権威（学芸・専門的技能・合理的思考〉と非合理的権威（神性不可侵的要素・人格

的優越性）はともに重要なのであって，道徳教育を行う教師には欠くことができないのであ
る26）。

 こうした和辻の権威に基づいた教師の道徳的役割は，当時の分析的思考とも相侯って明

快である。権威を通して教師がどのように見られるかという視点から，教師の道徳的役割

の二面性を指摘し，その専門職性と人格性の統合を「自分で身につけるほかない。ごまか

しはきかない」27）として不断の努力に求めている点で，ここでも教師の在り方生き方にま

で踏み込んでいる点を指摘しておこう。

（3）宮田丈夫「道徳的人間としての教師とは何か」（昭和53年9月号）の場合

 第三に，約10年後の昭和53年9月号の特集「道徳的人間としての教師と道徳授業」では，

巻頭論文として当時聖徳学園短期大学教授の職にあった宮田丈夫の論文が掲載されている。

宮田は，戦後の師範学校改革を背景として， 「教師らしい教師」ではなく 「人間らしい教

師」を育てるためにどうしたらよいかを， 「教養」の問題として論じている。

 彼は，まず人間らしさの正体を人問性（hu阻an nature）論に遡りながら，人間はどのよう

な場合においても理性と感性の相剋に苛まれる存在であると，次のように規定している。

「人間の生活は理性と感性の相剋の世界であり，また神性と獣性の相剋の世界である。

神ならぬ身にして神をこい願い，足を地上につけて天界の星を仰ぐのが人間の姿である。

まさにこのようなところにこそ，人間らしさの正体があるのではあるまいか。」28）

では，そうした人間である教師はどのように規定されるのであろうか。宮田は続ける。

「教師も人間である以上，常に理性と感性の相剋に迷い続ける存在である。教師も人間

である限り，悩みや苦しみから解放されることはできない。というよりもむしろ毎日が

迷いの連続であるところにこそ，教師の特権があると考えるべきであろう。悩みを知ら

ない教師，迷いのない教師には子どもを教える資格はない。」鋤

彼にとって，シュプランガーの「生活型式」を引き合いに出すまでもなく，人間とはま
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さに道徳的人間であって，テーマとしての「道徳的人間としての教師」は「人間としての

教師」に置き換えられることになる。つまり，まずもって「教師になる前に人間になる」

ということが至上命令として教師に与えられることになるのである30）。

 その上で，そのための人間教養がどのように積まれるべきかということが宮田にとって

大きな課題として浮上してくる。それは，「知的に偏向した教養ではなく，情的にも心豊

かな人間に向かっての教養，意志的にも強固な人間を志向しての教養」3’）でなければなら

ない。ここでは，暗々裡に教職教養一辺倒の在り方が批判され，それとともに人間教養を

積むことの必要性を訴えられている。両者は先後関係で捉えられるものではなく，両立さ

れるべきものなのである。

 また，教師には子どもとの共感が期待されている以上，子どもと共感のできる教師にな

るためには子ども理解が必要になる。そこでは「人生体験を深めるということ」も，教師

にとっては欠かすことのできない要件となる。具体的には，ここに「追体験による人生体

験の深化」が要請されてくる32）。

 宮田にとって， 「道徳的人間としての教師」は，あくまでも人間論の地平で展開される

教師でなければならず，教職教養一辺倒ではなく，その基底に人間教養や人生体験が据え

られなければならないものであったのである。そこからは道徳的役割として，理性と感性

の相剋に迷い続ける教師像，子どもに共感できる教師像が求められていることが理解でき

る。

（4） 大竹博「人間味のある道徳授業一「教師」の問題か「主題」の問題か一」（昭和53年9月

  号）の場合

 第四に，同じ特集号から学校教育の実践に直接携わっていた立場からの教師像を探って

みよう。当時，千葉県佐原市立佐原小学校長の職にあった大竹博は具体的に特集にしたが

って道徳授業の観点から教師の役割を論じている。

 大竹は， 「人の心」を対象として学習を進める道徳授業においては， 「どんなに理論的

に研究がなされ，資料検討や指導過程が用意され，授業がスムーズに進んだにしても，子

どもが教師を信頼し，ともに価値追究をするなかで，自らの生き方について反省し，自覚

していくことができなければならない」33）として，授業において基本的なことは 「信頼し

たり，信頼されたりする人間と人間の関係である」34）としている。

 彼はそのことを「人間味のある」というキーワードで捉えようとしている。つまり，教

師は「一人一人の子どもに目くばりがあり，どんなつまずきがあっても許容し，援助を与

えたり，教師の人間性を出して子どもに接し，子どもの生き方を大切にしてやる，温かさ

や厳しさがあり，いつも子どもと心の通い合っ」35）ていなければならないのである。

 考えてみれば，至極当然のことである。道徳授業で「相手の考え方を自分の中で受け入

れようとし，内面的な自覚化を図っていくためには，相互の信頼関係が必要である」36）。

それは『学習指導要領』にも明記されているように，一人一人の子どもの内面的な自覚を

促す道徳授業においては欠くことのできない基本的な条件でもあろう。 「資料であるとか，

指導過程であるとか，指導をするための方法的な条件について，……（中略）……それらの

条件整備がなされても，学習の主体である子どもの条件，またその学習を組織する教師の

主体的条件が整備されないかぎり道徳授業の定着を期待することは困難である」37）と手厳
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しいが，実践に身を置くものとして説得力を持っている。

 その上で，いやだからこそ，大竹は， 「道徳教育に対する教師の正しい教育観・指導

観」を求めている。毛嫌いや生活指導代替論，さらには方法や技術の偏重に走ることなく，

日常生活の全般で行われる道徳教育の中で，「どのように指導がなされたか，またその中

から子どもの道徳性の育成について何を課題としてとらえているのかが明確にされ，道徳

時間の中でそれとのかかわり合いにおいて何を学習させるのかが明らかにされないと，学

習指導要領で示されている道徳教育を指導したことにはならない」38）のである。

 大竹が示す「人間味のある道徳授業を創造する教師の条件」も以下の三点に集約されて

いる。

① 教師の生き方が子どもに及ぼす教師効果

② 子どもの理解を深め，的確な指導をしょうと努力する教師

③子どもの心に手をさしのべる努力のできる教師39）

 こうして子ども理解を中心に据えた教師の生き方全体から湧き出てくる「人間味」が具

体的に求められていることが理解できる。 「考え方や感じ方を変容するということは，理

屈ではなく，人間らしく生きていこうとする価値感情の高ぶりの中でこそ多く期待される

ことである」40）とする大竹の言説の中には，この当時学校にあってなお教師の在り方が方

法論よりも本質論において子どもに寄り添いながら求められていると理解することができ

る。

（5）瀬戸真「何のために研修をするか」（二二9年7月号）の場合

 最後に，特集「教師の研修をどう進めるか」（昭和59年7月号）における瀬戸真の巻頭論文

「何のために研修をするか」の中に，教師の道徳的役割を覗いてみよう。言うまでもなく，

瀬戸は当時教科調査官の職にあり，ここではあくまでも研修の視点から道徳教育を論じて

いる。

 瀬戸は， 『学習指導要領』 「総則2」から学校における道徳教育が「学校の教育活動全

体を通じて行うことを基本とする」ことを踏まえながらも，「道徳教育における教師の研

究と修養」を考える際に，教師の指導の在り方を意図的指導と無意図的指導とに分けて論

じている。即ち，両者を識別すれば，意図的指導は「あらかじめ指導しようとする目標，

内容，方法について教師が予定していて，一定の時期，期間にこれを行う場合であり，計

画的であるところに特徴がある」ωし，一方「無意二二指導は，指導しようとする目標，

内容，方法について，極めて直観的であり，その場その場での偶然性偶発性に左右される

ことが多いから，指導時期を一定に定めることができない場合であり非連続的であるとこ

ろに特徴がある」42）ことになる。これを実際に当てはめてみると，学校教育全体を通して

行う道徳教育の弘遠には，無意図的な指導が行われる場面が多くなる一方，意図的指導は

道徳の時間の指導や学級指導の一部に見られることになる。

 これを教師の立場から見れば，意図的指導の場合には，教師は一応，何を指導しようと

するのかをあらかじめ予定しているから，「指導の構え」ができていることになる。しか

しこれに対して，無意図的指導には，その学校の雰囲気やそれを醸成している教師や児童
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生徒の極く自然な状況，人柄などが強く影響してくることになる43＞。無意図的指導がいわ

ば「後ろ姿の指導」と言われる所以がここにある。

 こうしたことから，瀬戸も「学校の望ましい雰囲気つまり道徳教育上の望ましい土壌を

形成するために最も大きな影響力をもつものが教師である」鰯と規定する。即ち，教師は

教師の人格で指導しているのであって，豊かな道徳性を身につけている教師に触れること

によって，児童生徒は豊かな道徳性を身につけると捉えられる45＞。もちろん，教師は道徳

性からみて優れていることと同時に，なお意図的指導として指導者としての質の高い，高

度な技能を併せ持つことを期待されることは言うまでもない。瀬戸はこうした教師の人と

なりの与える教育力の源泉として，教師自らの修養を位置づけているのである。

 したがって，瀬戸はその研修にあっても「教師としての責任としての研修」とともに，

「人間的な成熟を求める研修」をも要請している。道徳教育が児童生徒に道徳的実践を主

体的に行うことができるようにすることを目的とする以上，「道徳的実践力を身に付けさ

せる」ことや「道徳的実践を指導する」ことは教師としての責任であり，そのための資質

や技能の向上さらには教職員間の共通理解のための具体的な研修が求められることは重要

な事項である46）。しかし，それとともに「児童生徒を教育する者としての教師は，教師自

身，一層豊かな人間としての完成を志向するための努力を求められる」47）ことになる。こ

のような姿勢は， 「とりもなおさず，教師がこの国，社会において責任のある人間として

の成熟を自らかって出たこと」劒を意味している。 「より豊かな人間としての教師，より

豊かでありたいと志向し続けている教師と触れ合う児童生徒は，そこから無意図的である

が計り知れない深い人間としての在り方を得ることができる重49～として，瀬戸は道徳教育

を根源的には「人と人の出会い」の中に求めているである。

 そして，だからこそそうした「教育者の研修の動機としての愛」50）が求められることに

なる。瀬戸にとって教育愛は，「教師という職業に携わる者に最も強く求められる道徳」
5’）

ﾅあって， 「他から強要されない自らの内的資質」52＞なのである。

 もとより，教師の道徳的役割と研修とは密接な関係を持っているが，瀬戸は教師の教育

愛を基点とした道徳を内的資質として求めっっ， 「教師としての責任としての研修」とと

ともに「人間的な成熟を求める」存在として，教師に不断の努力を期待しているのである。

そこから染み出る教師の人格的影響こそ教師の道徳的役割の真髄と見ているとも解せる。

4 本邦における教師の道徳的役割論の特質

 以上，本邦における教師の道徳的役割論の諸相を，道徳教育の黎明期から瀬戸真まで簡

単に辿ってきた。わが国においては『学習指導要領』が存在すること，さらにはそれに基

づいた「道徳教育指導者講習会」や道徳教育の啓発誌等からの抜粋であるため，識者の見

解に大きなプレはない。何より道徳教育についての『学習指導要領』における位置づけは

基本的には変わっていないからである。

 つまり， 「学校教育全体を通じて行う道徳教育」と「道徳の時間を通じて行う道：徳教

育」との機能区分から，教師には，専門職として道徳の時間に関する技能や資質の獲得と

同時に，学校教育全体を通じての人格的感化が求められている。そこでは，戦前の「聖職

論」に一定の距離を保ちっっも，専門的修養とともに，「人間の教養」，「教師の良心」，

あるいは「教育愛」といった形で教師自身が豊かな道徳性を身につけることを内的に要請
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している姿が浮き彫りになっている。また，それは教育実践にあっては「子ども理解」と

いうことで具体化されることになる。

 今同，わが国においても道徳教育に対する専門職としての具体的な技能や資質の追求は

精緻化されその勢いを増しているが，それと共に求められる教師の道徳的役割に対して，

基底的な部分に些かも揺れば生じていないと見るべきであろう。
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終章 現代英語圏における道徳教育論からの示唆

第1節 ピ一高ースを淵源とした教育哲学の地平

1 はじめに

 これまで，英語圏の教育哲学の動向を踏まえながら，その中心的な役割をなしてきたピ

ータースの教育哲学の構想を基点として，英語圏の道徳教育論の展開と諸相について可能

な範囲で整理を進めてきた。ここでは，道徳教育論の展開を理解する上で基点となってい

るピータースにおける教育哲学を一つの思想運動として捉え，その特質と今後の課題につ

いて概括しておきたい。ピータースにおける教育哲学の全体像を正確に描写するためには，

なお多くの紙幅を必要とすることは言うまでもない。しかし，彼の哲学の骨格部分はある

程度明らかにしえたのではないかと思われる。

2 分析的教育哲学の評価についてのポイント

 ピータースの構想する教育哲学は，一応のところ分析的教育哲学の流れの中に位置づけ

られる。それでもって分析的教育哲学の評価を下すことはもちろん早計であるとしても，

分析的教育哲学についていくつかの考察のポイントが見出されうるのではないかと思われ

る。

 第一に，20世紀の英語圏における「哲学革命」の本質的な前提は，「全く揺るぎないコ

モンーセンス（Co㎜on Sense）の哲学的復権」1）であったとエルカースが捉えているように，

分析的教育哲学を生んだ土壌について考察されうるポイントが存在する。そもそも言葉を

分析することによって，問題が解決するのではなく，消滅するという考え方の基底には，

「コモンーセンス」に裏付けられた現実肯定観，あるいは実定主義（positivism）的な思考

方法2）が潜んでいるのであって，分析的教育哲学の発展形態に関わらず，それを見逃すこ

とはできない。ピ出歯亀スに多くの影響を及ぼしたポパー（Popper， K． R．）にしても，試行錯

誤を通して確かさを増していくという，その漸進的な真理観に，そのような実定主義を垣

間見ることができるのもうなずけるはずである。少なくとも彼らの思考の背後に，方法論

的に確証されるわけではないにしても，まずは実際にあるものを肯定しようとする信念が

見え隠れしているのを忘れてはならないのだと思われる。

 その意味では，ピータースの「教育」の概念が， 「言語ゲーム」の中での規準体系の専

門的知識をはるかに越え出て，」・s・ミル催11，エs．）の「天才」概念の草案を強く思い

出させる3）という応じくエルカース（Oelkers， J．）の指摘も，英国の功利主義的伝統4）をピー

タースが引き継いでいるという点で正鵠を射ているものと思われる。その限りでは，ピー

タースの教育哲学も分析的教育哲学ではなく，功利主義的伝統の一つの改訂版に過ぎない

かもしれない。

 そこまでは言わなくても，これまでの考究からピータースにおける教育哲学を理論と実

践との関係から常識主義と批判主義との脚）に見ることも可能である。つまり，常識主義

は日常生活の，批判主義は知的研究の立場であり，前者は実践を，後者は理論を，各々分

担する原理であることが想定しうる。もちろん両者の調停がその常識ゆえに破綻をきたす
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ことは容易に察知できるが，ピータースの教育哲学における理論と実践の位相は，結論と

してこの常識と批判との調停への営みにあるといっても過言ではない。

 また，上記のような理解をすれば，そこでの理論一実践関係は自ずと明白であろう。即

ち，分析的教育哲学がその分析の「二次的性格」，即ち「メタ性」を求めつつも， 「一次

的なもの」はその「常識」に起源をもつ現状肯定観とあいまって，思想的基盤を形成して

いたのである。いわば「分析」という「メタ性」は，その「常識」に乗っている限り安定

的なものだったのである。もちろん，そこでは理論一実践関係の「超越点」6）あるいは

「調停」の問題はその「常識」へ依存する限りにおいて解決されるわけではない。むしろ，

安易に実践を肯定することへ導くとともに，何等かの問題に対して極めて限定的に，個別

対応していくという局所化の方向を辿る危険性は目に見えている。しかし，いわば「常

識」という生活世界の中に「見えざる」概念を発見することで，理論と実践との関係は暗

黙の内に調停される（それは錯覚であるかもしれないが）という，理論一実践関係の様相を

呈しているのではないかと思われる。

 第二に分析哲学を含めて，分析的教育哲学の運動をどの射程で捉えるかということは，

この種の問題を吟味していく上で，基本的なことではあるとは言え，はるかに大きな規定

要因であるということである7）。例えば，初期の論理実証主義的段階に分析的教育哲学を

限定すれば，その哲学の「二次的性格」（メタ性）はある意味で確保されることになる。し

かし，その分析という手法の不毛性と実践からの疎遠を免れることはできない。一方，ヴ

ィトゲンシュタインの「言語ゲーム」との発展に分析的教育哲学を密接に関係づければ一

一ピータース自身，主著『倫理と教育』においてそのことに言及してはいるが一一，その

運動の主訴である「二次的性格」は確保されなくなる。もちろん，それと裏腹に規範的要

素と切り離せなくなり，実践的様相を手にすることになる。ピータースがヴィトゲンシュ

タインの真意をどこまで受容しているかという問題は今後の筆者の課題であろうが，少な

くともこのような分析的教育哲学の発展過程に身を置き，そこに生じたジレンマを調停し

ようとしている姿が，彼の後期の論文からは窺えるのではなかろうか。その意味では，彼

の教育哲学の構想は規範的問題を含み込む形で体系化され，道徳教育論としても日常言語

の地平に乗りかかって，公共的な次元での在り方をあらためて論理的に示していると言え

よう。

 以上，ピータースをはじめとする分析的教育哲学を吟味する際には，一つはそれを生ん

だ背景としての英国独特の「コモンーセンス」に立脚した考え方や分析的教育哲学の歴史

的展開をも射程に入れて吟味する必要がある。

3 ピータースの教育哲学における意義

 では，ピータースの構想した教育哲学は略述した以上に見るべきものはないのだろうか。

彼の「教育」概念の分析やその正当化についての批判はここで論及するまでもない。また，

宮寺晃夫が指摘する教育哲学の変換の社会的要因としての「多人種社会」の出現を， 「コ

モンーセンス」あるいは現状肯定観の揺らぎとしてみて，それに立脚したとされるピータ

ース・テーゼ8）を過去のものとして葬り去ることも可能かもしれない。しかし最初にも指摘

したように，同じロンドンライナー9）の一人であるバースト（Hirst， P． H．）が「リチャード

・ピータースは教育哲学に革命を起こしたのであり，……（中略）……その分野に携わるあ
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らゆる他者の研究の証拠となるのであるから，彼が引き起こしてきたその変容についてあ

と戻りすることはできないのである」’o）と言っているわけであり，その是非はともかくも，

今なおその足跡を精査することの価値は失われていないように思われる。

 また，ピータースの主著『倫理と教育』のドイツ語版に序文ωをよせたプリーゼマン

（Priese田ann， G．）によれば，ピータースが紛れもなくイギリスという伝統のなかで生活して

いることを認めっっも，ピータースの示した教育の「認識的展望は，我々の時代における

教育の目標，内容，方法から道徳的に支持しうる展望である」童2）ことを認めている。言い

換えれば，ピータースは思考の正確さと言語上の論証の明確さとが相互に前提的であり，

かつ規定的であることを示し，原理的な認識へといたらしめるために理性を要請した点で，

教育の考察にとって幅広い地平を切り開いたと同時に，そこに現代的な意義があるとして

いるのである。                    ・

 そのような意味からすれば，限界を抱えているとは言え，ピータースの教育哲学は，そ

の「分析」的技法の適用の徹底もさることながら，やはり規範的な部分とも切り離されて

いないのであって，大陸の教育哲学との対話において開かれていると考えてもよい。例え

ば，彼が打ち立てた構想は，ハーバーマス（Haber憩as， J．）によって合理性の枠内での対話形

成の可能性を切り開く一つの検討モデルとして指し示されている13）ことがその証左となろう。

 また，わが国において，ピータースの教育哲学の意義をどう捉えるかということについ

ては，彼の主著『倫理と教育』の日本語版訳者がそのあとがきに記したことが，30年以上

経過しているとはいえ，今なお当てはまるように思われる。即ち，

「わが国において，教育改革をめぐる政策論や制度論が華々しく展開されているわりに

は，あるいは，学校教育の方法技術に関する研究書が年々うず高く刊行されているわり

には，教育の概念とそれの価値理念についての論議や研究は，きわめて貧弱であるとい

わねばならない。……（中略）……本書は，西欧民主主義制度における教育の価値を，現

代の視座から，体系化し確認をしたという域を大きく出ていない，という意味で，ある

いは失望を覚える読者がおられるかもしれない。しかし，教育の価値理念そのものが混

乱して，教師や親が教育に対する自信と権威を喪失している現代において，少なくとも

本書は，教育とはそもそもなんであるかを正しく確認するための手がかりになることだ

けは，確かなことだと思う」14＞。

と。

 声高に教育の混迷を強調するまでもなく，混迷している教育こそが日常化している現在

にあって，教育論議におけるドグマ化の危険性は一層増していると言われても過言ではあ

るまい。その意味からも，ピータースの方法は，教育の価値について一つのアプローチの

仕方を示していると思われる。

4  「分析」の可能性について

 では，最後にこのような分析的教育哲学の運動における「分析」という革命的徴表は，

意味を薄められた形で消失していくのであろうか。今のところ，筆者はそれに対する一般

的見解以上のものを持ち得ているわけではない。また，ピータース個人に即して言えば，
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彼はもはや歴史的存在になりつつある。しかし，ピータースの辿った延長線上に彼の業績

をして有意味たらしめる方向は失われていないように思われる。ここではその可能性へ向

けてローティ（Rorty， R．）の言説に注目しておきたい。

 分析哲学の土壌から育ったローティは，分析哲学の流れを「脱超越論化」

（detranscendentalization）’5）の概念によって西洋哲学史の独特な流れの中に位置づけよう

としている。彼は，分析哲学がしばしば超越論的哲学と対立するものであるという考え方

は誤解を招きやすいものであると指摘する。彼によれば，すなわち「ある思想の企図が，

哲学の外部に見出される真理とは異種の必当然的真理（apodictic truth）からなる，文化批

判のための恒久的で中立的な枠組を構成するのだ，と公言することによって勢いよく始ま

り，そしてそれが，論理と事実，構造と内容，非時間的本質と歴史的偶然，理論と実践，

哲学と哲学でないものの間の区別を次第に不鮮明にしていくことによって， 「脱超越論

化」するのである」16）と。

 ここではそのような思想の経歴が「超越論化」と「脱超越論化」という二つの契機を孕

んでいることを示唆している。もっともローティがここで言う「超越論化」の意味はかな

り広義に解釈されたものである。彼はそれに関わって「超越論的哲学」を三つの特徴にま

とめているのでそれを以下に記しておこう。

（1）哲学を数学や論理学とともに「必当然的」で「非経験的」なものとして一纏めにす

 る試み。

（2）ある特に哲学的な一一したがって非経験的な一一手段によって知ることのできる

 「人間的認識の本性」と呼ばれるものがあるという考え。

（3）人間的認識の本性についての哲学的真理は，文化を，その中でなされる認識主張の

正当性に従って，いくつかの領域へと分けるのに用いることができるという主張17）。

 これらの特徴は確かに必要十分条件として提示されているわけではないが，少なくとも

デューイ，後期ヴィトゲンシュタイン，それに分析哲学内部の現在最も有力な人々はこの

三つの条件を拒絶しているのだとローティは言明するのである。

 したがって，ピータースに話を戻せば，ヴィトゲンシュタインのどの時期に多くの感化

を受けているかという議論一一エリオット（Elliott， R． K．）や林泰成の議論一一はその意味

では正鵠を射ているが，思想それ自体の「脱一超越論化」という営みから見れば近視眼的

であるとみなされる可能性があるということでもあろう。いわば，思想の「超越論化」一

「脱一超越論化」という経緯の中でもう一度ピータースの営みを再定位する必要があると

いうことでもあろう。

 また，本来ローティの眼目は「認識論的行動主義」ないしは「プラグマティズム的」立

場から言語哲学ないしは「言語分析」を新種の超越論的哲学とみなすことに異議を唱える

ものであるが，そこでは「言語論的転回」の実りがなかったと言っているわけではない。

彼は「それどころか， 「言語」が思考や「心」や「理性」に取って代わつったことによっ

て，認識や文化が概念的枠組みやパラダイムや像に対して相対的であるということを，哲

学者たちはこれまでになく真剣に受け取ることができるようになった」18）とも述べている。

 さらにプラグマティックな形で言語論的な哲学の貢献を次のように論じている。
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「それは，我々が「客観性」， 「必然性」， 「理性」， 「人間本性」というプラトン的

弓観念の本質を見抜き，それらを，自分の言語活動を改めることによって自分自身を改

めることのできる自己変革的存在としての人間という観念に置き換えるのに，力を与え

た。つまりそれは，19世紀には不可能であったような仕方で，理論と実践との間の区別

を破壊するのを助けたのである」19＞。

と。

 ここでローティは言語論的哲学という言い方をしているが，大局的には分析哲学の系譜

をそこにあてはめて考えることはあながち誤りではないであろう。むしろ分析哲学が理論

と実践との間の区別を破壊するのを助けたとするのは実に興味深い点である。もちろん，

そこには相対主義と超越主義との相克が横たわっているので今後の精緻な吟味に譲らなけ

ればならない。けれども，ピータースをリーダーとして示されたロンドン学派の寄与は，

その「分析」と「総合」との安易な調停に留まることなく，さらに鋭利な「分析」のメス

によって，翻訳し直される可能性によってこそ訴えられるべきであろうと思われる。
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第2節 人間形成論としての道徳教育論の意義

1 ピータースの道徳教育論の特質

 ピータースの道徳教育論において，彼の「教育」概念の分析は教育哲学の土台として出

発点に位置する。そこでは教育言語の分析によって，教育にとって外在的な目的ではなく，

教育それ自身の中枢に内在する認識論上の内容規準を抽出することが目指されている。し

たがって，この分析は経験的検証からも免れており，規範的な部分も直接的には意図され

ているわけではない。しかしながら，その内容規準の一つとして， 「価値あるものの伝

達」を彼があげたことを想起すればよい。ここにピータースは「教育」概念の分析から価

値二上の問題を抱え込んでしまうことになる。つまりそのことは， 「価値あるもの」はど

のように根拠づけされるのかという，「教育の正当化」問題として当然展開されていくこ

とになったのである。

 ところで，これらの論証過程においては，わけてもカント（KaRt， L）によって用いられた

論証の形式が援用されている。即ちそれは， 「原理が暗黙の内に前提しているものを明示

的にするために，原理の背後に立ち入って精査する」1＞というもので， 「超越論的論証」

（transcendental argument）と呼ばれている。この論証によってピータースは理性，感情，

直観等がはたらくところの，状況の公共的性格を問題とし，人が公共的なディスコースの

形式を用いる限り前提としなければならないものを指摘しようとするわけである。その結

果，教育における内在的価値としての「理性の価値」2）を中心に一群の美徳が原理として

正当化されることになる。つまり， 「平等」， 「価値ある活動」， 「インタレストの掛

酌」（the consideration of interest），「自由」（liberty）， 「人格の尊厳」及び「同胞

愛」などである。

 これらの諸原理の導出によって明かなことは，バーストも指摘するように「一個の理性

的かつ自律的な存在としての人間概念」3）を，ピータースが自らの教育的言説の基底に置

いていることである。したがって，ピータースは基本的にカント的な「理性主義」にコミ

ットしょうとしているのである。もちろんこのような立論の背景には，彼自身の直覚主義

や伝統主義に対する反論があると同時に，アメリカ知識人の一部にある相対主義への嫌悪

が挙げられる4）。そのような考え方が，現代の急速な社会変動によって勢いを得ることに

反対して，彼は「理性的に保持され，知的に適用された規範」の忠実なる支持者であるこ

とを言明し，まさに「適切さ」の規準を擁護しようとする。それは彼からみれば目常言語

の枠内で「合一理性」（ロゴス）を見出すことから本質的に逸脱することではない。

 さて，上記に示された一連の美徳がピータースにおける規範的問題として展開していく

ことは想像するに難くないが，具体的な内容・方法面に移ってくると， 「合一理性」的な

ピータースの理論構成は一段と非合理主義的な色彩を帯びてくる。

 一例として，道徳規則に対する理由づけとして働く「手続き的原理」の一つに，彼が

「公平さ」（impartiality），「真実一言明」（truth－telling）， 「自由」とともに，「イン

タレストの斜酌」を含ませたこと5）を取り上げてみよう。ここで彼は道徳教育が社会的行

為に関する規則の維持と同様に，「価値ある活動」の促進に関わるべきだと主張する。実

際のところ教育活動の中で具体的に目指されているのは，まさに「価値ある活動の展開

である。少なくとも「教える」ことの中味に関わって，彼は理性的な規約についての手続
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き的問題と，価値ある実質的な内容の問題とをまず区別するのである。

 ところが，このような識別の上に立って教育の問題を考えるとき，各々を独立して単純

に教えられるわけではない。むしろ，教育的には両者は相互補完的なものである。そこで

ヒ。一二ースはオークショット（Oakeshott， M．）6）における「言語」と「文学」との識別に

ついての考察を引用し，自らの道徳教育論を言語論的に展開する。即ち，このような「言

語」の中にこそ，はっきりとは明示されない「手続き的諸規則」と呼ばれるものが内意さ

れているのであるから，人々が言語を自律的に使用できるように，人々をその言語使用の

中へと「イニシエイトする」（initiait）ことが，道徳教育の大部分を占めることになると。

 ここで注目すべきは，行為に関する理性的な規律とそれを含意したさまざまな言語の使

用が，幼い子どもにとってはたとえ「理解の域」を越えるとしても，「子どもたちが習慣

と伝統の中庭を通って理性の宮殿に入ること」7）を彼が楽観遠していることである。もち

ろん，具体的な処方箋が示されているわけではない。また習慣8）と伝統とが，将来的に理

性的な規律の発達や言語の習得をどのように保証するのかという問題も， 「合一理性」的

に明らかにされているわけではない。ただ，彼にとってそのような習慣や伝統も，理性的

な規律とともにすでに「言語ゲーム」として内意されていると考えられる。

 結局，ピータースにとって，理性的な道徳性をもった人間として自律することは一義的

に可能なのではない。まして，ある価値観を押しつけることや，子どもの成長を待つこと

で達成されるとは考えていない。したがって，周知のようにコールバーグ流の認知的な発

達理論を受け入れつつも，それだけでなく道徳的規範を教えることとして習慣や伝統とい

うものの要素の援助を期待しているのである。そのことは，ピータースの道徳教育論が，

理性主義を掲げながら，イギリスの伝統的な教育観言い換えればリベラル・エデュケー

ションに立脚していることを物語っているのである。

 こうしたピータースの道徳教育論に，言い換えれば英国の教育学的土壌一とりわけその

規範的側面一に少なからず影響を与えたとされるのが，第∬章の第6節で取り上げたオー

クショット（Oakeshott， M．）の教育学的言説である。

 彼の思索の中心は，人間の活動について明確な特徴をその経験に基づいて同定すること

にあったが，彼の認識は，ヒューム（Hume， D．）以来の懐疑論を踏まえ，人間理性の不完全性

に対する信念を根底に置いた世界観及び人間観を呈することとなる。その結果，彼の場合，

啓蒙主義的な基礎概念としてのリベラリズムや合理主義に対して，行為遂行の累積的帰結

としての慣習や伝統的な行動様式に積極的な意味が与えられることになる。

 したがって，彼の道徳教育論もこうした道徳的生の形態の二分法に基づいて分析される

ことになる。ここでも人間理性を基礎におく「道徳的規準の反省的適用」に対して，暗黙

の内に人々が共に生きるなかで獲得されうる「情緒と行為の習慣」への価値が擁護される

ことに，彼の道徳教育論の特徴がある。

 結論として，オークショットのこのような懐疑論や道徳教育論は，分析的手法や合理主

義的思考を包含しながらも，息の長い水脈として英国の教育的磁場に通底しているばかり

でなく， 「異質な諸個人が異質性を保持しながら結合する基本的な形式」として，いわば

共生社会のモデルとして再び脚光を浴びつつあることが明らかにされたのであった。

2 ピータース以後の道徳教育論にみるその特質
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 第皿章1節でのピータース以後の道徳教育論を展望する際の観点を踏まえ，2節では，

JMEの25周忌特集号「20世紀から21世紀への道徳教育」（1996年）を手がかりに，ここ四

半世紀の英語圏における道徳教育研究の回顧と展望をまとめるとともに，昨今の道徳教育

理論の展開軸の一端を示し，わが国における道徳教育研究への示唆を得ることに目的とし

ている。そこでは，まず道徳教育研究が単に一識者としての見解の披渥ではなく，道徳教

育学の成立過程として示され，今後とも一層国際化と学際化が必要とされてきている事情

が説明される。

 また，理論的には，カント（Kant，1．）やロールズ（Rawls，」．）らに根拠を持つところのコー

ルバーグ派の認知的発達理論が隆盛をきわめつつも，リコーナ（Lickona，τ．）に代表される

「品性教育」，ヘイスト（Haste， H．）らによる「共同体主義的アプローチ」，ウィルソン

（Wilson， J．）による「分析的アプローチ」などが，ケア倫理やフェミニズムの動きと連動し

つつ，展開されていることが明らかになった。方法論として何らかの形に託言されること

は困難iとしても，個人主義的・義務論的立場から共同体主義的・徳論的な立場へ道徳教育

研究の軸が移行しつつあることを読みとることは可能であると思われる。

 第皿章3節では，ジョン・ウィルソン（Wilson， J．）の道徳教育論に焦点をあて，その到達

点と展望についてあらためて整理する中で，英語圏における道徳教育論の方向性の一端を

探ろうとした。言うまでもなく，ウィルソンの思考と著作が，道徳教育に真剣に取り組ん

できた英語圏の人々の注意を30年以上にもわたって喚起し続け，今なお批判的考察に耐え

うる感化と刺激の源泉としてあることは周知の通りである。そこでは，まず第一にウィル

ソンの道徳教育上の寄与と批判をマクローリンとハルステッド（Mclaughlin， T． H．＆

Halstead， J．醗．）の論考を中心として整理し，第二に，ウィルソンの主張や鍵概念を踏まえ

て，彼の再評価や新たな方向づけを野心的に施そうとするいくつかの論考を取り上げた。

ヘイドン（Haydon， G．）は教育における「道徳性」の枠組みについて再考を求める一方，スト

ローハン（Straughan， R．）はウィルソンの「道徳的構成要素」の意義をあらためて問いただ

している。また，トービン（Tobin， B．）はウィルソンのアプローチを徳論的アプローチへと

架橋しようとしている。最後に，最近のウィルソンの諸論考やインタビューから，ウィル

ソンの分析的道徳教育への飽くなき追究の方向性と，そこから垣間見ることのできる道徳

教育研究上の地平と問題構成の一端が明らかにされた。それは分析的道徳教育論に終止符

を打つことではなく，徳論的な方向性からの可能性を読み取ろうとする企てと解釈するこ

ともできよう。

 第皿章4節では，英語圏の道徳的発達に関する議論から家族の問題を取り上げた。道徳

を「教育」として問題にするとき，今日まで強調点が置かれてきたのは，明らかに学校教

育の範囲内での子どもたちの道徳的発達や自己指導力についてであった。例えば昨今の道

徳的発達についての理論や研究の議論に限ってみてもその生成の至る所で，学校における

形式的な道徳教育が支配的となり，家族などの諸制度の形成的役割が無視されてきたこと

は，テイラーもJMEの25年を回顧する中で認めている9）。コールバーグの認知的発達理

論の隆盛もこうした動きと連動したものであった。もちろん，今まで道徳的発達に関わる

家族についての問題関心が決してなかったわけではない。しかし，適切な概念的かつ経験

的な関心を受けぬまま， 「結果として道徳的発達についての家族のコンテクストはサイド

ラインの外側に追いやられてきた」’o）というウォーカーの指摘は，正鵠を射ている。とこ
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うが，社会現象としての「家族の崩壊」も相侯って，昨今子どもの道徳的発達の土台とし

て，家族のコンテクストへの関心が再び脚光を集めてきたのである。

 ここでは，JMEでの特集における諸論考を中心に取り上げ，子どもたちの道徳的発達

をめぐる家族のコンテクストに焦点を当て，道徳教育論の展開全体にわたって新たな座標

軸を模索しようとした。ハルステッド（Halstead， J． M．）及びオーキンとライヒ（Okin， S．肱

＆Reich， R．）らの論文をもとに，家族と家庭生活の多様性，及び家庭内で伝えられる諸価値：

の多様性について整理すると同時に，家族のもつ道徳的諸価値の多様性を巡って，家庭と

学校とはその処遇をどうすべきかを考察した。少なくとも，家族のコンテクストの多様性

への配慮は，道徳教育論上家族における幼少期を含めた発達的視点を再考することを促し

ていることは確かである。教室内でのモラルジレンマを中心とした討議中心の道徳教育を

含み込みながらも，環境やライフステージを考慮に入れた，さらには習慣や徳の有り様を

求めたより大きな枠組みが求められていることが理解できよう。

3 道徳教育論における徳論的観点の特質

 90年代以降，英語圏の道徳教育論議において「徳論的アプローチ」（the virtue

approach）が着実に地歩を固めつつあることを受けて，第IV章1節では，英語匿1の徳論的ア

プローチの展開過程について可能なかぎり整理した。

 徳論的アプローチの展開は，明らかに80年代以降の倫理学の基本的な動向一徳倫理学の

隆盛一を踏まえてのことであるが，シュトゥテルは徳論的アプローチを徳倫理学と連結さ

せて定義づけを試みている。それによれば，シュトゥテルが構想する徳論的アプローチは

二点に要約しうる。一つは，モラルの守備範囲の転換と拡張が意図されている。即ち，

「正しい」， 「間違っている」，「すべきである」，「しなければならない」といった義

務論的な概念や判断が行為や実践に対して正しい適用のみを求めるのに対して， 「よい」，

「悪い」， 「勇気がある」， 「臆病である」， 「徳がある」， 「悪徳である」，といった

アレテーとしての概念や判断は意図や動機，性格の特徴やその人自身にもあてはまること

になる。結果として，行為の倫理学のみばかりか，行為者の倫理学をその射程に置くこと

になるもあと思われる。つまり，道徳教育はアレテーとしての陳述の支援に関わり，その

目的は端的に言えば，性格（character）の特性（traits）を養うということになるu）。

 内容と方法については，「分けても徳論的アプローチがこれら人間存在についてのあら

ゆる次元の問の決定的な相互作用の問題として道徳的発達をみなす」’2）ということから帰

結することでもあるが，互いに連鎖しながら全体論的に例示されていくことになる。

 まず第一に，実践的領域であるということを踏まえれば，そこでは訓練や習慣化が重要

な役割を演じることになる。第二に，徳の獲得をめぐって，技術の習得という観点が浮上

してくる。第三に，情緒の適切な育成が状況に応じた振る舞いの性行を発達させるのに必

須のものとなる。第四に，我々の文化がもつ文学的遺産が道徳的感性の発達にとって重要

な役割をなすと考える。

 しかし，徳論的アプローチの礎である徳倫理学については，当初よりさまざまな原理的

な批判がなされているのも事実である。第一に，アリストテレスの倫理学説への回帰を試

みるならば，同時に彼の目的論的思考を再評価する契機ともなる。第二には，我々は徳に

関して何ら明瞭な知識を持たないので，徳の理論は道徳的懐疑主義や多元主義や文化相対
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主義の脅威にさらされやすくなるB）。第三には，この理論は規則や原理を見出すことがで

きないので，様々な徳の要求が互いに衝突するとき，正しい答えに至るすべを持たない14）

ことになる。

 徳論的アプローチについても，おそらく原理的には徳倫理学と連結する諸問題をそのま

ま抱えているであろう。しかし，徳論的アプローチの可能性は，これまでの義務論的なア

プローチの限界を見据え，いたずらな理論の精緻化によってではなく，具体的な「よくあ

る」ことへのあくなき実践の追求と蓄積とによって拓かれていくものと思われる。

 第IV章2節では，英語圏の教育学における権威論の展開過程を手がかりにしつつ，徳倫

理学的な視座から教育的権威を再定位することを試みた。

 教師の権威または教育者の権威に関する議論は，一般的には論争的であるばかりか，必

ずしも生産的なものではないと見なされる傾向にある。一般的には，グローバル化を背景

とした文化的，政治的，経済的進展や成熟とともに，現代の民主主義的で多元的な社会が

権威一般への専門的な要求に対して敬意を示しえず，したがって伝統的な教育的権威観が

着々と減じてきたというのが正直なところであろう。

 しかし近代教育の登場以来，権威が教育的円環において完全に拒絶されてきたというわ

けではない。事実，教育的権威を拒絶することは実践的には困難である。その方向性は教

育的権威の精査を通して，まずはこれまでの権威観における誤解や限界を明らかにするこ

とである。ただし，ここでは権威論に纏わる法学的偏向を廃しつつ，教育学における文脈

の中で権威そのものを改めて捉え直すことによって，教育的権威を蘇生させる道筋を見出

そうとしている。

 手順としてまず第一に，分析的教育哲学の系譜にあるピータース（Peters， R． S．）やウィル

ソン（Wilson，」．）らによる「権威」概念の明確化と権威の正当化問題などを取り上げ，一連

の洗練された権威論の展開を概観した。それらを受けて第二に，シュトゥテルとシュピー

カー（Steute1， J．＆Spiecker， B．）らにおける最近の徳論的アプローチの議論から教育的権

威の在り方について捉え直しを図り， 「信頼」の徳に基礎を置く教育的権威の可能性を吟

味した。

 さらに，近年，徳論的なアプローチでは，行為の倫理学のみばかりか行為者の倫理学が

その射程に置かれ，自尊感情や他者への思いやりなどある種の自然な人間としての能力や

感覚を育成したり洗練したりするために，他者の実例を行為の模範とするこど5）がその手

法の一つとして求められている。具体的には子育てにとって相応しい親の在り方や専門職

としての教師の在り方が問われることになる。徳論的アプローチの代表的主導者の一人と

認められる，カー（Carr， D．）も，一連の著作を発表し，「道徳教育における権威や自由の問

題と道徳的判断の客観性ないしはその他の道徳的認識論のある種の深遠な問題との間の，

明白な概念的な諸関係が教師の道徳的役割についての議論を表面化させ始めた」16）として，

教師の道徳的役割の追究に専心している。

 第IV章3節では，カーの論文「教育と教師の役割についての対抗的な概念における道徳

教育的関わり」（2003年）17）を手がかりに，これまでの研究の成果を基本的に集約すると同

時に，教師の道徳的役割についての諸相を抽出し，その問題群を整理した。教育が究極的

には個人としての人格形成を目的とする以上，教育言説あるいは教育行為の諸前提として，

教師の道徳的役割はあまりにも自明視されてきたことではある。けれども，徳論的な観点
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からその整理を施すことは，教師としての道徳的磁場を確認すると同時に，教師としての

アイデンティティの再考を促すものとなっていると考える。

4 現代英語圏の道徳教育論からの示唆

 これまでの記述が現代英語圏の道徳教育論全体の動向を網羅したものではないことは言

うまでもない。あくまでもその途中経過であるに過ぎない。しかし，筆者の当初の目論見

はこれまでの記述によって幾分か果たされたものと考えている。

 記述の方法として義務論的なアプローチと徳論的なアプローチとをある意味で対照化さ

せることによってその特質を際立たせることはできたのではないかと考えている。ピータ

ースからカーに至るまで，双方が道徳教育にとって両輪を為していることは確かであるが，

重点の置き方に英語圏独特の道徳教育理論史の変容過程を読み取ることはできるであろう。

 しかし，本論文全体をとおしてゆるやかに流れている脈流として， 「アリストテレスの

倫理学を後期ウィトゲンシュタインの言語観の視点から捉えようとする」18）方向と軌を一

にしていると思われる。菅豊彦の近著の書名をそのまま用いれば， 「道徳的実在論の擁

護」の立場ということになる。少なくともプラトンのイデア論の方向ではなく，哲学の根

本問題を「人はいかに生きるべきか」という問いに求めたソクラテスや，アリストテレ・ス

が「勇気が何であるかを知るためには，勇気ある人々を見習い，われわれ自身が勇気ある

人にならなければならない」としたアリストテレスの徳論の方向ということになる。

 これに反して西欧の近世・現代の道徳思想を，ヒューム以降反実在論的な立場から「行

為の原理を求め，それを命題化し，コード化しよう」19）とした営みと見ることができる。

カントの「定言命法」や功利主義の「最大多数の最大幸福」はその典型的な例であろう。

しかし，これらのコードのよってソクラテスの問いに直接的に答えられるわけではない。

 反実在論者は近世自然科学が捉えた世界が「実在世界」と信じたが，現代の道徳的実在

論者は，自然科学が捉える世界はあくまでも「側面から眺められた位相」20）として捉え，

人間が生きて行為する世界ではないと捉える。何となれば， 「われわれは言語を習得する

ことによって概念能力を獲得し，それを通して世界を分節化し，行為をさまざまに評価し，

それを遂行する。このように，われわれがその中へと生まれ落ち，その中で生きていく生

活空間，つまり， 「理由の空聞」こそが実在世界であると実在論者は考える」2’）のである。

 こうした考え方を踏まえれば，分析的教育哲学の運動の最中にあって日常言語に基礎を

置いたピータースの教育哲学が後期ヴィトゲンシュタインの思想の枠組みを受容していた

としてもその内実があらためて問われるかもしれない。道徳教育論の立論においてはカン

ト的な手法が用いられていたのである。けれども，その習慣論は道徳的実在論の立場に与

するものであろう。また，ピータース以後の徳論的な展開については，道徳的実在論の立

場を確かに擁護するものとなっていよう。さらなる詳細の分析は今後の検討に委ねなけれ

ばならない。

 少なくとも，こうして道徳的実在論の地平を今一度切り開き，編み直していく作業が今

日の道徳教育論に求められていることは確かである。それが人間としての在り方生き方を

問う道徳教育へ誘うことになるものと思われる。

［註］
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第3節 学校教育実践学としての道徳教育論の構築

 もとより筆者は，奉職して以来，中学校においては社会科教育と道徳教育，高等学校に

おいては公民科教育を中心に据えて，教育実践に携わってきた。そのことは研究の出発点

であると同時に研究の帰結点でもある。常に教育の原点に立ち帰りながら，人間としての

在り方生き方を真摯に求めるとき，道徳教育の在り方について間うことを余儀なくされた

と言ってよい。

 本邦においても，例えば押谷由夫の『「道徳の時間」の成立過程に関する研究』（2001

年）など，教育論的な視点に立った研究も少しづっ著されはじめたが，まだまだその教育論

的な論議はその途上にある。そうした中で，本邦における道徳教育のあり方に関してその

準拠枠を求める際，英語圏における道徳教育論の展開過程についての研究は，その一つの

座標軸となるものと思われる。

 例えば，本研究は，少なくとも一元的な「規範」（よい／わるい〉中心の議論からの脱却

を示唆している。一つの方向性を示す徳論的アプローチにしても，従来の「徳目主義」に

回帰することではなく，「分析性」を踏まえっっ，より実践的で，生きた人間に焦点を当

てることによって，その捉え直しを目指している。言い換えれば，人間が他者とともに生

きる中で教えられ，育まれていくという人間形成論的な視座において広く人間を捉えよう

としている。そこでは，身体，芸術，教養，習慣等を含み込んだ形での人間形成の捉え直

しが行われることが期待される。言うまでもないが，それは「全生活の道徳化」を意味す

るものではない。より具体的には，教育改革の流れを踏まえて，教育課程の編成，総合的

な学習の時間の扱い，さらには中高一貫の取り組み等について積極的な検討を促していく

ものとなろう。

 また，そのことは，本邦において行われている道徳教育そのものの捉え直しとしても例

外ではなかろう。したがってここでの研究は，我が国の道徳教育のあり方をめぐる議論に

おいて，学習指導要領の目標とするところを十分に踏まえながら，道徳教育の実践が，全

教育活動さらには各々の教育活動，及び方法論の有機的連関のもとに位置づけられ，再構

成されるその枠組みを提供してくれる可能性がある。さらに，人間としての在り方生き方，

また教師としてのあり方生き方から「道徳の時間」の指導に至るまで，その実践的な支え

と方向づけとを筆者に与えてくれるものと思われる。

 少なくとも，こうした議論を通して「道徳」言い換えれば「徳」への視座あるいは磁場

を真摯に確保し，希求することをここでは求めている。確かに， 「心の教育」の問題とし

てさまざまな実証的な知見が明らかにされ，例えば児童生徒の「自己効力感」・「自己有

能感」への着目や対人関係的アプローチが志向されるとしても，私たち自身の認識の枠組

みの中に「道徳的な」または「徳論的な」磁場が確保されない限りは，真に道徳的な言説

や実践を見取り，それを育むことはできないように思われる。心理学的な用語（ターム）が

飛び交い，客体としての人間理解が進むことが，必ずしも「道徳的」であることではない。

そうした心理学的な示唆が道徳教育を支援する手段として有効に機能することを認めつつ，

またそれを含み込みながらも，基本的には道徳的な視座を確保することが求められている

のである。それは，道徳教育において「地域社会の連携」や「体験活動とのつながり」が
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求められたとしても然りである。

 ただし，道徳教育が政治的にまた宗教的にもさまざまなバイアスをかけられてきたのも

事実であり，戦後不幸にも「道徳教育」が一部にはある種の不信感や嫌悪感をもって受け

取られてきたのも故なきことではない。けれども，私たち自身が人間としての在り方生き

方を真摯に求める存在であるならば，またそこに人間存在としての固有性，言い換えれば

アイデンティティがあるとすれば，「徳のある生き方」を希求せざるを得ない。今求めら

れているのは， 「道徳教育」を過去の時代の副産物として忌避することではなく，教育論

としての道徳教育に道徳的実在論の立場から確固とした磁場を確保し，それを紐解き編み

直す作業を進めていくことではなかろうか。

 次節においては， 「自ら課題に取り組み，共に考える人間としての在り方生き方に関す

る教育の展開」と題して，高等学校における道徳教育について具体的に論じているが，こ

れまでの道徳教育論の研究を踏まえた上での実践化への一契機として参照していただきた

い。
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補節 自ら課題に取り組み，共に考える人間としての在り方生き方に関する教育の展開

1 はじめに

平成13年度全倫研全國高校生意識調査グラフ「高校生の自己意識・価値観・生活意言謝

 「高校教育への期待」       ’

   0％           20％          40％          60％          80％          壌00％

平成6年

  男子

  女子

平成明年

  舅子

  女子

平成給年

  男子

女子

〔：二］知識・教養  〔コ進…路  麗縫基本的生活習慣  皆人垂各形成

 まず，平成13年度丁丁研全国高校生意識調査「高校生の自己意識・価値観・生活意識」

から塙校教育への期待」の項目をご旧いただきたい。「知識・教養∬進路」と併せて，

「人格形成」がトップ3の中にその一角を占め，その期待の大きさを示している。一貫し

て「人格形成」を強く求めている高校生の姿がここにはある。こうした高校生の意識をど

のように捉えればよいのだろうか。また，果たしてこれに応える教育が現在十分に行われ

ているのだろうか。

 学校教育が本来人格の完成を苗指して行われるものであることを踏まえるとき，その中

核に位置づけられる高等学校における道徳教育，すなわち人間としての在り方生き方に関

する教育（以下「在り方生き方教育」と略記する）の在り方がここでは改めて問われてい

るのである。

 本節では，「在り方生き方教育」の基本的な性格を再確認すると同時に，道徳教育改善

の基本方針を踏まえ，その展開にあたって改善の視点について整理してみたい。

2 「在り方生き方教育」とは何か

 前回（平成元年）の学習指導要領の改訂以来，高等学校における道徳教育の考え方とし

てその核心に置かれたのが，「在り方生き方教育」であり，今回の改訂においても，その

考え方が継承されている。このように「在り方生き方教育」が重視されてきたのはなぜで

あろうか。

 その背景については，おおよそ2点ほど指摘されている。一つには，今日の家庭や地域

社会及び学校における道徳教育の現状や生徒の実態からみて，現代を生きる人間としての

存在や価値について理解と思索を深めることによって，更に充実を図ることが強く要請さ

れているということである。もう一つには，高等学校における道徳教育が，学校の教育活

動全体を通じて行うことを基本としているが，必ずしも十分に成果を上げているとは言い

難い状況を踏まえて，生徒の発達段階に対応した青年期における生き方に関する指導を工
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夫し，教育課程の編成・実施とのかかわりを明確化する配慮が求められているということ

である。

 それでは，そこで求められる「在り方生き方」とは何を意味するのであろうか。中学

校の道徳教育では「人間としての生き方についての自覚を深め」ることが目標として掲げ

られているが，「人間としての在り方生き方」という表現は高等学校段階特有のものであ

る。なぜ，「在り方生き方」なのであろうか。

 そもそも人間が主体的に判断し行動するということは，一定の行為を自分自身の判断基

準に基づいて選択するということである。したがってそのためには，自分自身に固有な選

択基準ないしは判断基準を持つことが求められる。このような選択基準ないし判断基準は，

一朝一夕に獲得しうるものではなく「生徒一人一人が人間存在の根本性格を問うこと，す

なわち人間としての在り方を間うことを通して」はじめて形成されてくるものである。

 その意味で，「人間としての在り方」を問うとは現にある「存在（Sein）としての自己」

から，本来の「当為（Sollen）としての自己」へ遡行することを求めているのである。そ

れは人間存在に関わる当為としての価値観や理念とも言えるが，具体的に自ら追究するこ

とを通して内面化された独自のものであるはずである。自己の生き方の自覚を深め，自己

の人間としての生き方を支えるものであり，そこから自己の実践的決断も生まれてくるの

である。

 したがって，「在り方生き方」という用法には，人間存在の根本的在り方と一体のもの

としてよりよい生き方を具体的に目指すというねらいが含意されているものと考えられ

る。総則で求められている「人間の在り方に深く根ざした人間としての生き方に関する教

育」も，いわば人間存在が「過去・現在・未来」の歴史的座標軸と「他者・超越者・世界」

の関係的座標軸との交点に位置することを自覚させることを通して，よりよい生き方を求

めようとする主体的実践意欲を導き出すことである，とも解せよう。

3 「在り方生き方教育」における改善の視点

 今回の道徳教育改善の基本方針の一つが，「未来へ向けて自らが課題に取り組み，共に

考える道徳教育の推進」（下線筆者）である。そこでは「生徒自らが人間として生きると

はどういうことかを基に内面をみつめ，直面する課題や悩みに主体的に取り組み，共に考

え，夢や希望をもって，未来へ向けて人生や社会を切り拓く実践的な力をはぐくむ指導の

充実」が求められている。ここから「在り方生き方教育」の担うべき具体的な改善の方向

性が示唆されよう。

3．1 “自ら課題に取り組む”一生徒の自立を促す指導と支援一

 本来，人間としての在り方生き方は主体的に判断し行動することの中にある。具体的に

は，様々な体験や思索の機会を通して自らの考えを深めることにより形成されるものであ

る。教師の一方的な押し付けや単なる先哲の思想の紹介にとどまるような，一般的知識の

習得によって果たされるものではない。夢や目標に向けた真直な努力は軽視される風潮に

はあるが，自己形成における自らの課題に取り組むことによって，「在り方生き方教育」

は本来の目的を達することができる。“自ら課題に取り組む”をここでは未来に向けた生

徒の自立化への過程と捉え，その観点から中核を担うべき倫理と特別活動において特に留
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意すべきことについて触れておきたい。

3．1．1 「倫理」

 高等学校においてその中核を担う「倫理」においては，今回の学習指導要領の改訂によ

り，目標のなかで「生きる主体としての自己の確立」という文言が加えらている。ここで

は，「倫理」の学習が主として自己自身の内面的な形成にあることを示している。いわば，

主体の形成が重要な学習課題となっているのである。

 したがって，生徒一人一人においても人間としての在り方生き方について主体的な自覚

を深め，自己の確立を促すことを課題として意識させるような授業計画・展開が求められ

る。そのためには，生徒が直面する課題に応えるテーマ構成とそのための適切な視点（切

り口）の設定が必要になってくる。先哲の考え方を手がかりとする場合，先哲やその思想

の内容は人間の在り方についての課題が凝縮したものであり，生徒にとっては断片的で部

分的な理解にとどまりやすい。授業者が思想理解を踏まえたうえで，それが過去との対話

であっても未来へ生きる生徒の課題と結びつけてテーマを設定し，それにふさわしい視点

を抽出・吟味し，生徒に理解可能な形で提示することが求められる。

 例えば，「学ぶことの意義」をテーマとして設定した場合には，ソクラテスの晶晶法」

や「無知の知」を順に学習するのではなく，「自由で対等な対話の在り方」「とらわれか

らの脱却」などの視点が考えられる。上記の視点はミルの「自由論」やベーコンのイドラ

とも重なってくる。適切な視点は，他の思想やテーマと相互浸透的な共通性を持つため，

相互の関連付けや精選を可能にするのである。

 実際に指導計画を作成する場合，学習指導要領解説には，「神の愛や隣人愛」「人生に

おける不安や苦」「望ましい人間関係」など先哲の基本的な考え方を自己の課題と結びつ

けて考えさせるテーマが示されており，大いに参考とすべきである。

 こうしてテーマ構成を踏まえて申核となるねらいや視点を適切に設定し，緊密に関連付

けることで，学習効果を相乗的に高めると同時に，絞り込みのための論理的な筋道を得る

ことができる。そのことによってまた，生徒における学習の実現状況を把握する際に，ね

らいや視点を評価の観点として捉え直すことも可能となる。

 さらに，「現代の諸課題と倫理」においては，「学校や生徒の実態に応じて課題を選択

し，主体的に追究する学習を行うよう」に示されている。ここでは，生徒“自ら課題に取

り組む”「倫理」学習の在り方が具体的に求められており，授業者が一層明確な問題意識

をもって，適切なねらいと視点を設定し，生徒が主体的に追究できるよう支援する必要が

ある。

3．1．2 特別活動

 特別活動の究極的な目標は，「自主的，実践的な態度の育成と，人間としての在り方生

き方についての自覚を深めて自己を生かす能力を養うこと」である。しかしその中で，社：

会の変化に主体的に対応できる能力の育成を重視する観点から，生徒が自らの在り方生き

方について考え，将来への夢や希望を抱き，その実現を目指して自らの意志と責任で自己

の進路を選択決定する能力や態度を育成することが求められている。

 青年期の進路決定における具体的な課題として，自分がどのように生きていくのか，ま
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た職業の中で自分をどのように変えていくのか，さらに職業を通してどのような生きがい

を見出すのかということがあげられよう。しかし，未来はどこからかやってくるものでは

ない。自ら課題に取り組み未来を切り拓いて行くことの中にある。したがって，その中で

望ましい職業観・勤労観を醸成することが，人間としての在り方生き方の指導として重要

な課題となってくる。

 今回の改訂においては，望ましい職業観・勤労観の育成等を図る観点から，特に就業や

ボランティア体験の機会の確保に配慮することが求められている。それも活動すればそれ

でよいというものではない。体験の厳粛な意味を踏まえれば，それは為すことによって身

体全体で実感・納得し学んでいくという固有のよさを持っている。生徒自らが「勤労の尊

さ」，「創造することの喜び」を体得し，「望ましい職業観・勤労観」の確立や「社会奉仕

の精神」の酒養が図られるよう，家庭や地域との連携を深めながら，課題に取り組むため

の具体的なねらいや視点を設定して指導・援助する必要があろう。

 体験的な学習は，生徒自ら自己の外側にある課題に取り組むことによって，自分と社会

との関わりに対する理解と認識を深めるものであり，未来に働きかけ自己の在り方生き方

を考え，望ましい自己実現を図る上でも倫理と併せて両輪となすものと位置づけられる。

3．2 “共に考える”一他者性の認識と協働性の構築一

 生徒が直面する課題や悩みに主体的に取り組むことは，自分とは異なる他者の存在を鏡

として，また他者との協働を通して，人生や社会を切り拓く実践力として結実する。ここ

では生徒と共に考える教師の在り方とその態勢の具体について注意を喚起しておきたい。

3．2．1 自己形成の課題を抱えた生徒との対峙

 高等学校段階の生徒は，一般に「自分の人生をどう生きればよいか，生きることの意味

は何かということについて」思い悩み，自分自身や自己と他者の関係，人間や社：会のある

べき姿について考えを深める時期である。特に，「今臼の物質的に豊かで価値観の多様化

した社会に生きる生徒には，いかに生きればよいかという問いが一層切実な問いとなって

いる」はずである。

 しかしながら，私たちは生徒の心からの問いかけをしっかりと受けとめ，見つめている

のであろうか。人間関係の希薄化や社会性の低下という社会認識を挺子にステレオタイプ

の生徒像を打ち立てていないだろうか。将来への夢や不安，主体性や個性にかかわる悩み，

孤独感や疎外感，挫折感や劣等感など，一人一人の生徒が持つ問いや課題に一個の人間と

して真摯に向き合っているのであろうか。

 私たちが画一化され均質化された附記を生きる「ヒト」（das擁an）に埋没し，人間存

在にかかわる課題を隠蔽しつつ「生きられた時間」を享受しているとしたならば，決して

生徒が抱えている問いや課題は見えてこない。高校生としての自己の生き方（生きがい，

夢，希望），自尊感情，さらにはアイデンティティの希薄さを問う前に，まずは生徒とど

のように向き合おうとしているのか，「在り方生き方教育」にどのように取り組もうとし

ているのか，教師の在り方がまさに問われているのである。それは生徒理解の要諦でもあ

る。望むらくは，一人一人の生徒に寄り添い，また時には対決できる教師でありたいし，

よりょく生きていこうとする生徒の“学び”を支援できる教師でありたい。生徒との協働
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は教師としてのアイデンティティの確立を志向するものである。

3．2。2 校内態勢の創造一“学校の教育活動全体を通じて”一

 ところで，「在り方生き方教育」は，「学校の教育活動全体を通じて各教科・科目，特

別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて実施するものである」としてい

る。したがって，“共に考える”ことは，学校全体として人間形成の問題にどのように取

り組み，どのような地平を切り拓こうとしているのかという視点を与えることになる。各

教科・科目・領域において，それは決して予定調和されていることではない。

 学校全体で推進するということは，「在り方生き方教育」の重点山気に向かって密接な

連携の下に教育活動を行うことである。十分な成果をあげるためには，各教科・科目・領

域がそれぞれの特質を生かしながら重点目標の下に整合性を持って活動できる全体計画や

年間計画を構築する必要がある。また，それと同時に教師間の共通理解及び校内研究体制

の確立が求められる。

 教科中心の意識が強い高等学校において，これまでそのような取り組みは十分になされ

てきたのであろうか。おそらくは今後，校長・教頭のリーダーシップのもと，公民科倫理

の教師を核としながら，特別活動や総合的な学習の時間計画担当の教師を含めた「在り方

生き方教育」の推進体制が各学校において弾力的に機能していくことが望まれる。倫理や

特別活動を核とした授業公開や校内研修会の必要性も高まってこよう。具体的に参照すべ

きは，小・中学校等において積み上げられてきた道徳教育の推進体制であろう。そこでは

特色ある「総合単元的な在り方生き方教育」の構想も開かれてくる。

 各学校において生徒の実態を見据え教師集団として，また学校全体として人間形成の課

題と展望を持ち，実践と研究を積み重ねていくことが，“共に考える”という協働性を下

支えするものと思う。

4 おわりに一「在り方生き方教育」の道徳論へ向けて一

 かつて，英国の教育哲学者ピーターズ（Peters，沢． S．）は「教育」概念の分析において，

「教育的」であると呼びうるためには，「教育の中に含まれる諸過程や諸活動そのものが

価値あることに寄与するかまたは価値あることを含んでいること」でなければならいとし

た。考えてみれば人間は自らの行為を意味付け，価値付けていく動物である。また，すで

に存在する意味・価値空間に住まっている。

 したがって，自己の存在や身体から切り離された「知」の蓄積によって，人間の在り方

（Sollen）としての「知」へ至ることはできない。行為において事象と価値とは分かちが

たく結びついており，事象そのものを行為連関の中で抽出することは科学の方法論として

存在し得ても，その中で意識と身体を持った一個口人間が行為としての意味や価値を見出

すことはむずかしい。「在り方生き方教育」にとって大切なことは道徳的態度化とか徳目

化とかを懸念することではなく，私たちの一つ一つの行為や実践を人間の在り方に支えら

れた意味連関に編み直すことではないのだろうか。

 求められる「在り方生き方教育」も，意味や価値の埋め込まれた時空の中で，私たちと

同じように苦悩し懊悩した先哲の思索を手がかりとして人間存在のあるべき姿を根源的に

問いつつ，それを自己の課題として引き受け，日常の具体の中で「人間としての生き方」
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を不断に求め続けることの中にあるのではないだろうか。そこでは，価値あることに対す

る道徳的実践者として日々その“背中”を示しつつ，“自ら課題に取り組む”ことと“共

に考える”こととを体現する教師像が求められているのである。

［主な引用・参考文献］

（D在り方生き方教育研究会著『在り方生き方教育』学陽書房，1994年。

（2）斉藤弘著『公民科教育への歩みと課題一人間としての在り方生き方一』

 富士教育出版社，1991年。

（3）東京都高等学校倫理・社会研究会編『公民科「倫理」の指導：内容の展開一「人聞とし

 ての在り方生き方」についての自覚を深めさせる「倫理」一』清水書院，1992年。

（4）目本公民教育学会編『公民教育の理論と実践』第一学習社，1992年。

（5）R．S．ピーターズ著（三好信浩・塚崎智共訳）『現代教育の倫理一その基礎的分析一』

黎明書房，1971年。
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